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Ⅰ  本 編 
 

１．国民の皆様へ 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）は、我が国のエネルギー・

環境分野及び産業技術の中核的政策実施機関として、内外の最新の技術動向や政策動向を的確に把握しつつ、

政策当局との密接な連携の下、「科学技術基本計画」、「科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針」、「エ

ネルギー基本計画」、「京都議定書目標達成計画」、産学連携に関する施策等の国の政策に沿って、エネルギー・

環境関連技術の開発とその導入・普及の促進、技術開発事業の適切なマネジメントとその成果の普及を通じ、

我が国の内外のエネルギー・環境問題の解決及び産業技術力の強化並びに国民経済の発展に貢献しております。

事業の実施にあたっては、民間企業、大学、公的研究機関、地方の行政機関等と適切な連携を推進する体制を

構築するとともに、これらの連携により事業を効率的に実施しております。 

平成 26 事業年度においては、年度計画に基づき技術開発マネジメント関連業務、クレジット取得関連業務等

を、着実に、かつ戦略的に実施することにより、後述しますとおり各業務において大きな成果を挙げておりま

す（参照：Ⅱ 参考編（平成 26 年度の事業実績））。特に、平成 26 年度は、太陽光発電、燃料電池・水素、蓄

電池等のエネルギー関連技術の開発やパワーエレクトロニクス、ロボット等の産業技術の開発を推進するとと

もに、NEDO 水素エネルギー白書や NEDO ロボット白書 2014 の策定を行いました。また、デンマークにて福祉機

器ロボットの実証を開始し、日米スマートグリッド実証では省エネルギー効果を達成するなど、グローバルな

活動を推進して参りました。さらに、技術シーズの発掘やベンチャー企業等の振興、オープンイノベーション

の推進等、橋渡し機能の強化に向けた取組を実施しました。 

このような活動を今後も積極的に推進し、「エネルギー・地球環境問題の解決」と「産業技術力の強化」をも

って、経済社会の持続的成長の実現に向けたイノベーション創出を推進する役割を果たして参ります。 

 

 

２．法人の基本情報 

（1）法人の概要 

  ①目的 
機構は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための

技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発、民間において行われる研究開発の促

進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及

びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給

の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的としております。このほか、気候変動に関する国際連

合枠組条約の京都議定書（以下「京都議定書」という。）第六条 3 に規定する排出削減単位の取得に通ずる行

動に参加すること、京都議定書第十二条 9 に規定する認証された排出削減量の取得に参加すること及び京都

議定書第十七条に規定する排出量取引に参加すること等により、我が国のエネルギーの利用及び産業活動に

対する著しい制約を回避しつつ京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行することに寄与することを目的

としております。（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（以下「機構法」という。）第

四条） 

 

  ②業務内容 
機構は、機構法第四条の目的を達成するため、以下の業務を行います。 

   ⅰ）技術開発マネジメント関連業務（機構法第十五条第１項） 

一    次に掲げる技術（原子力に係るものを除く。）であって、民間の能力を活用することによりその開発

の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に

必要なものの開発を行うこと。 
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イ    非化石エネルギー法第二条第一号から第三号までに掲げる非化石エネルギーを発電に利用し、若

しくは同条第四号に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用

するための技術 

ロ    非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術（イに掲げるものを除

く。） 

ハ    可燃性天然ガス及び石炭を利用するための技術（可燃性天然ガス及び石炭を発電に利用するに当

たりこれらから発生する電気の量を著しく増加させるための技術その他の可燃性天然ガス及び石炭

の利用の高度化のためのものに限る。） 

ニ    エネルギー使用合理化のための技術 

二    民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業の技術（原子力に係る

ものを除く。以下この条において「鉱工業技術」という。）に関する研究開発を行うこと（前号に掲げる

ものを除く。）。 

三    鉱工業技術に関する研究開発を助成すること。 

四    第一号に掲げる技術の有効性の海外における実証（その技術の普及を図ることが我が国への非化石エ

ネルギー、可燃性天然ガス及び石炭の安定的な供給の確保のために特に必要である地域において行われ

る当該技術の実証に限る。）を行うこと。 

五    第一号ハ及びニに掲げる技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に

充てるための補助金の交付を行うこと。 

六    次に掲げる情報の収集及び提供並びに指導に関する業務を行うこと。 

イ    可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化に関する情報の収集及び提供並びに第一号ハに掲げる技

術に関する指導 

ロ    エネルギー使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに第一号ニに掲げる技術に関する指導 

七    鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修を行うこと。 

八    産業技術力強化法（平成十二年法律第四十四号）第二条第二項に規定する技術経営力の強化に関する

助言を行うこと。 

八の二    研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に

関する法律（平成二十年法律第六十三号）第四十三条の二の規定による出資（金銭の出資を除く。）並び

に人的及び技術的援助を行うこと。 

九    前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

十    非化石エネルギー法第十一条に規定する業務を行うこと。 

十一    基盤技術研究円滑化法（昭和六十年法律第六十五号）第十一条に規定する業務を行うこと。 

十二    福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（平成五年法律第三十八号）第七条に規定する業

務を行うこと。 

 

   ⅱ）クレジット取得関連業務（機構法第十五条第２項） 

一    京都議定書第六条３に規定する排出削減単位の取得に通ずる行動に参加すること、京都議定書第十二

条９に規定する認証された排出削減量の取得に参加すること及び京都議定書第十七条に規定する排出量

取引に参加すること。 

二    前号に掲げる業務の実施に必要な場合において、地球温暖化（地球温暖化対策の推進に関する法律（平

成十年法律第百十七号）第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。）の防止に寄与する事業を行う者に

対して、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための

技術並びに鉱工業の技術に関する指導を行うこと。 

三    前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

   ⅲ）債務保証経過業務・貸付経過業務（機構法第十五条第１項及び附則第九条） 

 ⅰ）及びⅱ）の業務のほか、新エネルギーの導入に係る債務保証業務については、制度の安定運用を図

りつつ、新エネルギーの導入目標達成に向けて適切な実施に努めます。また、鉱工業承継業務に係る貸

付金の回収については、債権の管理を適切に行い、回収額の最大化に向けて計画的に進めて参ります。 
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  ③沿革 

平成 15 年 10 月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構設立 

平成 18 年 4 月 アルコール事業本部を完全民営化に向け特殊会社化に移行 

(日本アルコール産業株式会社法の施行) 

平成 18 年 7 月 京都メカニズム クレジット取得関連業務を追加 

平成 19 年 4 月 技術経営力の強化に関する助言業務を追加 

平成 24 年 9 月 石炭資源開発業務及び地熱資源開発業務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

に承継 

平成 25 年 4 月 石炭経過業務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に承継 

平成 26 年 4 月 出資（金銭の出資を除く。）並びに人的及び技術的援助業務を追加 

平成 27 年 4 月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に改称 

 

  ④設立に係る根拠法 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成十四年十二月十一日・法律第百四十五号） 

 

  ⑤主務大臣 
経済産業大臣（経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課） 

※クレジット取得関連業務は経済産業大臣及び環境大臣 

 

  ⑥組織図 
（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ⑦その他法人の概要（記載事項なし） 
 

理 事 長 

副 理 事 長 

理 事 

 

監 事 室 

総 務 部 

人 事 部 

経 理 部 

検 査 ・ 業 務 管 理 部 

評 価 部 

広 報 部 

プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト 室 

関 西 支 部 

資 産 管 理 部 

シ ス テ ム 業 務 部 

海外事務所（ﾜｼﾝﾄﾝ、ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ、ﾊﾞﾝｺｸ、
北 京 、 欧 州 、 ﾆ ｭ ｰ ﾃ ﾞ ﾘ ｰ ） 

 
 
 
 

 

技 術 戦 略 研 究 セ ン タ ー 

産 業 技 術 本 部 

イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 部 

電子・材料・ナノテクノロジー部 

バイオテクノロジー・医療技術部 

ロ ボ ッ ト ・ 機 械 シ ス テ ム 部 

省 エ ネ ル ギ ー 部 

ス マ ー ト コ ミ ュ ニ テ ィ 部 

環 境 部 

国 際 部 

京 都 メ カ ニ ズ ム 事 業 推 進 部 

新 エ ネ ル ギ ー 部 

エ ネ ル ギ ー ・ 環 境 本 部 

監 事 
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（2）事務所の所在地 

   ①本部 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 

       ミューザ川崎セントラルタワー（総合案内 16 階） 

 

   ②関西支部 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3 丁目 3 番 10 号 

       梅田ダイビル 6 階 

 

（3）資本金の状況 

（単位 ： 百万円）     

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政 府 出 資 金 79,044 - - 79,044 

民 間 出 資 金 157 - - 157 

資 本 金 合 計 79,201 - - 79,201 

 

（4）役員の状況（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

役 職 氏 名 任 期 担 当 経 歴 

理 事 長 古川 一夫 
自 H23.10.1 

至 H27.9.30 
組織業務運営 （株）日立製作所 執行役社長 

副理事長 倉田 健児 
自 H25.6.28 

至 H27.9.30 

業務運営全般についての

理事長補佐、バイオテクノ

ロジー・医療技術、技術戦

略研究、産業技術全般担当 

（独）新エネルギー・産業技術総合

開発機構 理事 

理 事 植田 文雄 
自 H21.8.17 

至 H27.9.30 

ロボット・機械システム、

電子・材料・ナノテクノロ

ジー、省エネルギー、京都

メカニズム事業推進担当 

トヨタ自動車（株）車両材料技術部 

バイオマス技術開発室シニアスタッ

フエンジニア 

理 事 元木 英一 
自 H23.10.1 

至 H27.9.30 

経理、検査・業務管理、資

産管理、システム業務担当 

（独）新エネルギー・産業技術総合

開発機構 検査・業務管理部長 

理 事 土屋 宗彦 
自 H25.10.1 

至 H27.9.30 
新エネルギー、環境担当 （株）東芝顧問 

理 事 国吉 浩 
自  H24.9.1 

至 H27.9.30 

国際、スマートコミュニテ

ィ、エネルギー・環境全般

担当 

近畿経済産業局地域経済部長 

理 事 中山 隆志 
自  H25.6.28 

至 H27.9.30 

総務、人事、評価、広報、

イノベーション推進担当 
（独）日本貿易振興機構 企画部長 

監 事 中 伸好 
自 H25.10.1 

至 H27.9.30 
監査業務担当 五洋建設（株）常務執行役員 

監 事 

(非常勤) 
藤井 哲哉 

自 H23.10.1 

至 H27.9.30 
監査業務担当 東京ガス（株）監査部長 

 

（5）常勤職員の状況 

常勤職員は平成 26 年度末において 830 人（前期末比＋50 人、6.4％増）であり、平均年齢は 45 歳（前期末

45 歳）となっています。 

（注）時点は、平成 27 年 1 月 1 日現在。 
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３．財務諸表の要約 

（1）要約した財務諸表 

  ① 貸借対照表（http://www.nedo.go.jp/introducing/teikyou_3taisyaku.html） 
（単位：百万円）    

資        産 H27.3.31 現在 負        債 H27.3.31 現在 
流動資産 82,159  流動負債 65,573 
  現金及び預金 78,330    運営費交付金債務 58,837 
  有価証券 900  未払金 6,634 
 前渡金 2,398  その他の流動負債 103 
  未収金 356 固定負債  1,844 
 その他の流動資産 176  退職給付引当金 32 
固定資産 9,951  保証債務損失引当金 1,576 
 有形固定資産 760  その他の固定負債 237 
  減価償却累計額 △ 523 負 債 合 計 67,417 
  減損損失累計額 △ 10 純     資     産 H27.3.31 現在 
  無形固定資産 4 資本金 79,201 
  投資有価証券 9,098 資本剰余金 △ 40 
  その他の固定資産 621 利益剰余金（△ 繰越欠損金） △ 54,468 
     積立金 4,342 
    前中期目標期間繰越積立金 0 
     前年度繰越欠損金 △ 62,785 
      当期総利益 3,974 
     純 資 産 合 計 24,693 

資 産 合 計 92,110 負債・純資産合計 92,110 

※ 金額の欄の計数は、原則として四捨五入によっているので端数において合計と一致しないものがあります。 

 

  ② 損益計算書（http://www.nedo.go.jp/introducing/teikyou_3taisyaku.html） 
（単位：百万円） 

経   常   費   用 H26.4.1～H27.3.31 
業務費 128,874  
  給与手当 980  
  外部委託費 97,192 
  補助事業費 27,431  
  請負費 1,125 
 貸倒引当金繰入額 8 
 その他の業務費 2,138 

一般管理費 6,844 

  給与手当 2,940  
  減価償却費 59  
  その他の一般管理費 3,845 
雑損 1,208  

経常費用合計 136,926  
経   常   収   益 H26.4.1～H27.3.31 

運営費交付金収益 135,073  
業務収益 47  
受託収入 56  
資産見返負債戻入 58  
財務収益 118  
雑益 5,357  

経常収益合計 140,708  
経常利益 3,782  
臨時損失 △ 7  
臨時利益 199  
当期純利益 3,974  
前中期目標期間繰越積立金取崩額 0  
当期総利益 3,974 

※ 金額の欄の計数は、原則として四捨五入によっているので端数において合計と一致し

ないものがあります。 
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  ③ キャッシュ・フロー計算書（http://www.nedo.go.jp/introducing/teikyou_3taisyaku.html） 
（単位：百万円） 

項               目 H26.4.1～H27.3.31 

Ⅰ．業務活動によるキャッシュ・フロー  28,164 

   （支出：原材料、商品又はサービスの購入等）  

   （収入：運営費交付金、補助金等）  
     

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー △ 28,763 

   （支出：定期預金の預入等）  

   （収入：定期預金の払戻等）  
     

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー - 

     

Ⅳ．資金減少額 △ 599 

     

Ⅴ．資金期首残高 1,243 

    

Ⅵ．資金期末残高 644 

※ 金額の欄の計数は、原則として四捨五入によっているので端数において合計と一致しないものがあります。 

 

 ④ 行政サービス実施コスト計算書（http://www.nedo.go.jp/introducing/teikyou_3taisyaku.html） 
                                                                         （単位：百万円） 

項               目 H26.4.1～H27.3.31 

Ⅰ．業務費用 131,164 

   損益計算書上の費用  136,933 

   （控除）自己収入等 △ 5,769 

     

Ⅱ．損益外減価償却相当額 1  

      

Ⅲ．損益外除売却差額相当額 0 

    

Ⅳ．引当外賞与見積額 44 

      

Ⅴ．引当外退職給付増加見積額 △ 1 

  
Ⅵ．機会費用 3,956 

   国有財産無償使用の機会費用 3,640 

   政府出資等の機会費用 316 

  

Ⅶ．（控除）法人税等及び国庫納付額 △ 769 
     

Ⅷ．行政サービス実施コスト 134,396 

※ 金額の欄の計数は、原則として四捨五入によっているので端数において合計と一致しないものがあります。 
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（2）財務諸表の科目の説明 

① 貸借対照表  
現金及び預金：現金、1 年以内に満期の到来する預金 

有 価 証 券：1 年以内に満期の到来する地方債 

前 渡 金：通常の業務活動において発生した前渡金 

未 収 金：通常の業務活動において発生した未収入金 

その他の流動資産：未収収益、前払費用 等 

有形固定資産：建物、車両運搬具、工具器具備品、土地など長期にわたって使用または利用する有形の

固定資産  

減価償却累計額：損益計算書に計上された減価償却費の累計額及び損益外減価償却相当額の累計額 

減損損失累計額：固定資産の使用しない決定を行い、中期計画等で想定した業務を行った上で発生した

減損額 

無形固定資産：電話加入権 

投資有価証券：1 年以内に満期の到来しない地方債、政府保証債、その他の債券 

その他の固定資産：破産更生債権等、敷金・保証金 等 

運営費交付金債務：国からの運営費交付金のうち、未実施の部分に該当する債務残高 

未 払 金：通常の業務活動において発生した未払金 

その他の流動負債：預り金 等 

退職給付引当金：退職給付に係る引当金（運営費交付金に基づく収益以外の収益によってその支払い財

源が予定されているもの） 

保証債務損失引当金：債務保証に係る損失に備えるための引当金 

その他の固定負債：資産見返負債、長期前受収益  

資 本 金：国及び民間からの出資金 

資 本 剰 余 金：資本金及び利益剰余金以外の資本 

利 益 剰 余 金：業務に関連して発生した剰余金の累計額  

繰 越 欠 損 金：業務に関連して発生した欠損金の累計額  

積 立 金：当期未処分利益を毎期積み立てた合計額 

前中期目標期間繰越積立金：前中期目標期間の最後の事業年度の利益処分により、現中期目標期間に繰 

り越すこととされた積立金 

 

② 損益計算書  
業 務 費：業務に要した費用  

一 般 管 理 費：当法人の運営に必要な職員等に要する給与、賞与等の人件費及び賃借料 等 

運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した収益 

業 務 収 益：債務保証料収入 等 

受 託 収 入：国からの受託事業に係る収入 

資産見返負債戻入：補助金等を財源として償却資産を取得したときの当該資産に係る当事業年度分の減 

価償却費 

財 務 収 益：有価証券利息 等 

臨 時 損 失：固定資産除売却損 

臨 時 利 益：保証債務損失引当金戻入益 等 

前中期目標期間繰越積立金取崩額：前中期目標期間繰越積立金のうち、当事業年度に取り崩した額 

 

③ キャッシュ・フロー計算書 
業務活動によるキャッシュ・フロー：通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、サービスの提供等に

よる収入、原材料、商品又はサービスの購入による支出、人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資

金の状態を表し、固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出が該当 
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財務活動によるキャッシュ・フロー：増資等による資金の収入・支出、借入れ・返済による収入・支出

等、資金の調達及び返済などが該当  

 

④ 行政サービス実施コスト計算書  
業 務 費 用：機構が実施する行政サービスのコストのうち、損益計算書における費用相当額として計

上される費用から、国等からの収益以外の収益を差し引いた費用 

損益外減価償却相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないものとして

特定された資産の減価償却費相当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸借

対照表に記載されている） 

損益外除売却差額相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないものとし

て特定された資産の除売却損益相当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸

借対照表に記載されている） 

引当外賞与見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の賞与引当金見積額（損

益計算書には計上していないが、同額を貸借対照表に注記している） 

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合や国等からの

出向職員に係る機会費用など退職給付引当金の計上を必要としない場合の退職給付引当

金増加見積額 

機 会 費 用：政府出資金合計額に一定の割合を乗じたもの、国又は地方公共団体の財産を無償又は減

額された使用料により賃貸した場合の本来負担すべき金額などが該当 

 

 

４．財務情報 

（1）財務諸表の概要 

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ･フローなどの主要な財務

データの経年比較・分析（内容・増減理由） 
（経常費用） 

平成 26 年度の経常費用は 136,926 百万円と、前年度比 29,462 百万円の増（27.4％増）となっている。

これは、業務費における外部委託費が前年度比 33,085 百万円の増（51.6％増）となったことが主な要因で

ある。 

（経常収益） 

平成 26 年度の経常収益は 140,708 百万円と、前年度比 29,615 百万円の増（26.7％増）となっている。

これは、運営費交付金収益が前年度比 48,514 百万円の増（56.0％増）となったことが主な要因である。 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況、臨時利益として 199 百万円及び臨時損失として 7 百万円を計上した結果、平成 26

年度の当期総損益は 3,974 百万円と、前年度比 135 百万円の増（3.5％増）となっている。  

（資産） 

平成 26 年度末現在の資産合計は 92,110 百万円と、前年度末比 28,537 百万円の増（44.9％増）となって

いる。これは、現金及び預金の増 28,148 百万円（56.1％増）が主な要因である。 

（負債） 

平成 26 年度末現在の負債合計は 67,417 百万円と、前年度末比 24,564 百万円の増（57.3％増）となって

いる。これは、運営費交付金債務の増 24,327 百万円（70.5％増）が主な要因である。 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 26 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 28,164 百万円と、前年度比 58,080 百万円の増

（194.1％増）となっている。これは、国庫納付金の支払額が 51,119 百万円の減（皆減）となったことが

主な要因である。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 26 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△28,763 百万円と、前年度比 56,542 百万円の減
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（203.5％減）となっている。これは、定期預金の預入による支出が 97,272 百万円の増（41.6％増）及び

定期預金の払戻による収入が 40,745 百万円の増（15.6％増）となったことが主な要因である。 

 

表 主要な財務データの経年比較 
（単位：百万円） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

経常費用  255,779  179,331  152,663  107,464  136,926 

経常収益  249,512  175,431  192,308  111,094  140,708 

当期総利益  △ 6,037 (注 1) 2,439 (注4) 40,479  3,839  3,974 

資産  147,232  143,284  142,980  63,573  92,110 

負債  78,047  68,515  27,152  42,853  67,417 

繰越欠損金  △ 52,648  △ 50,338  △ 9,906  △ 58,442  △ 54,468 

業務活動によるキャッシュ・フロー  1,625 (注 2) △ 7,466 (注5)  8,421 (注 6) △ 29,916 (注 8)  28,164 

投資活動によるキャッシュ・フロー  10,194  3,558  1,124 (注7) 27,779 (注9)  △28,763 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 12,238 (注 3) 4,659  653  564 (注 10)  - 

資金期末残高  2,792  2,934  13,132  1,243  644 

（注）第 3 期中期目標期間：平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間） 

対前年度比における著しい変動の理由  

（注 1）臨時利益の増等のため 

（注 2）受託収入の減等のため 

（注 3）不要財産に係る国庫納付等による支出の減等のため 

（注 4）会計基準第 81 第 3 項による運営費交付金債務の収益振替があったこと等のため 

（注 5）原材料、商品又はサービスの購入による支出の減等のため 

（注 6）前中期目標期間の積立金（繰越が認められた額を除く。）の国庫納付等のため 

（注 7）定期預金の払戻による収入の増等のため 

（注 8）国庫納付金の支払額がなかったこと等のため 

（注 9）定期預金の預入による支出の増等のため 

（注 10）政府出資の受入による収入がなかったこと等のため 

 

② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由） 
（区分経理によるセグメント情報） 

一般勘定の経常損益は 806 百万円と、前年度比 258 百万円の減（24.3％減）となっている。これは、補

助金等収益が前年度比 9,466 百万円の減（皆減）となったことが主な要因である。 

電源利用勘定の経常損益は 139 百万円と、前年度比 316 百万円の減（69.4％減）となっている。これは、

雑益が前年度比 700 百万円の減（70.2％減）となったことが主な要因である。 

エネルギー需給勘定の経常損益は 2,795 百万円と、前年度比 181 百万円の増（6.9％増）となっている。

これは、運営費交付金収益が前年度比 37,365 百万円の増（52.7％増）となったことが主な要因である。 

基盤技術研究促進勘定の経常損益は 43 百万円と、前年度比 546 百万円の増（108.5％増）となっている。

これは、業務費における外部委託費が前年度比 580 百万円の減（皆減）となったことが主な要因である。 

鉱工業承継勘定の経常損益は 0 百万円と、前年度比 0 百万円の増（192.0％増）となっている。これは、

財務収益が前年度比 0 百万円の増（30.0％増）となったことが主な要因である。 

 

（業務区分によるセグメント情報） 

技術開発マネジメント関連業務の事業損益は 3,786 百万円と、前年度比 162 百万円の増(4.5％増)となっ

ている。 

クレジット取得関連業務の事業費用は前年度比 9,146百万円の減（99.4％減）、事業収益は前年度比 9,146

百万円の減（99.4％減）となっている。 

債務保証経過業務・貸付経過業務の事業損益は△4 百万円と、前年度比 9 百万円の減(172.2％減)となっ

ている。 
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表 経常損益の経年比較（区分経理によるセグメント情報） 
（単位：百万円） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

一般勘定 

経常費用  79,737  63,986  38,822  26,009  27,243 

経常収益  80,813  65,472 
 
 44,126  27,073  28,048 

経常損益  1,076  1,486  5,304  1,064  806 

電源利用勘定 

経常費用  5,676  3,971  5,496 (注1) 1,072  412 

経常収益  6,163  4,573  8,061  1,527  551 

経常損益  486  602  2,566  455  139 

エネルギー需給勘定 

経常費用  160,659  104,539  106,170  79,778  109,229 

経常収益  162,073  104,809  139,616  82,392  112,023 

経常損益  1,415  270  33,447  2,614  2,795 

基盤技術研究促進勘定 

経常費用  8,607  5,184 (注1) 709  610 (注2) 41 

経常収益  344  166  88  107  84 

経常損益  △ 8,263  △ 5,018  △ 621  △ 503  43 

鉱工業承継勘定 

経常費用  106  11  8  2  2 

経常収益  218  11  3  1  2 

経常損益  113  △ 1 
 
 △ 5  △ 0  0 

石炭経過勘定 

経常費用  1,672  1,745  1,535  -  - 

経常収益  576  505  490  -  - 

経常損益  △ 1,097  △ 1,240  △ 1,044  -  - 

特定事業活動等促進経過勘定 

経常費用  0  -  -  -  - 

経常収益  3  -  -  -  - 

経常損益  3  -  -  -  - 

調整 

経常費用  △ 679  △ 105  △ 77  △ 7  △0 

経常収益  △ 679  △ 105  △ 77  △ 7  △0 

経常損益  -  -  -  -  - 

合   計 

経常費用  255,779  179,331  152,663  107,464  136,926 

経常収益  249,512  175,431  192,308  111,094  140,708 

経常損益  △ 6,267  △ 3,900  39,645  3,630  3,782 

（注）第 3 期中期目標期間：平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間）。特定事業活動等促進経過勘定は平成 23 年 4 月 1 日付けで廃

止、石炭経過勘定は平成 25 年 4 月 1 日付けで廃止。 

対前年度比における著しい変動の理由 

（注 1）外部委託費が減少したため 

（注 2）外部委託がなかったため 

 

表 事業損益の経年比較（業務区分によるセグメント情報） 
 

 （単位：百万円） 

  平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

技術開発マネジメント関
連業務 
（旧）産業技術開発関連業務及
び新エネルギー・省エネルギー
関連業務等 

事業費用 
 

 
201,570  164,302  140,390  98,260  136,859 

事業収益  196,307  161,655  181,085  101,884  140,645 

事業損益  △ 5,262  △ 2,647 (注 1) 40,695  3,624  3,786 

クレジット取得関連業務 

事業費用  52,431  13,273  10,729  9,202 (注3) 56 

事業収益  52,431  13,273  10,729  9,202 (注3) 56 

事業損益  -  -  -  -  - 

債務保証経過業務・貸付

経過業務 

事業費用  106  11  8  3  12 

事業収益  221  11  3  8  8 

事業損益  115  △ 1  △ 5  5  △4 

石炭経過業務 

事業費用  1,672  1,745  1,535 (注2) -  - 

事業収益  553  493  490 (注2) -  - 

事業損益  △ 1,119  △ 1,252  △ 1,044 (注2) -  - 

合   計 

事業費用  255,779  179,331  152,663  107,464  136,926 

事業収益  249,512  175,431  192,308  111,094  140,708 

事業損益  △ 6,267  △ 3,900  39,645  3,630  3,782 

（注）第 3 期中期目標期間：平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間）。「技術開発マネジメント関連業務」の区分は、平成 24 事業年

度において、「産業技術開発関連業務及び新エネルギー・省エネルギー関連業務等」と区分していたものを、第 3 期中期計画

における事業区分の見直しに伴い、区分の名称及び事業内容を変更している。また、「債務保証経過業務・貸付経過業務」に

ついては、事業内容を変更している。このため、平成 24 年度以前は変更前の区分による情報、平成 25 年度以降は変更後の
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区分による情報を記載している。 

   なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微なものである。 

対前年度比における著しい変動の理由 

（注 1）会計基準第 81 第 3 項による運営費交付金債務の収益振替があったこと等のため 

（注 2）石炭経過業務の（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構への移管により、勘定が廃止されたため 

（注 3）クレジット取得等に係る経費が減少したため 

 

  ③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由） 
（区分経理によるセグメント情報）  

一般勘定の総資産は 12,898 百万円と、前年度比 1,385 百万円の減（9.7％減）となっている。これは、

現金及び預金が前年度比 1,715 百万円の減（12.6％減）となったことが主な要因である。  

電源利用勘定の総資産は 1,038 百万円と、前年度比 293 百万円の減（22.0％減）となっている。これは、

未収金が前年度比 459 百万円の減（94.2％減）となったことが主な要因である。 

エネルギー需給勘定の総資産は 65,443 百万円と、前年度比 30,252 百万円の増（86.0％増）となってい

る。これは、現金及び預金が前年度比 29,635 百万円の増（89.6％増）となったことが主な要因である。  

基盤技術研究促進勘定の総資産は 11,229 百万円と、前年度比 43 百万円の増（0.4％増）となっている。

これは、現金及び預金が前年度比 51 百万円の増(4.3％増)となったことが主な要因である。 

鉱工業承継勘定の総資産は 1,593 百万円と、前年度比 4 百万円の増（0.2％増）となっている。これは、

現金及び預金が前年度比 4 百万円の増（0.2％増）となったことが主な要因である。  

 

（業務区分によるセグメント情報） 

技術開発マネジメント関連業務の総資産は 89,752 百万円と、前年度比 28,639 百万円の増(46.9％増)と

なっている。  

クレジット取得関連業務の総資産は 4 百万円と、前年度比 101 百万円の減（95.8％減）となっている。 

債務保証経過業務・貸付経過業務の総資産は 2,354 百万円と、前年度比 1 百万円の減(0.0％減)となって

いる。  

 

表 総資産の経年比較（区分経理によるセグメント情報） 
（単位：百万円） 

  平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

一般勘定 総資産  48,174  24,106  16,541  14,284  12,898 

電源利用勘定 総資産  3,376  5,059  5,592  1,331  1,038 

エネルギー需給勘定 総資産  34,237  48,727  56,653  35,190  65,443 

基盤技術研究促進勘定 総資産  11,302  11,065  11,107  11,185  11,229 

鉱工業承継勘定 総資産  1,853  1,741  1,738  1,589  1,593 

石炭経過勘定 総資産  47,681  52,590  51,426  -  - 

特定事業活動等促進経過勘定 総資産  609  -  -  -  - 

調整 総資産  △ 0  △ 4  △ 78  △ 7  △91 

合   計 総資産  147,232  143,284  142,980  63,573  92,110 

（注）第 3 期中期目標期間：平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間）。特定事業活動等促進経過勘定は平成 23 年 4 月 1 日付けで廃

止、石炭経過勘定は平成 25 年 4 月 1 日付けで廃止。 

 

表 総資産の経年比較（業務区分によるセグメント情報） 
（単位：百万円） 

  平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

技術開発マネジメント関連業
務 
（旧）産業技術開発関連業務及び新エ
ネルギー・省エネルギー関連業務等 

総資産  91,238  85,846  89,444  61,113  89,752 

クレジット取得関連業務 総資産  5,851  3,107 (注1) 372  105 (注3) 4 

債務保証経過業務・貸付経過
業務 

総資産  2,462  1,741  1,738  2,355  2,354 

石炭経過業務 総資産  47,681  52,590  51,425 (注2) -  - 

合   計 総資産  147,232  143,284  142,980  63,573  92,110 

（注）第 3 期中期目標期間：平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間）。「技術開発マネジメント関連業務」の区分は、平成 24 事業年

度において、「産業技術開発関連業務及び新エネルギー・省エネルギー関連業務等」と区分していたものを、第 3 期中期計画

における事業区分の見直しに伴い、区分の名称及び事業内容を変更している。また、「債務保証経過業務・貸付経過業務」に
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ついては、事業内容を変更している。このため、平成 24 年度以前は変更前の区分による情報、平成 25 年度以降は変更後の

区分による情報を記載している。 

   なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微なものである。 

対前年度比における著しい変動の理由 

（注 1）クレジット取得に係る長期前渡金が減少したため 

（注 2）石炭経過業務の（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構への移管により、勘定が廃止されたため 

（注 3）クレジット取得等に係る経費が減少したため 

 

  ④ 目的積立金の申請、取崩内容等 
該当なし。 

 

  ⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由） 
平成 26 年度の行政サービス実施コストは 134,396 百万円と、前年度比 40,491 百万円の増（43.1％増）と

なっている。これは、業務費用が対前年度比 38,787 百万円の増（42.0％増）となったことが主な要因である。 

 

表 行政サービス実施コストの経年比較 
（単位：百万円）  

  平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

業務費用  198,474  155,454  136,206  92,377  131,164 

うち損益計算書上の費用  255,903  179,400  152,711  107,490  136,933 

うち（控除）自己収入等  △ 57,430  △ 23,946  △ 16,505  △ 15,113  △ 5,769 

損益外減価償却相当額  6  5  1  1  1 

損益外減損損失相当額  5  28 (注1) 119  5  - 

損益外除売却差額相当額 △ 47  1 (注2) △ 95  0  0 

引当外賞与見積額  △ 11  △ 19  △ 18  37  44 

引当外退職給付増加見積額  143  267  313  232  △  1 

機会費用  2,625  2,548  1,740  1,978  3,956 

（控除）法人税等及び国庫納付額  △ 618  △ 153  △ 602  △ 726  △ 769 

行政サービス実施コスト  200,576  158,132  137,663  93,904  134,396 

（注）第 3 期中期目標期間：平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間） 

対前年度比における著しい変動の理由 

（注 1）減損処理を行ったため 

（注 2）資産の売却を行ったため 

 

(2) 重要な施設等の整備等の状況 

  ①当事業年度に完成した主要施設等 
 該当なし 

 

  ②当年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 
    該当なし 

 

  ③当事業年度中に処分した主要施設等 
    該当なし 
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(3) 予算及び決算の概要 

（単位：百万円） 

区分 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入 249,526 285,725 164,292 174,204 135,242 138,338 134,037 145,843 153,806 164,986 
 

運営費交付金 166,595 166,595 138,514 138,514 121,891 121,580 121,092 121,092 151,617 159,415 
 科学技術イノベーション創造推進費に
係る運営費交付金の交付を受けたため 

国庫補助金 29,544 33,700 3,123 11,161 309 326 - 8,465 - - 
 

受託収入 42,824 49,722 16,336 10,520 7,958 7,977 10,060 8,881 127 56 経費の節減に努めたため 

政府出資金 5,000 8,663 1,200 4,784 500 673 100 580 - - 
 

貸付回収金 698 1,410 1,127 2,466 1,094 1,164 - 4 - 4 貸付金の回収があったため 

業務収入 2,575 4,481 1,951 3,796 1,364 2,904 1,093 2,346 232 986 事業者からの返還があったため 

その他収入 2,289 (注 1) 21,155 2,041 2,963  2,125 3,715 1,691 4,475 1,830 4,526 資産売却収入が予定より多かったため 

支出 254,043 274,047 165,195 175,625 136,883 150,033 133,974 106,894 153,731 136,872 
 

業務経費 169,520 161,514 137,241 145,783 120,517 134,383 117,247 83,207 146,657 130,018 翌年度への繰越があったため 

国庫補助金事業費 29,544 33,700 3,123 11,161 309 326 - 8,465 - - 
 

受託経費 42,824 49,722 16,336 10,520 7,958 7,977 10,060 8,881 127 56 経費の節減に努めたため 

借入金償還 241 241 54 54 - - - - - - 
 

支払利息 7 7 1 1 - - - - - - 
 

一般管理費 8,663 8,202 8,367 8,035 8,098 7,327 6,668 6,325 6,947 6,797 
 

その他支出 3,243 (注 2) 20,660 74 71  - 20 - 16 - - 
 

（注）第 3 期中期目標期間：平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間） 

予算額と決算額の差額の説明  

（注 1）資産売却収入が予定より多かった等のため 

（注 2）政府出資の払戻による支出があったため 

 

(4) 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況 

  ①経費削減及び効率化目標 
機構においては、中期目標期間（平成 25 年度～平成 29 年度）中、一般管理費（退職手当を除く。）及び業務経

費（クレジット取得関連業務、基盤技術研究促進事業及び競争的資金等の特殊要因を除く。）の合計については、

新規に追加されるものや拡充される分を除き、業務改善によるコスト削減の取組等を進めることにより、平成 24

年度を基準として、毎年度平均で前年度比 1.08％の効率化を目標としている。この目標を達成するため、関西支

部の事務所縮小、本部会議室の一部縮小等の取組による事務経費の削減や、「独立行政法人の事務・事業の見直し

の基本方針」等を踏まえた業務経費の効率化等に係る措置を講じ、平成 26 年度は前年度比 0.01％、毎年度平均

で 13.8％の効率化を達成した。 

 

  ②経費削減及び効率化目標の達成度合いを測る財務諸表等の科目（費用等）の経年比較 
（単位：百万円） 

 

 

５．事業の説明 

(1) 財源の内訳 

機構の経常収益は 140,708 百万円で、その内訳は、運営費交付金収益 135,073 百万円（収益の 96.0％）、業

務収益 47 百万円（収益の 0.0％）、受託収入 56 百万円（収益の 0.0％）、資産見返負債戻入 58 百万円（収益の

0.0％）、財務収益 118 百万円（収益の 0.1％）、雑益 5,357 百万円（収益の 3.8％）となっている。 

これを業務別に区分すると、技術開発マネジメント関連業務では、運営費交付金収益 135,073 百万円（事業

収益の 96.0％）、業務収益 41 百万円（事業収益の 0.0％）、資産見返負債戻入 58 百万円（事業収益の 0.0％）、

区分 

前中期目標 

期間終了年度 

当中期目標期間 

毎年度平均 平成 25 年度 平成 26 年度 

金額 金額 前年度比 金額 前年度比 

一般管理費・業務経費 

新規  22,836  37,499   

継続  87,239 △ 27.6% 110,064 △ 0.01% △ 13.8% 

計 120,457 110,075  147,563   
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財務収益 116 百万円（事業収益の 0.1％）、雑益 5,357 百万円（事業収益の 3.8％）、クレジット取得関連業務

では、受託収入 56 百万円（事業収益の 100.0％）、債務保証経過業務・貸付経過業務では、業務収益 6 百万円

（事業収益の 83.8％）、財務収益 1 百万円（事業収益の 16.2％）、雑益 0 百万円（事業収益の 0.0％）となっ

ている。 

 

(2) 財務情報及び業務の実績に基づく説明 

  ①技術開発マネジメント関連業務 
我が国の産業技術力の強化を通じた経済活性化及びエネルギー・環境問題の解決に貢献するよう、ナショナ

ルプロジェクト、実用化促進事業、技術シーズの発掘といった事業を組み合わせて実施し、技術開発、実証試

験、導入促進(単純な普及支援は除く。)の取組を三位一体で推進するなど、効率的・効果的に実施した。 

事業の財源は、運営費交付金（平成 26 年度交付額 159,415 百万円）、業務収入（平成 26 年度 980 百万円）、

その他収入（平成 26 年度 4,525 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務経費 130,017 百万円、一般管理費 6,795 百万円である。 

 

  ②クレジット取得関連業務 
クレジット取得関連業務の実施に当たっては、経済産業省及び環境省との緊密な連携の下、「京都議定書目

標達成計画」に沿って実施した。その際、①リスクの低減を図りつつ、費用対効果を考慮して取得すること、

②地球規模での温暖化防止、途上国の持続可能な開発への支援を図ること、という観点を踏まえつつ、適切に

業務を推進した。 

事業の財源は、受託収入（平成 26 年度 56 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、受託経費 56 百万円である。 

 

  ③債務保証経過業務・貸付経過業務 
新エネルギーの導入に係る債務保証業務については、制度の安定運用を図りつつ、新エネルギーの導入目標

達成に向けて適切な実施に努め、鉱工業承継業務に係る貸付金の回収については、債権の管理を適切に行い、

回収額の最大化に向けて計画的に進めた。 

事業の財源は、貸付回収金（平成 26 年度 4 百万円）、業務収入（平成 26 年度 6 百万円）、その他収入（平成

26 年度 1 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務経費 1 百万円、一般管理費 3 百万円となっている。 

 

各業務の具体的な内容については、「Ⅱ 参考編（平成 26 年度の事業実績）」を参照。 
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Ⅱ  参考編（平成２６年度の事業実績） 
 

 

［中期計画］ 

 現在、我が国経済は、従来から抱えていた財政危機や長引くデフレ等の内なる構造的課題に加え、東京電力福島第一

原子力発電所事故・東日本大震災、円高、欧州危機等の外的要因が重なり、かつてない危機に直面している。また、新

興国との競争の激化等の影響により、我が国産業の国際的競争力の低下が進んでいる。こうした中で、イノベーション

の推進による競争力強化が求められており、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「機構」と

いう。）の役割、重要性に係る期待がこれまで以上に一層高まっていると認識している。 

 機構は、設立以来、政策実施機関として、政府と産業界との間に立ち必要な環境整備等を行いながら、ナショナルプ

ロジェクト（民間企業等のみでは取り組むことが困難な、実用化・事業化までに中長期の期間を要し、かつリスクの高

い技術開発関連事業）や実用化促進事業（民間企業等によるテーマ公募型の技術開発関連事業）等に係る技術開発マネ

ジメントを実施し、グローバルマーケットでの競争力強化やエネルギー、環境問題の解決に貢献してきている。２期中

期目標期間を振り返れば、異業種間連携の構築や各国政府とのＭＯＵの締結等を通じ支援策も引き出しながら積極的に

案件形成を行う等、技術の開発、実証のフレームワークを構築しそれを動かしながら我が国の優れた技術を発展させつ

つ、同計画に掲げた業務効率化を始めとする目標をほぼ完全に達成した。加えて、既往の政府決定等にも真摯かつ早急

に対応し、マネジメント機能を十分に必要としない設備導入補助事業等の大幅削減をはじめ、不要資産の国庫納付、石

炭関連業務等の独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構への移管等を実施した。 

 第３期中期計画においては、第３期中期目標に掲げた基本的方向性で ある、国際水準に即した目標を有する「世界

に通用する、世界最先端の技術開発マネジメント機関」を目指す。そのために先進各国の技術開発マネジメント機関等

との一層密接な連携・協業により、特徴的なマネジメント手法やノウハウ・経験等を十分取得するとともに、自らの組

織・人員体制の不断の見直しを行い、実用化・事業化の更なる推進等に向けたプロジェクト管理・評価体制を構築する。 

 また、第２期中期目標期間同様にコンプライアンス等の内部統制の強化等の業務運営の効率化、適正化等を引き続き

実施しつつ、政府方針に合致する分野において、政府と産業界との間に立ち、内外の最新の技術動向や政策動向、我が

国産業界の国際競争力の状況を踏まえ、各事業の経済的、社会的効果を評価するための目標設定を可能な限り行い、異

業種間連携や各国政府の協力取り付け等必要な環境整備を行いつつ技術の開発や実証を実施し、産業技術分野全般に係

る技術開発マネジメントを総合的に行う中心的機関として我が国の競争力強化やエネルギー・地球環境問題の解決、イ

ノベーションの創出を推進する。 

 その際、産業競争力の強化やエネルギー制約等の諸課題の解決における技術面からの貢献の期待が高まっていること、

技術で勝って事業で負けるとの指摘や国内市場で技術を確立し海外に展開するかつてのビジネスモデルが限界となって

いること、オープンイノベーションへの対応が求められていること等、機構を取り巻く環境変化を十分に踏まえるもの

とする。また、機構の各事務・事業を評価するための指標の開発や目標の設定及びその実現のために必要な措置を検討

する。 

 加えて、第３期中期目標に掲げられた、今後、機構が民間企業等に対し、技術面での価値向上のための一般的助言や

マネジメントサービスの提供を行うことに対する期待を踏まえ、「技術開発マネジメント」について、機構は、個々の

事業を対象としたマネジメントのみならず、それらから得られる知見・ノウハウを蓄積・活用した上で、各事業・各分

野に係る共通要素から構成される「横断的な技術開発マネジメント手法」を一層積極的に開発し、その高度化を図る。 

 機構は、中期目標に掲げられた世界最先端の技術開発マネジメント機関を目指すに当たり、中期目標に基本的方向と

して示された横断的な評価等に基づくメリハリの効いたプロジェクト管理、情報発信や国際共同事業の推進、技術開発

型ベンチャー企業等の振興、人材の流動化促進、育成、研究開発成果を活用しようとする者への出資による実用化支援

などを積極的に推進する。その際、以下の点を中期目標達成に向けた基本姿勢として技術開発マネジメントを実施する。 

・個々の技術の開発にとどまらず、標準化等も含めたシステム的、総合的な開発に取り組む。 

・海外の市場や競合技術等を視野に入れグローバル競争を意識した開発とともに、不確実性が高いが将来の産業や新た

な市場創造に繋がる開発にも果敢に取り組む。 

・必要に応じて基礎的な研究にも立ち返る等、多様な技術開発フェーズに適切に対応する。 

・研究施設の利活用や技術動向情報の提供等、イノベーション創出の基盤整備にも取り組む。 

［２６年度計画］ 

 独立行政法人通則法第３１条第１項に基づき、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」と

いう。）の平成２６年度（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）の事業運営に関する計画（以下「年度計画」

という。）を次のように定める。 

 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置 
 

［中期計画］ 

 機構は、技術開発マネジメントを総合的に行う中心的機関として、内外の最新の技術動向や政策動向を的確に把握し
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つつ、政策当局との密接な連携の下、国の政策に沿って、各年度計画に必要な具体的対応策を盛り込みつつ、技術開発

事業の適切なマネジメントとその成果の普及等を通じ、我が国の産業競争力の強化及び国民経済の発展並びに内外のエ

ネルギー・環境問題の解決に貢献するものとする。 

 具体的には、横断的な評価等に基づくメリハリの効いたプロジェクト管理、情報発信や国際共同事業の推進、技術開

発型ベンチャー企業等の振興、人材の流動化促進、育成などの業務を積極的に推進することとする。 

 その際、民間企業、大学、公的研究機関、地方の行政機関、そして我が国企業の国際展開等を踏まえ、海外の政府や

技術開発マネジメント機関等と適切に連携、協業する体制を構築する等、技術開発の推進環境を整えるとともに、これ

らの連携、協業により、それらが有する参考とすべき特徴的なマネジメント手法やノウハウ・経験等を十分取得しつつ、

自らの組織、人員体制の不断の見直しを行いながら、実用化・事業化の更なる推進等に向けたプロジェクト管理、評価

体制を構築し、事業を効率的に実施する。 

 また、内外の最新の技術開発動向やエネルギー・環境問題に関する動向の体系的な把握や技術開発課題や技術シーズ

を発掘するため、セミナーやシンポジウム等を積極的に開催するとともに、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者、

大学、公的研究機関、地方の行政機関、そして海外の政府や公的機関等との密接な情報交換を行う。 

 

（１）技術開発マネジメント関連業務 

［中期計画］ 

 機構が、エネルギー分野をはじめとする産業技術分野全般に関する技術開発関連業務を推進するにあたっては、我が

国の産業競争力強化並びにエネルギー、環境問題の解決に貢献すべく、政府の基本的な政策に基づく分野に重点をおい

て、日本の産業競争力強化へ繋がる技術開発を実施する。その際、政府と産業界とのインターフェース機能や海外政府

との調整を始め公的な政策実施機関である機構の機能を最大限発揮するとともに、これまでの業績を明確に意識、検証

しつつ、実施する。事業実施にあたっては、生産プロセスの開発面での成果のみならず、新製品・新サービス自体の開

発成果を一層重視することが必要である。さらに、費用対効果等の不確実性が高くとも、将来の産業・社会に大きな影

響をもたらし得る技術開発には、マネジメント全体の中で、公的資金の活用も含めたリスクの軽減など、リスクマネジ

メントの高度化も図りながら、果敢に取り組むことが必要である。 

［２６年度計画］ 

 機構が、エネルギー分野をはじめとする産業技術分野全般に関する技術開発関連業務を推進するに当たっては、我が

国の産業競争力強化並びにエネルギー、環境問題の解決に貢献すべく、政府の基本的な政策に基づく分野に重点をおい

て、日本の産業競争力強化へ繋がる技術開発を実施する。その際、政府と産業界とのインターフェース機能や海外政府

との調整を始め公的な政策実施機関である機構の機能を最大限発揮するとともに、これまでの業績を明確に意識、検証

しつつ、実施する。事業実施に当たっては、生産プロセスの開発面での成果のみならず、新製品・新サービス自体の開

発成果を一層重視することが必要である。さらに、費用対効果等の不確実性が高くとも、将来の産業・社会に大きな影

響をもたらし得る技術開発には、マネジメント全体の中で、公的資金の活用も含めたリスクの軽減など、リスクマネジ

メントの高度化も図りながら、果敢に取り組む。 

［２６年度業務実績］ 

 機構は、エネルギー分野をはじめとする産業技術分野全般に関する技術開発関連業務を推進するにあたっては、我が

国の産業競争力強化並びにエネルギー、環境問題の解決に貢献すべく、政府の基本的な政策に基づく分野に重点をおい

て、日本の産業競争力強化へ繋がる技術開発を実施した。その際、政府と産業界とのインターフェース機能や海外政府

との調整を始め公的な政策実施機関である機構の機能を最大限発揮するとともに、これまでの業績を明確に意識、検証

しつつ実施した。さらに、費用対効果等の不確実性が高くとも、将来の産業・社会に大きな影響をもたらし得る技術開

発には、マネジメント全体の中で、公的資金の活用も含めたリスクの軽減など、リスクマネジメントの高度化も図りな

がら、果敢に取り組んだ。 

 

［中期計画］ 

 こうした観点を踏まえ、技術開発マネジメントについては、その評価指標として、事業終了段階での事後評価（１．

（１）ア（ｉｉ）ｂ．に後述）の結果とともに、追跡評価（１．（１）ア（ｉｉ）ｃ．に後述）によって把握される一

定期間経過後の実用化達成率（製品化または上市段階の比率）を目標として設定し、その達成状況を公表するものとす

る。 

 具体的には、ナショナルプロジェクトについては、その特徴、性格を踏まえ技術開発の短期化やリスク回避に決して

つながることがないよう十分留意した上で、事業終了後、５年経過後の時点での実用化達成率を２５％以上とする。 

 実用化促進事業については、技術開発成果の達成とともに、実用化・事業化を一層重視するとの観点から、事業終了

後、３年経過後の時点での実用化達成率を３０％以上とする。なお、今後、本事業の対象は中小企業に限定することと

する。 

［２６年度計画］ 

ナショナルプロジェクトについては、その特徴、性格を踏まえ技術開発の短期化やリスク回避に決してつながること

がないよう十分留意した上で、事業終了後、５年経過後の時点での実用化達成率を２５％以上とするという中期計画の

達成に向けて取り組む。また、その達成状況を公表する。 

実用化促進事業については、対象を中小企業に限定し、技術開発成果の達成とともに、実用化・事業化を一層重視す

るとの観点から、事業終了後、３年経過後の時点での実用化達成率を３０％以上とするという中期計画の達成に向けて

取り組む。また、その達成状況を公表する。平成２６年度は、下記を実施する。 
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①平成２５年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業 

②福祉用具実用化開発推進事業 

［２６年度業務実績］ 

 ナショナルプロジェクトについては、平成２０年度に事業を終了した５３事業者のうち、１８事業者（３４％）につ

いて実用化を達成した。 

実用化促進事業については、対象を中小企業に限定した上で、平成２２年度に終了した１１０のテーマのうち、３５

テーマ(３１．８％)は実用化を達成した。 

 

［中期計画］ 

 また、ナショナルプロジェクト及び実用化促進事業を、技術分野ごとの特性や、技術開発を取り巻く環境の変化を踏

まえて適切に組み合わせて実施するとともに、各事業で得られた成果を相互に活用する等、事業間連携に取り組み、分

野連携、融合を促進し、成果の最大化を図る。また、制度においては各制度を連携して実施するとともに、必要に応じ

て複数制度を大括り化する等、機動的な運用を行う。 

 類似する技術開発テーマが同時に引き続き進行したり同種の技術内容が複数の技術開発事業で行われることにより、

今後、効率的かつ効果的な技術開発業務の実施に問題が生じることがないよう、既往の政府決定等に基づき、業務の枠

組みを含めた事業の再編整理、技術開発テーマの重点化等を行い、必要な実施体制の見直しを行うものとする。 

［２６年度計画］ 

 また、ナショナルプロジェクト及び実用化促進事業を、技術分野ごとの特性や、技術開発を取り巻く環境の変化を踏

まえて適切に組み合わせて実施するとともに、各事業で得られた成果を相互に活用する等、事業間連携に取り組み、分

野連携、融合を促進し、成果の最大化を図る。また、制度においては各制度を連携して実施するとともに、必要に応じ

て複数制度を大括り化する等、機動的な運用を行う。 

類似する技術開発テーマが同時に引き続き進行したり同種の技術内容が複数の技術開発事業で行われることにより、

今後、効率的かつ効果的な技術開発業務の実施に問題が生じることがないよう、既往の政府決定等に基づき、業務の枠

組みを含めた事業の再編整理、技術開発テーマの重点化等を行い、必要な実施体制の見直しを行う。 

［２６年度業務実績］ 

 また、分野連携、融合を促進し、成果の最大化を図るため、事業間連携を行った。具体的には、「高温超電導実証ケ

ーブル実証プロジェクト」及び｢イットリウム系超電導電力機器技術開発｣で開発した世界最高性能の超電導ケーブル、

冷凍機の成果を「次世代送電システムの安全性・信頼性に係る実証研究」で活用し、次世代送電システムの早期実用化

を図ることとした。 

 

（ア）技術開発マネジメントの機能強化 

［中期計画］ 

機構がナショナルプロジェクト及び実用化・事業化促進事業を推進するにあたっては、事業の企画（Plan）・実施

（Do）・評価（Check）更にその結果を反映（Action）させた次の計画（Plan）及び実施（Do）へと繋げるいわゆるＰＤ

ＣＡ（企画－実施－評価－反映・実行）サイクルを深化させ、高度な技術開発マネジメントを実践する。 

［２６年度計画］ 

機構がナショナルプロジェクト及び実用化・事業化促進事業を推進するに当たっては、事業の企画（Plan）・実施

（Do）・評価（Check）更にその結果を反映（Action）させた次の計画（Plan）及び実施（Do）へと繋げるいわゆるＰＤ

ＣＡ（企画－実施－評価－反映・実行）サイクルを深化させ、高度な技術開発マネジメントを実践する。 

［２６年度業務実績］ 

ナショナルプロジェクト及び実用化促進事業を推進するに当たっては、事業の企画（Plan）・実施（Do）・評価

（Check）更にその結果を反映（Action）させた次の計画（Plan）及び実施（Do）へと繋げるいわゆるＰＤＣＡ（企画

－実施－評価－反映・実行）サイクルを深化させ、高度な技術開発マネジメントを実践した。具体的には以下のとおり。 

 

（ⅰ）企画、実施段階 

（a）ナショナルプロジェクトに係る基本計画の策定等 
［中期計画］ 

国際的な技術開発動向、我が国産業界の当該技術分野への取組状況や国際競争力の状況、エネルギー需給の動向、当

該技術により実現される新市場、新商品による我が国国民経済への貢献の程度、産業技術政策やエネルギー、環境政策

の動向、国際貢献の可能性等を十分に踏まえつつ、適切なプロジェクトの企画立案、実施体制の構築を図るものとする。 

［２６年度計画］ 

国際的な技術開発動向、我が国産業界の当該技術分野への取組状況や国際競争力の状況、エネルギー需給の動向、当

該技術により実現される新市場、新商品による我が国国民経済への貢献の程度、産業技術政策やエネルギー、環境政策

の動向、国際貢献の可能性等を十分に踏まえつつ、適切なプロジェクトの企画立案、実施体制の構築を図る。 

［２６年度業務実績］ 

国際的な技術開発動向、我が国産業界の当該技術分野への取組状況や国際競争力の状況、エネルギー需給の動向、当
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該技術により実現される新市場、新商品による我が国国民経済への貢献の程度、産業技術政策やエネルギー、環境政策

の動向、国際貢献の可能性等を十分に踏まえつつ、適切なプロジェクトの企画立案、実施体制の構築を図った。 

 

［中期計画］ 

具体的には、ナショナルプロジェクトについては、国際的競争水準から見て遜色のない技術に係るテーマを中心に推

進するとともに、新エネルギー関連の技術分野など、重点分野化・骨太化を図るものとする。その際、上記の実用化達

成率に係る目標達成のためにも、機構は政府と一層の連携の下、一体となってプロジェクトの企画立案等に参画する。

また、広範な視点から社会、産業界のニーズに対応するため、大学、公的研究機関の研究者等が有する有望な技術シー

ズの発掘も行う。 

［２６年度計画］ 

具体的には、ナショナルプロジェクトについては、国際的競争水準から見て遜色のない技術に係るテーマを中心に推

進するとともに、新エネルギー関連の技術分野など、重点分野化・骨太化を図る。その際、上記の実用化達成率に係る

目標達成のためにも、機構は政府と一層の連携の下、一体となってプロジェクトの企画立案等に参画する。また、広範

な視点から社会、産業界のニーズに対応するため、大学、公的研究機関の研究者等が有する有望な技術シーズの発掘も

行う。 

［２６年度業務実績］ 

具体的には、ナショナルプロジェクトについては、国際的競争水準から見て遜色のない技術に係るテーマを中心に推

進するとともに、新エネルギー関連の技術分野など、重点分野化・骨太化を図った。その際、上記の実用化達成率に係

る目標達成のためにも、機構は政府と一層の連携の下、一体となってプロジェクトの企画立案等に参画した。また、広

範な視点から社会、産業界のニーズに対応するため、大学、公的研究機関の研究者等が有する有望な技術シーズの発掘

も行った。 

 

［中期計画］ 

プロジェクトの立ち上げにあたっては、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用して、市場創出効果、雇用

創造効果等が大きく、広範な産業への高い波及効果を有し、中長期的視点から我が国の産業競争力の強化に資すること

や内外のエネルギー、環境問題を始めとする社会的課題の解決への貢献（いわゆる「社会実装」の程度）、投入費用を

上回る効果が見込まれるかどうかの費用対効果等の観点も含めた事前評価を実施する。 

［２６年度計画］ 

プロジェクトの立ち上げに当たっては、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用して、市場創出効果、雇用

創造効果等が大きく、広範な産業への高い波及効果を有し、中長期的視点から我が国の産業競争力の強化に資すること

や内外のエネルギー、環境問題を始めとする社会的課題の解決への貢献（いわゆる「社会実装」の程度）、投入費用を

上回る効果が見込まれるかどうかの費用対効果等の観点も含めた事前評価を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

平成２６年度新規ナショナルプロジェクト１９件全てについて、外部有識者等による事前評価を実施し、事前評価の

結果を基本計画に反映した。 

 

［中期計画］ 

事前評価の結果実施することとなったプロジェクトについて、国の政策に沿って、内外の技術動向調査等から得られ

た知見や産業界、学術界等の外部の専門家・有識者との意見交換及び広く国民から収集した意見（パブリックコメント

を１回以上実施）を反映させ、プロジェクトの目的や目標及び内容等を規定するプロジェクト基本計画を策定する。 

［２６年度計画］ 

事前評価の結果実施することとなったプロジェクトについて、国の政策に沿って、内外の技術動向調査等から得られ

た知見や産業界、学術界等の外部の専門家・有識者との意見交換及び広く国民から収集した意見（パブリックコメント

を１回以上実施）を反映させ、プロジェクトの目的や目標及び内容等を規定するプロジェクト基本計画を策定する。 

［２６年度業務実績］ 

事前評価の結果実施することとなった１９件全てについて、外部の専門家・有識者等との意見交換結果やパブリック

コメントで寄せられた意見を反映し、プロジェクトの目的や目標及び内容等を規定したプロジェクト基本計画を策定し

た。なお、パブリックコメントで寄せられた意見及びやその反映結果を、全て機構のホームページで公開した。 

 

［中期計画］ 

プロジェクト基本計画には、プロジェクト終了時点での最終目標を定量的かつ明確に記述し、出口イメージを明確に

記述するものとする。 

 プロジェクト基本計画で定める技術開発期間については、中長期的な視点から、必要に応じ、第３期中期目標期間に

とらわれず柔軟かつ適切に策定する。５年間以上の期間を要するプロジェクトについては、プロジェクト基本計画上、

３年目を目途とした中間時点での中間目標を定量的かつ明確に記述する。 

［２６年度計画］ 

プロジェクト基本計画には、プロジェクト終了時点での最終目標を極力定量的かつ明確に記述し、出口イメージを明

確に記述する。 

プロジェクト基本計画で定める技術開発期間については、中長期的な視点から、必要に応じ、第３期中期目標期間に

とらわれず柔軟かつ適切に策定する。５年間以上の期間を要するプロジェクトについては、プロジェクト基本計画上、

３年目を目途とした中間時点での中間目標を定量的かつ明確に記述する。 
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［２６年度業務実績］ 

プロジェクト基本計画には、プロジェクト本来の目的に照らし、終了時点での最終目標を可能な限り定量的かつ明確

に基本計画へ記述し、出口イメージをスタート時点から明確にしたうえでプロジェクトをスタートさせた。 

プロジェクト基本計画で定める技術開発の実施期間については、技術開発内容を鑑み適切な期間の設定を行った。具

体的には、平成２６年度より実施期間を当初５年間として開始した「インフラ維持管理・更新等社会対応プロジェクト」

において、実用化の目処が立ちそうなロボット分野については、期間を４年間に短縮し、２年を委託事業、２年を助成

事業として成果の早期社会実装を図った。 

実施期間が５年以上のプロジェクトについては、３年目を目処とした中間時点での中間目標を定量的かつ明確に基本

計画への記述を行った。 

 
（b）公募 
［中期計画］ 

基本計画策定後、円滑かつ迅速な事業実施、推進を図るため、極力多くの事業について、政府予算の成立を条件とし

て、実施年度の前年度の３月までに公募を開始する。公募は、ホームページ等のメディアの最大限の活用等により採択

基準を公表しつつ実施する。また、公募に際しては、機構のホームページ上に、公募開始の１ヶ月前（緊急的に必要な

ものであって事前の周知が不可能なものを除く。）には公募に係る事前の周知を行う。 

［２６年度計画］ 

基本計画策定後、円滑かつ迅速な事業実施、推進を図るため、極力多くの事業について、政府予算の成立を条件とし

て、平成２６年の３月までに公募を開始する。公募は、ホームページ等のメディアの最大限の活用等により採択基準を

公表しつつ実施する。また、公募に際しては、機構のホームページ上に、公募開始の１か月前（緊急的に必要なもので

あって事前の周知が不可能なものを除く。）には公募に係る事前の周知を行う。 

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年度に基本計画を策定し、公募を行った事業１７件のうち７件については、３月末までに採択基準を公表し

つつ公募を開始した。残る１０件については、最適な事業体制の詳細設計に調整を要した等の理由から４月以降に公募

を実施した。 

また、公募を行った３１件全て公募開始の１ヶ月前には事前周知を行った。 

 

［中期計画］ 

実用化促進事業においては、地方の提案者の利便にも配慮し、地方を含む公募説明会の一層の充実を図る。また、事

業運用の状況を踏まえつつ、年度の枠にとらわれない随時の応募相談受付と年間複数回の採択を行う。 

［２６年度計画］ 

実用化促進事業においては、地方の提案者の利便にも配慮し、地方を含む公募説明会の一層の充実を図る。また、事

業運用の状況を踏まえつつ、年度の枠にとらわれない随時の応募相談受付と年間複数回の採択に努める。 

［２６年度業務実績］ 

実用化促進事業においては、地方の提案者の利便性にも配慮し、地方を含む公募説明会の一層の充実を図った。具体

的には、「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」においては、地方の提案者の利便にも配慮し全国１０か所（川

崎、大阪、福岡、広島、名古屋、仙台、高松、金沢、那覇、札幌）で公募説明会を開催した。 

また、事業運用の状況を踏まえつつ、年度の枠にとらわれない随時の応募相談受付と年間複数回の採択に努めた。具

体的には、「新エネルギーベンチャー技術革新事業」では、平成２６年度公募を２回実施し、制度説明会では、全国の

大学、地方自治体などのべ９３か所で実施し、随時相談を受け付けた。 

 

（c）選定、採択 
［中期計画］ 

ナショナルプロジェクトについては、企画競争や公募の過程で形成された産業界、学術界等の外部の専門家・有識者

との関係も活用しつつ、客観的な審査、採択基準に基づく公正な選定、採択審査を行う。選定、採択にあたっては、プ

ロジェクトの性格や目標に応じ、これまでの実用化・事業化に係る実績を十分踏まえた参加企業の選定・採択を行うも

のとし、企業間の競争関係や協調関係に基づく、適切な役割分担を明確に認識した上で、企画競争、公募を通じて、最

高の英知を集めつつ、適切な技術開発体制の構築を行う。特に、機構と実施者との間にマネジメント機能の重複がない

ようにするとともに、真に技術力と実用化・事業化能力を有する企業を実施者として選定し、成果を最大化するための

最適な技術開発体制の構築に努める等、安易な業界横並び体制に陥ることのないよう留意する。なお、費用対効果等の

不確実性が高くとも、将来の産業・社会に大きな影響をもたらし得る技術開発についても、その点を一定程度評価する。 

［２６年度計画］ 

ナショナルプロジェクトについては、企画競争や公募の過程で形成された産業界、学術界等の外部の専門家・有識者

との関係も活用しつつ、客観的な審査、採択基準に基づく公正な選定、採択審査を行う。選定、採択に当たっては、プ

ロジェクトの性格や目標に応じ、これまでの実用化・事業化に係る実績を十分踏まえた参加企業の選定・採択を行うも

のとし、企業間の競争関係や協調関係に基づく、適切な役割分担を明確に認識した上で、企画競争、公募を通じて、最

高の英知を集めつつ、適切な技術開発体制の構築を行う。特に、機構と実施者との間にマネジメント機能の重複がない

ようにするとともに、真に技術力と実用化・事業化能力を有する企業を実施者として選定し、成果を最大化するための

最適な技術開発体制の構築に努める等、安易な業界横並び体制に陥ることのないよう留意する。なお、費用対効果等の

不確実性が高くとも、将来の産業・社会に大きな影響をもたらし得る技術開発についても、その点を一定程度評価する。 
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［２６年度業務実績］ 

ナショナルプロジェクトについては、産業界・学術界等の外部の専門家・有識者から構成される委員会を開催し、客

観的な審査・採択基準に基づく公正な選定、採択審査を実施した。 

選定、採択にあたっては、プロジェクト終了後の追跡調査を通じて得られたデータを用いて、これまでの実用化・事

業化に係る実績を十分踏まえた参加企業の選定・採択を行い、適切な技術開発体制の構築を行うべく実施者の決定を行

った。具体的には、「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト」において、平成２６年度よ

り応用システム開発を行う助成事業を追加し、平成２２年度から実施してきた材料、デバイス関連の成果をいち早く製

品化に結びつける体制に強化し、材料から製品までの全てのバリューチェーンおける産業競争力強化に努めた。 

 

［中期計画］ 

実用化促進事業は、比較的短期間で技術の実用化・事業化を行うことを目的とし、比較的短期間で成果が得られ、即

効的な市場創出、経済活性化に高い効果を有し得るものであることに鑑み、事業実施者の経営能力を審査過程で重視す

るとともに、達成すべき技術目標及び実現すべき新製品等の出口イメージが明確で、我が国の経済活性化やエネルギ

ー・環境問題の解決により直接的で、かつ大きな効果を有する案件を重視して選定、採択する。公的機関のニーズ等を

踏まえた技術開発課題の解決への取組を行う事業については、その有効性等を検証しつつ実施する。必要に応じ大学等

の基礎基盤の科学技術の知見も活用し、実用化・事業化を後押しするとともに、採択された事業実施者に対しては、技

術の早期実用化・事業化を図るため、技術開発面のみならず、経営面における支援等を必要に応じ行うこととする。さ

らに、事業実施効果の確保及び事業費の有効活用を図るため、案件採択時においては、費用対効果分析の実施を徹底す

るよう努める。 

［２６年度計画］ 

実用化促進事業は、比較的短期間で技術の実用化・事業化を行うことを目的とし、比較的短期間で成果が得られ、即

効的な市場創出、経済活性化に高い効果を有し得るものであることに鑑み、事業実施者の経営能力を審査過程で重視す

るとともに、達成すべき技術目標及び実現すべき新製品等の出口イメージが明確で、我が国の経済活性化やエネルギ

ー・環境問題の解決により直接的で、かつ大きな効果を有する案件を重視して選定、採択する。公的機関のニーズ等を

踏まえた技術開発課題の解決への取組を行う事業については、その有効性等を検証しつつ実施する。必要に応じ大学等

の基礎基盤の科学技術の知見も活用し、実用化・事業化を後押しするとともに、採択された事業実施者に対しては、技

術の早期実用化・事業化を図るため、技術開発面のみならず、経営面における支援等を必要に応じ行うこととする。さ

らに、事業実施効果の確保及び事業費の有効活用を図るため、案件採択時においては、費用対効果分析の実施を徹底す

るよう努める。 

［２６年度業務実績］ 

実用化促進事業は、比較的短期間で技術の実用化・事業化を行うことを目的とし、比較的短期間で成果が得られ、即

効的な市場創出、経済活性化に高い効果を有し得るものあることに鑑み、事業実施者の経営能力を審査過程で重視する

とともに、達成すべき技術目標及び実現すべき新製品等の出口イメージが明確で、我が国の経済活性化やエネルギー・

環境問題の解決により直接的で、かつ大きな効果を有する案件を重視して選定、採択を行った。採択時には経営能力の

審査において、経営基盤審査ツールの活用、社長面談を実施した。事業実施段階においては、技術経営アドバイザーを

派遣し、技術経営力の強化に関する助言を積極的に行った。また、事業実施者の出口イメージを明確なものとするため、

必要に応じて技術カタライザー、事業カタライザーの紹介を通じた取り組みを積極的に行った。 

 
［中期計画］ 

選定結果は公開し、不採択案件応募者に対する明確な理由の通知を行う。十分な審査期間を確保することに最大限留

意の上、応募総数が多い場合等、特段の事情がある場合を除き、公募締切から採択決定までの期間をそれぞれ以下の日

数とすることにより、事務の合理化、迅速化を図る。 

・ナショナルプロジェクト：原則４５日以内 

（ただし、エネルギー等関連業務の実証業務等：原則６０日以内） 

・実用化促進事業：原則７０日以内 

［２６年度計画］ 

選定結果は公開し、不採択案件応募者に対する明確な理由の通知を行う。十分な審査期間を確保することに最大限留

意の上、応募総数が多い場合等、特段の事情がある場合を除き、公募締切りから採択決定までの期間をそれぞれ以下の

日数とすることにより、事務の合理化、迅速化を図る。 

・ナショナルプロジェクト：原則４５日以内 

（ただし、エネルギー等関連業務の実証業務等：原則６０日以内） 

・実用化促進事業：原則７０日以内 

［２６年度業務実績］ 

平成２６年度に行った全ての公募に対し選定結果を機構のホームページ上で公開した。また、不採択となった事業者

に対しては、明確な理由とともに通知を行った。 

平成２６年度に公募を実施した研究開発プロジェクト等の受託者・交付先の採択については、条件付き採択等による

実施内容・技術要件・研究体制等の調整に時間を要した案件（８件）を除き、事業区分毎に掲げる公募締切から採択決

定までの目標期間以内で採択決定を行った。 

・ナショナルプロジェクトについては、期間内で採択決定を行った事業は３１件中２５件。（約８１％） 

（うち、エネルギー等関連業務の実証業務等については、期間内で採択決定を行った事業は１１件中１０件（約９

１％）） 
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・実用化促進事業については、期間内で採択決定を行った事業は５件中３件（約６０％） 

 

（ⅱ）評価／反映・実行 

［中期計画］ 

 個々の事業に係る中間評価、事後評価及び追跡評価については、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し

厳格に行うものとする。また、これらの評価結果から得られた、技術開発マネジメントに係る多くの知見、教訓、良好

事例等を蓄積することにより、マネジメント機能全体の改善・強化に反映させる。さらに、各評価結果については、技

術情報等の流出等の観点に配慮しつつ、可能な範囲で公表するものとする。 

［２６年度計画］ 

 個々の事業に係る中間評価、事後評価及び追跡評価については、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し

厳格に行う。また、これらの評価結果から得られた、技術開発マネジメントに係る多くの知見、教訓、良好事例等を蓄

積することにより、マネジメント機能全体の改善・強化に反映させる。さらに、各評価結果については、技術情報等の

流出等の観点に配慮しつつ、可能な範囲で公表する。 

［２６年度業務実績］ 

個々の事業に係る中間評価、事後評価及び追跡評価については、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し

厳格に実施した。また、これらの評価結果から得られた、技術開発マネジメントに係る多くの知見、教訓、良好事例等

を蓄積し取りまとめ、機構内で共有することにより、マネジメント機能全体の改善・強化に反映を行った。さらに、各

評価結果については、技術情報等の流出等の観点に配慮しつつ、機構ホームページ上で公表を行った。 

 

（a）中間評価等 
［中期計画］ 

 産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し、数値化された指標を用いて中間評価を、厳格に適切な手法で実

施する。特に５年間程度以上の期間を要する事業については、３年目ごとを目途とする中間評価を必ず行い、中間目標

達成度を把握するとともに、社会経済情勢等を踏まえた上で、技術開発内容やマネジメント等の改善、見直しを的確に

行っていく。 

［２６年度計画］ 

 産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し、数値化された指標を用いて中間評価を、厳格に適切な手法で実

施する。特に５年間程度以上の期間を要する事業については、３年目ごとを目途とする中間評価を必ず行い、中間目標

達成度を把握するとともに、社会経済情勢等を踏まえた上で、技術開発内容やマネジメント等の改善、見直しを的確に

行っていく。   

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年度は、実施予定期間が５年以上のナショナルプロジェクト５件について、産業界、学術界等の外部の専門

家・有識者を活用し、数値化された指標を用いて厳格に適切な手法で実施し、中間目標達成度等を評価した。また、中

間評価の結果及び社会経済情勢の変化等を踏まえて、技術開発内容やマネジメント等の改善、見直しを的確に行った。 

 
［中期計画］ 

 機構による自主的な点検等により常に的確に事業の進捗状況を段階ごとに一層詳細に把握し管理するよう努め、中間

評価や随時行われる事業進捗の把握結果等を基に、開発成果創出促進制度の活用等により、プロジェクト内又はプロジ

ェクト間において、配分予算の調整を行う等、事業の加速化（開発成果創出促進制度の適用等）、縮小、中止、見直し

等を迅速に行うとともに、以降の事業実施及び予算要求プロセスに反映する。 

［２６年度計画］ 

 機構による自主的な点検等により常に的確に事業の進捗状況を段階ごとに一層詳細に把握し管理するよう努め、中間

評価や随時行われる事業進捗の把握結果等を基に、開発成果創出促進制度の活用等により、プロジェクト内又はプロジ

ェクト間において、配分予算の調整を行う等、事業の加速化（開発成果創出促進制度の適用等）、縮小、中止、見直し

等を迅速に行うとともに、以降の事業実施及び予算要求プロセスに反映する。 

［２６年度業務実績］ 

機構による自主的な点検等により常に的確に事業の進捗状況を段階ごとに一層詳細に把握し管理するよう努め、中間

評価や随時行われる事業進捗の把握結果等を基に、開発成果創出促進制度の活用等により、プロジェクト内又はプロジ

ェクト間において、配分予算の調整を行う等、事業の加速化（開発成果創出促進制度の適用等）、縮小、中止、見直し

等を迅速に行うとともに、以降の事業実施及び予算要求プロセスに反映を行った。 

なお、平成２６年度においては、目覚ましい成果を挙げている事業等１２件に対して開発成果創出促進制度の適用等

を行い、事業の加速化、見直し等を迅速に行った。 

 

［中期計画］ 

 中間時点での評価結果が一定水準に満たない事業については、抜本的な改善策等がない場合には原則として中止し、

その財源を加速化すべき事業に充てることとする。 

［２６年度計画］ 

 中間時点での評価結果が一定水準に満たない事業については、抜本的な改善策等がない場合には原則として中止し、

その財源を加速化すべき事業に充てる。 
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［２６年度業務実績］ 

 平成２６年度に中間評価を行った５件のナショナルプロジェクトにおいて、評価結果が一定水準に満たない事業に該

当するものは無かった。 

 

（b）事後評価 
［中期計画］ 

 事業終了後、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し、数値化された指標を用いて、技術的成果、実用

化・事業化見通し、マネジメント等を評価項目とした事後評価を実施するとともに、その結果を以後の機構のマネジメ

ントの改善に活用する。 

［２６年度計画］ 

 事業終了後、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し、数値化された指標を用いて、技術的成果、実用

化・事業化見通し、マネジメント等を評価項目とした事後評価を実施するとともに、その結果を以後の機構のマネジメ

ントの改善に活用する。 

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年度においては、平成２５年度に終了したナショナルプロジェクト１４件の事後評価と、平成２６年度に終

了するプロジェクト１件の前倒し事後評価を、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し、数値化された指標

を用いて、技術的成果、実用化・事業化見通し、マネジメント等を評価項目として実施した。その結果から、機構のマ

ネジメントの改善に資する点を抽出して活用を図った。 

 

［中期計画］ 

 終了後のナショナルプロジェクトにおいては、技術的成果、実用化・事業化見通し、マネジメント等を評価項目とし、

別途公表される計算式に基づき８割以上が「合格」、６割以上が「優良」との評価を得る。 

［２６年度計画］ 

当該年度に予定する事後評価対象のナショナルプロジェクトにおいては、成果、実用化見通し、マネジメント及び位

置付けを評価項目とし、評点法を用いて「優良」又は「合格」（＊）との結果を得たプロジェクトがどの程度あるかを

年度内に把握し、速やかに対外的に公表する。 

（＊）原則として、①位置付け、②マネジメント、③成果及び④実用化の見通しをそれぞれＡ（優）＝３点、Ｂ（良）

＝２点、Ｃ（可）＝１点、Ｄ（不可）＝０点で評価者に評価してもらい、それぞれ平均得点を算出した上で、全ての

評価軸が１．０点以上かつ③と④の和が４．０点以上であれば「優良」とし、３．０点以上であれば「合格」とする。  

［２６年度業務実績］ 

 平成２５年度に終了したプロジェクト１４件の事後評価及び平成２６年度に終了するプロジェクト１件の事後評価前

倒し実施を行ったところ、１５件（１００％）が合格であり、このうち１４件（９３％）は優良に該当した。また、本

結果については、ホームページ等を通じて対外的に公表した。 

 

［中期計画］ 

 実用化促進事業においては、特にイノベーションの実現に資するものとして実施する事業については、産業界、学術

界等の外部の専門家・有識者を活用した事後評価において、技術的成果、実用化・事業化見通し等を評価項目とし、別

途公表される計算式に基づき６割以上が「順調」との評価を得る。 

［２６年度計画］ 

実用化促進事業においては、イノベーション実用化ベンチャー支援事業について、機構外部の専門家・有識者を活用

した事後評価において、技術的成果、実用化見通し等を評価項目とし、６割以上が「順調」（＊）との評価を得るとい

う中期計画の達成に向けてマネジメントを行うとともに、同評価により得られた知見を基に、技術経営力の強化に関す

る助言業務の観点も踏まえ、事業実施者に対してアドバイスを行う。 

（＊）原則として、①技術に関する評価項目（技術開発の達成状況等）及び②実用化見通しに関する評価項目（実用化

スケジュール等）をそれぞれＡ＝４点、Ｂ＝３点、Ｃ＝２点、Ｄ＝１点、Ｅ＝０点で評価者に評価してもらい、それ

ぞれ平均得点を算出した上で、原則として合計４．０点以上の場合を「順調」とする。 

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年４月、イノベーション実用化ベンチャー支援事業（平成２４年度補正予算、平成２５年度実施）について、

機構外部の専門家・有識者を活用した事後評価において、６４．５％が順調との評価を得た。また、事業実施者が今後

の企業化の参考とできるよう、テーマごとに、専門家・有識者による評価結果及びコメントをフィードバックした。 

 
（c）追跡評価等 
［中期計画］ 

 ナショナルプロジェクトについては、事業終了後も、参加企業を始めとする事業実施者に働きかけを行い、プロジェ

クトが及ぼした経済的・社会的効果等をフォローしその成果の実用化・事業化を推進するため、また、機構の技術開発

マネジメントの改善に反映させるため、既往の政府決定等を踏まえ、評価に伴う過重な作業負担の回避という観点を考

慮しつつ、これまで以上に分野横断的かつ緻密に逐次追跡調査を実施する。その際、参加企業における実用化・事業化

状況（非継続、中止、技術開発、製品化、上市）等を把握するとともに、本調査から得られた機構の成果（製品化事例

等）を積極的に情報発信する。 

［２６年度計画］ 

 ナショナルプロジェクトについては、事業終了後も、参加企業を始めとする事業実施者に働きかけを行い、プロジェ
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クトが及ぼした経済的・社会的効果等をフォローしその成果の実用化・事業化の推進、また、機構の技術開発マネジメ

ントの改善に反映させるため、分野横断的な、追跡調査を実施する。その際、参加企業における実用化・事業化状況

（非継続、中止、技術開発、製品化、上市）等を把握するとともに、本調査から得られた機構の成果（製品化事例等）

を積極的に情報発信する。 

［２６年度業務実績］ 

 ナショナルプロジェクトについては、事業終了後も、参加企業を始めとする事業実施者に働きかけを行い、プロジェ

クトが及ぼした経済的・社会的効果等をフォローしその成果の実用化・事業化の推進、また、機構の技術開発マネジメ

ントの改善に反映させるため、分野横断的かつ緻密な追跡調査を実施した。具体的には、統計解析手法を用いた分野横

断的な成功要因抽出やヒアリングを中心としたケーススタディ調査を実施した。また、追跡調査のアンケートについて

は、設問の見直しを行うことで、約５０％のアンケート設問削減を行い、回答者の作業負担軽減を図った。追跡調査か

ら得られた結果については、機構内部の研修で役職員にフィードバックするとともに、本調査から得られた機構の成果

（製品化事例等）について国内外の学会・シンポジウムなどで情報発信を行った。 

 

［中期計画］ 

 また、様々な角度からのデータの分析を引き続き行い、新たなプロジェクトの採択時等に、これまでの実用化・事業

化に係る実績を十分踏まえた参加企業の選定を行う。その際、成功事例のみならず、非継続、中止となった事業の要因

の分析等を行うことも含め、これまでのナショナルプロジェクトに係る総合的、定量的な評価を行う。 

［２６年度計画］ 

 また、様々な角度からのデータの分析を引き続き行い、新たなプロジェクトの採択時等に、これまでの実用化・事業

化に係る実績を十分踏まえた参加企業の選定を行う。その際、成功事例のみならず、非継続、中止となった事業の要因

の分析等を行うことも含め、これまでのナショナルプロジェクトに係る総合的、定量的な評価を行う。 

［２６年度業務実績］ 

さらに、新たなプロジェクトの採択時には、プロジェクト終了後の追跡調査・評価を通じて得られたデータを用いて、

過去の実用化・事業化に係る実績を十分踏まえた上で参加企業の選定を行った。その際、成功事例のみならず、非継続、

中止となった事業の要因の分析等を行うことも含め、これまでのナショナルプロジェクトに係る総合的、定量的な評価

を行った。 

 

［中期計画］ 

 さらに、委託先に帰属する特許権等について、委託先における事業化の状況及び第三者への実施許諾の状況等につき

引き続き毎年調査し、適切な形で対外的に公表することとする。 

［２６年度計画］ 

 さらに、委託先に帰属する特許権等について、委託先における事業化の状況及び第三者への実施許諾の状況等につき

調査し、適切な形で対外的に公表することとする。 

［２６年度業務実績］ 

 バイドール条項が適用された事業の実施効果の最大化に向け、知財マネジメントの観点から強化を図るべく、プロジ

ェクト参加者間における知財の取扱いに関するルールや知財運営委員会機能の整備状況や知的財産権の利用状況調査

（バイドール調査）を行い、対外的に公表を行った。 

 

（ⅲ）その他 

（a）主な制度運用 
［中期計画］ 

 手続き面では、事業の予見性を高めるとともに、進捗に応じた柔軟な執行を可能とするために導入した「複数年度契

約」や、技術開発ニーズに迅速に応える「年複数回採択」等の制度面、手続き面の改善を行うとともに、事業実施者に

対する説明会を毎年度４回以上行う。 

［２６年度計画］ 

 技術開発については、複数年実施の案件が大宗であることを踏まえ、複数年度契約・交付決定を極力実施する。また、

制度面、手続面の改善を行うとともに、事業実施者に対する説明会を４回以上行う。 

［２６年度業務実績］ 

技術開発については、複数年実施の案件が大宗であることを踏まえ、複数年度契約・交付決定を極力実施した。また、

制度面、手続面の改善を図ることを目的として、労務費積算方法の見直し、収益納付額算定の見直し等の改善を行った。

さらに、平成２７年度に向けた契約・検査の改善事項に関する検討も行った。 

事業実施者に対する事業者説明会を全国６箇所（６月５回、９月４回、１０月２回、２月６回）で実施し、延べ１，

１６０人の事業実施者に対して説明を行った。 

 
［中期計画］ 

国からの運営費交付金を原資とする事業については、事業実施者から目標達成に向けた明確なコミットメントが得ら

れる場合には、最長３年間程度の複数年度契約、交付決定を実施する。国からの補助金等を原資とする事業については、

その性格を踏まえつつも、制度の趣旨に応じた柔軟な応募受付、事業実施システムを構築することにより、年度の切れ
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目が事業実施の上での不必要な障壁となることのないよう、利用者本位の制度運用を行う。 

［２６年度計画］ 

国からの運営費交付金を原資とする事業については、事業実施者から目標達成に向けた明確なコミットメントが得ら

れる場合には、最長３年間程度の複数年度契約、交付決定を実施する。国からの補助金等を原資とする事業については、

その性格を踏まえつつも、制度の趣旨に応じた柔軟な応募受付、事業実施システムを構築することにより、年度の切れ

目が事業実施の上での不必要な障壁となることのないよう、利用者本位の制度運用を行う。 

［２６年度業務実績］ 

国からの運営費交付金を原資とする事業については、事業実施者から目標達成に向けた明確なコミットメントが得ら

れる場合には、最長３年間程度の複数年度契約、交付決定を実施した。 

国からの補助金等を原資とする事業については、その性格を踏まえつつも、制度の趣旨に応じた柔軟な応募受付、事

業実施システムを構築することにより、年度の切れ目が事業実施の上での不必要な障壁となることのないよう、利用者

本位の制度運用を行うよう努めた。 

 

［中期計画］ 

制度面、手続き面の改善を、変更に伴う事業実施者の利便性の低下にも留意しつつ行うとともに、事業実施者に対す

る説明会を毎年度４回以上行う。また、毎年度、事業実施者に対してアンケートを実施し、制度面、手続き面の改善点

等について、８割以上の回答者から肯定的な回答を得る。 

［２６年度計画］ 

事業実施者に対するアンケートで、中期目標期間中に８割以上の回答者から肯定的な回答を得られるように、事業実

施者の利便性の向上を意識しつつ、制度面・手続面の改善を行う。また、事業実施者に対する説明会を４回以上行う。 

［２６年度業務実績］ 

平成２６年度の機構の制度改善に係る全体的な取組についてアンケート調査を実施したところ、アンケート回答者か

ら「満足している」との回答が９割得られた。また、平成２６年度に取り組んだ「大項目の経費を新規に追加する際、

変更届出による手続に変更」及び「資産登録漏れを防ぐために月別項目別明細表の様式を区分」については、制度を認

識する事業者の６割以上から肯定的な回答が得られた。 

また、事業実施者に対する事業者説明会を、全国６箇所（６月５回、９月４回、１０月２回、２月６回）で実施し、

延べ１，１６０人の事業実施者に対して、説明を行い、改善事項等について更なる周知を行うとともに、事業実施者の

利便性を更に高めるため、制度・手続き等の改善事項の検討を行ってきた。 

 

［中期計画］ 

交付申請、契約、検査事務等に係る事業実施者の事務負担を極力軽減するとともに、委託事業においては技術開発資

産等の事業終了後の有効活用を図る。 

［２６年度計画］ 

交付申請、契約、検査事務等に係る事業実施者の事務負担を極力軽減するとともに、委託事業においては技術開発資

産等の事業終了後の有効活用を図る。 

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年度に実施した資産の有効活用については、他の委託事業への転用が５９０件、公共機関や大学等への無償

譲渡は６８８件、委託先等への有償譲渡は１，５６６件となった。 

 

［中期計画］ 

第３期中期目標期間中に、機構が行う業務への供用を終了した技術開発資産の翌年度における売却手続きに要する期

間を平均９ヶ月以内とすることを目指す。 

［２６年度計画］ 

業務への供用を終了した技術開発資産の譲渡手続の迅速化を引き続き実施する。 

［２６年度業務実績］ 

 技術開発資産の有償譲渡時に「売払契約書」締結を省略するなど手続きを簡素化するとともに、事業期間中から譲渡

手続きを開始するなどの処分の早期化を図った結果、技術開発資産は、有償譲渡の手続き期間について平均３ヶ月を達

成した。 

 

（b）知的財産権、国際標準化 
［中期計画］ 

技術開発成果の最大化及びプロジェクトの円滑な実施のため、プロジェクト参加者に対し、知財の取扱いに関するル

ールの策定及び知財に関する委員会等の体制整備を促すとともに、必要に応じて機構も積極的に関与し、戦略的な知財

マネジメントの強化に取り組む。なお、当面は「ＮＥＤＯプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針」に基づく

プロジェクトを対象とする。 

また、原則として委託事業における日本版バイドール条項の適用を行うことにより技術開発実施者の事業取組へのイ

ンセンティブを高めるとともに、付加価値の高い技術開発成果の実用化・事業化に向け、事業実施者における強い知的

財産権の取得を奨励するとともに必要に応じ特許取得費用に対する支援を行う。 

［２６年度計画］ 

技術開発成果の最大化及びプロジェクトの円滑な実施のため、プロジェクト参加者に対し、知財の取扱いに関するル

ールの策定及び知財に関する委員会等の体制整備を促すとともに、必要に応じて機構も積極的に関与し、戦略的な知財
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マネジメントの強化に取り組む。なお、２６年度は「ＮＥＤＯプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針」に基

づくプロジェクトを対象とする。 

また、原則として委託事業における日本版バイドール条項の適用を行うことにより技術開発実施者の事業取組へのイ

ンセンティブを高めるとともに、付加価値の高い技術開発成果の実用化・事業化に向け、事業実施者における強い知的

財産権の取得を奨励するとともに必要に応じ特許取得費用に対する支援を行う。 

技術開発成果の国際的普及のため、技術開発実施中から国際標準化に一体的に取り組むとともに、技術開発成果の国

際標準化に取り組む。 

［２６年度業務実績］ 

平成２６年度は、２６プロジェクト（平成２５年度から適用している７プロジェクトを含む）について「ＮＥＤＯプ

ロジェクトにおける知財マネジメント基本方針」を適用し、事業を実施した。適用プロジェクトについては、特許出願

費用の一部を委託費において直接経費として計上することを可能とすることにより、重要な特許出願を図った。 

また、原則として委託事業における日本版バイドール条項の適用を行うことにより技術開発実施者の事業取組へのイ

ンセンティブを高めるとともに、付加価値の高い技術開発成果の実用化・事業化に向け、事業実施者における強い知的

財産権の取得を奨励するとともに必要に応じ特許取得費用に対する支援を行った。 

さらに、技術開発成果の国際的普及のため、技術開発実施中から国際標準化に一体的に取り組むとともに、技術開発

成果の国際標準化に取り組んだ。 

 

［中期計画］ 

 技術開発成果の国際的普及のため、技術開発実施中から国際標準化に一体的に取り組むとともに、技術開発成果の国

際標準化に取り組む。具体的には、毎年度、年度計画に以下の項目に関する数値目標を設定し、その達成を図る。 

・技術開発プロジェクトにおける標準化に係る取組を含んだ基本計画数 

・機構の事業におけるＩＳＯ等の国内審議団体又はＩＳＯ等への標準化に関する提案件数 

［２６年度計画］ 

・技術開発プロジェクトにおける標準化に係る取組を含んだ基本計画数：２１件程度 

・機構の事業におけるＩＳＯ等の国内審議団体又はＩＳＯ等への標準化に関する提案件数：４件程度 

［２６年度業務実績］ 

・技術開発プロジェクトにおける標準化に係る取組を含んだ基本計画数：３０件 

・機構の事業におけるＩＳＯ等の国内審議団体又はＩＳＯ等への標準化に関する提案件数：２３件 

 

（c）技術シーズの発掘 
［中期計画］ 

 所属機関や経歴業績等にとらわれず、若手研究者や地方の大学公的研究機関の優れた提案も含め、我が国の産業競争

力の強化やエネルギー・環境問題の解決等の政策目的に即し、基礎的、基盤的なものから、広範な産業への波及効果が

期待できるものまで、将来の産業技術シーズとして広くポテンシャルを有するテーマの発掘に努める。 

［２６年度計画］ 

所属機関や経歴業績等にとらわれず、若手研究者や地方の大学公的研究機関の優れた提案も含め、我が国の産業競争

力の強化やエネルギー・環境問題の解決等の政策目的に即し、基礎的、基盤的なものから広範な産業への波及効果が期

待できるものまで、将来の産業技術シーズとして広くポテンシャルを有するテーマの発掘に努める。具体的には、我が

国が、2050 年にエネルギーを起源とする温室効果ガスの半減等、エネルギー・環境分野の中長期的な課題を解決して

いくために必要な、省エネルギー・新エネルギー・CO2 削減等のエネルギー・環境分野における、2030 年以降の実用

化を見据えた従来の発想によらない革新的な技術の開発や新しいシステムの原石を発掘し、将来の国家プロジェクト化

への道筋をつけることを目指す「エネルギー・環境新技術先導プログラム」、将来の産業技術シーズとしてポテンシャ

ルを有するテーマや広範な産業への波及効果が期待できるテーマを対象とするとともに、所属機関や経歴・業績等にと

らわれず、若手研究者や地方の大学・公的研究機関からの優れた案件にも助成する「先導的産業技術創出事業（若手研

究グラント）」等を実施する。なお、「先導的産業技術創出事業（若手研究グラント）」については、平成２６年度にお

いて、継続分２８件のテーマを実施する。 

［２６年度業務実績］ 

将来の産業技術として広くポテンシャルを有するテーマを発掘するために、エネルギー環境・新技術先導プログラム

では、将来の国家プロジェクト化に繋がる革新的、独創的な技術シーズの発掘に向けて、広く研究開発コンセプトの応

募を募るために、積極的に事業の周知活動を行い、また新技術調査員を通じて案件の発掘に努めた。この結果、１７２

件の応募があり、有望な研究開発テーマを採用すべく外部有識者、機構において先導研究実施の案件形成に向けた議論

を行い、３７件の研究開発テーマを採択した。また、大学、公的研究機関等の若手研究者の産業技術指向の研究開発を

推進するために、先導的産業技術創出事業（若手研究グラント）を実施し、継続案件として２８件の研究助成を行った

（平成２７年度に事業終了）。 

 

（d）プロジェクトリーダー、プログラムマネージャー、プログラムディレクター 
［中期計画］ 

プロジェクト内の各実施主体間の競争体制による場合のように、設置が適切でない場合を除き、指導力と先見性を有

するプロジェクトリーダーを選定、設置し、プロジェクトリーダーが、機構内部との明確な役割分担に基づき、機構と

連携してプロジェクトを推進できるよう、当該プロジェクトの推進に必要かつ十分な権限と責任を負うような制度を構

築する。なお、必要に応じてプロジェクトの企画立案段階からプロジェクトリーダーを指名し、プロジェクト基本計画
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の策定及び実施体制の構築への参画を求める。 

［２６年度計画］ 

 プロジェクト内の各実施主体間の競争体制による場合のように、設置が適切でない場合を除き、指導力と先見性を有

するプロジェクトリーダーを選定、設置し、プロジェクトリーダーが、機構内部との明確な役割分担に基づき、機構と

連携してプロジェクトを推進できるよう、当該プロジェクトの推進に必要かつ十分な権限と責任を負うような制度を構

築する。なお、必要に応じてプロジェクトの企画立案段階からプロジェクトリーダーを指名し、プロジェクト基本計画

の策定及び実施体制の構築への参画を求める。 

［２６年度業務実績］ 

プロジェクト内の各実施主体間の競争体制による場合のように、設置が適切でない場合を除き、指導力と先見性を有

するプロジェクトリーダーを選定、設置し、プロジェクトリーダーが、機構内部との明確な役割分担に基づき、機構と

連携してプロジェクトを推進できるよう、当該プロジェクトを推進した。具体的には、平成２６年度に新たに２８名の

プロジェクトリーダー及びサブプロジェクトリーダーを委嘱し、プロジェクトを実施した。また、プロジェクトリーダ

ーの重要性に鑑み、理事長と面談を行った上で、プロジェクトリーダー等と機構のプロジェクト推進部部長との間で

「了解事項メモ」を締結することでそれぞれの役割を明確にするとともに、当該プロジェクトの推進に必要かつ十分な

権限と責任を付与した。 

 

［中期計画］ 

 産業界、学術界等の外部の専門家・有識者をプログラムマネージャー、プログラムディレクターとして採用して活用

するとともに、部署横断的なリエゾン担当を設置し、分野融合型、連携型プロジェクトの企画を促進する。 

［２６年度計画］ 

・有識者をプログラムマネージャー（ＰＭ）・プログラムディレクター（ＰＤ）として採用して活用する。また、分野

融合型・連携型プロジェクトの企画を促進するため、部署横断的なリエゾン担当の設置や、機動的な実施体制の構築

を図る。 

［２６年度業務実績］ 

有識者をプログラムマネージャー（ＰＭ）５名、プログラムディレクター（ＰＤ）１名として採用して活用した。 

また、複合的・横断的分野の技術開発戦略及びこれに基づく重要なプロジェクトの企画・立案機能を強化するため、

新たに「技術戦略研究センター」を設置して、機動的な実施体制の構築を図った。 

 

（e）技術経営力の強化に関する助言 
［中期計画］ 

 我が国のナショナル・イノベーション・システムにおける機構の役割と責務を踏まえ、技術開発等の成果が事業者の

経営上活用されることを重視し、機構が実施してきた技術開発マネジメントの高度化に向けた取組を強化することによ

り技術経営力に関する知見を深化させる。 

［２６年度計画］ 

 我が国のナショナル・イノベーション・システムにおける機構の役割と責務を踏まえ、技術開発等の成果が事業者の

経営上活用されることを重視し、機構が実施してきた技術開発マネジメントの高度化に向けた取組を強化することによ

り技術経営力に関する知見を深化させる。 

［２６年度業務実績］ 

我が国のナショナル・イノベーション・システムにおける機構の役割と責務を踏まえ、技術開発等の成果が事業者の

経営上活用されることを重視し、機構が実施してきた技術開発マネジメントの高度化に向けた取組を強化することによ

り技術経営力に関する知見を深化させた。 

また、「ＮＥＤＯ特別講座」については、全体で２７回以上の講座を開催し延べ８６８名が受講した。また７回のシ

ンポジウムを開催し延べ８３４名が参加した。 

 

［中期計画］ 

 事業実施者に対しては、技術経営力に関する産業界、学術界等の外部の専門家・有識者のネットワークを活用し、知

的財産の適切な管理、運営、国際標準化の取組を含む技術経営力の強化に係る助言を行う。 

［２６年度計画］ 

技術経営力に関する産業界、学術界等の外部の専門家・有識者のネットワークを活用し、知的財産の適切な管理、運

営、国際標準化の取組を含む技術経営力の強化に係る助言を行う。 

［２６年度業務実績］ 

 研究委託・助成先の中小企業、ベンチャー企業等に対し、機構職員と技術経営アドバイザー（技術経営の専門家、公

認会計士、弁理士等）が、技術経営力の強化に関する助言を実施した（２６年度実績：４２事業者、延べ２０２回実

施）。 

 

［中期計画］ 

 また、機構内の取組として、これまでの技術開発プロジェクトに係る採択審査委員会、評価委員会等を通じて蓄積さ

れた約８，０００人の産業界、学術界等の外部の専門家・有識者等とのネットワークを活用し、技術経営力に関する機

構内職員の研修を毎年度１コース以上実施する。 

［２６年度計画］ 

 産業界、学術界等の外部の専門家・有識者等とのネットワークを活用するなどして、技術経営力に関する機構内職員
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の研修を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

 民間企業でプロジェクトマネジメントの経験を積んだ者を講師とし、プロジェクトマネジメントの事例等から知見・

教訓を学ぶ「プロジェクトマネジメント基礎講座」（１講座）、「プロジェクトマネジメント特別講座」（１講座）及

び技術経営力強化のための「出口戦略セミナー」（８講座）を実施し、機構内職員の技術経営力の強化を図った。 

 

［中期計画］ 

 さらに、機構職員を外部の技術開発現場等に毎年度１名以上派遣するとともに、技術経営学、工学等の博士号、修士

号等の取得を、第３期中期目標期間中に５名以上行わせる等、技術経営力の強化に関する助言業務に資する能力開発制

度を充実する。 

［２６年度計画］ 

・職員の技術開発マネジメント能力の更なる向上のため、１名の職員を外部の技術開発現場等に派遣し、その経験を積

ませる。 

・プロジェクトマネジメントに必要な専門知識を習得させるため、２名の職員を大学のＭＯＴコース等に派遣し、博士

号、修士号等の取得を目指す。 

［２６年度業務実績］ 

国の政策に関する知見・経験を深めるべく行政研修員として４名の職員を派遣している。 

また、海外大学院の修士課程等に３名、国内大学院の修士課程に１名の職員を派遣し、経営・マネジメント等の知見

や語学の更なる習得、深化を図った。 

 

［中期計画］ 

 事業者の技術経営力の強化に向けた業務の一環としての観点も踏まえつつ、良質な技術シーズを発掘するため、機構

の事業に対する応募に係る相談対応を毎年度２回以上実施する。 

［２６年度計画］ 

 事業者の技術経営力の強化に向けた業務の一環としての観点も踏まえつつ、良質な技術シーズを発掘するため、機構

の事業に対する応募に係る相談対応を毎年度２回以上実施する。 

［２６年度業務実績］ 

 事業者の技術経営力の強化に向けた業務の一環としての観点も踏まえつつ、良質な技術シーズを発掘するため、機構

の事業に対する公募説明会を４４回実施したほか、機構の事業に対する応募にかかる個別相談会を６回実施した。 

 

（f）技術の開発や普及に係る道筋の策定、改訂 
［中期計画］ 

将来の社会ニーズや技術進歩の動向、国際的な競争ポジション等を踏まえ、要素技術、要求スペック、それらの導入

シナリオ等を時間軸上に示した技術の開発や普及に係る道筋を継続的に策定・改訂する。 

 この取組を通じ、産業界、学術界等との情報交換等により構築した外部の専門家・有識者とのネットワークを深化、

拡大し、機構の技術開発マネジメントに活用する。 

［２６年度計画］ 

将来の社会ニーズや技術進歩の動向、国際的な競争ポジション等を踏まえ、要素技術、要求スペック、それらの導入

シナリオ等を時間軸上に示した技術の開発や普及に係る道筋を継続的に策定・改訂する。この取組を通じ、産業界、学

術界等との情報交換等により構築した外部の専門家・有識者とのネットワークを深化・拡大し、機構の技術開発マネジ

メントに活用する。 

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年度においては、５件の戦略策定調査事業を実施するとともに、延べ１９分野の技術戦略策定に着手し、将

来の社会ニーズや技術進歩の動向、国際的な競争ポジション等を踏まえ、要素技術、要求スペック、それらの導入シナ

リオ等を時間軸上に示した技術の開発や普及に係る道筋を継続的に策定・改訂した。この取組を新規プロジェクトの立

案に繋げるなど機構の技術開発マネジメントに活用した。 

 

（g）技術開発マネジメントに係る知見、教訓の蓄積 
［中期計画］ 

 ＰＤＣＡサイクルの一層の深化と確実な定着を図るべく、中間評価、事後評価及び追跡調査の各結果から得られた知

見、教訓を引き続き組織知として蓄積するとともに、機構内で知見、教訓がより一層活用されるよう、毎年度２回以上

の機構内の共有活動を実施する。 

［２６年度計画］ 

 ＰＤＣＡサイクルの一層の深化と確実な定着を図るべく、中間評価、事後評価及び追跡調査の各結果から得られた知

見、教訓を引き続き組織知として蓄積するとともに、機構内で知見、教訓がより一層活用されるよう、毎年度２回以上

の機構内の共有活動を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

 各評価結果や機構内のマネジメント事例から得られる知見・教訓を各種研修等にて機構内で共有することにより、マ

ネジメント機能全体の改善・強化を図った。具体的には、中間・事後評価及び追跡調査の結果から得られた教訓や事例

を新規着任者研修（全６回）で紹介した。 
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（h）経費の適正な執行の確保 
［中期計画］ 

 事業実施者における経費の適正な執行を確保するため、機構内の検査専門部署を中心に、不正行為を行った事業実施

者に対しては新たな委託契約及び補助金交付決定を最大６年間停止するといった厳しい処分並びに不正事項を処分した

場合の公表及び機構内部での情報共有等の取組を、政府の動向等を踏まえつつ徹底する。 

［２６年度計画］ 

 事業実施者における経費の適正な執行を確保するため、不正行為を行った事業実施者に対しては新たな委託契約及び

補助金交付決定を最大６年間停止（研究者には最大１０年の応募制限）するといった厳しい処分並びに不正事項を処分

した場合の公表及び機構内部での情報共有等の取組を、政府の動向等を踏まえつつ徹底する。 

［２６年度業務実績］ 

不正行為を行った事業実施者（平成２６年度３件）については、事案の内容に応じた契約等の停止及び返還金の請求

を行い、処分内容を公表した。 

また、事業実施者における経費の適正な執行を確保するため、事業者に対する各種説明会、機構内説明会で不正・不

適切行為に対する措置について研修を行った。 

 

（i）基盤技術研究促進事業 
［中期計画］ 

 基盤技術研究促進事業については、収益・売上納付の回収、管理費の低減に努め、欠損金の減少を進める。第３期中

期目標期間中においては、現在実施中の事業の終了後は、新たな事業の実施は行わないこととする。 

［２６年度計画］ 

 基盤技術研究促進事業については、新たな事業の実施は行わないこととし、収益・売上納付の回収、管理費の低減に

努め、欠損金の減少を進める。 

［２６年度業務実績］ 

 研究成果の事業化の状況や売上等の状況について１０９件の報告書を徴収し、研究委託先等への現地調査を５５回実

施した。その結果、１１件の収益実績を確認し、総額約２８百万円の収益納付を回収することで、欠損金の減少を進め

た。 

 

（j）追加的に措置された交付金 
［中期計画］ 

平成２５年度補正予算（第１号）により追加的に措置された交付金については、「好循環実現のための経済対策」の

競争力強化策のために措置されたことを認識し、研究開発型ベンチャー企業・新事業の創出支援のために活用する。 

平成２６年度補正予算（第１号）により追加的に措置された交付金については、「地方への好循環拡大に向けた緊急

経済対策」の現下の経済情勢等を踏まえた生活者・事業者への支援、地方が直面する構造的課題等への実効ある取組を

通じた地方の活性化のために措置されたことを認識し、資源・エネルギーの安定供給、中小企業・小規模事業者等の支

援のために活用する。 

［２６年度計画］ 

 平成２６年度補正予算（第１号）により追加的に措置された交付金については、「地方への好循環拡大に向けた緊急

経済対策」の現下の経済情勢等を踏まえた生活者・事業者への支援、地方が直面する構造的課題等への実効ある取組を

通じた地方の活性化のために措置されたことを認識し、資源・エネルギーの安定供給、中小企業・小規模事業者等の支

援のために活用する。 

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年度補正予算（第１号）により追加的に措置された交付金については、「地方への好循環拡大に向けた緊急

経済対策」の現下の経済情勢等を踏まえた生活者・事業者への支援、地方が直面する構造的課題等への実効ある取組を

通じた地方の活性化のために措置されたことを踏まえ、「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」、「研究開発型

ベンチャー支援事業」および「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト／低品位炭利用促進事業」の迅速な立

ち上げを実施した。 

 

（イ）情報発信等の推進 

［中期計画］ 

機構の活動は、広く国民、社会からの理解及び支持を得ることが重要であることから、機構の成果を国民、社会へ還

元する観点から、展示会等において、事業で得られた技術開発成果を積極的に発表することにより、また、機構がこれ

まで実施してきている技術開発マネジメントに係る成功事例を幅広く選定し、積極的に情報発信を行うことにより、産

業界を含め、国民全般に対し、機構の事業により得られた具体的な技術開発成果の見える化を図り、引き続きわかりや

すい情報の発信、幅広いソリューションの提供を行うこととする。その際、必要に応じ、英語版を含む外国語版の媒体

を製作することにより、世界への情報発信を行う。 

特に、産業界との関係については、機構の認識を一層深めてもらうとともに、産業界のニーズや経営方針を反映する

ため、最高経営責任者（ＣＥＯ）をはじめとする企業経営層との一層の連携強化を図り、終了後のプロジェクトを引き

続き経営戦略に位置づけるよう技術開発成果の実用化・事業化への取組強化への働きかけを行う。 

［２６年度計画］ 
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機構の活動は、広く国民、社会からの理解及び支持を得ることが重要であることから、機構の成果を国民、社会へ還

元する観点から、展示会等において、事業で得られた技術開発成果を積極的に発表することにより、また、機構がこれ

まで実施してきている技術開発マネジメントに係る成功事例を幅広く選定し、積極的に情報発信を行うことにより、産

業界を含め、国民全般に対し、機構の事業により得られた具体的な技術開発成果の見える化を図り、引き続きわかりや

すい情報の発信、幅広いソリューションの提供を行う。その際、必要に応じ、英語版を含む外国語版の媒体を製作する

ことにより、世界への情報発信を行う。特に産業界との関係については、機構の認識を一層深めてもらうとともに、産

業界のニーズや経営方針を反映するため、最高経営責任者（ＣＥＯ）をはじめとする企業経営層との一層の連携強化を

図り、終了後のプロジェクトを引き続き経営戦略に位置づけるよう技術開発成果の実用化・事業化への取組強化への働

きかけを行う。 

［２６年度業務実績］ 

機構の成果を国民、社会へ還元する観点から、３２件のセミナー・シンポジウムや、来場者１万人超の展示会を中心

に２０件の出展を実施した。 

 またＮＥＤＯ全体の取組みの理解の促進、新たなプレーヤーの発掘、成果普及を目的に、平成２７年２月にＮＥＤＯ

フォーラムを開催した。加えて、海外向け情報発信として、定期広報誌「ＦｏｃｕｓＮＥＤＯ」英語版及び英語版ニュ

ースリリースの作成を実施した。 

技術開発マネジメントに係る成功事例を「ＮＥＤＯプロジェクト実用化ドキュメント」としてまとめ、ウェブサイト

で公開している。平成２６年度は、家電リサイクルシステムや高性能放射線治療装置など、新たに５件の事例を作成し

た。 

可能な限り機構と委託先企業の経営層が直接会い、組織レベルで事業を継続的に実施することの確認を行った。また、

平成２６年度においては、機構の認識を一層深めてもらうとともに、産業界のニーズや経営方針を反映するため、最高

経営責任者（ＣＥＯ）をはじめとする企業経営層との意見交換を、事業実施中には１０８件、事業終了後には２４件実

施した。 

代表者の見識に大きく左右されると考えられる中小企業等については、事業者の有益な情報の取得のため、事業開始

に当たり事業所管部長等が当該企業の代表者の面談を実施した。具体的には、平成２６年度の採択案件の決定にあたり、

「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」（平成２５年度補正予算）については、１８１社、「新エネルギーベン

チャー技術革新事業」については２８社を採択し、代表者と面談し、事業に対する姿勢等の把握、経営基盤の確認等に

関して審査を行った。「福祉用具実用化開発推進事業」等の事業において、事業の継続性、予算の適切な執行等の徹底

を行う観点から、事業開始時に企業の経営層との面談を実施した。  

 

［中期計画］ 

（ⅰ）国民へのわかりやすい成果の情報発信、提供のため、対象に応じた、成果の映像、印刷物、ホームページ等の媒

体の製作、提供、成果発表会、展示会等の開催及び出展等を行う。 

特に、機構の最新の取組等を紹介する機関誌については年４回以上発行するとともに、分野ごとのパンフレットに

ついては定期的に更新する。これらの媒体については、必要に応じて英語版を含む外国語版を作成する。 

国民一般を対象とした広報、情報発信については、特に、記者発表回数や来場者１万人超の一般向け展示会出展数

を毎年度現行水準以上とする。 

我が国の次世代の技術開発を担う小中学生を対象とした広報、情報発信については、特に、科学技術館の展示内容

の充実を図るとともに、子ども向け啓発事業を毎年度３回以上実施する。また、アンケート等を通じてこれらの効果

について検証し、その結果に応じて内容を見直す。 

［２６年度計画］ 

（ⅰ）広報誌として、技術開発成果の最新情報や機構が取り組む様々な活動の紹介などをわかりやすく掲載した「Ｆｏ

ｃｕｓＮＥＤＯ」を４回発行する。 

国民への情報発信及び、国内外で実施する事業の社会的貢献、意義を伝えるために、マスメディアに対し積極的ア

ピールを行うべく、各部門の技術開発成果についてプレスリリース及び記者会見を実施する。加えてマスメディアに

対して実際の研究現場を公開して理解を深めてもらう現場見学会を５回程度実施する。さらに、機構が取り組んでき

たエネルギー・環境技術開発、産業技術開発の社会への貢献を広く国民に理解してもらえるよう、各種成果報告会の

開催、セミナー・シンポジウムの開催、来場者１万人超の展示会への出展等を行う。また、世界の学術・ビジネス・

政府等の関係者の英知を結集し、環境・エネルギー技術のイノベーションの促進と普及のための議論を深化させる場

として、Innovation for Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）を日本政府と協力して開催するとともに、ＮＥＤＯの成果

や取り組みを一体的に発信するＮＥＤＯフォーラムを開催する。 

一般国民への分かりやすく迅速な情報発信として、ホームページのコンテンツについて、随時アップデートを行う。

また、海外向けの英語コンテンツの充実を図る。 

我が国の次世代の技術開発を担う小中学生を対象とした情報発信は、科学技術館等において積極的に展開するほか、

小中学生向けのイベント等、啓発事業を３回以上行う。 

分かりやすい情報発信を行うよう広報活動を強化するため、引き続き広報室の各部への指導強化を行う。 

［２６年度業務実績］ 

（ⅰ）広報誌として、技術開発成果の最新情報や機構が取り組む様々な活動の紹介などをわかりやすく掲載した「Ｆｏ

ｃｕｓＮＥＤＯ」を４回発行した。 

国民への情報発信及び、国内外で実施する事業の社会的貢献、意義を伝えるために、マスメディアに対し積極的ア

ピールを行うべく、各部門の技術開発成果に関しては１０１件のプレスリリースと、１９件の記者会見・現地見学会
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等を実施し、機構が実施する各プロジェクトの概要や成果等についてマスメディア等への訴求を積極的に行った。セ

ミナー・シンポジウムの開催（３２件）来場者１万人超の展示会を中心に出展（２０件）等も行った。また、環境・

エネルギー技術のイノベーションの促進と普及のため、日本政府と協力し、Innovation for Cool Earth Forum(ＩＣ

ＥＦ)を開催するとともに、ＮＥＤＯの成果や取り組みを一体的に発信するためＮＥＤＯフォーラムを開催した。 

加えて、地域におけるＮＥＤＯ事業の認知を図り、更なる事業の活用を促進することを目標として日本各地域での

セミナー（地域版ＮＥＤＯフォーラム）を４回実施した。 

ＮＥＤＯプロジェクトの実施者でもある名古屋大学天野浩教授のノーベル物理学賞受賞にあたり、青色ＬＥＤ・パ

ワーエレクトロニクス関連ＷＥＢコンテンツを作成するなど、一般国民への分かりやすく迅速な情報発信を実施した。 

さらに、海外向けの英語コンテンツ等の充実を目的に「ＦｏｃｕｓＮＥＤＯ」英語版及び英語版ニュースリリース

の作成を実施した。 

小中学生を対象とした情報発信については、科学技術館等において積極的に展開するとともに、子ども向け啓発事

業についても太陽電池工作教室を３回実施した。 

 

［中期計画］ 

（ⅱ）技術開発の成果を基礎とした産業技術、エネルギー及び環境分野への貢献（アウトカム）については、中長期な

視野で様々な事例とその幅広い波及効果を収集、把握することに努め、印刷物、ホームページ等により、毎年度、広

く情報発信を行う。 

［２６年度計画］ 

（ⅱ）技術開発の成果を基礎とした産業技術、エネルギー及び環境分野への貢献（アウトカム）については、中長期な

視野で様々な事例とその幅広い波及効果を収集・把握することに努め、印刷物、ホームページ等により、広く情報発

信を行う。 

［２６年度業務実績］ 

（ⅱ）ＮＥＤＯプロジェクトの開発成果がコア技術として活用され、上市・製品化した製品・プロセス等を「ＮＥＤＯ

インサイド製品」と定義し、売上実績、売上予測、社会的便益等を試算し、機構ホームページやシンポジウム等で広

く情報発信を行った。 

平成２６年度は、新たに試算対象製品を１０製品追加し、合計１０９製品を対象とした。 

 

［中期計画］ 

（ⅲ）展示会等の企画、開催、学会等との連携による共同イベントの実施等を通じ、事業で得られた技術開発成果を積

極的に発表することにより、技術開発成果と企業とのマッチングの場を設け、成果の普及促進を図る。その際、成果

の公表等については、国民への情報発信や学界での建設的情報交換等の視点と、知的財産の適切な取得、国際標準化

等その成果の我が国経済活性化への確実な貢献等の視点とに留意するものとする。 

［２６年度計画］ 

（ⅲ）展示会等の企画・開催、学会等との連携による共同イベントの実施等を通じ、事業で得られた技術開発成果を積

極的に発表することにより、技術開発成果と企業とのマッチングの場を設け、成果の普及促進を図る。その際、成果

の公表等については、国民への情報発信や学界での建設的情報交換等の視点と、知的財産の適切な取得、国際標準化

等その成果の我が国経済活性化への確実な貢献等の視点とに留意する。 

［２６年度業務実績］ 

（ⅲ）国内ではスマートコミュニティＪＡＰＡＮ２０１４、第９回再生可能エネルギー世界展示会、イノベーション・

ジャパン２０１４、ＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ２０１４等の大規模展示会への出展、また海外での取り組みとしては

日印エネルギーフォーラム、Ｐｏｌｌｕｔｅｃ２０１４、ＪＥＣ ｅｕｒｏｐｅ２０１５への出展等、国内外への技

術開発成果の普及やサンプルマッチング等を実施した。 

 

［中期計画］ 

（ⅳ）内外の技術開発マネジメント機関との情報交換を実施するとともに、イノベーション、技術開発マネジメント及

びプロジェクトマネジメント関係の実践的研究発表として、セミナー、学会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌

等に機構自身として第３期中期目標期間中に１００本以上の発表を行う。 

［２６年度計画］ 

（ⅳ）内外の技術開発マネジメント機関との情報交換を実施するとともに、イノベーション、技術開発マネジメント及

びプロジェクトマネジメント関係の実践的研究発表として、セミナー、学会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌

等に機構自身として２０本程度の発表を行う。 

［２６年度業務実績］ 

（ⅳ）イノベーション、技術開発マネジメント及びプロジェクトマネジメント関係の実践的研究発表として、セミナー、

学会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に機構自身として、１７本の発表を実施した。 

 

［中期計画］ 

（ⅴ）これまでに蓄積された技術開発プロジェクトの実施体制等の決定における採択審査委員会、プロジェクトの途中

及び事後における評価委員会等を通じた産業界、学術界等の外部の専門家・有識者との関係やその他の関係各方面と

のネットワークを活用し、技術経営力の強化をテーマとしたシンポジウム等を毎年度１回以上開催すること等により、

その知見を産業界等に発信する。また、技術経営力に関する産業界、学術界等の外部の専門家・有識者のネットワー

クを構築し、このネットワークを活用しつつ技術経営力に関する知見を深化させ、その成果を産業界に発信する。技
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術開発マネジメントのノウハウ等の成果を、社会人向け公開講座等を活用して、企業の技術開発部門や企画部門の担

当者等に発信する。 

［２６年度計画］ 

（ⅴ）各界有識者のネットワークを活用しつつ、技術経営力の強化や技術開発マネジメントをテーマとしたシンポジウ

ム等を１回以上開催すること等により、その知見を産業界等に発信する。また、技術経営力に関する産業界、学術界

等の外部の専門家・有識者のネットワークを構築し、このネットワークを活用しつつ技術経営力に関する知見を深化

させ、その成果を産業界に発信する。技術開発マネジメントのノウハウ等の成果を、社会人向け公開講座等を活用し

て、企業の技術開発部門や企画部門の担当者等に発信する。 

［２６年度業務実績］ 

（ⅴ）イノベーション・ジャパン２０１４を開催。今回はビジネスマッチングにウェイトを置き、単に場の設定にとど

まらず、事前に出展者からマッチング希望先（具体的企業若しくは業種）をヒアリング、当該企業に事前アプローチ

し、来場を働きかけするなど、マッチングの成功率を上げる工夫を行った。 

また、出展者がマッチングを希望する事業者に対して、直接ＮＥＤＯ若しくは出展者から招待する、あるいは来場

者を電話等で誘致する等マッチングイベント招致を実施。 

この他、販売開拓、業務提携先の招致のみならず、ＶＣ等金融機関もイベントに招待し、資金面での支援の強化や、

ＷＥＢ登録する来場者の興味ある分野とマッチする企業を選定するシステムを導入し、登録来場者との商談もアレン

ジした。 

さらに、各分野の学協会との関係構築・強化の一環として、ＮＥＤＯ職員向けに様々な分野の学会会員による講演

会「戦略コロキウム」を計８回開催した。 

「ＮＥＤＯプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開」において、東京大学および玉川大学にて

技術経営の研究をコアとする「ＲＴミドルウェアの実践的展開」講座を新たに設置するとともに、３講座を継続実施

することで、技術開発マネジメントのノウハウ等の成果を、企業の技術開発部門や企画部門の担当者等に発信した。 

 

［中期計画］ 

（ⅵ）技術開発期間中のみならず終了後も、その成果の実用化・事業化に向けて、技術開発の実施者を始め幅広く産業

界等に働きかけを行うとともに、技術開発成果をより多く、迅速に社会に繋げるための成果普及事業として、プロジ

ェクト成果物をユーザーにサンプルの形で提供し、その評価結果から課題を抽出するサンプルマッチング事業、プロ

ジェクト成果を実使用に近い環境で実証する成果実証事業等を実施する。また、制度面で技術開発成果の実用化・事

業化を阻害する課題があれば、積極的に関係機関に働きかける。事業で得られた技術開発成果と企業とのマッチング

の場を設け、成果の普及促進を図る。 

［２６年度計画］ 

（ⅵ）技術開発期間中のみならず終了後も、その成果の実用化・事業化に向けて、技術開発の実施者を始め幅広く産業

界等に働きかけを行うとともに、技術開発成果をより多く、迅速に社会に繋げるための成果普及事業として、プロジ

ェクト成果物をユーザーにサンプルの形で提供し、その評価結果から課題を抽出するサンプルマッチング事業、プロ

ジェクト成果を実使用に近い環境で実証する成果実証事業等を実施する。また、制度面で技術開発成果の実用化・事

業化を阻害する課題があれば、積極的に関係機関に働きかける。事業で得られた技術開発成果と企業とのマッチング

の場を設け、成果の普及促進を図る。 

［２６年度業務実績］ 

（ⅵ）事業で開発された成果物を対象として、サンプル提供者と、それを活用した用途範囲や実用化または製品化のア

イデアを有するユーザーとのマッチングの場をホームページを通じて提供するサンプルマッチング事業を実施した。

平成２６年度は２４件追加した。 

 

（ウ）国際共同事業の推進 

［中期計画］ 

 我が国産業技術の向上及び海外市場の開拓、さらには、機構のグローバルな技術開発マネジメント能力向上のため、

また、国内のみならず海外の企業や機関と共同で技術開発を実施する必要性が高まっていることを踏まえ、最先端の技

術を持つ内外の企業による国際共同研究プロジェクト等に対し、機構が海外の技術開発マネジメント機関等とともに

「コファンド形式」等により資金支援を行うことなどの試みを、毎年度積極的に推進する。これにより、我が国企業の

国際展開や海外企業も含めたオープンイノベーションの進展を支援し、これに対応したグローバルな技術開発マネジメ

ントに係る事業を一層推進する。 

［２６年度計画］ 

 我が国産業技術の向上及び海外市場の開拓、さらには、機構のグローバルな技術開発マネジメント能力向上のため、

また、国内のみならず海外の企業や機関と共同で技術開発を実施する必要性が高まっていることを踏まえ、最先端の技

術を持つ内外の企業による国際共同研究プロジェクト等に対し、機構が海外の技術開発マネジメント機関等とともに

「コファンド形式」等により資金支援を行うことなどの試みを、積極的に推進する。これにより、我が国企業の国際展

開や海外企業も含めたオープンイノベーションの進展を支援し、これに対応したグローバルな技術開発マネジメントに

係る事業を一層推進する。 

［２６年度業務実績］ 
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イスラエル国産業技術研究開発センター（ＭＡＴＩＭＯＰ）及びフランスのＢｐｉｆｒａｎｃｅとの間でコファンド

方式による共同研究プロジェクトを行う環境整備をした。また、欧州、米国等の機関と意見交換を行い、コファンド形

式等による国際共同研究プロジェクト等の案件構築を行えるよう、交渉を行い、公募を実施した。 

 

 

［中期計画］ 

 また、海外機関との国際連携を図り、双方にとってのＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を構築するため、我が国と相手国双方の

利益に結び付く可能性のある技術等について、その有効性を十分検証した上で、情報交換協定などの協力関係を構築す

る。その際、意図せざる技術流出の防止の強化を図る観点から、機構の事業の実施者の成果の取扱いについての仕組み

の整備等に努めるものとする。 

［２６年度計画］ 

また、海外機関との国際連携を図り、双方にとってのＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を構築するため、我が国と相手国双方の

利益に結び付く可能性のある技術等について、その有効性を十分検証した上で、情報交換協定などの協力関係の構築に

向けた取組を推進する。その際、意図せざる技術流出の防止の強化を図る観点から、機構の事業の実施者の成果の取扱

いについての仕組みの整備等に努める。 

［２６年度業務実績］ 

また、海外機関との国際連携を図り、双方にとってのＷｉｎ－Ｗｉｎの関係の構築を前提に、研究開発・実証に係る

合意文書を１４４件締結した。 

平成２６年度に締結した協定は以下の通り。 

・ポーランド経済省との間で協力合意書を締結（５月） 

・スロベニア企業・開発・投資・官公庁（ＳＰＩＲＩＴ)との間で協力合意書を締結（５月） 

・ドイツ・シュパイヤー市との間で協力合意書を締結（５月） 

・デンマーク・コペンハーゲン市、ファーボ・ミッドフュン市との間で基本協定を締結（６月） 

・イスラエルとの間で研究協力開発に関する基本協定を締結（７月） 

・インド財務省経済局、通信ＩＴ電気通信局、新再生可能エネルギー省、通信タワー２社との間で基本協定を締結（８

月） 

・フィンランド共和国技術庁（ＴＥＫＥＳ）との間で情報交換協定を締結(９月) 

・米国カリフォルニア州経済促進知事室との間で協力合意書を締結（１０月） 

・ロシア・カムチャツカ地方政府、電力会社１社との間で基本協定を締結（１１月） 

・中国国家発展改革委員会との間で基本協定を締結（１２月） 

・インドＡＰ州との間で協力協定を締結（１１月） 
・タイ国科学技術開発庁（ＮＡＳＴＤＡ）との間で情報交換に関する包括協定を締結（１月） 

・タイ工業省との協力協定の締結（１月） 

・タイ国家イノベーション庁（ＮＩＡ）との間で情報交換に関する包括協定を締結（２月） 

なお、基本協定書では意図せざる技術流出の防止を図る観点から、事業から得られる運転データに係る秘密保持等の

取組について取り決めるなど、機構の実施社の成果の取り扱いについての仕組みの整備等を行った。 

 

（エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

［中期計画］ 

 経済の活性化や新規産業、雇用の創出の担い手として、新規性、機動性に富んだ技術開発型ベンチャーの振興が一層

重要になってきていることにも鑑み、ベンチャー企業への実用化助成事業における取組等を一層推進し、必要な者に対

する専門家による海外を含めた技術提携先や顧客の紹介、知財戦略の策定等、機構による技術、経営両面での支援機能

を強化するとともに、事業者と政府系金融機関や民間ベンチャーキャピタル等との一層の連携を通じて、資金面での支

援も図り、実用化・事業化を一層推進する。 

 技術開発の成果が速やかに実用化・事業化につながるよう、事業者に対し、技術開発成果を経営において有効に活用

するための効果的方策（技術開発マネジメント、テーマ選定、提携先の選定、経営における活用に向けた他の経営資源

との組み合わせ等）を提案するなど、技術経営力の強化に関する助言を積極的に実施する。 

［２６年度計画］ 

 経済の活性化や新規産業、雇用の創出の担い手として、新規性、機動性に富んだ技術開発型ベンチャーの振興が一層

重要になってきていることにも鑑み、ベンチャー企業への実用化助成事業における取組等を一層推進し、必要な者に対

する専門家による海外を含めた技術提携先や顧客の紹介、知財戦略の策定等、機構による技術、経営両面での支援機能

を強化するとともに、事業者と政府系金融機関や民間ベンチャーキャピタル等との一層の連携を通じて、資金面での支

援も図り、実用化・事業化を一層推進する。具体的には、「平成２５年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業」

において、技術開発型ベンチャー企業等の有する先端技術シーズや有望な未利用技術を活用した実用化開発を実施し、

特定の技術シーズ事業構想を有し、また、研究開発型ベンチャー企業の起業を目指す起業家候補を育成することにより、

研究開発型ベンチャー企業の創出を促進する「研究開発型ベンチャー支援事業」、技術シーズの事業化を支援する総合

的な支援体制として「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」を構築し、事業化支援人材の支援・助言の下、研

究開発型ベンチャー企業等への技術シーズの事業化活動支援を実施することにより、経済活性化、新規産業・雇用の創
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出につなげる「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」を実施する。 

技術開発の成果が速やかに実用化・事業化につながるよう、事業者に対し、技術開発成果を経営において有効に活用

するための効果的方策（技術開発マネジメント、テーマ選定、提携先の選定、経営における活用に向けた他の経営資源

との組み合わせ等）を提案するなど、技術経営力の強化に関する助言を積極的に実施する。 

［２６年度業務実績］ 

研究委託・助成先等の中小企業、ベンチャー企業等に対し、機構職員及び技術経営アドバイザー（ＶＣ、弁護士、公

認会計士、弁理士等）が、技術経営力の強化に関する助言を実施（４２事業者、のべ２０２回）し、技術、経営両面で

の支援機能を強化、また技術経営力の強化に関する助言を積極的に実施した。 

平成２５年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業においては、１２７件を採択・交付決定した（平成２６年度

中も引き続き事業を継続）。事業者と政府系金融機関との連携を行う等、資金面での支援も行い、実用化・事業化を一

層推進した。 

また、研究開発型ベンチャー企業の起業を目指す起業家候補を育成することにより、研究開発型ベンチャー企業の創

出を促進する「研究開発型ベンチャー支援事業」を実施したほか、技術シーズの事業化を支援する総合的な支援体制と

して「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」を構築した。 

事業者との一層の連携強化の一環として、オープンイノベーション協議会を設立し、民間事業者１６名を幹事とし、

会員数は２８８社（うち、企業会員は２２７社、賛助会員は６１社（平成２７年４月２２日現在））となった。 

また、技術開発型ベンチャー企業等の振興における他機関との連携強化のため、産業革新機構（ＩＮＣＪ）と相互協

力協定を締結し、ＮＥＤＯ事業の実施事業者に対して、ＩＮＣＪが出資や助言・情報提供を実施した（ＩＮＣＪから出

資を受けた研究開発型ベンチャー企業の１６社がＮＥＤＯ事業を実施）。 

さらに、中小企業基盤整備機構（中小機構）のネットワークを活用し、全国３２の施設での中堅・中小企業向け支援

スキームの周知に努めている。 

 

［中期計画］ 

 実用化促進事業において、特にイノベーションの実現に資するものとして実施する事業については、事後評価等によ

り得られた知見を基に、技術経営力の強化に関する助言業務の観点も踏まえ、事業実施者に対して必要なアドバイスを

行う。 

［２６年度計画］ 

 実用化促進事業において、特にイノベーションの実現に資するものとして実施する事業については、事後評価等によ

り得られた知見を基に、技術経営力の強化に関する助言業務の観点も踏まえ、事業実施者に対して必要なアドバイスを

行う。具体的には、「平成２５年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業」の事業者に対して必要な助言を行う。 

［２６年度業務実績］ 

平成２５年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業の実施事業者のうち、採択時の審査において、事業化面で課

題が指摘された事業者について、カタライザーによる事業化支援を受けることを採択条件とし、１０社が指導を受けた。

また、上記以外の実施事業者５社についても要望があり、専門家の派遣・助言を行った。 

 

（オ）人材の流動化促進、育成 

［中期計画］ 

 技術開発マネジメントについて、内部人材の育成を図るとともに、プロジェクト管理等に係る透明性を十分に確保し

た上で、一定の実務経験を有する優秀な人材など、外部人材の中途採用等を毎年度実施し、人材の流動化を促進するこ

とにより、機構のマネジメント能力の底上げを図る。 

［２６年度計画］ 

技術開発マネジメントに関し、研修等を通じて機構職員の育成を図るとともに、プロジェクト管理等に係る透明性を

十分に確保した上で、一定の実務経験を有する外部人材を中途採用等を通じて確保する。 

［２６年度業務実績］ 

技術開発マネジメントに関して、研修等を通じて内部人材の育成を図るとともに、プロジェクト管理等を担う実務経

験を有する外部人材を１１名中途採用した。 

 

［中期計画］ 

 民間企業や大学等の技術開発において中核的人材として活躍しイノベーションの実現に貢献する「技術開発マネジメ

ント人材」の育成を図るために、技術マネジメントに係る知識や経験をキャリアアップに繋げるための方策について、

経済産業省と連携し具体的検討を行う。 

［２６年度計画］ 

民間企業や大学等の技術開発において中核的人材として活躍しイノベーションの実現に貢献する「技術開発マネジメ

ント人材」の育成を図るために、技術マネジメントに係る知識や経験をキャリアアップに繋げるための方策について、

経済産業省と連携し具体的検討を行う。 

［２６年度業務実績］ 

 民間企業や大学等の技術開発において中核的人材として活躍しイノベーションの実現に貢献する「技術開発マネジメ

ント人材」の育成を図るために、技術マネジメントに係る知識や経験をキャリアアップに繋げるための方策について、
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経済産業省と連携し具体的検討を行った。 

 

［中期計画］ 

 民間企業や大学等において中核的人材として活躍し、イノベーションの実現に貢献する技術者の養成事業の質的強化

を図る。具体的には、産業技術の将来を担う創造性豊かな技術者、研究者を機構の技術開発プロジェクトや公的研究機

関等の最先端の研究現場において技術開発等に携わらせること及び大学等の研究者への支援をすることにより人材を育

成するとともに、機構の技術開発プロジェクトに併設する機構特別講座について効率的、効果的な実施方法の工夫を図

りつつ実施する。 

 これらの活動を通じ、民間企業や大学等において中核的人材として活躍する技術者を、高齢化の進展状況、政府予算

の状況その他適当な条件を加味した上で、第２期中期目標期間と同等程度養成する。 

［２６年度計画］ 

・産業技術の将来を担う創造性豊かな技術者、研究者を機構の技術開発プロジェクトや公的研究機関等の最先端の研究

現場において技術開発等に携わらせること及び大学等の研究者への助成をすることにより人材を育成する。 

・大学等が研究の中核として、新しい産業技術を生み出しつつあるプロジェクトを 対象とし、大学等に拠点を設けて

人材育成、人的交流事業等を展開する「ＮＥＤＯ特別講座」について効率的、効果的な実施方法の工夫を図りつつ実

施する。 

これらの活動を通じ、民間企業や大学等において中核的人材として活躍する技術者を、高齢化の進展状況、政府予算

の状況その他適当な条件を加味した上で、第２期中期目標期間と同等程度養成する。 

［２６年度業務実績］ 

技術戦略研究センターに採用した研究員に戦略策定業務を経験させること事によるＯＪＴを通じて将来のプロジェク

トマネージャー候補人材の育成を行った。 

また、ナショナルプロジェクト等への若手研究者の参画等の推進を通して、約３，７００名の若手研究者を中心とし

た人材育成を行った（若手研究者の定義：平成２６年度中に新たに登録した、４０歳未満の研究者）。 

 「ＮＥＤＯ特別講座」については、全体で２７回以上の講座を開催し延べ８６８名が受講した。また、７回のシンポ

ジウムを開催し延べ８３４名が参加した。 

（カ）研究開発成果を活用しようとする者への出資による実用化支援 

［中期計画］ 

研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、機構の研究開発の成果を事業活動におい

て活用しようとする者に対する出資（金銭の出資を除く。）並びに人的及び技術的援助を行う。 

［２６年度計画］ 

研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、機構の研究開発の成果を事業活動におい

て活用しようとする者の要請を踏まえ出資（金銭の出資を除く。）並びに人的及び技術的援助を行う。 

［２６年度業務実績］ 

機構の研究開発の成果を事業活動において活用しようとする者から、現物出資並びに人的及び技術的援助の要請の有

無について確認を行った。 

 

（２）クレジット取得関連業務 

［中期計画］ 

 クレジット取得関連業務は、京都議定書における我が国の目標達成に資するため、基準年総排出量比１．６％分の京

都メカニズムクレジットの取得を、費用対効果を考慮しつつ確実に行うことを目的として、経済産業省及び環境省（以

下「政府」という。）が機構に委託したものである。 

 第１期及び第２期中期目標期間中は、京都議定書目標達成計画等に基づき、クレジット取得契約の締結を行い、着実

に政府への移転を進めてきた。 

 第３期中期目標期間は、平成２５年度が予算上の国庫債務負担行為の最終年度となることから、引き続き政府との緊

密な連携の下、委託契約の履行に必要なクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）・共同実施（ＪＩ）・グリーン投資スキーム

（ＧＩＳ）によるクレジットの取得及び政府への確実な移転を行う。業務の実施にあたっては、以下に留意し、リスク

の低減を図りつつ費用対効果を考慮し、また、地球規模での温暖化防止及び途上国の持続可能な開発への支援を図るこ

とに努める。 

［２６年度計画］ 

 クレジット取得関連業務の実施に当たっては、経済産業省及び環境省との緊密な連携の下、地球規模での温暖化防止

という観点を踏まえつつ、適切に業務を推進する。 

［２６年度業務実績］ 

クレジット取得については、地球規模での温暖化防止、途上国の持続可能な開発への支援という観点を踏まえ、平成

２５年度までに９，７４９．３万トン－ＣＯ２のクレジットを政府の管理口座へ移転。政府目標である約１億トン－Ｃ

Ｏ２の取得をほぼ達成し、第一約束期間の目標達成に貢献した。 

 平成２６年度以降は、移転されたクレジットを確実なものとするために、ＧＩＳによって日本から支払った資金が、
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相手国において適切に環境プロジェクトに使われているかについての確認作業等を実施した。 

 具体的には、契約相手方であるウクライナ環境投資庁及び環境・天然資源省からの報告の確認や協議等により、進捗

管理を実施。この結果、平成２６年度においては、日本技術活用型案件のうち、警察車両の燃費効率化事業（１，２２

０台分）及び地下鉄車両の近代化事業（９５両分）の完了を確認した。また、同国との環境プロジェクトを更に推進す

るため、平成２７年３月に１年間の契約延長を行った（新たな契約期限は平成２８年３月末）。 

 

（ア）企画・公募段階 

［中期計画］ 

 クレジット取得に係る契約の相手先となる事業者等（以下、「契約相手先」という。）の選定は原則公募とし、客観的

な審査基準に基づき公正な審査を行うとともに、国際交渉上の観点や政策的な観点からプロジェクトの種類や契約相手

について選択的な条件を付して取得することも検討する。また、契約相手先等が国際ルール等を踏まえて行った、クレ

ジットを生成するプロジェクトに係る環境に与える影響及び地域住民に対する配慮について確認を行う。 

 クレジットの取得においては、個々のクレジット取得におけるリスクを厳正に評価し、取得事業全体としてのリスク

低減を図る。 

［２６年度計画］ 

（記載事項なし） 

［２６年度業務実績］ 

（記載事項なし） 

 

（イ）業務実施段階 

［中期計画］ 

 クレジット取得に係る契約の締結に際しては、費用対効果を考慮し、必要に応じて取得契約額の一部前払を行うこと

とし、この場合、原則前払額の保全措置を講じる。また、契約相手先からの進捗状況等に関する報告及び必要に応じた

現地調査等を行うとともに、ＧＩＳにおける早期のグリーニング完了を図るため、必要に応じて契約相手先と協議し、

適切な指導を行って、契約が遵守されるよう管理する。 

 効率的かつ効果的な業務管理・運営のため、クレジット取得等業務を取り巻く環境の変化等を踏まえ、柔軟かつ適切

に対応する。 

［２６年度計画］ 

ⅰ）契約相手先からの進捗状況に関する定期報告の提出及び随時の報告の聴取や必要に応じた現地調査等を行うことに

より、プロジェクトの進捗状況の把握に努めるとともに、必要に応じて契約相手先と協議し、適切な指導を行い、当

初の取得契約が遵守されるよう管理する。また、効率的にプロジェクト管理するための体制を構築する。 

ⅱ）クレジット取得等業務を取り巻く環境の変化等を踏まえて柔軟かつ適切に対応する体制とするとともに、必要に応

じた職員の能力向上、機構内の関係部門との連携を図り、適切に効率的かつ効果的な業務管理・運営を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

ⅰ）確実なデリバリー実施の観点から、ＧＩＳ案件においては、グリーニングの進捗状況等について契約相手国からの

定期報告や必要に応じて実施する現地調査（海外事務所の活用を含む）を通して把握、必要に応じて実施計画の見直

しを指示する等、適切な指導を行った。 

ⅱ）ＧＩＳによるグリーニング活動への支援の継続に伴い、欧州事務所との連携強化に引き続き注力した。今後の関連

業務を取り巻く環境変化に対応するため、要員を適切に配置しつつ、人員体制の効率化を図るなど業務体制を整備し

た。 

 

（ウ）評価及びフィードバック・情報発信 

［中期計画］ 

 当該業務は、京都議定書の目標達成という国際公約や、国民の関心の高い地球温暖化防止に直結しているため、外部

有識者による取得事業全体の検証及び評価を毎年度実施し、その結果を事業に反映させる。 

 クレジットの取得状況に関する情報発信については、原則として、契約相手先の名称、取得契約に係るクレジット量

並びに取得コスト、及び毎年度の取得量の実績について、できる限り速やかに公表（注）する。ただし、クレジットの

取得コストについては、我が国及び契約相手先がクレジット取得事業を実施するにあたって不利益を被らないものに限

定する。 

注：我が国及び契約相手先が不利益を被らないよう公表時期・内容について十分留意しつつ実施する。 

［２６年度計画］ 

ｉ）クレジット取得関連業務が京都議定書の目標達成という国際公約に関係していることのみならず、国民の関心の高

い地球温暖化防止に直結した業務であることを踏まえ、クレジット取得事業全体の検証及び評価を実施する。また、

クレジット取得の状況や事業を取り巻く環境の変化などの情報収集・分析を行い、これらを踏まえて以降の事業実施
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に反映させる。さらに、制度の運用状況や改善点について精査し、政策当局への提言等を行う。 

ⅱ）クレジットの取得状況に関する情報発信については、原則として、契約相手先の名称、取得契約に係るクレジット

量並びに毎年度の取得量及び取得コストの実績について、できる限り速やかに公表（注）する。ただし、公表するク

レジットの取得コストについては、我が国がクレジット取得事業を実施するに当たって不利益を被らないものに限定

する。 

（注）：我が国が不利益を被らないよう公表時期・内容について十分留意しつつ実施する。 

［２６年度業務実績］ 

ⅰ）平成２６年３月に外部専門家・有識者によるクレジット取得事業に関する事後評価委員会を開催し、事後評価の結

果を平成２６年８月に事後評価書としてとりまとめ、公表した。 

ⅱ）クレジット取得業務は平成２５年度で終了したため、平成２６年度においてはクレジット取得結果の公表は行わな

かった。 

 

（３）債務保証経過業務、貸付経過業務 

［中期計画］ 

 新エネルギーの導入に係る債務保証業務については、制度の安定運用を図りつつ、新エネルギーの導入目標達成に向

けて適切な実施に努める。 

 鉱工業承継業務に係る貸付金等の回収については、債権の管理を適切に行い、回収額の最大化に向けて計画的に進め、

平成２７年度末までの業務終了に努める。 

［２６年度計画］ 

鉱工業承継業務に係る貸付金等の回収については、債権の管理を適切に行い、回収額の最大化に向けて計画的に進め

る。 

新エネルギー債務保証業務については、平成２２年度に新規引受を停止しており、債務保証中案件の代位弁済の発生

可能性を低減させるべく債務保証先を適正に管理するとともに、発生した求償権については必要な措置を講じていく。 

［２６年度業務実績］ 

新エネルギー債務保証業務については、債務保証中の６社に関して監査等により事業の実施状況の確認及び財務状

況の把握に努め、うち１社については平成２７年３月末日の保証解除により７４百万円の減額となった（平成２６年

度末保証残額５社２７億円）。 

また、新たに１社代位弁済を実施したため、求償権債権は３社１２億円となった。 

鉱工業承継業務に係る貸付金等の回収については、鉱工業承継業務の平成２７年度末の業務終了に向けて、現状の貸

付債権（破産更生債権２件３社）に関して回収の最大化を図るべく、任意弁済中の１社について、適宜往訪し４百万円

を回収した。なお、３社中残りの２社については回収見込がない（平成２６年度末残額：６７百万円）。また、現状の

売上納付金対象事業者（要回収先１社）については、売上納付金監査を実施し所定の額の納付金を納付させた。  

 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（１）機動的、効率的な組織・人員体制 

［中期計画］ 

 近年における産業技術分野の技術開発を巡る変化や、国際的なエネルギー・環境問題の動向の推移に迅速かつ適切に

対応し得るような、柔軟かつ機動的な組織体制を構築し、意思決定及び業務執行の一層の迅速化と効率化を図る。その

際、人員及び財源の有効利用により組織の肥大化の防止及び支出の増加の抑制を図るため、事務及び事業の見直しを積

極的に実施するとともに、人員及び資金の有効活用の目標として、下記を設定し、その達成に努める。 

［２６年度計画］ 

 近年における産業技術分野の技術開発を巡る変化や、国際的なエネルギー・環境問題の動向の推移に迅速かつ適切に

対応し得るような、柔軟かつ機動的な組織体制を構築し、意思決定及び業務執行の一層の迅速化と効率化を図る。その

際、人員及び財源の有効利用により組織の肥大化の防止及び支出の増加の抑制を図るため、事務及び事業の見直しを積

極的に実施するとともに、人員及び資金の有効活用の目標として、下記を設定し、その達成に努める。 

［２６年度業務実績］ 

近年における産業技術分野の技術開発を巡る変化や、国際的なエネルギー・環境問題の動向の推移に迅速かつ適切に

対応し得るような、柔軟かつ機動的な組織体制を構築し、意思決定及び業務執行の一層の迅速化と効率化を図った。そ

の際、人員及び財源の有効利用により組織の肥大化の防止及び支出の増加の抑制を図るため、事務及び事業の見直しを

積極的に実施するとともに、人員及び資金の有効活用の目標として、下記を設定し、その達成に努めた。 

 

［中期計画］ 

（ア）効率的な業務遂行体制を確保するため、各部門の業務に係る権限と責任を規程等により明確化するとともに、プ

ロジェクト基本計画等により業務の進捗及び成果に関する目標を明確に設定し、組織内部においてその達成状況を

厳格に評価する。 
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［２６年度計画］ 

（ア）効率的な業務遂行体制を確保するため、各部門の業務に係る権限と責任を規程等により明確化する。また、プロ

ジェクト基本計画等により業務の進捗及び成果に関する目標を明確に設定し、組織内部においてその達成状況を厳

格な管理及び評価を行う。 

［２６年度業務実績］ 

（ア）産業技術開発関連業務及び新エネルギー・省エネルギー関連業務等については、全ての事業について、各部門が

責任を持って策定した基本計画又は実施方針により業務の進捗及び成果に関する目標の達成度の把握に努めた。そ

のうち、平成２６年度は、５年間程度以上の期間を要し、かつ事業開始から３年目程度を経過したナショナルプロ

ジェクト５件について、機構外部の専門家・有識者を活用した中間評価を実施した。 

 

［中期計画］ 

（イ）関連する政策や技術動向の変化、業務の進捗状況に応じ、機動的な人員配置を行う。また、産業界、学術界等の

専門家・有識者等の外部資源の有効活用を行う。特に、プログラムマネージャー等、高度の専門性が必要とされる

ポジションについては、積極的に外部人材を登用する。なお、外部人材の登用等にあたっては、利害関係者排除の

措置を徹底する等、引き続き更なる透明性の確保に努める。 

［２６年度計画］ 

（イ）関連する政策や技術動向の変化、業務の進捗状況に応じ、機動的な人員配置を行う。また、産業界、学術界等の

専門家・有識者等の外部資源の有効活用を行う。特に、プログラムマネージャー等、高度の専門性が必要とされる

ポジションについては、積極的に外部人材を登用する。なお、外部人材の登用等に当たっては、利害関係者排除の

措置を徹底する等、引き続き更なる透明性の確保に努める。  

［２６年度業務実績］ 

（イ）複合的・横断的分野の技術開発戦略及びこれに基づく重要なプロジェクトの企画・立案機能を強化するため、新

たに「技術戦略研究センター」を設置して、機動的な人材配置を行った。 

また、外部有識者をプログラムマネージャー（ＰＭ）として５名、プログラムディレクター（ＰＤ）として１

名、技術戦略の検討等を担うフェローとして１６名採用して活用した。 

 

［中期計画］ 

（ウ）機構職員の民間企業への派遣も含め、人材の流動化を促進するとともに、機構のマネジメント人材の育成に努め、

機構のマネジメント能力の底上げを図る。 

［２６年度計画］ 

（ウ）機構職員の民間企業への派遣も含め、人材の流動化を促進するとともに、機構のマネジメント人材の育成に努め、

機構のマネジメント能力の底上げを図る。 

［２６年度業務実績］ 

（ウ）国の政策に関する知見・経験を深めるべく行政研修員として４名の職員を派遣している。 

技術経営力強化のための「出口戦略セミナー」（８講座）及びプロジェクトマネジメント力強化のための「プロ

ジェクトマネジメント特別講座」（１講座）、「プロジェクトマネジメント基礎講座」（１講座）を実施し、機構内

職員の技術経営力の強化を図った。 

［中期計画］ 

（エ）各部門の業務が相互に連携して効率的な運営が行われるような体制になるよう、更なる随時見直しを図る。 

［２６年度計画］ 

（エ）社会情勢、技術動向に迅速に対応できる組織体制となるよう、更なる随時見直しを図る。 

［２６年度業務実績］ 

（エ）平成２６年４月１日付けで、技術開発戦略及びこれに基づく重要なプロジェクトを企画･立案・提示する研究機

関「技術戦略研究センター」を設立し、また、「イノベーション推進部」、「ロボット・機械システム部」、「プ

ロジェクトマネジメント室」を新たに設置した。また、独立行政法人日本医療研究開発機構の設立に伴い、平成２

７年３月３１日付けで「バイオテクノロジー・医療技術部」を廃止した。 

 

［中期計画］ 

（オ）本部、地方支部、海外事務所間における双方の円滑な流通、有機的連携を一層図るとともに、業務の状況を踏ま

え必要に応じ組織の見直しを図る。特に国内支部、海外事務所については、既往の政府決定等を踏まえ、戦略的、

機動的に見直しを行う。 

［２６年度計画］ 

（オ）本部、地方支部、海外事務所間における双方の円滑な流通、有機的連携を一層図るとともに、組織の見直しを図

る。引き続きＮＥＤＯ分室について、他の独立行政法人とそれぞれの会議室を共有する方式で運用を継続する。 

［２６年度業務実績］ 

（オ）海外事務所について、他の独立行政法人との事務所近接化及び会議室の相互利用を整備し、継続している。ＮＥ

ＤＯ分室は他の独立行政法人とそれぞれの会議室を共有する運用を継続した。 
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（２）自己改革と外部評価の徹底 

［中期計画］ 

 全ての事業につき、厳格な評価を行い、不断の業務改善を行う。また、評価にあたっては産業界、学術界等の外部の

専門家・有識者を活用する等、適切な体制を構築する。評価は、技術評価と事業評価の両面から適切に実施し、その後

の事業改善へ向けてのフィードバックを行う。 

 評価の実施に際しては、事業のＰＤＣＡサイクル全体の評価が可能となるよう「成果重視」の視点を貫き、技術開発

マネジメントに係る知見、教訓の一層の活用を図る。 

 また、機構の成果のうち優れたものについては、内外の各種表彰制度に機構自らが応募し、又は事業実施者における

応募を促す。 

 

［２６年度計画］ 

・平成２６年度に中間評価を行う全ての事業について、不断の改善を行う。評価に当たっては機構外部の専門家・有

識者を活用するなど適切な体制を構築する。 

・評価は、技術評価と事業評価の両面から適切に実施し、事業の加速化、計画の変更等の事業改善へ向けたフィードバ

ックを行う。  

［２６年度業務実績］ 

・平成２６年度に中間評価を行ったプロジェクト５件全てについて、中間評価の結果及びプロジェクト開始後の社会経

済情勢の変化等を踏まえて、技術開発内容やマネジメント等の改善を検討し、実施計画の見直し等を的確に行った。

評価に当たっては、機構外部の専門家・有識者からなる評価委員会を設置した。 

・平成２６年度は、技術評価（プロジェクト評価２０件、制度評価７件）と事業評価１４件の両面から適切に実施し、

その後の事業改善に向けてのフィードバックを行った。 

・内外の各種表彰制度への応募を促進した。産学官連携功労者表彰で経済産業大臣賞２件を受賞するなど、２１件の賞

を受賞した。 

 

（３）職員の意欲向上と能力開発 

［中期計画］ 

 個人評価においては、適切な目標を設定し、その達成状況を多面的かつ客観的に適切にレビューすることにより評価

する。また、個人評価の運用にあたっては、適切なタイミングで職員への説明や研修等を行うことにより、職員に対す

る人事評価制度の理解度の調査を行い、円滑な運用を目指す。さらに、評価結果の賞与や昇給、昇格への適切な反映を

行うことにより、職員の勤労意欲の向上を図る。 

 現行の研修について、効果等を踏まえ必要に応じ見直しを行い、業務を行う上で必要な研修の充実を図るため、第３

期中期目標期間中に新規の研修コースを５コース以上設置する。 

［２６年度計画］ 

 職員の意欲向上と能力開発に関し、平成２６年度は以下の対応を行う。 

・人事評価制度の定着と円滑な運用を図る。 

・人事評価制度に対する理解度向上のための研修に加え、管理職に対し、評価者の視点の統一と部下の管理・育成能力

強化のため、評価者向け研修を実施する。  

・固有職員に対し、各階層別研修やプロジェクトマネジメント力・専門知識の向上に関する研修を実施する。 

・機構内職員に対し、各種業務を行う上で必要な研修を実施する。 

・国際関連業務に対応できる人材を育成するため、継続的に語学研修を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

・新規入構者に対する評価制度の理解促進を図るべく、研修を１０回実施すると共に、目標設定の際にはメールにて

「目標設定手引き」等を周知することにより、人事評価制度の定着と円滑な運用を図った。また、評価者の視点の統

一と部下の管理・育成能力強化のため、管理職向け研修を３回実施した。 

・固有職員に対し、各階層において求められる役割に応じた能力を育成するための階層別研修を実施した。さらに、技

術開発マネジメント力を育成するために、「プロジェクトマネジメント基礎講座」（１講座）、「プロジェクトマネジメ

ント特別講座」（１講座）及び技術経営力強化のための「出口戦略セミナー」（８講座）を実施した。 

・新人職員を着実に育成するために、ＯＪＴトレーナーに加え、新たにメンターを配置した。また、そのＯＪＴトレー

ナー、メンターへ研修を実施した。 

・機構内職員に対し、文書管理、契約・検査、知財管理、システム操作等、各種業務を行う上で必要な研修を実施した。 

・語学研修については、新規職員に対する集合研修の他、国際関連業務に関わる職員を中心に英語のｅラーニングや英

文ｅ－メールライティング研修、英会話研修を実施し、国際関連業務の推進・円滑化を図った。 

 

［中期計画］ 

 技術経営力に関する産業界、学術界等の外部の専門家・有識者のネットワークを構築し、このネットワークを活用し、

技術経営力に関する機構内職員の研修を毎年度１コース以上実施する。 

［２６年度計画］ 
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産業界、学術界等の外部の専門家・有識者等とのネットワークを活用するなどして、技術経営力に関する機構内職員

の研修を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

民間企業でプロジェクトマネジメントの経験を積まれた者を講師とし、プロジェクトマネジメントの事例等から知

見・教訓を学ぶ「プロジェクトマネジメント基礎講座」（１講座）、「プロジェクトマネジメント特別講座」（１講座）

及び技術経営力強化のための「出口戦略セミナー」（８講座）を実施し、機構内職員の技術経営力の強化を図った。 

 

［中期計画］ 

 技術開発マネジメントの専門家を目指す職員を外部の技術開発現場等に毎年度１名以上派遣し、その経験を積ませる

とともに、大学における技術経営学、工学等の博士号、修士号等について、第３期中期目標期間中に５名以上の取得を

行わせる等、技術経営力の強化に関する助言業務実施に必要な知識、技能の獲得に資する能力開発制度を充実する。

［２６年度計画］ 

・職員の技術開発マネジメント能力の更なる向上のため、１名の職員を外部の技術開発現場等に派遣し、その経験を積

ませる。 

・プロジェクトマネジメントに必要な専門知識を習得させるため、２名の職員を大学のＭＯＴコース等に派遣し、博士

号、修士号等の取得を目指す。 

［２６年度業務実績］ 

・国の政策に関する知見・経験を深めるべく行政研修員として４名の職員を派遣している。 

・海外大学院の修士課程等に３名、国内大学院の修士課程に１名の職員を派遣し、経営・マネジメント等の知見や語学

の更なる習得、深化を図った。 

 

［中期計画］ 

 内外の技術開発マネジメント機関との情報交換を実施するとともに、イノベーション、技術開発マネジメント及びプ

ロジェクトマネジメント関係の実践的研究発表として、セミナー、学会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に機

構自身として第３期中期目標期間中に１００本以上の発表を行う。 

［２６年度計画］ 

 内外の技術開発マネジメント機関との情報交換を実施するとともに、イノベーション、技術開発マネジメント及びプ

ロジェクトマネジメント関係の実践的研究発表として、セミナー、学会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に機

構自身として２０本程度の発表を行う。 

［２６年度業務実績］ 

 イノベーション、技術開発マネジメント及びプロジェクトマネジメント関係の実践的研究発表として、セミナー、学

会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に機構自身として、１７本の発表を実施した。 

 

［中期計画］ 

 技術開発マネジメントへの外部人材の登用に際しては、機構における業務が「技術の目利き」の能力向上の機会とし

てその後のキャリア・パスの形成に資するよう、人材の育成に努める。 

［２６年度計画］ 

・技術開発マネジメントへの外部人材の登用に際しては、機構における業務が「技術の目利き」の能力向上の機会とし

てその後のキャリア・パスの形成に資するよう、人材の育成に努める。 

［２６年度業務実績］ 

・技術開発マネジメントを担当する外部登用人材に対し、新規着任時の研修や「プロジェクトマネジメント特別講座」

を受講させることで、技術の目利きの能力向上に動機付けを行った。 

 

［中期計画］ 

 技術開発マネジメント、契約、会計処理の専門家等、機構職員に求められるキャリア・パスを念頭に置き、適切に人

材の養成を行うとともに、こうした個人の能力、適性及び実績を踏まえた適切な人員配置を行う。 

［２６年度計画］ 

・技術開発マネジメント、契約・会計処理の専門家等、機構職員に求められるキャリア・パスを念頭に置き、適切に人

材の養成を行うとともに、こうした個人の能力、適性及び実績を踏まえた適切な人員配置を行う。 

［２６年度業務実績］ 

・マネジメント業務を担う者に対しては、技術開発マネジメント力の養成する「プロジェクトマネジメント基礎講座」、

「プロジェクトマネジメント特別講座」及び「出口戦略セミナー」、管理事務業務を担う者に対しては、契約・会計

処理力の養成に向けた各種事務処理研修、また関連する各省主催の研修等、業務に求められる能力を向上させる研修

を受講させることで、職員の人材育成を図るとともに、適材適所に配置している。 

 

（４）業務の電子化の推進 

［中期計画］ 

 ホームページの利便性の確保、電子メールによる新着情報の配信等を通じ、機構の制度利用者の利便性の向上に努め

るとともに、既に行っている各種申請の電子化の範囲を拡大し、その有効活用を図る。 
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 幅広いネットワーク需要に対応しつつ、職員の作業を円滑かつ迅速に行うことができるよう、機構内情報ネットワー

クの充実を図る。 

［２６年度計画］ 

 ホームページの利便性の確保、電子メールによる新着情報の配信等を通じ、機構の制度利用者の利便性の向上に努め

るとともに、既に行っている各種申請の電子化の範囲を拡大し、その有効活用を図る。 

幅広いネットワーク需要に対応しつつ、職員の作業を円滑かつ迅速に行うことができるよう、機構内情報ネットワー

クの充実を図る。 

［２６年度業務実績］ 

機構の制度利用者の利便性の向上のため、外部からの問い合わせについてＷＥＢサイトで適切な誘導が出来るようペ

ージ内を整備した。機構ＨＰにおける外部からの問い合わせ窓口を整理することで、問い合わせ数の前年比１４５％増

を達成した。 

出退勤をはじめとする職員の事務手続きの簡素化・迅速化を図ることを目的として、新たな機能を追加した新統合人

事サービスの導入に向けた開発を実施し、平成２６年１０月から本格運用を開始した。 

機構のプロジェクトマネジメントの効率化と高度化を図ることを目的として、業務・システム改善ワーキンググルー

プを立ち上げ、業務の電子化をはじめとするシステム改善に関する検討をスタートさせた。 

各部が実施するプロジェクトマネジメントに関する業務分析を行い、業務の高度化、効率化、セキュリティ強化の３

つの観点から今後開発を行う業務アプリケーションシステムの概念を基本計画として取りまとめた。 

 

［中期計画］ 

 情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を確保するとともに震災等の災害時への対策を行い、

業務の安全性、信頼性を確保する。 

 「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」に基づき策定した「ＮＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステムの最適化

計画」を踏まえ、効率的な情報システムの構築に努めるとともに、ＰＤＣＡサイクルに基づき継続的に実施する。 

［２６年度計画］ 

 情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を確保するとともに震災等の災害時への対策を行い、

業務の安全性、信頼性を確保する。 

「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」に基づき策定した「ＮＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステムの最適化計

画」を踏まえ、効率的な情報システムの構築に努めるとともに、ＰＤＣＡサイクルに基づき継続的に実施する。 

［２６年度業務実績］ 

 不正アクセスに対する十分な強度を確保するため、役職員のシンクライアント環境に対するセキュリティパッチの

適用をよりきめ細かく実施する運用に変更した。（８月から運用変更） 

関係機関と連携して標的型攻撃や脆弱性に関する情報を共有することにより、情報システムのセキュリティ対策の強

化を図った。 

機構内全役職員を対象とした情報セキュリティｅラーニング（１０月～１１月）、情報セキュリティ自己点検（１月

～２月）及び標的型メール攻撃訓練（１２月～１月）を実施し、情報セキュリティに関する意識の維持・向上を図った。 

業務効率化に寄与する利便性の向上および情報セキュリティ対策の強化を図る新たな情報基盤サービスの調達に向け、

公共サービス改革基本方針に沿った所要手続きを行い、実施事業者を決定した。 

 

（５）外部能力の活用 

［中期計画］ 

 費用対効果、専門性等の観点から、機構自ら実施すべき業務、外部の専門機関の活用が適当と考えられる業務を精査

し、外部の専門機関の活用が適当と考えられる業務については、外部委託を活用するものとする。特に、機構の技術開

発成果等を外部発信する活動の一環として設置している科学技術館の常設展示ブースについては、今後も引き続き外部

委託により保守、運営業務を効率的に実施する。 

［２６年度計画］ 

 費用対効果、専門性等の観点から、機構自ら実施すべき業務、外部の専門機関の活用が適当と考えられる業務を精査

し、外部の専門機関の活用が適当と考えられる業務については、外部委託を活用する。特に、機構の技術開発成果等を

外部発信する活動の一環として設置している科学技術館の常設展示ブースについては、今後も引き続き外部委託により

保守、運営業務を効率的に実施する。 

［２６年度業務実績］ 

科学技術館の常設展示運営業務をはじめ、外部来訪者の総合受付業務、健康診断業務、研究開発資産に係る登録補助

等の資産管理等補助業務、海外出張時の航空券手配及び損害保険付保業務、情報基盤サービス関連業務等について、外

部委託により効率的に実施した。 

 

［中期計画］ 

 なお、外部委託の活用の際には、機構の各種制度の利用者の利便性の確保に最大限配慮するものとする。 

［２６年度計画］ 

 なお、外部委託の活用の際には、機構の各種制度の利用者の利便性の確保に最大限配慮する。 
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［２６年度業務実績］ 

また、機構の各種制度の利用者にとっての利便性が低下しないことに配慮しつつ外部委託を活用した。 

 

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 

［中期計画］ 

 環境に調和して持続的に発展可能な社会に適応するため、毎年度環境報告書を作成、公表するとともにその内容の充

実を図ることにより、日常の業務推進に当たりエネルギー及び資源の有効利用を図るものとする。また、政府の方針を

踏まえて機構の温室効果ガス排出抑制等のための実施計画を策定し、これに基づき不断の削減努力を行う。 

［２６年度計画］ 

 機構の「温室効果ガス排出抑制等のための実施計画」に基づき、日常の業務における環境配慮・省資源・省エネルギ

ーの取組を一層高い意識を持って進めるとともに、これまでの取組を環境報告書に総括し、積極的に公表する。 

［２６年度業務実績］ 

エネルギー消費のより少ない機器（クラウドコンピューティング、ＬＥＤ照明、等）を使用し、また、照明の間引き

点灯や夏季における空調の２８℃設定等の節電アクションを実施した。また、それら取組を環境報告としてアニュアル

レポートに総括し公表した。 

 

（７）業務の効率化 

［中期計画］ 

 中期目標期間中、一般管理費（退職手当を除く）及び業務経費（京都メカニズムクレジット取得関連業務、基盤技術

研究促進事業及び競争的資金等の特殊要因を除く。）の合計について、新規に追加されるものや拡充される分を除き、

平成２４年度を基準として、毎年度平均で前年度比１．０８％の効率化を行うものとする。新規に追加されるものや拡

充される分は翌年度から１．０８％の効率化を図ることとする。 

［２６年度計画］ 

 一般管理費（退職手当を除く。）及び業務経費（京都メカニズムクレジット取得関連業務、基盤技術研究促進事業及

び競争的資金等の特殊要因を除く）の合計については、新規に追加されるものや拡充される分を除き、業務改善による

コスト削減の取組等を進めることにより、平成２４年度を基準として、毎年度平均で前年度比１．０８％の効率化に向

けた取組を行う。 

［２６年度業務実績］ 

一般管理費（退職手当を除く。）及び業務経費（京都メカニズムクレジット取得関連業務、基盤技術研究促進事業及

び競争的資金等の特殊要因を除く）の合計については、新規に追加されるものや拡充される分を除き、平成２６年度ま

での期間中、毎年度平均で１３．８％の効率化を達成。平成２６年度については、前年度比▲０．１億円（▲０．０

１％ ）の効率化を達成。 

 

 

［中期計画］ 

 総人件費については、政府の方針に従い、必要な措置を講じる。 

［２６年度計画］ 

 総人件費については、政府の方針に従い、必要な措置を講じる。 

［２６年度業務実績］ 

総人件費については、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に準じた給与減額及び人事院勧告に基

づく給与改定を行うことにより、総人件費は５，６２２百万円となった。 

 

［中期計画］ 

 給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を引き続き公表するとともに、

国民に対して納得が得られるよう説明する。また、以下のような観点からの給与水準の検証を行い、これを維持する合

理的な理由がない場合には必要な措置を講じることにより、給与水準の適正化に取り組み、その検証結果や取組状況を

公表する。 

［２６年度計画］ 

 給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を引き続き公表するとともに、

国民に対して納得が得られるよう説明する。また、以下のような観点から給与水準の検証を行い、これを維持する合理

的な理由がない場合には必要な措置を講じることにより、給与水準の適正化に取り組み、その検証結果や取組状況を公

表する。 

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年度の給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を公表するとと

もに、以下の観点から給与水準の検証を行った。 
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［中期計画］ 

・法人職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準を上回っていないか。 

・高度な専門性を要する業務を実施しているためその業務内容に応じた給与水準としている等、給与水準が高い原因に

ついて、是正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事業者の給与水準等に照らし、現状の給

与水準が適切かどうか十分な説明ができるか。 

・その他、法人の給与水準についての説明が十分に国民の理解の得られるものとなっているか。 

［２６年度計画］ 

・法人職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準を上回っていないか。 

・高度な専門性を要する業務を実施しているためその業務内容に応じた給与水準としているなど給与水準が高い原因に

ついて、是正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事業者の給与水準等に照らし、現状の給

与水準が適切かどうか十分な説明ができるか。 

・その他、法人の給与水準についての説明が十分に国民の理解の得られるものとなっているか。 

［２６年度業務実績］ 

・在職地域及び学歴構成を考慮したラスパイレス指数は１０３．７となっており、国家公務員の給与水準を上回ってい

るが、当機構は技術的知見を駆使した専門性の高い技術開発マネジメント業務を実施していることから、大学院卒が

高い割合（全体の約４割）を占めており、国家公務員に比べて高い給与水準となっている。 

・平成２６年度支出予算の総額に占める国からの財政支出額は約９８．７％と高い割合を占めているが、当機構が実施

している事業は、日本の産業競争力強化、エネルギー・地球環境問題の解決のための産業技術開発関連事業等であり、

国からの財政支出によって実施されることを前提としたものである。なお、当機構の支出総額１，３６９億円に占め

る給与、報酬等支給総額５０億円の割合は約３．７％であり、割合としては僅少である。 

・平成２５年度末時点における累積欠損額は５８４億円であったが、その主な発生理由は下記の通りである。 

・基盤技術研究促進事業については、政府出資金を原資として事業を実施する仕組みとなっていること及び民間企業と

同一の会計処理を法律により義務化されていることから、事業を遂行する過程で、会計上の欠損金が不可避に生じる

ものである。平成２６年度は、委託先への現地調査や売上等による納付慫慂を実施した結果、約２８百万円の納付実

績を挙げたところであり、引き続き終了案件に対する資金回収の徹底を図る。 

上述の通り、当機構の累積欠損は会計上不可避に発生するものであり、給与水準と直接結びつくものではないと考え

られる。 

 

［中期計画］ 

 また、既往の政府の方針等を踏まえ、組織体制の合理化を図るため、実施プロジェクトの重点化を図るなど、引き続

き必要な措置を講じるものとする。 

［２６年度計画］ 

 また、既往の政府の方針等を踏まえ、組織体制の合理化を図るため、実施プロジェクトの重点化を図るなど、引き続

き必要な措置を講じる。 

［２６年度業務実績］ 

 また、既往の政府の方針等を踏まえ、事業全体の抜本的改善やテーマの一部の中止等を行い、実施プロジェクトの重

点化を図るなど、必要な措置を講じた。 

 

（８）随意契約の見直しに関する事項 

［中期計画］ 

 契約の相手方、金額等について、少額のものや秘匿すべきものを除き引き続き公表し、透明性の向上を図る。また、

既往の政府決定に基づき策定された「随意契約等見直し計画（平成２２年４月作成）」に基づく取組を着実に実施する

とともに、その取組状況を公表する。具体的には、物品調達等の契約については、競争入札の厳格な適用により透明性、

公平性を確保するとともに、国に準じた随意契約によることができる限度額の基準を厳格に運用する。一方、技術開発

関連事業等の委託契約については、選定手続きの透明性、公平性を十分に確保しつつ、企画競争、公募の方法により効

率的な運用を行う。 

［２６年度計画］ 

 契約の相手方、金額等について、少額のものや秘匿すべきものを除き引き続き公表し、透明性の向上を図る。また、

「随意契約等見直し計画（平成２２年４月作成）」に基づく取組を引き続き着実に実施するとともに、その取組状況を

公表する。具体的には、物品調達等の契約については、競争性のない随意契約を原則廃止し、競争入札の厳格な適用に

より透明性・公平性を確保するとともに、国に準じた随意契約によることができる限度額の基準を厳格に運用する。一

方、技術開発関連事業等の委託契約については、選定手続の透明性・公平性を十分に確保しつつ、企画競争・公募の方

法により効率的な運用を行う。 

これらの方策により、競争性のある契約方式における国の水準を上回るようにする。 

［２６年度業務実績］ 

随意契約の見直し状況及び月別の契約締結内容について、機構のホームページ上で公表を行い、引き続き透明性の向
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上を図った。また物品調達等の契約については随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、引き続き一般競争

入札等による契約を行い、契約の透明性・公平性を図った。一方、技術開発関連事業等の委託契約については、選定手

続きの透明性・公平性を十分に確保しつつ、企画競争・公募の方法により効率的な運用を行った。 

これらの取り組みにより、平成２６年度の競争性のある契約は、件数：９６．４％、金額：９９．９％となった。 

 

［中期計画］ 

 さらに、全ての契約に係る入札、契約の適正な実施がなされているかどうかについて、監事等による監査を受ける。 

［２６年度計画］ 

 また、契約監視委員会による契約の点検・見直しの結果を踏まえ、過年度に締結した競争性のない随意契約のうち可

能なものについては競争契約に移行させるとともに、一者応札・応募についても、これまでに取り組んできた仕様書の

具体性の確保、参加要件の緩和、公告期間の見直し、情報提供の充実等を通じて、引き続き競争性の確保に努める。さ

らに、入札・契約の適正な実施がなされているかどうかについて、監事等による監査及び契約監視委員会による点検を

受ける。 

［２６年度業務実績］ 

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１年１１月１７日閣議決定）に基づき、契約監視委員

会を開催し、契約の点検・見直しを行った結果、技術開発等については引き続き一者応募の場合に公募期間の延長を行

うことや公募予告・公募説明会時にメール配信サービスへの登録を推奨する等、公募・入札情報の周知に努めた。 

更に全ての契約に係る入札・契約手続きに関しては契約プロセスの適切性、透明性の観点から監事による点検を受け

ている。 

 

（９）コンプライアンスの推進 

［中期計画］ 

 内部統制については、更に充実、強化を図るものとする。その際、総務省の「独立行政法人における内部統制と評価

に関する研究会」が平成２２年３月に公表した報告書（「独立行政法人における内部統制と評価について」）、及び総務

省政策評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等の意見として各府省独立行

政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものとする。 

 法令遵守や法人倫理確立等コンプライアンスの取組については、今後更なる徹底を図るべく、管理部門の効率化に配

慮しつつ、機構が果たすべき責任、機能との関係でプライオリティをつけながら、コンプライアンスや情報公開、情報

管理に関して事業部との連携強化、迅速対応等、内部統制機能の強化を引き続き図るとともに、講じた措置については

全て公表する。特に、コンプライアンス体制については、必要な組織体制、規程の整備により、ＰＤＣＡサイクル確立

の観点から体系的に強化を引き続き図る。 

具体的には、機構職員に対するコンプライアンス研修を年４回以上実施するとともに、外部有識者を研修講師とする等、

研修の質的向上も図る。さらに、事業者側に不正に関するリスク管理等についての啓蒙の徹底を図る等、不正事案の発

生を抑制するための不断の取組を一層強化する。また、情報セキュリティ対策については、情報セキュリティ管理規程

に則り、引き続き情報セキュリティレベルに応じた取扱いの徹底を行うとともに、機構職員に対する研修を年１回以上

実施し、情報セキュリティに対する意識の向上を図る。 

［２６年度計画］ 

 機構におけるコンプライアンスの取組については、事業部との連携を強化しつつ、迅速な対応が可能となるよう必要

な組織体制を構築・維持するとともに、組織全体でコンプライアンス意識の向上が図られるよう、内部職員研修は年間

４回以上実施し、外部有識者を講師とすることでその質的向上も図る。さらに、事業者における不正事案の発生を抑制

するため、事業者説明会等において不正行為に対する措置や発生事例等の周知を図ることなどにより、事業者のリスク

管理等に関する意識向上に係る取組を行う。また、情報セキュリティ対策については、機構職員に対する研修（年１回

以上実施）等を通じて、情報セキュリティレベルに応じた取扱いの徹底を行うとともに、情報セキュリティに対する意

識向上への取組を図る。 

［２６年度業務実績］ 

機構運営の重要事項は、理事長が統括する運営会議において審議する体制を取るとともに、運営会議に監事も出席し

必要に応じて意見を陳述することで、理事長のリーダーシップ及び内部統制機能強化と監事の監査機能強化を確保した。  

監事監査、内部監査、契約監視委員会及び契約・助成審査委員会について、理事長への結果報告を制度化し、取りま

とめ又は委員会の開催毎に逐次報告を実施した。 

理事長をヘッドとするコンプライアンス推進委員会（５月）を開催し、前年度発生のリスク事案に係る対応、再発防

止等を踏まえ、当年度のコンプライアンス行動計画を策定した。また、リスク懸念事案は、その大小に関わらず、迅速

に、逐次、理事長を始め経営幹部に報告し、指示を仰ぐ体制を構築した。  

機構役職員のコンプライアンス意識の更なる向上を目指し、外部有識者を講師とするコンプライアンス研修（講演会）

を開催（２回）、コンプライアンス推進室職員による新規入構職員向け基礎研修（１２回）を実施した。  

個人情報保護担当者会議を開催し、情報漏洩に係るヒヤリハット事案内容・再発防止策の周知に加え、個人情報保護

の立法趣旨の理解促進を図った（４回開催）。また職員の個人情報保護に関する基礎知識の維持･向上を図るため、個人

情報ｅラーニングを実施し、全職員が受講した。  

事業者不正事案の発生を防止するため、事業者説明会等において不正行為の発生事例や厳格な処分の実施等を紹介し、
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事業者の意識向上を図った。また実際の費用計上・資産計上における不正行為への具体的な防止策の新規導入に加え、

事業者代表者との面談、不正行為等事例集の配布なども実施した。  

情報セキュリティ対策では、全役職員を対象とした「情報セキュリティｅラーニング」「情報セキュリティ対策自己

点検」を実施、加えて「標的型メール攻撃訓練」（４回）を行い、情報セキュリティに関する意識の維持・向上を図っ

た。 

 

［中期計画］ 

 監査については、独立行政法人制度に基づく外部監査の実施に加え、内部業務監査や会計監査を毎年度必ず実施する。

なお、監査組織は、単なる問題点の指摘にとどまることなく、可能な限り具体的かつ建設的な改善提案を含む監査報告

を作成する。 

 関連法人については、関連法人への再就職の状況及び機構と関連法人との間の取引等の状況について情報を開示する。

また、再委託先企業も含め利益相反排除のための取組を実施する。 

［２６年度計画］ 

監査については、独立行政法人制度に基づく外部監査の実施に加え、内部業務監査や会計監査を実施する。その際に

は、単なる問題点の指摘にとどまることなく、可能な限り具体的かつ建設的な改善提案を含む監査報告を作成するよう

努める。 

関連法人については、関連法人への再就職の状況及び機構と関連法人との間の取引等の状況について情報を開示する。

また、再委託先企業も含め利益相反排除のための取組を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

 内部監査規程に基づき、内部監査計画及び内部監査実施計画を作成し、監査を実施した。 

関連法人については、関連法人への再就職の状況及び機構と関連法人との間の取引等の状況について情報を開示した。 

 

 

３．予算（人件費見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 
［中期計画］ 

 予算、収支計画及び資金計画は以下の通り。予算の見積もりは運営費交付金の算定ルールに基づき２．（７）の目標

を踏まえ試算したものであり、実際の予算は毎年度の予算編成において決定される係数等に基づき決定されるため、こ

れらの計画の額を下回ることや上回ることがあり得る。 

 

（１）予算 

［中期計画］ 

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎年度の運営費交付金（Ｇ（ｙ））については、以下の数式により決定する。 

Ｇ（ｙ）（運営費交付金）＝ Ａ（ｙ）（一般管理費）×α（一般管理費の効率化係数）＋Ｂ（ｙ）（事業に要する経費）

×β（事業の効率化係数）×γ（中長期的政策係数）＋Ｃ（ｙ）（調整経費）－Ｄ（ｙ）（自己収入） 

 

Ａ（ｙ）（一般管理費）＝ Ｓａ（ｙ）（一般管理費人件費）＋Ｒａ（ｙ）（その他一般管理費） 

Ｓａ（ｙ） ＝ Ｓａ（ｙ－１）×ｓ１（一般管理費人件費調整係数） 

Ｒａ（ｙ） ＝ Ｒａ（ｙ－１）×δ（消費者物価指数） 

Ｂ（ｙ）（事業に要する経費）＝ Ｓｂ（ｙ）（事業費人件費）＋Ｒｂ（ｙ）（その他事業に要する経費） 

Ｓｂ（ｙ） ＝ Ｓｂ（ｙ－１）×ｓ２（事業費人件費調整係数） 

Ｒｂ（ｙ） ＝ Ｒｂ（ｙ－１）×δ（消費者物価指数） 

Ｄ（ｙ）（自己収入）＝Ｄ（ｙ－１）×ｄ（自己収入調整係数） 

 

Ａ（ｙ） ：運営費交付金額のうち一般管理費相当分。 

Ｂ（ｙ） ：運営費交付金額のうち事業に要する経費相当分。 

Ｃ（ｙ） ：短期的な政策ニーズ及び特殊要因に基づいて増加する経費。短期間で成果が求められる技術開発への対応、

重点施策の実施（競争的資金推進制度）、法令改正に伴い必要となる措置等の政策ニーズ、及び退職手当の支給、

事故の発生等の特殊要因により特定の年度に一時的に発生する資金需要について必要に応じ計上する。 

Ｄ（ｙ） ：自己収入。基本財産の運用より生じる利子収入等が想定される。 

Ｓａ（ｙ）：役員報酬、職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手当に相当する額。 

Ｓｂ（ｙ）：事業費中の人件費。 

係数α、β、γ、δ、ｓ及びｄについては、以下の諸点を勘案した上で、各年度の予算編成過程において、当該年度

における具体的な係数値を決定する。 

α（一般管理費の効率化係数）：２．（７）にて平成２４年度を基準として、毎年度平均で前年度比１．０８％の効率化

を行うこととしているため、この達成に必要な係数値とする。 

β（事業の効率化係数）：２．（７）にて平成２４年度を基準として、毎年度平均で前年度比１．０８％の効率化を行う

こととしているため、この達成に必要な係数値とする。 
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γ（中長期的政策係数）：中長期的に必要となる技術シーズへの対応の必要性、科学技術基本計画に基づく科学技術関

係予算の方針、独立行政法人評価委員会による評価等を総合的に勘案し、具体的な伸び率を決定する。 

δ（消費者物価指数）：前年度の実績値を使用する。 

ｓ１（一般管理費人件費調整係数）：職員の新規採用、昇給、昇格、減給、降格、退職及び休職等に起因した一人当た

り給与等の変動の見込みに基づき決定する。 

ｓ２（事業費人件費調整係数）：事業内容に基づき決定する。 

ｄ （自己収入調整係数）：自己収入の見込みに基づき決定する。 

 

①総計 （別表１－１） 

②一般勘定 （別表１－２） 

③電源利用勘定 （別表１－３） 

④エネルギー需給勘定 （別表１－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定 （別表１－５） 

⑥鉱工業承継勘定 （別表１－６） 

［２６年度計画］ 

①総計（別表１－１） 

②一般勘定（別表１－２） 

③電源利用勘定（別表１－３） 

④エネルギー需給勘定（別表１－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定（別表１－５） 

⑥鉱工業承継勘定（別表１－６） 

［２６年度業務実績］ 

（１）決算報告書 

 平成２６事業年度財務諸表「決算報告書」に記載のとおり。 

 

（２）収支計画 

［中期計画］ 

①総計 （別表２－１） 

②一般勘定 （別表２－２） 

③電源利用勘定 （別表２－３） 

④エネルギー需給勘定 （別表２－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定 （別表２－５） 

⑥鉱工業承継勘定 （別表２－６） 

［２６年度計画］ 

①総計（別表２－１） 

②一般勘定（別表２－２） 

③電源利用勘定（別表２－３） 

④エネルギー需給勘定（別表２－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定（別表２－５） 

⑥鉱工業承継勘定（別表２－６） 

［２６年度業務実績］ 

（２－１）貸借対照表 

 平成２６事業年度財務諸表「貸借対照表」に記載のとおり。 

（２－２）損益計算書 

 平成２６事業年度財務諸表「損益計算書」に記載のとおり。 

 

（３）資金計画 

［中期計画］ 

①総計 （別表３－１） 

②一般勘定 （別表３－２） 

③電源利用勘定 （別表３－３） 

④エネルギー需給勘定 （別表３－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定 （別表３－５） 

⑥鉱工業承継勘定 （別表３－６） 

［２６年度計画］ 

①総計（別表３－１） 

②一般勘定（別表３－２） 
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③電源利用勘定（別表３－３） 

④エネルギー需給勘定（別表３－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定（別表３－５） 

⑥鉱工業承継勘定（別表３－６） 

［２６年度業務実績］ 

（３）キャッシュ・フロー計算書 

 平成２６事業年度財務諸表「キャッシュ・フロー計算書」に記載のとおり。 

 

（４）経費の削減等による財務内容の改善 

［中期計画］ 

 各種経費を必要最小限にとどめることにより、財務内容の改善を図る観点からも、２．（７）に記載した、一般管理

費の削減、総人件費削減及び人件費改革の取組並びに事業の効率化を行う。 

［２６年度計画］ 

２．（７）に記載した、一般管理費の削減、総人件費削減及び人件費改革の取組並びに事業の効率化を行うことによ

り、各種経費を必要最小限にとどめ、財務内容の改善を図る。 

［２６年度業務実績］ 

 ２．（７）に記載した、一般管理費の削減等の取り組みを進め、各種経費を必要最小限にとどめたことなどにより、

制度的に不可避に生じる欠損金などの特殊要因を除き、法人全体で約８３億円の利益剰余金を計上した。 

 

（５）繰越欠損金の増加の抑制 

［中期計画］ 

 基盤技術研究促進事業については、管理費の低減化を図るとともに、収益・売上納付の回収を引き続き進めることに

より繰越欠損金の減少に努める。 

 具体的には、技術開発成果の実用化・事業化の状況や売上等の状況について報告の徴収のみならず技術開発委託先等

への現地調査を励行し、必要に応じ委託契約に従った売上等の納付を慫慂するとともに、該当年度において納付される

見込みの総額を年度計画において公表する。また、終了評価において所期の目標が達成されなかった事業については、

その原因を究明し、今後の技術開発に役立たせる。 

［２６年度計画］ 

基盤技術研究促進事業については、資金回収の徹底を図るために技術開発成果の事業化の状況や売上等の状況につい

て報告の徴収のみならず技術開発委託先等への現地調査を励行し、必要に応じ委託契約に従った売上等の納付を慫慂す

る。平成２６年度において納付される総額については、４，０００万円程度を見込んでいる。 

［２６年度業務実績］ 

 研究成果の事業化の状況や売上等の状況について１０９件の報告書を徴収し、研究委託先等への現地調査を５５回実

施し、慫慂を行った。１１件の収益実績を確認し、総額約２８百万円の収益納付があった。 

 

（６）自己収入の増加へ向けた取組 

［中期計画］ 

 独立行政法人化することによって可能となった事業遂行の自由度を最大限に活用して、国以外から自主的かつ柔軟に

自己収入を確保していくことが重要である。このため、補助金適正化法における研究設備の使用の弾力化、成果把握の

促進による収益納付制度の活用、利益相反等に留意しつつ寄付金を活用する可能性等、自己収入の増加に向けた検討を

行い、現行水準以上の自己収入の獲得に努める。 

 また、収益事業を行う場合は、法人所得課税に加え、その収益額に因らず法人住民税の負担が増大するため、税法上

の取扱の見直しを含め税に係る制約を克服する方法を検討し、その上で、技術開発マネジメントノウハウを活用した指

導や出版を通じた発信等により、そこから収益が挙がる場合には、さらなる発信の原資として活用する。 

［２６年度計画］ 

補助金適正化法における研究設備の使用の弾力化、成果把握の促進による収益納付制度の活用、利益相反等に留意し

つつ寄付金を活用する可能性等、自己収入の増加に向けた検討を行う。また、収益事業を行う場合は、法人所得課税に

加え、その収益額に因らず法人住民税の負担が増大するため、税法上の取扱の見直しを含め税に係る制約を克服する方

法を検討する。 

［２６年度業務実績］ 

算定基準を見直した価格算定に基づき、取得財産の有償譲渡を行うなど、自己収入の獲得に努めた。 
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（７）資産の売却等 

［中期計画］ 

 機構が保有する資産については、既往の政府決定等を踏まえた措置を引き続き講じるものとする。 

［２６年度計画］ 

 保有する資産については、既往の政府決定等を踏まえた措置を講じる。 

［２６年度業務実績］ 

保有する資産（伊東敷地）については、売却による譲渡収入の国庫納付に向け、４回目の入札を行ったが不調となっ

た。 

 

（８）運営費交付金の効率的活用の促進 

［中期計画］ 

 機構においては、その資金の大部分を第三者への委託、助成等によって使用していることから、年度末の確定検査に

よって不適当と認められた費用等については、費用化できずに結果として運営費交付金債務として残ってしまうという

仕組みとなっている。しかしながら、運営費交付金の効率的活用の観点からは、費用化できずに運営費交付金債務とな

ってしまうものの抑制を図ることが重要である。 

 このため、独立行政法人化における運営費交付金のメリットを最大限に活用するという観点を踏まえ、各年度期末に

おける運営費交付金債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力をしていく。 

［２６年度計画］ 

年度末における契約済又は交付決定済でない運営費交付金債務を抑制するために、事業の進捗状況の把握を中心とし

た予算の執行管理を行い、国内外の状況を踏まえつつ、事業の加速化等を行うことによって費用化を促進する。年度期

末における運営費交付金債務に関し、その発生要因等を厳格に分析する。 

［２６年度業務実績］ 

年度末における契約済又は交付決定済でない運営費交付金債務を抑制するため、事業の進捗状況の把握・分析を定期

的に行い対処方針を明確にし、予算の執行を厳密に管理した。 

また、事業の加速（開発成果創出促進制度の実施）等を行うことで、費用化を促進した。 

 

４．短期借入金の限度額 
［中期計画］ 

 運営費交付金の受入の遅延、補助金、受託業務に係る経費の暫時立替えその他予測し難い事故の発生等により生じた

資金不足に対応するための短期借入金の限度額は、３００億円とする。 

［２６年度計画］ 

運営費交付金の受入の遅延、補助金、受託業務に係る経費の暫時立替えその他予測し難い事故の発生等により生じた

資金不足に対応するための短期借入金の限度額は、３００億円とする。 

［２６年度業務実績］ 

実績なし。 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当

該財産の処分に関する計画（記載事項なし） 
 

６．前項に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようと

するときは、その計画（記載事項なし） 
 

７．剰余金の使途 
［中期計画］ 

 各勘定に剰余金が発生したときには、後年度負担に配慮しつつ、各々の勘定の負担に帰属すべき次の使途に充当でき

る。 

・技術開発業務の促進 

・広報並びに成果発表及び成果展示等 

・職員教育、福利厚生の充実と施設等の補修、整備 

・事務手続きの一層の簡素化、迅速化を図るための電子化の推進 

・債務保証に係る求償権回収等業務に係る経費 
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［２６年度計画］ 

平成２６年度において各勘定に剰余金が発生したときには、翌年度において後年度負担に配慮しつつ、各々の勘定の

負担に帰属すべき次の使途に充当できる。 

・技術開発業務の促進 

・広報並びに成果発表及び成果展示等 

・職員教育、福利厚生の充実と施設等の補修、整備 

・事務手続の一層の簡素化、迅速化を図るための電子化の推進 

・債務保証に係る求償権回収等業務に係る経費 

［２６年度業務実績］ 

実績なし。 

 

８．その他主務省令で定める事項等 

（１）施設及び設備に関する計画（記載事項なし） 

（２）人事に関する計画 

（ア）方針 

［中期計画］ 

 技術開発マネジメントの質的向上、知識の蓄積、継承等の観点から職員の更なる能力向上に努めるとともに、組織と

しての柔軟性の確保、多様性の向上等の観点から、産学官から有能な外部人材を積極的に登用し、一体的に運用する。 

［２６年度計画］ 

技術開発マネジメントの質的向上、知識の蓄積・継承等の観点から職員の更なる能力向上に努めるとともに、組織と

しての柔軟性の確保・多様性の向上等の観点から、産学官から有能な外部人材を積極的に登用し、一体的に運用する。 

［２６年度業務実績］ 

 職員の能力向上に関しては、技術開発マネジメント力を育成するために、「プロジェクトマネジメント基礎講座」（１

講座）、「プロジェクトマネジメント特別講座」（１講座）及び技術経営力強化のための「出口戦略セミナー」（８講座）

を実施した。 

 外部人材の登用に関しては、プロジェクト管理等を担う実務経験を有する外部人材を１１名中途採用した。 

 

（イ）人員に係る指標 

［中期計画］ 

 技術開発業務、導入普及業務については、業務のマニュアル化の推進等を通じ、定型化可能な業務は極力定型化し、

可能な限りアウトソーシング等を活用することにより、職員をより高次の判断を要するマネジメント業務等に集中させ

るとともに、人件費の抑制を図る。 

（参考１）常勤職員数 

・期初の常勤職員数 ８００人 

・期末の常勤職員数の見積もり ： 総人件費については、政府の方針に従い、必要な措置を講じる。 

（参考２）中期目標期間中の人件費総額 

第３期中期目標期間中の人件費総額見込み ３１，７０２百万円 

 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 

［２６年度計画］ 

技術開発業務、導入普及業務については、業務のマニュアル化の推進等を通じ、定型化可能な業務は極力定型化し、

可能な限りアウトソーシング等を活用することにより、職員をより高次の判断を要するマネジメント業務等に集中させ

るとともに、人件費の抑制を図る。 

［２６年度業務実績］ 

 技術開発業務、導入普及業務については契約業務のマニュアル化の推進等を行い、総合受付業務、健康診断業務、資

産管理補助業務等についてはアウトソーシング等を活用することにより、職員をより高次の判断を要するマネジメント

業務等に集中させるとともに、人件費の抑制を図った。 

 

（３）中期目標の期間を超える債務負担 

［中期計画］ 

 中期目標の期間を超える債務負担については、業務委託契約等において当該事業のプロジェクト基本計画が中期目標

期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性、適切性を勘案し合理的と判断されるもの及びクレジット取得に係る
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契約について予定している。 

 クレジット取得については、多くの日数を要するものがあるため、債務負担を必要とするものである。債務負担の計

画については以下のとおり。 

債務負担の限度額 債務負担を行った年度 支出を行うべき年度 第２期及び第３期中期目標期間中の支出見込額 

１２，２４２百万円 平成１８年度 平成１８年度以降８箇年度 ７，３４５百万円 

４０，６９２百万円 平成１９年度 平成１９年度以降７箇年度 ３１，７１９百万円 

８１，１９９百万円 平成２０年度 平成２０年度以降６箇年度 ８１，１９９百万円 

７０，５９８百万円 平成２１年度 平成２１年度以降５箇年度 ７０，５９８百万円 

※ 上記金額については、政府からの受託状況等により変動があり得る。 

［２６年度計画］ 

中期目標の期間を超える債務負担については、業務委託契約等において当該事業のプロジェクト基本計画が中期目標

期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性、適切性を勘案し合理的と判断されるものについて予定している。 

［２６年度業務実績］ 

実績なし。 

 

（４）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１９条第１項に規定する

積立金の使途 

［中期計画］ 

 前中期目標期間以前に自己収入財源で取得し、第３期中期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する費

用等に充当する。 

［２６年度計画］ 

前中期目標期間以前に自己収入財源で取得し、第３期中期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する費

用等に充当する。 

［２６年度業務実績］ 

 第２期中期目標期間からの繰越積立金９１百万円のうち０．２百万円を有形固定資産の減価償却に要する費用等に充

当した。 
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【技術分野ごとの実績】 

（ⅰ）新エネルギー分野 

[中期計画] 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、我が国のエネルギ

ー政策の見直しが行われており、今後の日本のエネルギー供給を支えるエネルギー源として、新エネルギーへの期待が

高まっている。政府目標に掲げられる大規模な新エネルギーの導入を実現するためには、低コスト化、系統安定化対策、

立地制約、信頼性向上など様々な技術的課題があり、これらを確実に克服していくことが必要である。 

エネルギーセキュリティ、環境制約、経済成長、安全・安心の全てを両立するエネルギーシステムを構築していくた

めには、エネルギー技術における更なるイノベーションの進展が重要になる。そのためには、エネルギーシステムにパ

ラダイム・シフトをもたらすような革新的なエネルギー技術の開発を進める必要がある。また、そのような技術開発は、

我が国の新エネルギー技術の産業競争力を強化する上でも重要である。 

新しいエネルギー技術の社会への普及を進める上で、技術開発のみならず、技術の標準化や規制の適正化についても

適切に取組んでいくことが必要であり、導入・普及施策とも相まって着実に社会実装を進めていくことが重要である。

さらには、我が国の優れた新エネルギー技術を広く世界に広めていく観点から、戦略的な国際協力を展開する。 

 

(a)太陽光発電 

太陽光発電は資源ポテンシャルが大きく、また設置のリードタイムが短いことから、今後大量導入が期待されている。

また、我が国電機・電子産業の技術的蓄積が活かされる技術領域である。一方、太陽光発電の大量導入に向けては、高

い発電コスト、立地制約、リサイクル等様々な技術的課題があり、これらを克服していくことが必要である。また、海

外企業による生産規模の拡大と、それに伴う市況の低迷により、国際的な競争が激化しており、技術の差別化による競

争力強化、高付加価値化による用途拡大、新たなビジネス創出が求められている。今後は我が国技術の海外市場への展

開が必要となっている。 

第３期中期目標期間においては、導入目標の達成に向けた技術課題の克服として、長期的に太陽光発電の発電コスト

を基幹電源並みに低減させるため、システム構成やコスト構造に留意して、変換効率の向上を含めた低コスト化に係る

技術開発を行う。また、太陽光発電の導入拡大の障害となっている要因を分析し、立地制約を解消していくため、導入

ポテンシャルの拡大に貢献する技術開発を行う。 

さらに、太陽光発電の大量導入に伴い必要となる太陽電池のリサイクルシステムの確立に向け、必要な技術開発を行

い、また、高信頼性等に関する標準・規格の整備に資するデータ取得等を行う。 

太陽光発電産業の競争力強化については、２０３０年以降に変換効率４０％を達成するといった飛躍的に高い変換効率、

新規用途の開拓など太陽電池の付加価値を高め、新たな市場開発につながる技術開発を行うとともに、発電事業への展

開やサービス産業との連携強化等の川下展開支援のための技術開発を行う。 

加えて、我が国の新エネルギー技術の海外展開を積極的に後押しすべく、諸外国の関係機関との間で戦略的な提携関

係を構築し、人材育成、共同研究、実証事業、情報交換等多様なツールを活用して支援する。 

 

《１》太陽エネルギー技術研究開発 ［平成２０年度～平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

 太陽光発電の大量導入に向けた技術課題の克服や産業競争力強化等を目的に、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①革新的太陽光発電技術研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事業）［平成２０年度～平成２６

年度］ 

（１）ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発 

東京大学 大学院工学系研究科 教授 中野 義昭氏をグループリーダーとし、以下の研究開発を

実施する。 

Ⅲ－Ⅴ族系半導体材料を用いた３接合セルにおいて、変換効率４５％ (１０００倍集光)、４接合

セルにおいて変換効率４８％(１０００倍集光)を達成する。量子ドット超格子セル開発において量子

ドット密度増大により面内密度１０１１ｃｍ－２、５０層を実現する。また、ドーピング・タイプ II

超格子による２光子吸収レート増大化により、変換効率２７％（非集光）、４０％（１０００倍集光）

の達成を目指す。 

（２）高度秩序構造を有する薄膜多接合太陽電池の研究開発 

産業技術総合研究所 太陽光発電工学研究センター 研究センター長 仁木 栄氏をグループリー

ダーとし、以下の研究開発を実施する。 

ボトムセル及びトップセルについて要素セルの高度化ならびに高度光利用技術の組み合わせにより

多接合太陽電池（非集光）で変換効率３０％を達成する。メカニカルスタック技術の開発においては、

接合技術の高度化により、高度光利用技術と組み合わせて多接合太陽電池（非集光）で変換効率３

０％（高度光利用技術で相対効率向上２０％）を目指す。トップセルの開発においては、バンドギャ

ップ１．８ｅＶで変換効率１６％の達成を目指す。ボトムセルの開発においては、バンドギャップ０．
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９ｅＶ以上の材料で、１．４ｅＶ以下の光に対し１５ｍＡ／ｃｍ2の達成を目指す。 

（３）低倍率集光型薄膜フルスペクトル太陽電池の研究開発 

東京工業大学 大学院理工学研究科 教授 小長井 誠氏をグループリーダーとし、以下の研究開

発を実施する。 

システム化開発においては、波長スプリッティング型モジュールを作製し、実証評価を開始する。

ボトムセルの開発においては、Ｃｕ２ＳｎＳ４系及びＣＩＧＳ系の開発を、ミドルセルの開発におい

ては、カルコパイライト系の開発を、トップセルの開発においては、ＳｉＯ系の開発を加速する。 

（４）高効率集光型太陽電池セル、モジュール及びシステムの開発（日ＥＵ共同開発） 

豊田工業大学 大学院工学研究科 特任教授 山口 真史氏をグループリーダーとして、理論解析

とシミュレーション及び欠陥評価で得たⅢ-Ⅴ族系多接合太陽電池に関する新材料や量子・ナノ構造

等の新構造の知見を活用し、セル変換効率４５％以上を達成する。また、セル－モジュール間で発生

するロスを削減しモジュール変換効率３５％以上を達成する。また、国際標準化にむけた提案を目指

し、ラウンドロビン（持ち回り）方式で、測定と評価方法の検証を行い、集光型太陽電池の標準測定

技術を確立する。（測定再現性±０．５％以内） 

研究開発項目②太陽光発電システム次世代高性能技術の開発 ［平成２２年度～平成２６年度］ 

豊田工業大学大学院工学研究科 特任教授 山口 真史氏及び東京工業大学 統合研究院 特任教

授 黒川 浩助氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。 

（１）結晶シリコン太陽電池 

変換効率２５％を実現するためのデバイス評価、デバイスシミュレーションによる開発サポートを

行うとともに、単結晶・高品位多結晶育成方法の最適化、低コスト化技術の開発等を行う。 

（２）薄膜シリコン太陽電池 

実用化を見据えて膜質向上による変換効率や光安定性を向上させるための技術開発に注力するとと

もに、新規光閉じ込め構造の高度化に注力し、大面積化と量産化の開発も併せて行う。 

（３）ＣＩＳ等化合物系太陽電池  

光吸収層の高品質化及び高効率化に資する新規バッファ層の開発を行うとともに、ロール・トゥ・

ロール装置を用いて幅３０ｃｍのフレキシブル太陽電池の試作・評価を行い、量産技術の検討等を行

う。 

（４）色素増感太陽電池 

長波長吸収色素・半導体電極・電解液材料の改良とともに、色素の複合化等による高効率化等を進

め、セル変換効率１５％、モジュール変換効率１０％の達成を目指す。 

（５）有機薄膜太陽電池 

有機薄膜材料の開発及びモジュール構造の最適化、光電荷分離ゲルの特長である高解放電圧及び蓄

電特性を生かしたデバイス化検討等を行い、セル変換効率１２％、モジュール変換効率１０％（最終

目標値）の達成を目指す。 

（６）共通基盤技術 

発電量評価技術や信頼性及び寿命評価技術、リサイクル・リユース技術等について引き続き研究開

発等を行う。 

研究開発項目③有機系太陽電池実用化先導技術開発 ［平成２４年度～平成２６年度］ 

各グループが計画する実証サイトへの設置を着実に進め、実使用状態でのデータ取得、信頼性を確

認する。 

（１）プラスチック色素増感太陽電池の実用性検証 

ディスク型プラスチック基板色素増感太陽電池の試作を本格化し、中型システムでの実証試験を本

格実施し、必要なデータを取得する。 

（２）プラスチック基板ＤＳＣ（Dye-sensitized Solar Cell）発電システムの開発 

Ａ４サイズのプラスチック基板色素増感太陽電池の試作を本格化し、農業資材・産業資材・サンシ

ェード用途の実証試験を開始し、必要なデータの取得を始める。 

（３）色素増感太陽電池実証実験プロジェクト 

意匠性のあるガラス基板型色素増感太陽電池の試作を本格化し、広告表示板・フットライト・カー

ポート・窓設置パネル・壁面設置パネルの実証試験を継続し、得られたデータを元に課題のフィード

バックと対策を行う。 

（４）色素増感太陽電池モジュールの実証評価 

直列集積型太陽電池モジュールの試作を本格化し、独立電源・系統連係型システム（北面や垂直壁

面利用）の実証試験を継続、実施規模拡大実施し、必要なデータを取得する。 

（５）有機薄膜太陽電池の生産プロセス技術開発及び実証化検討 

プラスチック基板型有機薄膜太陽電池の試作を本格化し、ＢＩＰＶ（建材一体型：Building-

integrated photovoltaics）・ＡＩＰＶ（自動車一体型：Automotive Integrated Photovoltaics）の

実証試験を各種ユーザーと共に継続、拡大実施し、必要なデータの取得を行う。 

［２６年度業務実績］ 

太陽光発電の大量導入に向けた技術課題の克服や産業競争力強化等を目的に、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①革新的太陽光発電技術研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事業）［平成２０年度～平成２６

年度］ 
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（１）ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発 

III－V 族系半導体材料を用いた３接合セルにおいて、変換効率４５％を目指した研究開発を実施。

温度上昇による効率低下も踏まえ、３０２倍集光で変換効率４４．４％を実現。４接合太陽電池では、

電流整合がとれず、３接合の変換効率を上回ることはできなかった。また、将来の製造コスト低減に

向けたＥＬＯ（epitaxial lift off）試作を行い、開発課題を明らかにした。 

量子ドットセルでは、世界最高の面内密度１０×１０１２／ｃｍ２を安定的に作製する方法を確立し

た。中間バンド型では電流制御型量子ドット集光セルにおいて２９．６％ （２３３ｓｕｎｓ)を得た。

一方、赤外パルス光を用いた分光計測による中間バンドを介した２段階光吸収の実証、また、２段階

吸光による室温での電流増大を世界で初めて実証した。 

（２）高度秩序構造を有する薄膜多接合太陽電池の研究開発 

メカニカルスタック・デバイス化技術の開発および要素セルの高性能化を実施した。 

メカニカルスタック・デバイス化技術では、導電性ナノ粒子を用いた低抵抗（<１Ωｃｍ２）、低光

損失（<２％)な直接接合技術を開発し、ＧａＡｓ／ＩｎＰ系４接合太陽電池にて非集光３１．６％を

達成した。 

トップセルでは、個体ソース分子線エピタキシー法を用いてバンドギャップ１．９ｅＶのＩｎＧａ

Ｐ単接合太陽電池で１６．１％、ＩｎＧａＰ／ＧａＡｓタンデムトップセルで２２．６％を達成した。

ボトムセルでは、Ｓｉ基板上にＳｉＧｅ／アモルファスＳｉで構成されるヘテロ接合型太陽電池にお

いて、ＳｉＧｅセルの低転位（<１０５／ｃｍ２）、低欠陥化技術を開発し、短絡電流密度を２４．０

ｍＡ／ｃｍ２まで向上させた。 

（３）低倍率集光型薄膜フルスペクトル太陽電池の研究開発 

トップセル、ミドルセル、ボトムセルに関する材料開発、デバイス技術開発を実施した。 

Ｓｉ系薄膜トップセルならびにミドルセルを開発し、ａ－Ｓｉセルで１１．５１％、μｃ―Ｓｉで

９．７３％を得た。またカルコパイライト系トップセル、ミドルセル開発を実施し、Ｇａ組成比が高

いＣＩＧＳ薄膜太陽電池において１４．４％を得た。さらに波長スプリッティング・低倍率集光方式

の提案により、ＩｎＧａＰ／／ＧａＡｓ／／ｃ－Ｓｉで３３．３％（１ｓｕｎ） を達成し、セルの

直列抵抗の課題が残るものの３９％（５０ｓｕｎｓの推定値）の見通しを得た。また、波長スプリッ

ティング太陽電池の屋外発電特性測定系を構築し、屋外発電特性を計測することにより、本方式の優

位性を明確にした。 

（４）高効率集光型太陽電池セル、モジュール及びシステムの開発（日ＥＵ共同開発） 

ＥＵ側の共同研究先であるＦｈＧ－ＩＳＥの測定により、３接合集光４４．４％、非集光３７．

９％の世界最高値を記録した。海外機関とのラウンドロビン方式での測定、評価方法の検証を行い、

測定再現性±０．５％以内を実現した。 

また、集光型モジュールの変換効率は、セル変換効率４５％相当のセルを安定入手できなかったた

め、３７．７％のセルで評価を実施し、４５％セルに換算すると３５％以上のモジュール変換効率と

なる集光モジュールの開発を実現した。 

研究開発項目②太陽光発電システム次世代高性能技術の開発 ［平成２２年度～平成２６年度］ 

（１）結晶シリコン太陽電池 

高効率単結晶育成技術開発で、シードキャスト法を用いて、セルを試作し、従来のＣＺ法の結晶品

質と同等レベルであることを確認した。本技術を太陽電池メーカーに技術移転した。高品質多結晶イ

ンゴット成長技術開発において１５．６ｃｍ２角の結晶で最大４８０μｍの拡散長を達成、また１×

１０５ｃｍ２低転位密度の結晶成長技術を確立した。薄板ウェーハ、低カーフロス切断技術開発にお

いて、ウェーハ厚さ１００μｍ、カーフロス１００μｍ、歩留り９５％切断技術を確立し、試作セル

で従来のＣＺ法の結晶品質と同等レベルの特性が得られていることを確認した。銅ぺーストの研究開

発においては、既存熱硬化型銀ペーストと同等以上の性能であることを確認し、ライン抵抗率５～１

０×１０－６Ω・ｃｍ、接触抵抗率＜1ｍΩ・ｃｍ２を達成した。単結晶シリコン太陽電池の低コス

ト・高効率化プロセス開発において、セル変換効率２５．１％（１９．３ｍｍ角、１５０μ厚）、モ

ジュール変換効率２０．１％を達成し、今後の事業化に向けた要素技術を確立した。超低コスト高効

率Ａｇフリーヘテロ接合太陽電池モジュールの研究開発において、６インチ角超薄型Ａｇフリーヘテ

ロ接合太陽電池セルにて変換効率２４．２％を達成、変換効率２２．５％（ミニモジュールのアパー

チャー測定）、製造コスト＜５０円／Ｗ達成の見込みを得て、今後の事業化に向けた要素技術を確立

した。 

（２）薄膜シリコン太陽電池 

光閉じ込め技術の開発において、透明電極の光散乱方向の角度依存性を明確化した。また、２接合

セルにて、ボトム膜厚１μｍながらＶｏｃ１．４７Ｖ、効率１３．２％を達成した（電流１２％向

上）。大面積高生産性製膜技術の開発においては、ハニカムテクスチャ基板を用いたｎｉｐ微結晶Ｓ

ｉセルで効率１１．８％を達成。また、Ｇ８．５サイズで採用可能な条件にて、膜厚均一性±８．５

６％、製膜速度２．０８ｎｍ／ｓ、既存４０ＭＨｚ装置と同等のセル特性を確認した。 

（３）ＣＩＳ等化合物系太陽電池 

ＣＩＳ系薄膜太陽電池については、小面積セルにおいて変換効率２０．９％を達成。また、膜厚３

０％薄膜化条件にて、５ｃｍ角サブモジュール変換効率１７．８％を達成した。ＣＺＴＳ薄膜太陽電

池では、７ｃｍ角のサブモジュールで変換効率１１．８％を達成した。ロール・トゥ・ロール装置を
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用いたフレキシブル太陽電池については、ＣＩＧＳ蒸着装置の基板加熱５００℃以上を達成、膜厚分

布±５％をＳｅ蒸発源にて達成した。 

（４）色素増感太陽電池 

高効率化開発では増感色素の高感度化や電解液のマッチングによりセル変換効率１２％、モジュー

ル変換効率１０％を達成した。信頼性の向上ではＪＩＳＣ８９３８試験での特性低下１０％以下の耐

久性を実現した。 

（５）有機薄膜太陽電池 

有機薄膜材料やセル・モジュール構造の改良により、セル変換効率１２％、モジュール変換効率１

０％を達成した。 

また、低照度の室内でシリコン系を超える高い変換効率を示すことを確認し、新たな用途の可能性

を見出した。また、新規材料であるペロブスカイトの太陽電池適用検討を進め、２０％近い変換効率

を達成することができた。 

（６）共通基盤技術 

共通基盤技術では、各種太陽電池の発電性能を正しく評価するための測定技術や、気象データを活

用したＰＶ発電量予測の技術を開発した。ＰＶの劣化要因の調査や、寿命評価のための新たな加速試

験方法についての検討では、水分の混入についての評価技術や、その影響について解析を行った。ま

た、オンサイトでの発電性能の測定方法や、リユースモジュールに必要と考えられる基本性能につい

てのガイドラインを作成した。 

研究開発項目③有機系太陽電池実用化先導技術開発 ［平成２４年度～平成２６年度］ 

（１）プラスチック色素増感太陽電池の実用性検証 

産業技術総合研究所九州センター他において、ディスク型プラスチック基板色素増感太陽電池モジ

ュールの実証試験を実施し、実用性の検証を行った。 

（２）プラスチック基板ＤＳＣ（Dye-sensitized Solar Cell）発電システムの開発 

産業技術総合研究所九州センター、神奈川県農業技術センターにおいて、屋内外、温室内設置向け

発電システムの実証試験を行った。 

（３）色素増感太陽電池実証実験プロジェクト 

産業技術総合研究所九州センター、島根県産業技術センター、京都国際交流会館等において、公共

施設表示板、デザインソーラーランタン等の実証試験を実施し、耐候性等の問題点の洗い出し及び改

良を行った。 

（４）色素増感太陽電池モジュールの実証評価 

産業技術総合研究所九州センター他において、直列集積型太陽電池モジュールの実証試験を実施し、

データの取得・分析を行った。 

（５）有機薄膜太陽電池の生産プロセス技術開発及び実証化検討 

シースルーフレキシブルモジュールの実証試験箇所を増やし、窓内張型のシースルーでは仙台市科

学館や仙台市国際会議場、ＢＩＰＶビル壁設置型では大成建設ＺＥＢ棟での実証試験を実施し、デー

タの取得・分析を行った。 

 

《２》太陽光発電多用途化実証プロジェクト ［平成２５年度～平成２８年度］ 

［２６年度計画］ 

 将来的な市場拡大または市場創出が見込まれる未利用領域や出口・アプリケーションに対して、普及拡大を促進する

技術を開発し、太陽光発電の導入ポテンシャルの拡大を加速することを目的として、以下の研究開発を実施する。また、

新たに追加公募を行う。 

研究開発項目①太陽光発電多用途化実証事業 

導入価値が高いと考えられる建物、農業関係地帯、傾斜地、水上、移動体の５分野について、以下

の実証事業を実施する。 

（１）低反射環境配慮型壁面太陽光発電システムの開発 

（２）低コスト太陽光追尾システムの農地での有効性実証 

（３）強度の弱い畜舎向け軽量発電システム開発 

（４）太陽電池屋根設置型ビニールハウス植物工場化プロジェクト 

（５）簡易的太陽追尾型太陽光発電システムの営農型発電設備への応用開発 

（６）傾斜地用太陽光発電システムの実証 

（７）傾斜地における太陽光発電設置のための小径鋼管杭工法の開発・実証 

（８）未利用水面を活用した浮体モジュールの開発及び導入実証 

（９）海上・離島沿岸部太陽光発電プロジェクト 

研究開発項目②太陽光発電多用途化可能性検討事業 

以下のテーマについて導入可能量や技術開発課題等を明らかにし、その課題解決策を示す。 

（１）鉄道線路内太陽光発電 

（２）耐洪水対策の特殊架台の設計及び施工方法の検討 

（３）コミュニティ型ベランダソーラーの研究開発 
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研究開発項目③太陽光発電高付加価値化技術開発事業 

太陽光発電への新たな機能の付加や新たな用途を持たせることで、生活環境や各種サービス環境に

対して利便性や性能・効率等を高める効果や、太陽光発電に太陽熱利用を組み合わせたハイブリッド

システムといった太陽光発電システムと他のシステムの組合せによる相乗効果で、エネルギー消費量

削減を可能とする等の効果を新たに作り出すための高付加価値化技術を公募して開発する。 

［２６年度業務実績］ 

将来的な市場拡大または市場創出が見込まれる未利用領域や出口・アプリケーションに対して、普及拡大を促進する

技術を開発し、太陽光発電の導入ポテンシャルの拡大を加速することを目的として、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①太陽光発電多用途化実証事業 

（１）低反射環境配慮型壁面太陽光発電システムの開発 

低コストな施工技術、低反射防眩技術などの開発を行い、建材としての価値も含めた発電コスト低

減技術の検討および実証を推進し、機械強度、基板重量、低反射特性の解析結果から低反射モジュー

ルの表面構造の最適化を行い、総重量として１０％減の見通しを得た。また、低反射防眩技術につい

ては、入射角０～６０°において反射率０．２％以下を達成した。 

（２）低コスト太陽光追尾システムの農地での有効性実証 

田や農業用ハウス向けの空気圧を利用した簡易追尾式太陽光発電システムの開発・実証を推進し、

空気圧のダンパー効果を利用する揺動制御を用いた架台を開発し、これを用いた発電システムを実証

サイトで評価開始した。太陽電池パネルの傾斜角３０°固定において、追尾有無により発電量約３

０％向上を確認した。 

（３）強度の弱い畜舎向け軽量発電システム開発 

軽量施工システム、および薄型ガラスモジュールの適用により、軽量で農業建物に適した発電シス

テムの開発と実証を推進中。耐アンモニアガス性を有する架台の素材、及びバックシートの検討、評

価を行い、最適な材料を選定し、評価サンプルにて耐久性を確認した。また、実証サイトを複数箇所

選定し、実証開始した。 

（４）太陽電池屋根設置型ビニールハウス植物工場化プロジェクト 

ビニール交換時に太陽電池の着脱が不要な構造を特徴とし、付加価値として環境制御を一体化した

太陽光発電システムの開発、実証を推進中。太陽電池モジュールの取付構造を開発した。 

（５）簡易的太陽追尾型太陽光発電システムの営農型発電設備への応用開発 

２軸追尾（１軸は自動、１軸は手動）による営農型太陽光発電システムの開発、実証を推進し、架

台及び追尾機構について、試作・強度評価を行い、実証サイトへの設置工事を開始した。平成２７年

度の稲作にあわせて評価を開始すべく準備を進めた。 

（６）傾斜地用太陽光発電システムの実証 

様々な傾斜地状況を想定し、３つの施工手法で開発、実証を推進し、重機を必要としない基礎を用

いた施工方法のテストを行い、実証サイトで評価を開始するとともに、アジャスト機能付きの支持脚

を有する架台及びその架台へのモジュール自動供給装置の一次試作施工評価を行い、二次試作に向け

改良点を抽出し、改良設計を実施した。 

（７）傾斜地における太陽光発電設置のための小径鋼管杭工法の開発・実証 

複雑かつ多様な形状を有する傾斜地に対し、整地作業不要となる小径鋼管杭工法の開発・実証を推

進し、最終の実証サイトにて、地際の耐腐食性の評価を実施した。 

（８）未利用水面を活用した浮体モジュールの開発及び導入実証 

浮体構造軽量化、低コスト化のためシート型太陽電池と浮体構造型一体モジュールの開発、実証を

推進し、浮体一体型太陽電池モジュールの試作を行い、検証を実施した。実際に試作品を水面に浮か

べて、係留方法や浮体の形状の検討および水上での故障（地絡）検知システムの検証を実施した。 

（９）海上・離島沿岸部太陽光発電プロジェクト 

海上、沿岸部で想定される塩害やＰＩＤ等の課題に対応した封止性能を向上させた太陽電池モジュ

ールを開発し、海上架台は、発泡樹脂とナイロン(透明)漁網を組み合わせ、また、発泡素材を用いた

架台とすることで、架台コストの削減を図った。なお、湾内設置の海上発電設備は、荒天時に陸上に

引き上げるため駆動装置を備え、海上での実証を開始した。 

研究開発項目②太陽光発電多用途化可能性検討事業 

（１）鉄道線路内太陽光発電 

鉄道線路内に太陽光発電パネルを設置、施工し、その電力利用に関する課題及び解決策の調査、検

討を実施。鉄道会社へのヒアリングにより課題抽出、可能性検討を行った。また、線路内へ設置を行

うための設置工法を検討し、耐風性、耐震動性、線路への影響を評価した。さらに脱着試験を行い、

メンテナンス性の評価を実施し、発電コストの試算を行った。 

（２）耐洪水対策の特殊架台の設計及び施工方法の検討 

河川敷、沼地のような軟弱地盤に太陽光発電システムを設置、利用するための課題、解決策の調

査・検討を実施。河川敷、調整池等の場所への太陽光発電導入に関し、導入先のポテンシャル調査を

行った。また、安全性や構造的信頼性を確保するための技術的課題と、各種規制等の法制面における

課題を調査した。技術的課題を解決し、かつ低コストで導入可能な基礎及び架台を、構造設計、施工

方法、使用素材等の面から検討、仕様決定し、その実現性を評価した。 

（３）コミュニティ型ベランダソーラーの研究開発 
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太陽光発電のベランダ設置の普及に向けた課題、解決法の調査・検討を実施。デモサンプルを試作

し、一般市民に対してヒアリングを行い、要望仕様などの情報を収集するとともに、発電コストを試

算した。また、実際に導入した場合に想定される課題や機能などについて、システム構成や超小型パ

ワコン、情報のみえる化デバイスなどについて検討を行った。 

研究開発項目③太陽光発電高付加価値化技術開発事業 

以下の６つのテーマについて開発を開始した。 

（１）太陽熱・光ハイブリッド太陽電池モジュールの開発 

（２）熱電ハイブリッド集光システム技術の開発 

（３）集光型太陽光発電／太陽熱温度成層型貯湯槽コジェネレーションシステムの開発 

（４）Ｅ－ＳＥＧ（緊急時自発光誘導デバイス）の開発 

（５）採光型太陽光発電ユニットの技術開発 

（６）グリーン晴耕雨読型分散サーバーの開発 

 

《３》太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト ［平成２６年度

～平成３０年度］ 

［２６年度計画］ 

 新ロードマップで検討中の中間目標である２０２０年の発電コスト目標を確実に達成させるため、太陽電池を対象と

した高効率化と低コスト化のための開発に加え、ＢＯＳ（Balance of System）や維持管理の部分においても積極的に

技術開発に取り組み、発電システムとしての効率向上と維持管理費の削減により発電コストの低減を図ることを目的と

して、公募を行い、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①太陽光発電システム効率向上技術の開発 

発電量向上技術開発：パワーコンディショナや架台等の周辺機器の高機能化や、追尾・反射・冷却

等の機能付加により発電量を増加させる技術を開発する。 

低コスト施工技術の開発：基礎・架台の施工や太陽電池モジュール取付に関する部分で、部品点数

の削減や施工時間の短縮などにより、ＢＯＳコストを大幅に削減する技術を開発する。 

研究開発項目②太陽光発電システム維持管理技術の開発 

モニタリングシステム技術開発：発電設備の健全性の自動診断、故障の回避、自動復帰などモニタ

リングシステムの高機能化等により設備稼働率の向上や、人手による対応面での省力化を可能とする

技術を開発する。 

低コスト維持管理機器等の開発：太陽電池モジュールの清掃機器（土埃、火山灰、黄砂、積雪など

の除去）、発電設備の健全性や不具合箇所を簡単にチェックできる検査機器等を開発する。 

［２６年度業務実績］ 

新ロードマップで検討中の中間目標である２０２０年の発電コスト目標を確実に達成させるため、太陽電池を対象と

した高効率化と低コスト化のための開発に加え、ＢＯＳ（Balance of System）や維持管理の部分においても積極的に

技術開発に取り組み、発電システムとしての効率向上と維持管理費の削減により発電コストの低減を図ることを目的と

して、公募を行い、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①太陽光発電システム効率向上技術の開発 

以下の５つのテーマについて開発を開始した。 

（１）次世代長寿命・高効率パワーコンディショナの開発 

（２）次世代長寿命・高効率ＡＣモジュールの開発 

（３）低価格角度可変式架台の開発による積雪時の発電効率向上 

（４）太陽光反射布を用いたソーラーシェアリング発電所システム効率向上の研究開発 

（５）ＰＶモジュールの防水処理による太陽光発電システムの効率向上 

研究開発項目②太陽光発電システム維持管理技術の開発 

以下の３つのテーマについて開発を開始した。 

（１）新規不具合検出機能を備えた発電量/設備健全性モニタリングシステムの開発 

（２）ＨＥＭＳを用いたＰＶ発電電力量の遠隔自動診断と故障部位把握方法の開発 

（３）太陽電池の抗ＰＩＤコート材料の開発 

 

《４》太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト ［平成２６年度～平成３０年度］ 

［２６年度計画］ 

 低コストのリサイクル処理技術に加え、撤去・回収関連技術等、使用済み太陽光発電システムの適正処分を実現する

技術を開発・実証し、リサイクルに関する社会システム構築に貢献することを目的として、公募を行い、以下の研究開

発を実施する。 

研究開発項目①低コスト撤去・回収・分別技術調査 
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現時点では不透明となっているリサイクルシステムとも大きく関連する、撤去・回収・分別などを

対象に、分解処理以外のリサイクルコスト低減の実現可能性や課題の見極めのために調査行う。 

研究開発項目②低コスト分解処理技術ＦＳ（開発） 

社会負担の少ないリサイクルシステムを構築する上で非常に重要となる要素の一つである、分解処

理コスト低減に関して、目標処理コストの達成目処やコスト削減効果を見極めるためにＦＳを行う。 

研究開発項目③低コスト分解処理技術実証 

社会負担の少ないリサイクルシステムを構築する上で非常に重要となる分解処理技術の実用化に向

けて、コスト削減効果を実証するために研究開発を実施する。 

研究開発項目④太陽光発電リサイクル技術開発動向調査 

研究開発した技術が社会親和性の高い技術であることが求められることから、国内外の技術、普及、

政策などの動向や、実施事例などについて調査する。 

［２６年度業務実績］ 

低コストのリサイクル処理技術に加え、撤去・回収関連技術等、使用済み太陽光発電システムの適正処分を実現する

技術を開発・実証し、リサイクルに関する社会システム構築に貢献することを目的として、公募を行い、以下の研究開

発を実施した。 

研究開発項目①低コスト撤去・回収・分別技術調査 

使用済み太陽光発電システムについて、撤去、回収、分別に関する現状の作業の流れ、コスト、今

後の技術的改善点などの調査を実施した。また太陽光発電施設からの回収、分別の実作業も実施し、

得られた情報から課題抽出を行った。また、住宅屋根の太陽電池モジュールの撤去作業を試験的に行

うことにより、撤去フロー、撤去に要する時間、撤去にかかるコストを洗い出し、撤去時の技術的課

題の抽出を行った。 

研究開発項目②低コスト分解処理技術ＦＳ（開発） 

ローラー破砕機を使用した剥離方式の開発では前処理方法の検討、小型試験機の設計・製作、最適

な運転条件の検討、選別方法の検討、回収物の評価等を実施した。剥離剤を用いて封止材のＥＶＡを

剥離し、分解処理コストを低減する開発では基礎実験による条件検討、実験機の開発及び性能評価を

実施し、剥離速度の向上、剥離剤の消費量抑制に成功した。 

低コストかつ回収物の高付加価値化を目指し、破砕方法、分級方法、ライン構成の研究開発を実施

し、分解処理コストを低減する技術開発では実事業を行う際の処理フローの構築、処理設備機器の

選定、処理工場建設に要する費用、回収有価物の売却費、処理工場運営のランニングコストを検証

した。 

モジュールのアルミニウム枠を取り外し、封止剤のＥＶＡを切断、ガラスとシリコンを分離させ、

溶媒を用いてＥＶＡを温和な条件下で可溶化してシリコンと金属を回収し、分解処理コストを低減す

るための検討を行い、ＥＶＡ／ガラス分離装置の開発、ラボレベルでのＥＶＡの可溶化条件の検討、

分離した金属回収技術の開発を実施した。 

研究開発項目③低コスト分解処理技術実証 

研究開発項目①、②の成果を元に来年度公募を行うための準備を進めた。 

研究開発項目④太陽光発電リサイクル技術開発動向調査 

（１）ＩＥＡ ＰＶＰＳタスク１２専門家会議への参加やヒアリングを通じ、欧州における太陽電池モジ

ュールリサイクルの動向やリユースの現状や考え方について情報を収集した。海外協力における

中古太陽電池モジュールの活用可能性として、ＯＤＡ等海外協力事業における活用可能性に関す

るヒアリングを実施するとともに、東南アジア等における中古品の輸入に関連する法規制の概略

を整理した。また、太陽光発電リサイクルに関連する評価手法・視点に関する既存事例の概略を

把握し、対象とすべき環境影響領域、評価範囲等の検討に着手した。 

（２）国内における技術開発動向・政策動向・実施事例を調査し、情報収集・分析を行うとともに、公

開されている各種統計データを用い、用途別（住宅用・非住宅用）・モジュール種類別の分布調査

（導入量の推計）を行った。また、分布調査に基づく排出量予測においては、太陽電池モジュー

ルの寿命、修理交換等を考慮し、精度の高い排出量予測手法の検討・確立を行った。更に、リユ

ースに関して、事業者における取組実態や関連制度等を調査し、リユースビジネスの可能性・課

題について分析を行った。 

 

 (b)風力発電 

[中期計画] 

風力は他の再生可能エネルギーと比較して発電コストが低く、中長期的に大規模な導入が期待されている。風力発電

においても、低コスト化、環境アセスメント対応、出力安定化等様々な技術的課題を克服する必要がある。また、洋上

風力発電の国内外の市場の拡大をにらんで、産業競争力の強化が重要な課題となる。 

第３期中期目標期間においては、導入目標の達成及び産業競争力の強化の観点から、風力発電の一層の低コスト化に

資する高効率ブレード等の開発やメンテナンス技術の高度化等、出力・信頼性・稼働率の向上に向けた取組を行うとと

もに、風力発電の導入拡大に資するため、環境アセスメント対応の円滑化に貢献する課題の克服に取組む。また、洋上

風力発電の拡大に向け、洋上風力の設置、運転、保守に係るガイドラインを整備するとともに、固定価格買取制度にお
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ける洋上風力発電の価格設定に必要なデータ提供等、様々な取組を行う。 

また、超大型洋上風車技術の確立に向け、要素技術やシステム技術の開発、浮体式洋上風況観測など洋上風力発電の

周辺技術の開発等を行うとともに、洋上風力の立地促進に関する取組を行う。 

 

《１》風力発電等技術研究開発 ［平成２０年度～平成２８年度］ 

［２６年度計画］ 

 風力発電の大量導入に向けた技術課題の克服や産業競争力強化等を目的に、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①洋上風力発電等技術研究開発［平成２０年度～平成２８年度］ 

我が国の海象・気象条件に適した洋上風力システム等に係る技術の確立を目的に、東京大学大学院 

工学研究科 教授 石原孟氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。なお、（２）

については公募を行う。 

（１）洋上風況観測システム実証研究[中間評価：平成２６年度] 

（ア）洋上風況観測システム技術の確立 

平成２５年度に引き続き、実際の況等観測データを収集・解析することにより、風速の鉛直分布の

特性、乱流特性について、実データとＩＥＣ（International Electrotechnical Commission）モデ

ル及び統合解析システムとの比較検証を行う。また、複数年度に亘って収集したデータを整理・解析

し、構造物設置前後のデータを比較することにより、環境影響評価をまとめる。さらに、我が国特有

の気象・海象条件を反映した、風況観測システムの設計に関し取りまとめるとともに、洋上ウインド

ファームの発電原価等を評価する。 

（イ）環境影響評価手法の確立等 

洋上風況観測システム実証研究及び洋上風力発電システム実証研究において運転開始後に新たに得

られた環境影響調査データ、及び洋上風力発電等技術研究開発委員会の検討結果を踏まえ、環境影響

評価手法に関する取りまとめを行う。 

（２）次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究 

着床式洋上風力発電と同等の建設コストを実現する新たな浮体式洋上風力発電システムのの実現可

能性を示すため、実証研究の候補海域を想定したフィージビリティ・スタディ（ＦＳ）を実施する。 

（３）洋上風力発電システム実証研究[中間評価：平成２６年度] 

（ア）国内の洋上環境に適した洋上風力発電システムの開発 

平成２５年度に引き続き、実海域に設置した洋上風力発電システムの、塩害対策装置や落雷

計測装置等の運用によるデータから、洋上風車への適合性について評価を行う。 

（イ）洋上風力発電システムの保守管理技術の開発 

   平成２５年度に引き続き、メンテナンス高度化装置、運転制御装置及び運転監視装置による

保守管理技術高度化の評価を行う。 

（ウ）環境影響調査 

   平成２３年に作成した詳細計画に基づき、複数年度に亘って収集したデータを整理・解析し、

構造物設置前後のデータを比較することにより、環境への影響度合いをまとめる。 

（４）洋上風況観測技術開発 

実海域で風況計測を行い、着床式洋上風況観測タワーと同程度の観測精度を有する洋上風況観測技

術を確立する。 

（５）超大型風力発電システム技術研究開発 

調整試験を完了させた油圧ドライブトレインと１６０ｍ超級のブレードを実証風車（７ＭＷ）に搭

載し、運転データ分析・評価する。 

研究開発項目②風力発電高度実用化研究開発 ［平成２５年度～平成２７年度］ 

一般社団法人日本風力エネルギー学会 会長 勝呂 幸男氏をプロジェクトリーダーとし、その下

で連携を取りつつ、以下の研究開発を実施する。なお（３）については公募を行う。 

（１）１０ＭＷ超級風車の調査研究 

１０ＭＷ以上の超大型風車システム等に関わる課題を抽出して、実現可能性の評価を進める。風車

の概念設計や要素技術による発展性の検証を進めて、次世代パワートレイン実現性の検討に着手する。

また、現状技術のスケールアップ効果の課題を抽出や次世代新技術の有効性と発電コストへの効果・

影響を評価し、次世代１０ＭＷ超級風車の課題と将来像を報告書に取りまとめる。 

（２）スマートメンテナンス技術研究開発 

メンテナンス技術開発の基礎となる故障事故及びメンテナンス技術の調査分析等を実施し、データ

ベース・情報分析プラットフォームと分析ツールの開発を行う。また、調査結果等をもとに、メンテ

ナンスシステムの設計や技術開発を行う。 

（３）風車部品高度実用化開発 

発電機やブレード等の主要コンポーネントや主要部品の性能向上や信頼性・メンテナンス性向上を

目的とした部材・コンポーネントの基本設計、詳細設計等を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

風力発電の大量導入に向けた技術課題の克服や産業競争力強化等を目的に、以下の研究開発を実施した。 
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研究開発項目①洋上風力発電等技術研究開発 ［平成２０年度～平成２８年度］ 

（１）洋上風況観測システム実証研究 

（ア）洋上風況観測システム技術の確立 

① 気象・海象（海上風、波浪／潮流）特性の把握・検証 

風況観測システムによる観測を継続し、風速の鉛直分布特性及び乱流特性について比較検証を行い、

欧州とは異なる日本の風況特性を確認した。 

②環境影響調査 

複数年度に亘って実施・収集したデータを整理・解析し、構造物設置前後のデータの比較から、周

辺環境への影響を確認した。 

③洋上風況観測システムの設計等に関するとりまとめ 

我が国特有の気象・海象条件を反映した、風況観測システムの設計に関し、引き続き検証を行った。 

④観測結果等に基づく洋上風力発電の実用化に関する評価 

数値シミュレーションによる予測結果や、波浪等のデータによるアクセス技術の検証を引き続き行

った。 

（イ）環境影響評価手法の確立等 

洋上風況観測システム実証研究及び洋上風力発電システム実証研究において運転開始後に新たに得

られた環境影響調査データ、及び洋上風力発電等技術研究開発委員会の検討結果を踏まえ、実証研究

にて得られた知見の取りまとめ、事例集を作成した。 

加えて、上記（ア）および下記（３）の結果を取り纏め、発電事業者の参考となる「着床式洋上風

力発電導入ガイドブック（第一版）」を作成した。 

（２）次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究 

公募により事業者を選定し、実証研究の候補海域の選定や着床式洋上風力発電と同等の発電コスト

を実現する新たな浮体式洋上風力発電システムのＦＳに着手した。 

（３）洋上風力発電システム実証研究 

（ア）国内の洋上環境に適した洋上風力発電システムの開発 

塩害対策装置や落雷計測装置等の運用によるデータから、当初想定通り、装置が機能していること

を確認した。 

（イ）洋上風力発電システムの保守管理技術の開発 

メンテナンス高度化装置、運転制御装置及び運転監視装置によるデータから、装置が当初想定通り

に機能していることを確認した。 

（ウ）環境影響調査 

複数年度に亘って収集したデータを整理・解析し、風車設置による環境への影響を確認した。 

（４）洋上風況観測技術開発 

本事業で設計・製作した浮体に搭載したドップラーライダーを港湾内に設置するとともに、防波堤

上の風況観測タワーを設置し、風況観測を開始した。 

（５）超大型風力発電システム技術研究開発 

油圧ドライブトレインと１６０ｍ超級ブレードの工場試験及び室内試験を実施し、所期の性能が達

成できていることを確認した。 

その後、世界で初めて同技術を用いた７ＭＷ風車を英国に設置し、データ収集を行った。 

研究開発項目②風力発電高度実用化研究開発 ［平成２５年度～平成２７年度］ 

（１）１０ＭＷ超級風車の調査研究 

１０ＭＷ以上の超大型風車システム等に関わる課題を抽出するとともに、次世代の技術を加味した

タワー、ドライブトレイン、ナセル、ブレード等の風力発電システムを設計・検証し、次世代１０Ｍ

Ｗ超級風車の実現可能性を示した。 

（２）スマートメンテナンス技術研究開発 

既往の故障事故、風車メンテナンス手法、風車の状態監視技術、既存ＣＭＳの技術基準等、スマー

トメンテナンス技術開発に資する各種情報の調査と分析を進め、既存風車運用情報の収集、事業イン

パクト評価分析、保険インパクト分析等、国内風車運用実態調査を進めた。また、風車の疲労寿命予

測手法の開発を行い、新たにＣＭＳに関する技術資料の策定、ＣＭＳに基づくメンテナンス手法の評

価に着手した。さらに、ＳＣＡＤＡ／ＣＭＳデータの収集、ＳＭＳ用センサ設置（準備）、故障・事

故因子分析等、風車状態モニタリングデータの解析・評価を行い、データベース・情報分析プラット

フォームと分析ツールの開発に着手した。 

なお、本事業で実施した各種情報の調査結果については「風車故障事故調査結果」「風力運用実態

調査結果」として取り纏め、発電事業者の参考となる報告書を作成した。 

（３）風車部品高度実用化開発 

（小形風力発電部品標準化） 

公募により事業者を選定し、小形風力発電システムの主要コンポーネントの標準化に必要な設計要

件を抽出し、標準仕様の検討に着手した。 

（小形風力発電部品実証研究） 

公募により事業者を選定し、小形風力発電システムの主要コンポーネントの低コスト化に向けた概

念設計に着手した。 
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（中速ギア等） 

新たな中速ギア式ドライブトレイン・高速スレンダーブレードの荷重を考慮したナセルの構造設計

を行い、茨城県で組立を実施し、稼動を確認するとともに、データ収集を開始した。また、高速スレ

ンダーブレードの素材レベルでの強度試験を実施し、所期の性能を確認した。 

（荷重低減化技術等） 

ブレードのクーポン試験、プロトタイプ機製作に着手した。ドライブトレイン低速軸変動荷重低減

用ダンパユニット、高速軸変動荷重低減用一方クラッチの試作及びＭＷ級への適用化検討に着手した。 

 

《２》風力発電等導入支援事業 ［平成２５年度～平成２８年度］ 

［２６年度計画］ 

風力発電の導入拡大や洋上風力発電の実用化加速、及び産業競争力の強化を目的として以下の実証研究を行う。研究

開発項目①については、国立大学法人東京大学大学院 工学研究科 教授 石原孟氏をプロジェクトリーダーとし、そ

の下で連携を取りつつ、以下の研究開発を実施する。また、研究開発項目②、③については公募を行う。 

研究開発項目①地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査 

 着床式、浮体式洋上風力発電ウィンドファームの建設に際する風況、水深、離岸距離、社会的制約

条件等の利害関係者や地域住民等と合意形成を図るために必要な情報を収集するとともに、漁業者と

の調整・合意形成にかかる海域別メニュー案及び課題の抽出を行う。 

研究開発項目②着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業 

 平成２５年度に引き続き、洋上ウィンドファームの開発に係る風況解析、海域調査、環境影響評価

を行う。また、風車・基礎、海底ケーブルや変電所等の設計、施工手法等の検討結果を取りまとめる。 

研究開発項目③環境アセスメント早期調査実施実証事業 

 環境アセスメントの手続き期間を半減するために必要な環境影響調査等を行う。さらに、本事業に

より得られる成果等のデータベース化について検討を行う。 

［２６年度業務実績］ 

風力発電の導入拡大や洋上風力発電の実用化加速、及び産業競争力の強化を目的として以下の実証研究を行った。 

研究開発項目①地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査 

着床式、浮体式洋上風力発電ウィンドファームの建設に関する風況、水深、離岸距離、社会的制約

条件等の利害関係者や地域住民等と合意形成を図るために必要な情報を収集するとともに、それらを

踏まえ、合意形成を図るための手法等を取りまとめ、発電事業者の参考となる報告書を作成した。 

研究開発項目②着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業 

平成２５年度に採択した港湾海域において、海域調査、風況評価、環境影響評価等とともに、風

車・基礎、海底ケーブルや変電所等の設計、施工手法等の検討結果等を取りまとめた。 

研究開発項目③環境アセスメント早期調査実施実証事業 

公募により事業者を選定し、風力発電と地熱発電に係る環境アセスメントの手続き期間を半減する

ために必要な環境影響調査等に着手した。さらに、本事業により得られる成果等のデータベース化に

ついて検討を行うともに迅速化に資する研究開発等に着手した。 

 

 (c)バイオマス 

[中期計画] 

バイオマス利用技術は、既存のエネルギーシステムとの親和性が高く、世界でも既に利用が広がっている再生可能エ

ネルギーである。また、エネルギーの地産地消の実現が期待できる技術であることから、これらバイオマスのエネルギ

ー利用のための技術開発に注力してきた。今後は、バイオマスの液体燃料利用の促進に向けた必要な取組を行うととも

に、バイオマスの発電利用や熱利用を促進していくことが重要である。 

第３期中期目標期間においては、食糧供給に影響しないバイオ燃料製造技術を将来的に確立するため、第２世代バイ

オ燃料であるセルロース系エタノールについては、２０２０年頃の実用化・事業化に向けて、製造技術の開発、実証を

行うとともに、第３世代バイオ燃料である微細藻類等由来による燃料については、藻類からのジェット燃料等の製造技

術、ＢＴＬ技術の開発を行う。また、バイオマス燃料の既存発電システムでの活用促進や効率的な熱利用の推進に向け、

バイオマス燃料の性状改良等の開発やバイオマス燃料の含水率や形状等の性状を制御する技術等の開発を行う。 

《１》バイオマスエネルギー技術研究開発 ［平成１６年度～平成３１年度］ 

［２６年度計画］ 

バイオマスエネルギーの更なる利用促進・普及に向け、これを実現するための技術開発を行うことを目的に、以下の

研究開発を実施する。 

研究開発項目①戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業 ［平成２２年度～平成２８年度］ 

２０３０年頃の実用化が期待される次世代技術や早期実用化が望まれる実用化技術の確立等を目的

に、以下の研究開発を実施する。 

（１）次世代技術開発 
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２０３０年頃の本格的増産が見込まれ、バイオ燃料の普及を促進する波及効果の大きい次世代バ

イオ燃料製造技術について、更なる技術開発が見込める事業を精査して進める。 

（ア）軽油・ジェット燃料代替燃料技術開発 

微細藻類由来バイオ燃料製造技術については有望な新規微細藻の改良、画期的な大量培養技術の確

立のための研究開発、ＢＴＬ（Biomass To Liquid）等については、ガス化とＦＴ（Fischer-Tropsch）

合成の効率的なトータルシステムの構築について、企業のポテンシャルを底上げする軽油・ジェット

代替燃料のための研究開発を実施する。 

また、微細藻類由来バイオ燃料製造技術について、実施事業者に対するヒアリングを実施し、大規

模（１００ｍ２以上）の実証試験実施に向けた技術進捗状況等を精査し、２７年度開始を踏まえた戦

略を構築する。 

（イ）その他のバイオ燃料の技術開発 

軽油・ジェット代替燃料製造技術以外では、下水汚泥を原料とする水素製造に資する技術開発を実

施する。 

（２）実用化技術開発 

事業期間終了後５年以内に実用化が可能なバイオマス利用技術について、更なる低コスト化の技

術開発を進めつつ、既存の流通システムに導入可能なバイオマスの燃料化における高度化技術（橋

渡し）に重点を置いた研究開発を実施する。 

（ア）バイオマスのガス化、メタン発酵技術の低コスト化、コンパクト化、効率化に寄与する研究開発 

（イ）既存のエネルギーインフラとの複合利用に関する研究開発 

（ウ）その他のバイオマス燃料（気体、液体及び固体燃料）製造技術の低コスト化に寄与する研究開発 

研究開発項目②バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業 

（１）可溶性糖質源培養による木質系バイオマス由来パルプ分解用酵素生産の研究開発 

木質系バイオマス由来パルプの糖化に最適なセルラーゼの成分酵素の組成を明らかにし、可溶性

糖質源培養による大規模培養技術を確立する事を目指す。 

（２）バイオ燃料事業化に向けた革新的糖化酵素工業生産菌の創製と糖化酵素の生産技術開発 

これまでの基盤技術の成果を引継ぎ、糖化酵素の高機能化、糖化酵素の工業用生産菌の構築、糖

化酵素の安価な大量生産技術の開発を行い、商用機スケールでの酵素糖化プロセスの技術確立を目

指す。 

（３）有用微生物を用いた発酵生産技術の研究開発 

遺伝子操作による多機能微生物によるエタノール発酵生産能力向上の開発を行い、２０２０年の

商用機スケールでの効率的な糖化発酵生産の技術確立を目指す。 

（４）ゲノム育種及び高効率林業によるバイオマス増産に関する研究開発 

ブラジル北部のユーカリ植林地を用いて、バイオエタノール原料に適した植林木のバイオマスマ

ス増産技術を開発し、セルロース増加量換算で増加させる事を目指す。 

研究開発項目③セルロース系エタノール生産システム総合開発実証事業 

（１）要素技術の棚卸 

平成２５年度終了の「セルロース系エタノール革新的生産システム開発事業」の構成技術を中心

とする世界トップレベルの国内技術の中から、ベンチスケール以上の運転実績又はこれに準ずる実

績を有し、数十万ｋＬ/年生産規模にスケールアップ可能と見込まれる原料、酵素、発酵微生物、及

び各要素工程プロセスを選抜する。 

（２）要素技術の組合せ検証・最適化 

（１）で選抜した技術を用い、実バイオマスを用いた組合せ検証・最適化を実施する。さらに組

合せによる各要素技術の改良・最適化を実施することにより、プレ商業プラントに適用可能な技術

の組合せ候補の見極めを実施する。 

［２６年度業務実績］ 

バイオマスエネルギーの更なる利用促進・普及に向け、これを実現するための技術開発を行うことを目的に、以下の

研究開発を実施した。 

研究開発項目①戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業 ［平成２１年度～平成２５年度] 

（１）次世代技術開発 

２０３０年頃の実用化が期待される次世代技術や早期実用化が望まれる実用化技術の確立等を目的

に、以下の研究開発を実施した。 

平成２３年度～２５年度に採択したテーマについて研究を継続し、平成２５年度に採択したテーマ

については技術委員会を開催し、研究開発の継続等を判断した。 

（ア）高効率クリーンガス化と低温・低圧ＦＴ合成によるＢＴＬトータルシステムの研究開発 

タール分が少なく、後段のＦＴ合成反応の高効率化、ＦＴ触媒の劣化抑制に資するクリーンな合成

ガス製造技術を確立した。 

（イ）セルロース含有バイオマスの革新的直接液化技術の開発 

木質バイオマスと廃プラスチックの共液化技術により製造した液化油はディーゼル機関の軽油代替

燃料として使用できることを確認した。 

（ウ）油分生産性の優れた微細藻類の育種・改良技術の研究開発 

シュードココミクサ株の遺伝子組換え技術を確立し、油分生産性が１．７～２．０倍に増加した新
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規な有用株が得られた。 

（エ）急速接触熱分解による新たなバイオ燃料製造技術の研究開発 

急速接触熱分解反応に適した多機能触媒、二段流動層実験反応器システムにより、高品位な急速接

触熱分解油製造技術を確立した。 

（オ）革新的噴流床ガス化とＡｎｔｉ－ＡＳＦ型ＦＴ合成によるバイオジェット燃料製造システムの研

究開発 

革新的噴流床ガス化炉とＡＳＦ分布を打破する新型ＦＴ合成触媒を組み合わせたバイオジェット燃

料製造の一貫製造システム構築に成功した。 

（カ）水熱処理とゼオライト触媒反応による高品質バイオ燃料製造プロセスの研究開発 

前処理としての水熱処理の低温下処理を検討し、原料成分がカリウム回収へ及ぼす影響を検討した。

また水熱処理後の改質反応の検討を行い、プロセスの概略フローを策定した。 

（キ）バイオマスから高品位液体燃料を製造する水蒸気－水添ハイブリッドガス化液体燃料製造プロセ

スの研究開発 

バイオマスを急速熱分解して熱分解油を得る熱分解炉、得られた熱分解油の一部を水蒸気ガス化し

水素転換するガス化炉、熱分解残渣を燃焼させ必要な熱を得る燃焼炉を連結した「３室内部循環流動

層」および熱分解油に水素添加する「水添ガス化炉」で構成される連続実証設備を製作し、燃料の抽

出を確認した。 

（ク）海洋性緑藻による油脂生産技術の研究開発 

クラミドモナス・オルビキュラリスの屋外大量培養に向けた検討を行い、米国の DIC 関連会社（ア

ースライズ社）において５０㎡の条件検討を行った。また、代謝解析を実施して育種の目標を検討す

ると共に、レポーター遺伝子を用いて遺伝子組換え条件を確立した。 

（ケ）微細藻類の改良による高速培養と藻類濃縮の一体化方法の研究開発 

高速増殖型のボトリオコッカス株の大規模培養技術（100 ㎡）を確立した。本年度は国内最大級と

なる１５００㎡の屋外大規模培養実証設備を建設した。 

（コ）油糧微生物ラビリンチュラを利用したジェット燃料・船舶燃料生産の研究開発 

バイオマス糖液に対応した油糧微生物ラビリンチュラの新規有用株の獲得し、高密度培養技術の開

発を実施した。 

（サ）高油脂生産微細藻類の大規模培養と回収および燃料化に関する研究開発 

微細藻類の培養工程コスト低減に資するため、水道代と人件費、電力代を大幅に削減するための、

培養水のリサイクル技術の開発、自動化培養システムの開発、培養の省エネ化技術の確立を進めた。 

（シ）好冷性微細藻類を活用したグリーンオイル一貫生産プロセスの構築 

水温低下時にグリーンオイル生産を可能とする好冷性/耐冷性珪藻の屋外大量培養技術の開発、お

よびすでに保有する中温微細藻類と併用した年間を通じた屋外大量培養技術の確立と共に回収・脱水

プロセスと一体とした運用技術開発を実施した。 

（ス）下水汚泥からの革新的な高純度水素直接製造プロセスの研究開発 

下水汚泥にガス化剤（水酸化カルシウム）および触媒（水酸化ニッケル）を混合・加熱することに

より高効率に水素を連続製造する実証設備の製作に着手した。 また、連続式試験機の設計・製作、

水素製造に及ぼす混合物量ならびに操作因子の影響について解析を行った。 

（２）実用化技術開発 

事業期間終了後５年以内に実用化が可能なバイオマス利用技術について、過年度の公募によりテー

マを採択し、低コスト化、コンパクト化、効率化に寄与する研究開発を実施した。併せて平成２３年

度～２５年度に採択したテーマについて、研究を継続した。 

（ア）馬鈴薯澱粉製造時に発生する廃水・廃棄物をモデル原料とする水熱可溶化技術を組み合わせたコ

ンパクトメタン発酵システムの研究開発 

馬鈴薯澱粉製造時に発生する廃水・廃棄物をバイオマス原料とし、浸漬膜分離システム、多段膜分

離システム、水熱可溶化システム、コンパクトメタン発酵システムを平成２３～２４年度に設置し、

２５年度に一部改造を施した後、実証試験を実施した。 

（イ）木質バイオマスのガス化によるＳＮＧ製造技術の研究開発 

ガス化炉のバイオマス用の運転条件最適化および高効率タール改質炉の仕様検討のための試験を実

施するとともに、メタネーション効率や触媒耐久性向上のための検討を進めた。 

（ウ）多形状バイオマスガス化発電・未利用間伐材収集効率化の研究開発 

未利用間伐材由来のチップ（破砕チップ）を用いた乾燥試験を実施し、通常のチップ（切削チップ）

に比べて乾燥速度が速い事を見いだし、最適な乾燥装置の検討を行った。また収集効率化のため、専

用機材の開発を行い林地での実地試験を開始した。 

（エ）原料の生産・調達、ペレット燃料製造の研究開発 

農業残渣の発生時期に合わせて、小規模の天日乾燥試験を開始し、主に雨季の乾燥データを取得し、

原料毎に開発課題を整理した。また、粗粉砕設備、成型用ダイス、ペレット成型設備の仕様を検討し、

製作に着手した。 

（オ）省エネルギー型下水汚泥・し尿汚泥固形燃料化システムの開発 

下水汚泥・し尿汚泥の高性能化の為のバインダー用原料の選定とその配合を確立した。また、再委

託先（熊本大学）での連続燃焼試験を実施し、粒状固形燃料の燃焼システムを開発した。 
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研究開発項目②バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業 ［平成２２年度～平成２８年度］ 

（１）可溶性糖質源培養による木質系バイオマス由来パルプ分解用酵素生産の研究開発 

可溶性糖質源を炭素源とした非遺伝子組換え型酵素生産菌培養による酵素生産技術について、３０

Ｌ規模での培養について酵素生産量及び生産コストの目標値を達成した。 

（２）バイオ燃料事業化に向けた革新的糖化酵素工業生産菌の創製と糖化酵素の生産技術開発 

ラボスケールで、種々探索酵素のカクテルにより、目標の活性値を達成した。酵素生産性を増強し

た遺伝子組換え型工業用生産菌によりラボスケールでの高い酵素生産性を確認した。事前の基盤技術

開発による遺伝子組換え型酵素生産菌により３０Ｌ規模での安価な酵素生産菌の培養・酵素生産性に

ついての目標値を達成した。パイロット規模の遺伝子組換え型酵素生産菌培養設備の設計と建設を行

った。 

（３）有用微生物を用いた発酵生産技術の研究開発 

３０Ｌ 培養装置においてバガス糖化液を用い、キシロース代謝能を向上した遺伝子組換え酵母に

よりエタノール濃度、収率、生産性について目標値を達成し、パイロット発酵生産設備の設計を完了

した。 

（４）ゲノム育種及び高効率林業によるバイオマス増産に関する研究開発 

バイオマス増産技術としてのＤＮＡマーカーを用いた効率的育種技術、土壌センシングによる大面

積土壌評価システム、地上３Ｄレーザースキャナーによる大面積バイオマス量評価システムについて、

基本的なプログラム案を目標レベルにて作成した。 

研究開発項目③セルロース系エタノール生産システム総合開発実証事業 ［平成２６年度～平成３１年度］ 

（１）要素技術の棚卸 

国内外のセルロース系エタノール生産技術の最新の技術動向を調査し、各工程要素技術における技

術評価の実施に着手した。 

（２）要素技術の組合せ検証・最適化 

キー技術となる前処理技術、糖化発酵技術（糖化酵素選定、発酵微生物選定）の組合せのラボ試験

レベルでの検証及び、生産プロセスのパイロットスケールでの事業性を検証する実施体制を構築した。 

 

《２》バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業 ［平成２６年度～平成３

２年度］ 

［２６年度計画］ 

バイオマスのエネルギー利用拡大に向けて、最適な技術の組み合わせを整理するとともに、地域におけるビジネスモ

デルを明確化するため、公募を行い、以下の実証研究を行う。 

研究開発項目①バイオマスエネルギー導入に係る技術指針／導入要件の策定に関する検討 

各府省庁で展開されてきた実証事業や、ＮＥＤＯで実施してきた事業の成果の分析・整理といった

技術的観点での調査、及び海外での地産地消事例や技術動向、国内のバイオマス利用可能量、流通量

の実態調査などのシステム全体に係る調査といった総合的な調査事業を実施する。 

研究開発項目②地域自立システム化実証事業 

研究開発項目①の進捗に応じて、実証事業への参画を前提とした事業者の公募を行い、事業性評価

（ＦＳ）及び実証事業を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

研究開発項目①～②について、以下の通り、研究開発を実施した。 

研究開発項目①バイオマスエネルギー導入に係る技術指針／導入要件の策定に関する検討 

各府省庁で展開されてきた実証事業や、ＮＥＤＯで実施してきた事業の成果の分析・整理といった

技術的観点での調査、及び海外での地産地消事例や技術動向、国内のバイオマス利用可能量、流通量

の実態調査などのシステム全体に係る調査といった総合的な調査事業を実施し、技術指針・導入要件

（Ｖｅｒ．０）を策定した。 

研究開発項目②地域自立システム化実証事業 

実証事業への参画を前提とした事業者を対象に事業性評価（ＦＳ）の公募を行い６件を採択した。 

 

 (d)海洋エネルギー発電 

[中期計画] 

四方を海に囲まれた我が国は、海洋エネルギーの賦存量が大きく、波力発電技術や潮力発電技術、その他海洋エネル

ギー発電技術について早期に実用化・事業化を図ることが重要である。 

第３期中期目標期間においては、海洋エネルギー発電技術について、開発した技術を実海域において実証を行うとと

もに、発電コストの低減等に向けた技術開発を行い、中長期的に他の再生可能エネルギーと同程度の発電コストを達成

することに貢献する。 
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《１》海洋エネルギー技術研究開発［平成２３年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 

波力や潮流等の海洋エネルギーを利用した発電技術の確立を目的に、横浜国立大学名誉教授 亀本 喬司をプロジ

ェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①海洋エネルギー発電システム実証研究 

実海域へデバイスを設置するための、実施設計、施工・設置方法の検討、地元関係者との合意形成

や設置に必要な許認可等の取得を行う。また、必要に応じて次世代要素技術を確立したものから実証

研究に移行する追加公募を実施する。 

研究開発項目②次世代海洋エネルギー発電技術研究開発 

次世代要素技術を確立するために必要なスケールモデルの設計･製作、実海域での計測等を行い、

発電性能、制御や係留の信頼性等の試験・評価を行う。また、必要に応じて追加公募を実施する。 

研究開発項目③海洋エネルギー発電技術共通基盤研究 

海洋エネルギーの性能評価手法等や、国内の海洋エネルギーの詳細なポテンシャルについて、公募

を実施し、調査・検討を行う。 

［２６年度業務実績］ 

波力や潮流等の海洋エネルギーを利用した発電技術の確立を目的に、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①海洋エネルギー発電システム実証研究 

次世代要素技術を確立したものについて追加公募を実施し、実証研究に移行した。また、実海域へ

のデバイスを設置するための、実施設計や施工・設置方法の検討や地元形成や設置に必要な許認可等

の取得を行った。 

研究開発項目②次世代海洋エネルギー発電技術研究開発 

発電性能や信頼性の向上等に係る次世代要素技術について、スケールモデルの設計、製作、発電性

能、制御や係留の信頼性の試験評価を行った。また、追加公募を行い、海洋エネルギーの実現に有望

な案件について採択した。 

研究開発項目②海洋エネルギー発電技術共通基盤研究 

公募を実施し、海洋エネルギーの性能評価手法等や、国内の海洋エネルギーの詳細なポテンシャル

について詳細に調査・検討に着手した。 

 

 (e)再生可能エネルギー熱利用 

[中期計画] 

再生可能エネルギーの利用拡大に向けては、発電のみならず熱利用を促進することが重要である。これまでは地熱に

関する技術開発を中心に行ってきたが、今後は地熱に加え太陽熱や雪氷熱等にも取り組み、再生可能エネルギー熱利用

を進めていくことが重要である。 

第３期中期目標期間においては、地熱発電技術の高度化を図り、導入目標の達成を図るべく、発電技術の小型化・高

効率化に向けた技術開発を行うとともに、小規模地熱や熱利用の促進を図るべく、新たな媒体や腐食等対策に係る技術

開発や、地熱発電促進のための課題等抽出に向け、必要な調査を行う。また、低コストな熱計測技術の開発、実証を行

うとともに、地熱以外の熱に関する必要な調査等を行う。 

《１》地熱発電技術研究開発 ［平成２５年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 

地熱発電の導入拡大に貢献することを目的に、以下の研究開発を実施する。また、必要に応じて追加公募を行い事

業の補強･加速をはかる。 

研究開発項目①環境配慮型高機能地熱発電システムの機器開発 

地熱複合サイクル発電システムの開発について、低沸点媒体の特性に適したバイナリータービンの

最適化設計やバイナリータービンからの抽気蒸気を用いた再生ヒータ・凝縮器の設計を行う。また、

複合サイクル発電実証プラントの機械・電気系統、各構成機器、配管・配置、法規制等の検討を行い、

全体設計を行う。 

研究開発項目②低温域の地熱資源有効活用のための小型バイナリー発電システムの開発 

無給油型スクロール膨張機を用いた高効率小型バイナリー発電システムの実用化について、一次試

作機評価の課題に対して設計変更を行うとともに、摩耗試験結果により潤滑機構と材料を改善してバ

イナリー発電システムを最適化する。 

研究開発項目③発電所の環境保全対策技術開発 

硫化水素拡散予測シミュレーションモデルの研究開発について、硫化水素拡散予測数値モデルを構

築し、先行事例における具体的な地形、気象等に係る影響因子を考慮した再現予測計算を行う。 

研究開発項目④上記①～③以外で地熱発電の導入拡大に資する革新的技術開発 

低温域の地熱資源有効活用のためのスケール除去技術の開発について、５ｔ／ｈ磁気分離装置の運

転・試験結果から、５０ｋＷ温泉バイナリー設備用磁気分離装置の設計課題を明確化する。また、磁
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気分離装置の大型化に対応した磁気フィルターの設計指針を決定する。さらに、温泉発電の可能性が

見込める地域の温泉水を採取して、シリカ濃度ならびにナトリウム、カルシウムなどの化学分析を行

う。 

［２６年度業務実績］ 

地熱発電の導入拡大に貢献することを目的に、以下の研究開発を実施した。また、追加公募を行い事業の補強･加速

をはかった。 

研究開発項目①環境配慮型高機能地熱発電システムの機器開発 

低沸点媒体に求められる要求性能と熱サイクルポテンシャル評価により、候補低沸点媒体を選定し

た。また複合サイクルを模擬したヒートバランスの検討から選定した候補媒体が高い効率を有するこ

とを確認した。 

低沸点媒体の特性に適したバイナリータービンの通路部最適化設計とタービン構成の検討を行うと

共に概念図を作成した。超臨界媒体向けの蒸発器および凝縮器の設計を行った。 

研究開発項目②低温域の地熱資源有効活用のための小型バイナリー発電システムの開発 

無給油型スクロール膨張機を用いたバイナリー発電システムの試験を開始し、評価した。 

膨張機内の潤滑機構を評価する摩耗試験機により、摺動部材料をスクリーニングした。 

研究開発項目③発電所の環境保全対策技術開発 

代表的な先行事例の風洞実験結果を利用して、検証を行いながら硫化水素拡散予測数値モデル構築

を行った。 

風洞実験計画を進め、実験地点の選定、実験条件のまとめを行った。 

研究開発項目④上記①～③以外で地熱発電の導入拡大に資する革新的技術開発 

地熱水中のシリカ成分を低減させるため、前処理および磁気分離装置の設計と試作、評価試験を実

施した。その結果、低減させる可能性があることが示された。また、北海道・東北・関東・九州地方

の 33 個の温泉地について現地調査を実施し、うち 9 個の温泉地で温泉発電時におけるスケール発生

の可能性が推量された。 

 

《２》再生可能エネルギー熱利用技術開発 ［平成２６年度～平成３０年度］ 

［２６年度計画］ 

コストダウンを目的とした地中熱利用技術及びシステムの開発、並びに、各種再生可能エネルギー熱の利用につい

て、蓄熱利用等を含むトータルシステムの高効率化・規格化、評価技術の高精度化等に取り組むことで、再生可能エ

ネルギー熱利用の普及拡大に貢献することを目的として、公募を行い、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①コストダウンを目的とした地中熱利用技術の開発 

我が国の利用に適合した掘削手法及び掘削技術、高効率地中熱交換器、地中熱の利用状態・温度等

に適合したＨＰ（Heat Pump）の開発や、地中熱交換器設置コスト低減化技術の開発等を通じて、初

期コストを低減するための開発を行う。 

研究開発項目②地中熱利用トータルシステムの高効率技術開発及び規格化 

個別機器の開発でなく、システム構成要素（掘削からＨＰ、配管まで）を統合したトータルシステ

ムの稼働効率化及び規格化によるコストダウンや、需要側の利用状況の特徴に対応したシステムの高

効率開発等を通じて、さらに上記技術の効率向上による運用コストダウンのための開発を行う。 

研究開発項目③再生可能エネルギー熱利用のポテンシャル評価技術の開発 

再生可能エネルギー熱の採熱場所及び方法を明らかにし、効率的なシステム導入の促進に資する、

ポテンシャル簡易予測・評価技術を開発し、それを利用したポテンシャルマップの構築を行う。 

研究開発項目④その他再生可能エネルギー熱利用トータルシステムの高効率化・規格化 

その他再生可能エネルギー熱(太陽熱、雪氷熱、未利用熱等)利用システムについては、蓄熱などの

要素も考慮して我が国に適したトータルシステムのコストダウンと高効率化に資する革新的技術開発

及び規格化を推進する。運転時の利用率向上、効率向上を行うことで、再生可能エネルギーの熱利用

価値の向上に資するべく、再生可能エネルギーの熱源の変動（瞬間、日間、年間等）に対応した技術

の開発を行う。 

また、個別機器の開発だけではなく、我が国に適したトータルシステムの高効率化及び規格化を推

進する。 

研究開発項目⑤上記研究開発項目①から②以外でその他再生可能エネルギー熱利用システム導入拡大に資する革新的

技術開発 

上記研究開発項目①～④以外でその他再生可能エネルギー熱利用システム導入拡大に資する、我が

国に適したシステムのコストダウンを考慮した革新的技術を開発する。 

［２６年度業務実績］ 

コストダウンを目的とした地中熱利用技術及びシステムの開発、並びに、各種再生可能エネルギー熱の利用について、

蓄熱利用等を含むトータルシステムの高効率化・規格化、評価技術の高精度化等に取り組むことで、再生可能エネルギ

ー熱利用の普及拡大に貢献することを目的として、公募を行い、以下の研究開発に着手した。 

研究開発項目①コストダウンを目的とした地中熱利用技術の開発 

高性能ボーリングマシンの低騒音化・自動化に向け、既存マシンの騒音、振動を測定し、騒音発生
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箇所や騒音レベルを特定した。 

研究開発項目②地中熱利用トータルシステムの高効率技術開発及び規格化 

間接型地中熱ヒートポンプシステムの削孔試験の実施や、新形状採熱管の試作、モジュール形ヒー

トポンプ試験設備の構築など各要素開発に着手するとともに、地中熱利用熱回収ヒートポンプシステ

ムの試験設備を構築した。 

耐震補強用の杭を流用し、２０ｍ程度の浅い地中熱を利用した一般住宅向けシステム向け小型回転

埋設機構と掘削先端部の設計に着手するとともに、廃校跡に熱交換井群を設置し実証試験の準備を行

った。 

研究開発項目③再生可能エネルギー熱利用のポテンシャル評価技術の開発 

地下水の流れを組み込んだ地下構造モデルを用いて高精度化した地中熱利用ポテンシャルマップの

評価方法の確立及びデータベースの開発を開始した。 

研究開発項目④その他再生可能エネルギー熱利用トータルシステムの高効率化・規格化 

莫大な冷房を必要とするデータセンターの冷却コストを低減する、都市除排雪から得られる雪氷熱

を利用した冷房システムで、雪堆積場の路盤材強度と低コスト化検討を実施した。 

研究開発項目⑤上記研究開発項目①～④以外でその他再生可能エネルギー熱利用システム導入拡大に資する革新的技

術開発 

含水量が多く、いままで処理が困難であった食品廃棄物を超臨界水ガス化することで再生可能熱を

創生する技術の実現可能性調査により、最適な実用化システムを検討した。 

 

 (f)系統サポート 

[中期計画] 

再生可能エネルギーは出力が不安定な電源であり、系統側における電力安定化対策として蓄電池等に係る技術開発が

行われているが、発電側においても電力安定化等に向けた取組が必要である。 

第３期中期目標期間においては、出力変動に対する予見性の向上のため、発電出力予測システムの検討及び開発を行

うとともに、出力変動緩和のための蓄エネルギーシステムの可能性評価及び開発等、再生可能エネルギーの調整電源化

に向けた必要な技術開発を行う。 

 

《１》電力系統出力変動対応技術研究開発事業 ［平成２６年度～平成３０年度］ 

［２６年度計画］ 

再生可能エネルギーについて、出力が不安定な変動電源から、出力を予測・制御・運用することが可能な変動電源に

改善することで、その連系拡大を目指すことを目的として、公募を行い、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①風力発電予測･制御高度化 

一定規模以上の風力発電設備を対象に、発電出力や気象データのモニタリングを行い、ランプ現象

の発生要因を解析し、ランプ予測技術と予測技術を活用した風車制御及び蓄エネルギー制御技術（以

下、出力変動制御技術）の開発により変動電源の計画発電化を目指す。 

研究開発項目②予測技術系統運用シミュレーション 

ランプ予測技術と出力変動制御技術に加え、調整電源の最適運用手法などを総合的に組み合わせた

需給シミュレーションシステムを開発し、再エネの連系拡大に向けた技術的課題と課題解決策を明ら

かにする。また、課題解決策の効果を確認するため、実際の電力系統における実証試験を行う。 

［２６年度業務実績］ 

再生可能エネルギーについて、出力が不安定な変動電源から、出力を予測・制御・運用することが可能な変動電源に

改善することで、その連系拡大を目指すことを目的として、公募を行い、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①風力発電予測･制御高度化 

一定規模以上の風力発電設備を対象に、風力発電及び気象モニタリングシステムの構築に着手した。

また、ランプ予測技術については、ベンチマークテストを実施し、現行の風力発電出力予測モデルに

おけるランプ予測の問題点抽出に着手した。蓄エネルギー制御技術については、コスト面及び導入可

能性を加味した蓄エネルギー技術の評価及びその制御技術の基礎検討を実施した。 

研究開発項目②予測技術系統運用シミュレーション 

需給シミュレーションシステム開発の前提条件の整理を開始した。また、信頼度評価などシミュレ

ーションで実施する内容を検討したうえでシステムの設計に着手した。また、再生可能エネルギーの

連系拡大を実現する最適な運用手法の効果を確認するため、実証試験を実施する電力系統の地点選定

を行い、再生可能エネルギー・蓄エネルギー設備等の実証設備及び制御システムの仕様検討と一部設

備の構築を開始した。 

 

《２》分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業 ［平成２６年度～平成３０年度］ 

再生可能エネルギーの導入拡大に伴って配電系統に生じる電圧上昇等の課題を解決するため、以下の研究開発を実施
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する。 

研究開発項目①次世代電圧調整機器・システムの開発 

次世代電圧調整器及びその制御システムの開発目標仕様を策定すると共に、実証機の設計検討、要

素技術の開発を開始する。 

研究開発項目②次世代配電システムの構築に係る共通基盤技術の開発 

国内の配電系統構成等の実態把握、再生可能エネルギー導入時の影響調査等を進め、次世代電圧調

整機器・制御システムを配電網に適用し、効果的に再生可能エネルギーの大量導入を図るための共通

基盤技術の開発を開始する。また、研究開発項目①で開発する次世代電圧調整機器・システムのフィ

ールドでの運用検証に向けた全体計画の検討を開始する。 

研究開発項目③未来のスマートグリッド構築に向けたフィージビリティスタディ 

配電網に係る国内外の政策、規制・基準の動向、技術開発動向や再生可能エネルギーの導入動向等

について調査を行いつつ、未来のスマートグリッド構築に向けた検討を開始する。 

［２６年度業務実績］ 

再生可能エネルギーの導入拡大に伴って配電系統に生じる電圧上昇等の課題を解決するため、以下の研究開発を実施

した。 

研究開発項目①次世代電圧調整機器・システムの開発 

次世代電圧調整機器の開発については、ＳＶＣ※1、ＴＶＲ※2、ＡＶＲ※3 付柱上Ｔｒの基本仕様を決

定した。電圧制御システムについては、集中制御方式の仕様検討を踏まえたシミュレーションを実施

し、自律分散制御方式の仕様を検討した次世代電圧調整機器のモデル化を実施した。 

※１ ＳＶＣ（Static Var Compensator：静止型無効電力補償装置） 

※２ ＴＶＲ（Thyristor type step Voltage Regulator：サイリスタ式自動電圧調整器） 

※３ ＡＶＲ（Automatic Voltage Regulator：自動電圧調整器） 

研究開発項目②次世代配電システムの構築に係る共通基盤技術の開発 

外部有識者で構成される検討作業会を発足させるとともに、検討作業会でのアドバイスや指示方針

を勘案しながら、性能・信頼性評価方法の検討とフィールドでの運用検証時の試験方法の検討、及び

配電システムの設計指針の検討を行った。 

研究開発項目③未来のスマートグリッド構築に向けたフィージビリティスタディ 

外部有識者で構成される検討委員会を発足させるとともに、検討委員会での将来像に対する意見等

を反映しながら、国内外の配電系統や技術開発動向の調査を行い、電気的特性及び信頼性、経済性の

評価分析を行うための検討、事前準備を実施した。 

 

 (g)燃料電池・水素 

[中期計画] 

燃料電池は、燃料となる水素と空気中の酸素を直接化学反応させて電気と熱を同時に取り出すため、エネルギー効率

が高くかつ発電・発熱時には温室効果ガスを発生しないため、我が国における省エネルギーや地球温暖化対策の観点か

ら重要な技術である。また、東日本大震災以降、災害に強い分散型エネルギーシステムへの重要性が増している点から

も、分散型電源の一翼を担う燃料電池に対する期待が高まっている。 

第３期中期目標期間においては、家庭用燃料電池の普及拡大と業務用・発電事業用燃料電池の実用化・事業化を図る

ため、家庭用燃料電池の一層の低コスト化及び耐久性９万時間等の達成、業務用・事業用発電システムの確立に向け、

必要な技術開発等を行うとともに、ＳＯＦＣの大型化及びガスタービンとの連携技術の開発を行い、発電効率６０％、

耐久性９万時間等を目指す。また、標準化等に資する取組を行う。加えて、固体高分子形燃料電池、固体酸化物形燃料

電池等の従来型燃料電池と異なる次世代燃料電池の開発及び従来型燃料電池の新たな用途の実用化・事業化、商品性の

向上、低コスト化等に関する技術開発を行う。 

また、燃料電池自動車の普及拡大と水素供給インフラの整備促進に向け、自動車用燃料電池の低コスト化及び耐久性

５，０００時間の達成等に向けた技術開発を行うとともに、将来的に水素ステーションのコストを２億円（３００Ｎｍ

３/ｈ規模）程度に低減すべく、水素の製造・輸送・貯蔵・供給に係る技術開発を行う。また、水素供給インフラの低

コスト化・高性能化を図るべく、技術の実証等を行うとともに、経済性の向上のため、規制適正化や標準化等に資する

取組を行う。 

さらに、水素を利用したエネルギーシステムの実現に向け、技術動向等を調査し、水素の貯蔵や輸送等に関する新し

い技術の開発等を行う。 

 

《１》固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発 ［平成２２年度～平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ：Polymer Electrolyte Fuel Cell）の普及に必要な要素技術等を確立することを

目的に、山梨大学 燃料電池ナノ材料研究センター長 教授 渡辺 政廣氏（１）、同志社大学 理工学部機能分子・生命

科学科 教授 稲葉 稔氏（３）、横浜国立大学 工学研究院 特任教授 太田 健一郎氏（５）、技術研究組合ＦＣ－Ｃｕ

ｂｉｃ 専務理事 長谷川 弘氏（６）、大同大学 客員教授 大丸 明正氏（７）をプロジェクトリーダーとし、以下の
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研究開発を実施する。 

研究開発項目①基盤技術開発 

平成２６年度の最終目標の達成に向けて以下の項目について研究開発を行う。 

（１）劣化機構解析とナノテクノロジーを融合した高性能セルのための基礎的材料研究 

（２）定置用燃料電池システムの低コスト化のためのＭＥＡ（Membrane Electrode Assembly） 高性能

化 

（３）低白金化技術 

（４）カーボンアロイ触媒 

（５）酸化物系非貴金属触媒 

（６）ＭＥＡ材料の構造・反応・物質移動解析 

（７）セル評価解析の共通基盤技術 

研究開発項目②実用化技術開発 

定置用燃料電池システムの低コスト化を実現する高性能電解質材料の実用化技術開発では、平成２

５年度に仕様を決定した最終電解質膜の耐久実証を行う。また、革新的補強芯材技術の開発について

は、補強芯材作製プロセスを最適化する事でより高強度化を目指し、電解質膜の構造安定性向上を実

現する。さらに、製膜ドープ製造技術と広幅製膜技術と組み合わせて、低コスト高性能フッ素系高分

子電解質膜開発に繋げ、製造原価５０００円／ｍ２以下の実証を目指す。 

研究開発項目③次世代技術開発 

車載用革新的フッ素系新規電解質膜の開発では、金属不純物を不活化する添加剤の最適化及びガス

バリア性を有する添加剤の最適化を行いそれぞれの技術を融合する事で、初期性能・耐久性が標準比

較膜と同等以上であり、かつ１０００万ｍ２／年産時にコスト１０００円／ｍ２の見通しを得る。さ

らに高酸素ガス透過性アイオノマーの開発については、モノマー構造を最適化する等の改良を行い、

標準フッ素アイオノマーに対して５倍以上の酸素ガス透過性を有する新規アイオノマーを開発する。 

［２６年度業務実績］ 

固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ：Polymer Electrolyte Fuel Cell）の普及に必要な要素技術等を確立することを

目的に、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①基盤技術開発 

（１）劣化機構解析とナノテクノロジーを融合した高性能セルのための基礎的材料研究 

－３０℃で起動し、最高１００℃での作動が３０％ＲＨ(相対湿度）で可能であることを確認した。

効率は定格の２５％で６４％ＬＨＶ、耐久性は５，０００時間作動および６万回の起動停止が見通せ

るＭＥＡ（膜電極接合体）に資する電極触媒、電解質膜を開発した。 

（２）定置用燃料電池システムの低コスト化のためのＭＥＡ （Membrane Electrode Assembly） 高性能

化 

新規の高濃度ＣＯ耐性アノード触媒、助触媒、ならびにこれらの複合触媒の調製法を確立し、高温

低加湿条件におけるＭＥＡ試験においてＣＯ濃度３００ｐｐｍにて、電圧低下２０ｍＶ以下の見通し

を得た。 

（３）低白金化技術 

パラジウムをコアとした触媒の量産技術開発により、市販Ｐｔ／Ｃ触媒の約６倍の高活性化を達成

し、白金使用量低減の見通しが得られた。 

（４）カーボンアロイ触媒 

カーボンアロイ触媒の活性点を分析し、空気を酸化剤に用いた単セル発電において、１．０Ａ／ｃ

ｍ２で０．４５Ｖの出力が得られた。 

（５）酸化物系非貴金属触媒 

酸化物触媒の活性点は、酸化物の表面酸素空孔と推定し、ジルコニウム系酸化物を触媒として用い

て、空気加圧下で０．６Ｖで０．３２Ａ／ｃｍ２の出力が得られた。 

（６）ＭＥＡ材料の構造・反応・物質移動解析 

燃料電池性能を向上させるキーとなるプロトン伝導性への影響要因、ガス透過・輸送性、酸素還元

反応等のメカニズムを解明し、設計指針として、電解質材料構造、酸素･プロトン輸送の材料制御因

子、構造制御因子等を提示した。 

（７）セル評価解析の共通基盤技術 

新規材料として触媒２１種類と電解質膜１７種を評価し、材料開発にフィードバックを行った。ま

た、燃料電池技術の国際標準化を推進しているＩＥＣ／ＴＣ１０５の改訂において、耐久性試験方法

を提案した。 

研究開発項目②実用化技術開発 

高性能電解質材料の実用化開発では、補強芯材との複合化電解質膜により、高性能、高耐久、低コ

ストを実現する実用化目処を得た。 

ＭＥＡの量産製造装置の開発では、直接塗工技術の確立により、インク使用量の３０％削減、１セ

ル当たりの生産タクト５秒を達成した。 

燃料電池の更なる普及拡大に資する新規テーマを公募し、欧州への家庭用燃料電池普及のために、

燃料組成への変動対応、屋内設置を行うためのシステム開発を行った。 

研究開発項目③次世代技術開発 
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フッ素系電解質膜として、金属不純物耐性および高ガスバリア性を付加する要素技術の目処を得た。 

ナノファイバーを基材とした複合膜の開発を行い、超薄膜化の目処を得た。 

炭化水素系電解質膜においては、初期性能においては性能向上が確認され、耐久性についてはいく

つかの取り組むべき課題を明確化した。 

 

《２》水素利用技術研究開発事業 ［平成２５年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 

国立大学法人九州大学 水素エネルギー国際研究センター教授 尾上清明氏、国立大学法人九州大学 水素材料先端

科学研究センターセンター長 杉村丈一氏をプロジェクトリーダー（ＰＬ）として、水素供給インフラ等に係るさらな

る低コスト化や国内規制適正化等を図ることを目的に、公募を行い、以下の研究開発を進める。 

研究開発項目①ＦＣＶ及び水素供給インフラの国内規制適正化、国際基準調和・国際標準化に関する研究開発 

水素ステーションに関しては、設置・運用等における規制の適正化、使用可能鋼材の拡大、水素ガ

ス品質管理方法の研究開発等を行う。ＦＣＶに関しては、国内規制の適正化や、国際基準調和を実現

させるための研究開発等を行う。 

研究開発項目②ＦＣＶ及び水素ステーション用低コスト機器・システム等に関する研究開発 

水素製造・輸送・貯蔵・充填の各機器並びにシステムとしての効率向上に繋がる技術について、高

性能化、コスト低減、長寿命化及びメンテナンス性向上のための研究開発を行う。また、ＦＣＶに関

しては、水素貯蔵容器のコスト低減に向けて水素貯蔵材料の開発を行う。 

研究開発項目③水素ステーション安全基盤整備に関する研究開発 

水素ステーションの普及初期開始期に向けて、一般ユーザーに安定したサービスを提供できるため

の運用技術の開発を実施する。さらに、本格普及に向けて、より一層安心して受け入れられる安全・

安心な次世代水素ステーションに必要な技術開発を行う。また、ステークホルダーへの情報提供・コ

ミュニケーションも含めたリスクマネジメントについての検討を行う。 

研究開発項目④ＣＯ２フリー水素及び国際機関等に係る政策・市場・研究開発動向に関する調査研究 

海外の政策・市場・研究開発動向に関する調査研究を行うとともに、ＣＯ２フリー水素等に関する

適正な発電方法の選定、及び水素供給プロセスの実現可能性を検討する。 

［２６年度業務実績］ 

水素供給インフラ等に係るさらなる低コスト化や国内規制適正化等を図ることを目的に、公募を行い、以下の研究開

発を進めた。 

研究開発項目①ＦＣＶ及び水素供給インフラの国内規制適正化、国際基準調和・国際標準化に関する研究開発 

７０ＭＰａスタンドの保安検査基準の整備に関して、改正された一般高圧ガス保安規則に準じた保

安検査基準の作成、定期自主検査指針の作成を行った。・公道でのガス欠対応のための充填場所の確

保に関し、課題を明確化した。 

液化水素貯蔵の水素スタンドにおける距離規制に関する技術基準の改訂案を作成し、年度内の改訂

に至った。 

使用可能鋼材の拡大に関しては、ＳＵＳ３１６Ｎｉ当量品、ＳＵＨ６６０、銅合金について、例示

基準化に資するデータを取得し、平成２６年度の例示基準に反映させた。 

クロムモリブデン鋼の耐水素性評価結果を元に、公式による設計が可能な条件、および解析による

設計をするための考え方を提案した。 

水素ステーションにおける水素ガス品質管理方法のガイドライン案や、充填性能確認ガイドライン

の作成を行った。 

研究開発項目②ＦＣＶ及び水素ステーション用低コスト機器・システム等に関する研究開発 

水素圧縮機、水素製造装置、プレクーラシステムの低コスト化技術開発において、機器の基本設計

を完了し、開発機の製作を開始した。 

複合容器蓄圧器の低コスト化に向け、小型・大型容器による評価試験や最適形状設計を実施した。 

水素計量のための重量法試験設備を製作し、水素ステーションで技術検証を実施するとともに、そ

の結果を水素計量ガイドライン案に反映させた。 

研究開発項目③水素ステーション安全基盤整備に関する研究開発 

水素ステーションからトラブル事例等を収集し、分析・展開を行うとともに、これらをまとめたセ

ーフティーデータベースの基本仕様を確定した。 

人材教育・育成手法のツール開発については、保安管理マニュアルの整備や模擬訓練による課題抽

出を行い、業界自主基準ガイドライン案の骨格を策定した。 

研究開発項目④ＣＯ２フリー水素及び国際機関等に係る政策・市場・研究開発動向に関する調査研究 

ＩＥＡ／ＨＩＡ・ＡＦＣＩＡにおいて燃料電池・水素利用の市場性を調査した。 

ＩＰＨＥにおける日本の議長活動の支援を行い、国内外の産官学の情報交換活性化を支援した。 

 

《３》固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発［平成２５年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 
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固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ：Solid Oxide Fuel Cell）に関して、家庭用燃料電池の普及拡大と業務用・発電

事業用燃料電池の実用化を図るため、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①固体酸化物形燃料電池の耐久性迅速評価方法に関する基礎研究 

   国立大学法人東京大学生産技術研究所 特任教授 横川晴美氏をプロジェクトリーダーとし、以

下の研究開発を引き続き実施する。 

(１）スタック耐久性評価 

(２）劣化機構解明 

(３）耐久性迅速評価方法の開発 

研究開発項目②固体酸化物形燃料電池を用いた業務用システムの実用化技術実証 

５ｋＷ級業務用システムの実証評価について、引き続きシステムでの耐久評価を継続して、発電効

率４８％超、総合効率９０％の目標達成のための課題抽出を行うとともに、システム機への反映とし

て、改良を加えられた発電部、補機部の必要部位を差し替えて評価を開始する。また、実証サイトを

増やすことで、運転パラメータを変化させて比較、評価を行い、より多くのデータを収集して、初期

の性能目標を達成する見通しを得る。また、新規テーマの追加公募を行う。 

研究開発項目③固体酸化物形燃料電池を用いた事業用発電システムの要素技術開発 

   主に、信頼性向上に向けたデータの取得を目的として、単セルスタックでの長期耐久性試験の継

続、ＳＯＦＣ－ガスタービン連携模擬試験を実施する。また、平成２５年度に引き続き、量産化技術

などについても取り組んでいく。燃焼器の開発においては、大型実寸燃焼試験装置を用い、実機を想

定した運用を検証する。 

研究開発項目④次世代技術開発 

固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）、固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）等の従来型燃料電池と異な

る次世代燃料電池の開発及びＳＯＦＣの新たな用途の実用化、商品性の向上、低コスト化等に関する

以下のテーマについて技術開発を引き続き行う。 

（１）可逆動作可能な固体酸化物型燃料電池による低コスト水素製造及び高効率発電を利用した電力貯

蔵 

（２）マイクロＳＯＦＣ型小型発電機 

（３）中温作動型酸化物プロトンＳＯＦＣの開発 

［２６年度業務実績］ 

固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ：Solid Oxide Fuel Cell）に関して、家庭用燃料電池の普及拡大と業務用・発電

事業用燃料電池の実用化を図るため、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①固体酸化物形燃料電池の耐久性迅速評価方法に関する基礎研究 

（１）スタック耐久性評価 

中温筒状平板形、高温円筒横縞形、低温小型円筒形、中温平板形、中温筒状横縞形、中温一体焼結

形の各種燃料電池スタックにおいて、長期耐久試験を行い、基本データの取得や劣化要因の分析を実

施した。 

（２）劣化機構解明 

熱力学的解析では各スタックの劣化挙動解析を行い、劣化基礎データの収集、空気極加速劣化試験

の検討を進めた。化学的解析では各スタックの硫黄被毒耐久試験、強制劣化試験等を行った。三相界

面微構造解析では、各スタック電極の三相界面近傍について微構造の局所的変化などを観察し、電池

性能との相関を検討した。セル構造体解析では、長期使用後のセルスタック応力解析に必要な装置を

整備し、各スタック構成材料の機械的基礎データの取得を行った。 

（３）耐久性迅速評価方法の開発 

スタック性能劣化解析とその高度化では、１～２万時間の長期試験を継続して行った。各スタック

に対して、性能要因分析を行い、各要因間の相関関係を考察した。シミュレーション技術の開発では、

燃料極のＮｉ焼結に伴う形態変化の数値シミュレーションコードを開発した。また、電極解析プログ

ラム開発による燃料極・電解質・空気極における劣化現象の解明や、ジルコニア系電解質の相変態に

よる伝導度低下の機構解明とモデル化を行い、酸素ポテンシャル計算ソフトとの結合を図った。 

研究開発項目②固体酸化物形燃料電池を用いた業務用システムの実用化技術実証 

５ｋＷ級業務用システムの実証評価においては、実証システムを延べ１４台まで増やし、負荷率や

燃料利用率等の運転パラメータを変化させて比較、評価を行い、より多くのデータを収集して、初期

の性能目標を達成するための知見を集積した。 

円筒形ＳＯＦＣ-ガスタービンハイブリッドシステムの実用化に向けた運転技術実証については、

４，１００時間の運転で性能低下がなく、かつ非常停止試験でも問題ないことを実証し、商品化に必

要な各種規制緩和のためのデータ蓄積を行った。 

中容量業務用システム実用化実証に関して新規テーマ 2 件を追加採択し、モジュール設計や大型化

への課題抽出を行った。 

研究開発項目③固体酸化物形燃料電池を用いた事業用発電システムの要素技術開発 

信頼性向上に向けたデータの取得を目的として、単セルスタックでの長期耐久性試験を継続、ＳＯ

ＦＣ－ガスタービン連携模擬試験を実施した。量産化技術の取り組みについては、セルスタック製造

メーカーとの技術提携を実施した。 

燃焼器の開発においては、大型実寸燃焼試験装置を用い、実機を想定した運用を検証した。 
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研究開発項目④次世代技術開発 

（１）可逆動作可能な固体酸化物型燃料電池による低コスト水素製造および高効率発電を利用した電力

貯蔵 

活性の向上を目的にＮｉＦｅに添加する酸化物を広範囲に検討するとともに、安定性の向上を目的

に酸化物のみの電極からなる可逆セルの開発を行った。 

（２）マイクロＳＯＦＣ型小型発電機 

カセットガス、ガス供給システム、脱硫装置、改質器、発電モジュール、排ガス除害装置を配した

検証機を設計・製作し、容積・重量等の可搬性に関わる項目を検証した。 

（３）中温作動型酸化物プロトンＳＯＦＣの開発 

混合イオン伝導体や電極微細構造を最適化するアノードおよびカソード材料の材料候補の絞り込み

を実施した。 

 

《４》水素利用等先導研究開発事業［平成２６年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 

水素等の新たなエネルギーキャリアについて化石燃料等と競合できる価格の実現を目指し、以下の研究開発を行う。 

研究開発項目①低コスト水素製造システムの研究開発 

アルカリ水電解、固体高分子型水電解等の水電解システムについて、電解電流密度の向上、電解セ

ル大型化等による設備コストの低減等について基礎的な検討を実施する。 

研究開発項目②高効率水素製造技術の研究 

（１）次世代水電解システムの研究 

アルカリ水電解、固体高分子型水電解等の電解セル構成材料、セル構造、セル運転条件等の革新に

向けて、電解効率を飛躍的に向上させる次世代水電解技術の基礎的な研究開発を行う。 

（２）高温水蒸気電解システムの研究 

原理的に電解効率に優れた高温水蒸気電解技術について、セル・スタック製造技術の開発、耐久性

向上の基礎的な研究を行う。 

研究開発項目③周辺技術（水素液化貯蔵システム）の研究開発 

水素生成量の変動に対応可能な大型高効率液化システム、断熱性に優れた大型液体水素タンク等か

らなる水素液化貯蔵システムの基盤技術開発のための基礎的な検討を行う。 

研究開発項目④エネルギーキャリアシステム調査研究 

有機ハイドライド、アンモニア、各種の炭化水素、金属など水素を効率的に貯蔵・輸送等できるエ

ネルギーキャリアについて、エネルギー効率、経済性の飛躍的向上が期待できる新規プロセスの有効

性を確認するため、必要な材料・要素機器の小規模な試作、性能評価等の基礎的な検討を行う。 

研究開発項目⑤トータルシステム導入シナリオ調査研究 

本事業の成果の速やかな実用化・普及を実現するため、水素・エネルギーキャリア技術が社会に導

入されるシナリオを検討し、技術目標の妥当性の確認、更なる具体化を含む本事業の戦略策定の基礎

となる情報を収集する。 

［２６年度業務実績］ 

水素等の新たなエネルギーキャリアについて化石燃料等と競合できる価格の実現を目指し、以下の研究開発を行った。 

研究開発項目①低コスト水素製造システムの研究開発 

アルカリ水電解装置の高耐久性・低過電圧化のため、電極や隔膜の開発を実施した。また、小型・

中型ユニットによる耐久性評価等を開始した。 

研究開発項目②高効率水素製造技術の研究 

（１）次世代水電解システムの研究 

電解効率向上のために負極・正極材料の改良や電極構造の最適化を実施した。 

（２）高温水蒸気電解システムの研究 

高温水蒸気電解の開発では、電解効率向上のため、セル・スタック構造の改良を実施した。また、

モックアップモジュールを製作し、コスト低減システムの検討を実施した。 

研究開発項目③周辺技術（水素液化貯蔵システム）の研究開発 

水素生成量の変動に対応可能な大型（５０～１００ｔ／ｄａｙ）高効率液化システム、断熱性に優

れた大型（５０，０００ｍ３級）液体水素タンク等からなる水素液化貯蔵システムの基盤技術を開発

するための基礎的な検討を実施した。具体的には、水素液化システムの予冷システムについて、現行

より２割程度原単位を改善したプロセスの策定、大型真空二重殻タンクの断熱支持構造成立確認や、

極低温水素圧縮に関する流体解析技術を確立した。 

研究開発項目④エネルギーキャリアシステム調査研究 

水素エネルギーキャリアのコスト分析フレームワークを開発した上で、４種類のエネルギーキャリ

ア（液体水素、有機ハイドライド他）について共通条件下でのコスト分析及び比較評価（一次検討）

を行った。 

有機ハイドライド、メタン、アンモニアの新規エネルギーキャリアプロセス開発に必要な材料・小

規模な試作装置を完成させ、各種試験に着手した。 
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研究開発項目⑤トータルシステム導入シナリオ調査研究 

水素を利用したエネルギーシステムにおける将来コストと水素需要の導入許容コストシナリオを作

成について、水素の最大導入ケースの分析・評価、ライフサイクル（ＬＣＡ)評価分析、個別技術シ

ナリオ・戦略検討等を行った。 

 

《５》水素社会構築技術開発事業 ［平成２６年度～平成３２年度］ 

［２６年度計画］ 

水素エネルギーの利活用を促進するために、水素の需要を増加させるだけで無く、需要に見合った水素を安価で安定

的に供給するための、水素の「製造」「輸送・貯蔵」「利用」に関する技術開発を行う。 

［２６年度業務実績］ 

水素の電力を大量かつ長期貯蔵、長距離輸送が可能であるという優れた特徴を活かし、再生可能エネルギーからの電

力を水素に転換し利用するシステム（Power to Gas）実証のＦＳを実施した。 

Power to Gas の様々な適用先に応じたアプリケーションと、そのアプリケーションに応じた技術によるシステムの

基礎検討を実施した。 

 

 (h)国際 

[中期計画] 

我が国の新エネルギー技術の産業競争力強化や地球環境問題の解決等に向け、当該技術の海外展開に向けた戦略的な

国際協力を実施していくことが重要である。 

第３期中期目標期間においては、今後再生可能エネルギー市場の拡大が見込まれる国々との間でパートナーシップの

構築を図るべく、政策対話、情報交換、人材育成、共同研究等を通じてネットワーク強化を図る。また、再生可能エネ

ルギーの普及拡大が今後見込まれる国・地域における技術実証事業を行うとともに、新しい技術の実用化・事業化・国

際的な技術動向の把握・市場の開拓の観点から、多国間・二国間協力の枠組みを有効活用する。 

 ［２６年度計画］ 

我が国の新エネルギー技術の産業競争力強化や地球環境問題の解決等に向け、当該技術の海外展開に向けた戦略的な

国際協力を実施していくことが重要である。 

再生可能エネルギーの普及拡大が今後見込まれる国・地域におけるパートナーシップの構築を図るべく、ＩＰＨＥ

（International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy）における日本の議長活動など、政策対

話、情報交換、人材育成、共同研究等を通じてネットワーク強化を図る。また、新しい技術の実用化・事業化・国際的

な技術動向の把握・市場の開拓の観点から、新たな技術実証事業を行うべく、必要な検討等を行う。 

［２６年度業務実績］ 

ＩＰＨＥ（International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy）においては、議長国として、

第２１回、第２２回の運営会議をリードし、燃料電池・水素に係る技術開発、政策等について積極的な情報交換を行っ

た。 

ＩＥＡ(International Energy Agency)の太陽光・バイオエナジー・燃料電池・水素等の各種実施協定に基づき、各

分野の技術情報を収集した。 

新たな技術実証事業立ち上げのために、有望な技術についてのヒアリングを実施した。 

 

以下、新エネルギー分野のその他の事業 

《１》新エネルギーベンチャー技術革新事業［平成１９年度～］ 

［２６年度計画］ 

新・国家エネルギー戦略（平成１８年５月）における新エネルギーイノベーション計画「新エネルギー・ベンチャー

ビジネスに対する支援の拡大」や総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会中間報告書（平成１８年５月）における

「ベンチャー企業による多様な技術革新の活性化」に基づき、ベンチャー企業等が保有している潜在的技術シーズを活

用することで、継続的な新エネルギー導入普及のための新たな技術オプションの発掘・顕在化を実現し、次世代の社会

を支える産業群を創出するため、再生可能エネルギー及びその関連技術に関する技術課題を提示し、それらの解決策と

なる技術について、多段階選抜方式による研究開発を委託及び助成により実施する。 

平成２６年度は、新たに研究開発を開始するテーマを採択、実施するとともに、継続分のテーマの研究開発を実施す

る。また、実用化を見据えたハンズオン支援等を実施する。 

［２６年度業務実績］ 

新・国家エネルギー戦略（平成１８年５月）における新エネルギーイノベーション計画「新エネルギー・ベンチャー

ビジネスに対する支援の拡大」や総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会中間報告書（平成１８年５月）における

「ベンチャー企業による多様な技術革新の活性化」に基づき、ベンチャー企業等が保有している潜在的技術シーズを活

用することで、継続的な新エネルギー導入普及のための新たな技術オプションの発掘・顕在化を実現し、次世代の社会

を支える産業群を創出するため、再生可能エネルギー及びその関連技術に関する技術課題を提示し、それらの解決策と
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なる技術について、多段階選抜方式による研究開発を委託及び助成により実施した。 

平成２６年度は、平成２５年度にフェーズＡ（フィージビリティ・スタディ：委託）を実施した６テーマのうち、ス

テージゲート評価により継続が認められた４テーマについて、フェーズＢ（基盤研究：委託）に着手した。また、平成

２５年度にフェーズＢ（基盤研究：委託）を実施した１１テーマのうち、ステージゲート評価により継続が認められた

６テーマについてフェーズＣ（実用化研究開発：助成）に着手した。 

たっては、２回の公募を実施し、第１回目は、申請のあった５９テーマについて厳正に審査した上で、１６テーマ

（うちフェーズＡ：９テーマ、フェーズＢ：６テーマ、フェーズＣ：１テーマ）を採択し、研究を実施した。第２回目

は、申請のあった４９テーマについて厳正に審査した上で、１２テーマ（うちフェーズＡ：５テーマ、フェーズＢ：６

テーマ、フェーズＣ：１テーマ）を採択し、研究を実施した。 

平成２６年度にフェーズＡを実施した９テーマ及びフェーズＢを実施した１０テーマのうち、１６テーマを対象にス

テージゲート評価を行い、１０テーマ（うちフェーズＢ：５テーマ、フェーズＣ：５テーマ）を選定した。 

また、ハンズオン支援については、２回実施した。 
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（ⅱ）省エネルギー分野 

［中期計画］ 

資源の大半を海外に依存している我が国にとって、資源確保は従前から重要な課題である。特に、近年、アジア地域

等の開発途上国の経済成長による化石燃料を主としたエネルギー需要の増加は著しく、世界各国ともにエネルギー資源

を始めとする資源確保の競争が激化することが見込まれる。こうしたエネルギーを取り巻く非常に厳しい国際環境に加

え、東日本大震災を契機にエネルギーに対する安全・安心に関する重要性を再確認することとなった。つまり、我が国

においては「効率性」を確保しながら、「安全」で「環境」に優しく、「エネルギーセキュリティ」にも十分に配慮した

エネルギー構造改革を成し遂げなければならないものとなった。そのためには、再生可能エネルギーの積極的な導入と

ともに、もう１つの柱として「省エネルギーの推進」は、その重要性を益々高めているところである。 

こうした背景の下、機構の省エネルギーに関する取組としては、大幅な省エネルギー効果が見込まれ、エネルギー・

産業構造の変革に貢献する省エネルギー技術の開発と、産業競争力の強化の観点から省エネルギー製品・技術の海外展

開の加速化を目指すものであり、平成２３年に策定した「省エネルギー技術戦略」を核として、着実に取組んでいく。

なお、当該技術戦略は、少なくとも２年毎に必要な見直しを行う。 

以下の分野に大別し、それぞれの分野の特性を踏まえながら技術開発を実施する。なお、核となる課題設定型助成事

業については、事後評価に付議される案件の８割以上が合格の評価を得ることを目標とするとともに、完了した実用化

開発及び実証研究フェーズの案件について事業化に係る調査を毎年行い、省エネルギー効果の総量を公表することとす

る。 

 

(a)産業分野 

［中期計画］ 

産業部門では、エネルギー効率向上によるコスト削減は競争力に直結する課題であり、省エネルギーかつ低コストで

低炭素型製品等のものづくりが進められており、我が国は世界有数のエネルギー生産効率を達成している。今後は、エ

ネルギー消費比率上位の産業を中心として、更なる効率改善を図るため、燃焼利用の最小化や熱利用工程の高効率化等

に係る技術開発の実施、エクセルギーの損失を最小化する産業プロセスやシステムの改善等に取組んでいく。 

 

 (b)家庭・業務分野 

［中期計画］ 

家庭・業務部門のエネルギー消費は我が国でも増加傾向にあるが、特に発展途上国を中心に急激に増加している。住

宅や業務用ビルの省エネルギーを推進するため、住宅・建築物躯体の断熱・蓄熱性能の向上、照明・空調・電子機器等

の効率向上及び無駄な電力（電力変換ロスや待機電力）の削減技術、未利用エネルギーの活用、住宅・建築物間でのエ

ネルギーマネジメント等の促進技術の開発に取組んでいく。 

 

 (c)運輸分野 

［中期計画］ 

運輸部門では、エネルギー消費量の大部分を乗用車及びトラックが占めておりその効率向上が重要であるが、自動車

単体対策（燃費向上、高効率モーター等の開発）に加えて、交通流対策等にも資するＩＴＳ（Intelligent Transport 

Systems）技術の活用の検討等にも取組んでいく。 

 

 (d)横断的分野 

［中期計画］ 

各部門に共通する技術は部門横断として捉え、具体的には、空調、給湯、乾燥、冷凍冷蔵、カーエアコンなど様々な

分野でその適用が拡大している「ヒートポンプ」、また、様々な分野において使用される電気電子機器に備わる電源の

高効率化を支える「パワーエレクトロニクス」、更には、熱利用が想定される分野のエネルギー消費用途の概ね５０％

を占める熱の有効利用や、次世代送配電ネットワークの構築（高温超電導線材を活用した高機能電力機器等を含む）に

不可欠であり、都市や街区レベルでのエネルギー利用最適化を図るエネルギーマネジメント技術に資する「熱・電力の

次世代ネットワーク」等に係る技術開発に取組んでいく。 
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《１》戦略的省エネルギー技術革新プログラム ［平成２４年度～平成３３年度］ 

［２６年度計画］ 

現行の「省エネルギー技術戦略」に掲げる産業・民生・運輸部門等の省エネルギーに資する重要技術に係る分野を中

心として、また、技術領域別に設けた会議体（コンソーシアム等）において設定した技術開発課題の解決に資する技術

開発を実施する。具体的には、技術ごとにその開発リスクや開発段階は異なるため、３つの開発フェーズ（「インキュ

ベーション研究開発フェーズ」、「実用化開発フェーズ」、「実証開発フェーズ」）を設けることで、その開発段階等に応

じるものとする。原則として複数回公募を行う。 

 省エネルギー技術に係る技術革新を促進し、効率的な技術開発及び制度の実効性を確保するため、関係機関及びユー

ザ等の外部有識者からなる会議体（コンソーシアム等）を設置（機構内だけではなく外部機関も有効に活用）し、同会

議体を活用することで、省エネルギー技術における重要な技術開発課題に係る検討を行うと共に、横断・融合領域の創

出、外部環境への影響や社会変革への働きかけ、海外展開の可能性などといった総括的な議論を行い、内外に発信して

いく。また、上記の議論も取りまとめつつ、「エネルギー基本計画」の改定などの政策的な動きも十分視野に入れ、国

内外の技術動向を踏まえつつ、重要技術の見直しなどを行う。 

 更に、必要に応じ、新たな切り口や着想に基づいた省エネルギーに係る技術の発掘、将来の革新的な省エネルギー技

術開発に資するための検討や制度の効果評価のための調査等を行う。 

［２６年度業務実績］ 

現行の「省エネルギー技術戦略」に掲げる産業・民生・運輸部門等の省エネルギーに資する重要技術に係る分野を中

心として、技術開発を実施した。 

 今年度は、外部有識者からなる委員会を設置し、「エネルギー基本計画」の改定などの政策的な動きも十分視野に入

れて、重要技術の見直しを行い、平成２６年度の第２回公募から適用を開始した。また、重要技術の中において、特に

緊急性が高く、かつ、社会的意義が高い「特定技術開発課題」を改定し、平成２７年度の第１回公募から適用を開始し

た。 

新規の採択については、技術ごとにその開発リスクや開発段階は異なるため、３つの開発フェーズ（「インキュベー

ション研究開発フェーズ」、「実用化開発フェーズ」、「実証開発フェーズ」）を設けることで、その開発段階等に応じる

ものとし、２回の公募を行った。第１回公募において２５テーマ、第２回公募においても２５テーマを採択し、制度発

足以来、最大数を採択した。 

また、成果が上がったテーマに係るプレスリリース、展示会での展示及び成果発表を通じて、企業の事業化を促進し

た。 

更にこれまで終了したテーマに係る成果の状況等の把握を目的とした調査に着手した。 

 

《２》太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発 ［平成２３年度～平成２７年度］ 

［２６年度計画］ 

 平成２７年度末に、全国の気候区分に合わせた実証住宅において、高性能断熱材、高機能パッシブ蓄熱建材及び戸建

住宅用太陽熱活用システムを実装し、条件を明確にした上で空調・給湯エネルギーが一次エネルギー換算で半減できる

可能性を実証することを目標に、以下の研究開発等を実施する。 

 研究開発項目④太陽熱活用システムの実証住宅での評価（助成） 

公募により優れた提案を採択して高性能断熱材、高機能パッシブ蓄熱建材及び戸建住宅用太陽熱活

用システムを効果的に組み込むための住宅を設計し、シミュレーション等により効果を検証した上で、

適切な設計変更を加える。その後、日本全国の気候区分に合わせた実証住宅として建築し、各要素技

術の省エネルギー効果が把握できるよう各種データの測定と解析を開始する。 

太陽熱活用住宅に係る調査の実施（委託） 

平成２５年度に開始した実証事業に向けた断熱材及び蓄熱建材の評価方法の検討を継続実施し、今

年度は、主に評価結果の取りまとめを実施する。また、事業の最終目標に向けた効果の検証やシミュ

レーション等の検討を行うための委託調査の公募を必要に応じて実施する。 

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年３月に研究開発項目④「太陽熱活用システムの実証住宅での評価」について公募を行い、平成２６年６月

に実施体制を決定した。平成２７年２月には、住宅の省エネルギー基準への反映を目指す旨、最終目標に明記すること

を基本計画に追記した。 

研究開発項目④太陽熱活用システムの実証住宅での評価（助成） 

公募の結果、以下の２グループを助成事業者として選定した。 

（ａ）ＦＨアライアンスグループ（株式会社ＦＨアライアンス、株式会社カワムラ、株式会社大洋建設、 

（ｂ）ＯＭソーラーグループ（ＯＭソーラー株式会社、小松建設株式会社、サイト工業株式会社、ＯＭ

建築工房株式会社、山佐産業株式会社、株式会社アイムホーム） 

真空断熱材、ＰＣＭ蓄熱建材、太陽熱活用システムとして、ＯＭソーラーグループは、ＯＭソーラ

ー改良システムを、ＦＨアライアンスグループはダブルスキン、トランプウィールを取り込んだマッ

ハシステム組み込んだ住宅を設計し、事前にシミュレーション等により効果を検証し、一部設計変更

を加えた。その後、日本全国の気候区分に合わせた実証住宅を１０棟建築し、省エネルギー効果が把
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握できるよう各種センサーを設置して冬季からのデータ計測を開始した。沖縄県の実証住宅は工期が

長い等の影響で完成と計測開始は平成２７年度の予定とした。 

 

上記の助成事業の他、次の委託事業を実施した。 

（ａ）平成２５年度～平成２６年度（委託先：株式会社野村総合研究所） 

太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発に係る断熱材及び蓄熱建材の動向調査として、実証事業に

向けた断熱材及び蓄熱建材の初期的な評価方法の検討を行った。この成果に基づいて、平成２６年度

～平成２７年度に実施する実証事業に採用可能な断熱材と蓄熱建材の採用基準が明確になった。これ

により、平成２３年～平成２５年に実施した断熱材と蓄熱建材の開発事業に参加していない事業者に

も「太陽熱活用システムの実証住宅での評価」事業参画の門戸を開いた。 

（ｂ）平成２６年度～平成２７年度（委託先：佐藤エネルギーリサーチ株式会社）（平成２７年６月ま

での委託分の事業者） 

太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発の実住宅での評価に関して、全国１１カ所の住宅の省エネ

ルギー性能を同一の評価方法で統一的に評価することにより、省エネルギー性能の評価の信頼性を高

める検討を開始した。なお、平成２７年末までの複数年度事業として実施する。 

 

《３》次世代送電システムの安全性・信頼性に係る実証研究 ［平成２６年度～平成２

８年度］ 

［２６年度計画］ 

 将来の高密度な電力需要に見合った高効率次世代送電システムの実現に資することを目的とし、超電導送電技術の安

全性及び信頼性を向上させるために以下の研究開発を実施する。 

本プロジェクトは、平成２６年度に公募を実施する。 

研究開発項目①高温超電導ケーブルの安全性評価方法の開発 

超電導ケーブルでの絶縁破壊等の電気的事故、断熱管等での機械的故障や損傷、並びに、冷却シス

テムの故障等、超電導ケーブルシステムで想定される各種の事故・故障を、海外での適用も考慮に入

れて、抽出・分類するとともに、それらの発生頻度及び損害レベルを考慮した安全性評価試験の具体

的実施項目を選定する。 

また、安全性試験に用いる想定する用途に応じた高温超電導ケーブルサンプルの作製に着手すると

共に、それを評価するための安全性評価試験装置の開発に着手する。 

研究開発項目②高温超電導ケーブル用高効率・高耐久冷却システムの開発 

超電導ケーブルの断熱に係る構造・材質を改良し、２種類以上の電圧階級の超電導ケーブルの試作

に着手する。 

研究開発項目③早期復旧等の実用性向上のための対策検討 

研究開発項目③については、研究開発項目①での結果及びシミュレーションによって示された影響

の度合いに応じて検討する。 

［２６年度業務実績］ 

 前年度中に公募を開始し、平成２６年７月から高温超電導ケーブルメーカ、冷却システムメーカ及びユーザ企業の揃

った体制を構築して世界初となる安全性・信頼性評価の研究開発を開始した。 

研究開発項目①高温超電導ケーブルの安全性評価方法の開発 

超電導ケーブルでの絶縁破壊等の電気的事故、断熱管等での機械的故障や損傷、並びに、冷却シス

テムの故障等、超電導ケーブルシステムで想定される各種の事故・故障を、海外での適用も考慮に入

れて、抽出・分類するとともに、それらの発生頻度及び損害レベルを考慮した安全性評価試験の具体

的重要確認項目として短絡試験２項目、地絡試験６項目、外傷試験３項目を選定した。 

また、安全性試験に用いる短絡試験３種類、地絡試験２種類計５種類の高温超電導ケーブルサンプ

ルの作製に着手すると共に、それを評価するための安全性評価試験装置の開発に着手した。 

研究開発項目②高温超電導ケーブル用高効率・高耐久冷却システムの開発 

超電導ケーブルの断熱に係る構造・材質を改良し、２種類の電圧階級の超電導ケーブルの試作に着

手した。 

冷却システムの設計及び制御技術の高度化については、冷却システムのシミュレーション方法の確

立のために、長距離冷却の際の中継基地間に設置される場合の冷却システムの相互運用（最適化）、

揚水発電所の発電機引き出し線のようなケーブル配置に高低差がある場合の対応、ブレイトン冷凍機

複数台設置（冗長系含む）の場合の冷却システム最適運転方法についての課題を抽出した。 

また、系統連系試験に備えて、高効率ブレイトン冷凍機を東京電力旭変電所に移設完了した。 

研究開発項目③早期復旧等の実用性向上のための対策検討 

平成２８年度からの実施項目のため、それに向けて、研究開発項目①での試験結果及びシミュレー

ションによって示された影響の度合いを確認し、情報の蓄積を行った。 
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（ⅲ）蓄電池・エネルギーシステム分野 

 (a)蓄電池 

［中期計画］ 

蓄電池は、電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド自動車（ＰＨＥＶ）等の次世代自動車の普及、再生可能エ

ネルギーの導入拡大やスマートグリッド実現の核となる重要な技術である。また、経済産業省が２０１２年７月に定め

た「蓄電池戦略」でも、２０２０年に世界全体の市場（２０兆円）の５割のシェアを我が国関連企業が獲得することが

目標に掲げられており、今後も市場の拡大が想定される成長産業と位置付けられている。 

第３期中期目標期間においては、国際的な競争が激化しつつある蓄電産業について、引き続き我が国が競争力を確保

するため、用途に応じて高性能・高安全性・高信頼性・低コストの蓄電池を実用化・事業化していくことが必要であり、

今後大きな成長が望め、かつ我が国の優位性を活かすことができる分野における蓄電池に注力して技術開発を実施する。 

車載用については、既に実用化・事業化されているリチウムイオン電池の出力・エネルギー密度を他国に先行して飛

躍的に向上させるとともに、低コスト化を実現し、次世代自動車市場を確保していく。また、２０３０年の実用化・事

業化が期待されるポストリチウムイオン電池の実現を目指し、産官学の英知を結集して最先端の技術開発に取組むこと

によって、我が国の中長期的な競争力の確保を目指す。 

大型蓄電池については、電池の種類に捉われず、低コスト化・長寿命化が期待できる蓄電技術を開発するとともに、

システムの制御・運用に係る技術実証を行い、実用化・事業化を促進することで比較的新しい本技術の市場を確保して

いく。 

また、産学の技術進展を加速する共通基盤技術として、蓄電池材料の評価手法の確立等に取組む。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ等における国際標準の制定・見直しの場に、必要に応じてプロジェクトで得られた成果を提

供し、我が国主導による国際標準化を促進する。 

 (b)スマートグリッド、スマートコミュニティ 

［中期計画］ 

出力が不安定な新エネルギーの大量導入や分散電源化といった社会的要請に応えつつ、エネルギーを安定的に供給す

るインフラを効果的に構築・運用するためには、蓄電池をはじめとする蓄エネルギー技術に加えて、ＩＴを活用してエ

ネルギー供給側と需要側の情報を双方向で共有し、エネルギーシステム全体で需給変動を制御・調整していく新たな仕

組みづくりが重要である。 

第３期中期目標期間においては、特に電力システム安定化に向けた取組に注力することとし、系統側における能動的

制御技術であるスマートグリッド、 需要側においてコミュニティ全体でエネルギーの効率的利用を行うスマートコミ

ュニティ、発電側における再生可能エネルギーの能動的出力調整技術、これらを支える蓄電技術といったシステム全体

にわたる技術の開発・実証を総合的に推進する。 

《１》革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 ［平成２１年度～平成２７年度］ 

［２６年度計画］ 

電池の基礎的な反応メカニズムの解明により、革新型蓄電池の実現等に向けた基礎技術を確立することを目的に、京

都大学 特任教授 小久見 善八氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①高度解析技術開発 

量子ビーム技術を用いた蓄電池 in situ 計測技術を引き続き深化させるとともに、核磁気共鳴（Ｎ

ＭＲ）計測技術、透過電子顕微鏡による高度解析技術及び計算科学手法に基づいた電池現象解析技術

を発展させる。また、これらの高度解析技術を有機的に結合させた蓄電池計測システムを構築する。 

研究開発項目②電池反応解析 

高電位正極に関して、in situ ラマン、in situ AFM（原子間力顕微鏡）、交流インピーダンス測定

を用い、劣化機構及び劣化抑制機構を解明する。 

研究開発項目③材料革新 

これまでに提案した材料設計指針を適用しつつ、５００Ｗｈ／ｋｇ級電池の実現見通しを有する革

新型蓄電池の開発に貢献する。また、これまでに見出された有力な正極活物質被覆法及び電解質につ

いて、高度解析技術や電池反応解析技術を用いて副反応抑制要因を解明し、高電位正極材料への適用

を図る。 

研究開発項目④革新型蓄電池開発 

平成２５年度までに得られた電池系の電極―電解質界面の制御等に関する指針を適用し研究開発を

進め、３００Ｗｈ／ｋｇのエネルギー密度を有する電池を構成し得ることの見通しをつける。また、

５００Ｗｈ／ｋｇ級電池の実現可能性を見通しうる高容量電極材・電解質及び構成の設計指針の導出

を行う。 

［２６年度業務実績］ 

 電池の基礎的な反応メカニズムの解明により、革新型蓄電池の実現等に向けた基礎技術を確立することを目的に、以
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下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①高度解析技術開発 

量子ビームを用いた蓄電池 in situ 計測技術、核磁気共鳴（ＮＭＲ）計測技術の高度化・高速化、

透過電子顕微鏡による解析手法の改良・開発、計算科学手法に基づいた電池現象解析技術の高度化を

進めた。 

研究開発項目②電池反応解析 

in situ ラマン、in situ AFM（原子間力顕微鏡）、交流インピーダンス測定を行い、界面等の状態

を把握し、劣化機構及び劣化抑制機構の解析を行った。 

研究開発項目③材料革新 

５００Ｗｈ／ｋｇ級電池の実現見通しを有する、３００ｋＷ／ｋｇ級電池の実現に資する高容量正

極材料及び高容量負極材料の開発を実施した。また、電池の劣化要因である副反応の抑制が期待でき

る正極/電解質界面の高度安定化技術の開発を行った。 

研究開発項目④革新型蓄電池開発 

亜鉛空気電池とナノ界面制御電池に重点をおいて研究開発を進めた。 

亜鉛空気電池の研究では、正負極の改良を行い、１０ｃｍ角のフルセルを構築し初期特性を確認し

た。 

ナノ界面制御電池の研究では、３００Ｗｈ／ｋｇの達成を見込める電池系を設定した。また、電極

/電解液界面の改善、電解液の開発等により目標を達成する革新型電池実現の見通しを得た。 

 

《２》次世代蓄電池材料評価技術開発 ［平成２２年度～平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

高性能蓄電池材料評価に関する課題とそれに対するアプローチ手法を明確化することにより、的確かつ迅速な新材料

評価手法を確立することを目的に、民間企業等が実施する実用化開発を支援する。 

研究開発項目①新材料の共通的な性能評価方法の確立 

標準構成電池モデル５種類について安全性・信頼性試験の手順書を完成させる。また、これら試験

に供した蓄電池について走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を使用した電極構造解析やガスクロマトグラフ

ィーを使用した発生ガス分析等を行って、信頼性・安全性の支配因子を特定する。これら手順書及び

知見を平成２４年度に策定した評価基準書一次分に追加して、評価基準書二次版を完成させる。 

研究開発項目②評価シミュレーション技術の開発 

材料間・製造工程間の相互影響、蓄電池の電気化学特性、信頼性（劣化、寿命）への影響等を一体

的に評価できる評価シミュレータを完成させる。また、シミュレーション結果と実際の蓄電池の特性

評価結果を比較し、評価シミュレータの有用性を検証する。 

研究開発項目③次世代蓄電池用の部材提案と実用化研究 

有用な部材の産業界への提案を目的として、リチウムイオン電池材料評価研究センターの組合員企

業から提供される新規材料について、本事業で策定した評価基準書を適用して蓄電池試作と性能評価

を行う。蓄電池試作と性能評価件数は５０件以上を目標とする。 

［２６年度業務実績］ 

高性能蓄電池材料評価に関する課題とそれに対するアプローチ手法を明確化することにより、的確かつ迅速な新材料

評価手法を確立することを目的に、民間企業等が実施する実用化開発を支援した。 

研究開発項目①新材料の共通的な性能評価方法の確立 

標準構成電池モデル５種類について安全性・信頼性試験の手順書を完成させた。また、これら試験

に供した蓄電池について走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を使用した電極構造解析やガスクロマトグラフ

ィーを使用した発生ガス分析等を行って、信頼性・安全性の支配因子を特定した。これら手順書及び

知見を平成２４年度に策定した評価基準書一次版に追加して、評価基準書二次版を完成させた。 

研究開発項目②評価シミュレーション技術開発 

製造工程による電極構造への影響、電極構造の不均一化の定量化、蓄電池の電気化学特性、信頼性

（劣化、寿命）等を一体的に評価できる評価シミュレータを完成させた。また、シミュレーション結

果と実際の蓄電池の特性評価結果を比較し、評価シミュレータの有用性を検証した。 

研究開発項目③次世代蓄電池用の部材提案と実用化研究 

有用な部材の産業界への提案を目的として、リチウムイオン電池材料評価研究センターの組合員企

業から提供される新規材料について、本事業で策定した評価基準書を適用して６０件の蓄電池試作と

性能評価を行った。 

 

《３》安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発 ［平成２３年度～平成２７年度］ 

［２６年度計画］ 

余剰電力貯蔵や短周期周波数の変動抑制を目的とした系統安定化用蓄電システムの実用化に向けて、以下の研究開発

を実施する。 
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研究開発項目①系統安定化用蓄電システムの開発 

系統安定化用蓄電システムの開発として、セル、制御システム等の研究開発を実施し、性能、寿命、

安全性に関する課題の解決を図る。さらに実証運転を行っていないテーマにおいても、実系統に接続

するシステム実証機の製作を行い、再生可能エネルギーと連系させた実証運転を実施することで、蓄

電システムの効用検証を行うと共にシステムとしての課題を抽出しその解決を図る。 

研究開発項目②共通基盤研究 

矩形波インピーダンス法による周波数応答解析を適用した劣化部位の推定手法を開発する。またマ

イクロコンピュータ等を用いて安価な劣化診断装置のプロトタイプを作製し、電池の劣化度と容量低

下の関係を明らかにする。併せて、同じリチウムイオン電池ラミネートセルで劣化診断結果を行った

場合両実施者の診断結果について比較検討を行う。 

［２６年度業務実績］ 

余剰電力貯蔵や短周期周波数の変動抑制を目的とした系統安定化用蓄電システムの実用化に向けて、以下の研究開発

を実施した。 

研究開発項目①系統安定化用蓄電システムの開発 

系統安定化用蓄電システムの開発として、セル、制御システム等の研究開発を実施し、性能、寿命、

安全性に関する課題の解決に関して検討を行った。実証運転を行っているテーマに関しては、蓄電シ

ステムの効用検証を行うと共にシステムとしての課題を抽出しその解決手法を検討した。平成２５年

度までに実証運転を行っていなかったテーマにおいても、実系統に接続するシステム実証機の設計、

製作、設置、実証運転の開始等を行った。 

研究開発項目②共通基盤研究 

５Ａｈ程度のリチウムイオン電池のラミネートセルに矩形波インピーダンス法による周波数応答解

析を適用し、劣化部位の推定手法の検証を進めた。またマイクロコンピュータ等を用いて安価な劣化

診断装置のプロトタイプを作製し、電池の劣化度と容量低下の関係を明らかにした。併せて、同じリ

チウムイオン電池ラミネートセルで劣化診断結果を行った場合両実施者の診断結果について比較検討

を行った。 

 

《４》リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業 ［平成２４年度～平成２８

年度、中間評価：平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

 ２０２０年またはそれ以降にリチウムイオン電池の用途の主力と目される電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリ

ッド自動車（ＰＨＥＶ）の市場における日本の優位性を確保するとともに、多用途展開による新規市場の創出及びコス

ト低減による蓄電分野の競争力を強化することを目的に、民間企業等が実施する実用化開発を支援する。 

研究開発項目①高性能リチウムイオン電池技術開発 

正負極活物質のさらなる高容量化、長寿命化及び低コスト化に向けた検討を行う。また、電池を組

み合わせたモジュールまたはパックの構造及び冷却技術や充填技術の検討を引き続き行い、各実施者

で設定している中間目標の達成に向けた検討を引き続き実施する。さらに、正極-固体電解質界面の

抵抗低減に向けた検討を引き続き行うとともに、さらに高いイオン導電率を示す硫化物固体電解質の

探索を引き続き行う。 

研究開発項目②リチウムイオン電池応用技術開発 

２０Ａｈ級ラミネートセルを用いた１０ｋＷｈ級モジュールの性能及び耐久性を評価する。また、

平成２５年度に開発した劣化予測モデルを用いて実稼働を想定した運用方法を策定する。さらに、量

産コスト試算及び安全性試験を実施し、港湾荷役機械における実用性を総合的に評価する。 

［２６年度業務実績］ 

２０２０年またはそれ以降にリチウムイオン電池の用途の主力と目される電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリ

ッド自動車（ＰＨＥＶ）の市場における日本の優位性を確保するとともに、多用途展開による新規市場の創出及びコス

ト低減による蓄電分野の競争力を強化することを目的に、民間企業等が実施する実用化開発を支援した。 

研究開発項目①高性能リチウムイオン電池技術開発 

リチウムイオン電池のさらなる高容量化、長寿命化のため、正負極活物質、電解液等の材料の改良

を行った。また、低コスト化に向け、量産工法の開発を進めた。さらに、セルを組み合わせたモジュ

ールまたはパックの構造及び冷却技術や充填技術の検討を行い、その効果を確認した。全個体電池に

関しては、正極活物質へのナノコーティング技術等の適用により、正極-固体電解質界面の抵抗低減

への検討を行うとともに高いイオン導電率を示す物固体電解質の開発を進めた。 

なお、中間評価では、「複数のテーマ各々の中間目標はほぼ達成され、総体的に順調に推移してい

ることから、最終目標の達成及び実用化・事業化に高い期待が持たれる」との評価を得た。 

研究開発項目②リチウムイオン電池応用技術開発 

最大で２０Ｃ程度の急速充放電が可能な２０Ａｈ級ラミネートセルを開発した。また、開発したセ

ルを用いた１０ｋＷｈ級モジュールを開発し、出力特性及び耐久性を検証した。さらに、劣化予測モ

デルを用いて実稼働を想定したシミュレーションを行い、最適な電池システム仕様を決定した。量産
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コストの検討及び耐振動性、耐塩害性、安全性、放熱性等の安全性指標を満足することを確認した。 

 

《５》先進・革新蓄電池材料評価技術開発 ［平成２５年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 

先進リチウムイオン電池及び革新電池に用いられる新規材料の性能・特性を的確かつ迅速に評価できる材料評価手法

の確立に向け、技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター 専務理事 太田 璋氏をプロジェクトリーダ

ーとし、以下の研究開発を実施する。 

先進リチウムイオン電池については、正極活物質（固溶体系、高電位系）及び負極活物質（シリコン系、黒鉛系）の

標準電池モデル、電池作製仕様書及び性能評価手順書を策定する。また、電池作製仕様書及び性能評価手順書に基づい

て、各種標準電池モデルの性能・特性データを蓄積する。革新電池については、全固体電池の正極、負極、固体電解質

に適用する一次候補材料を選定して小型電池モデルを試作し、初期特性を把握する。 

［２６年度業務実績］ 

 先進リチウムイオン電池については、正極活物質（高電位系、固溶体系）及び負極活物質（シリコン＋黒鉛系）の電

極作製の基本仕様を決定した。また、試作電池の評価を通じ、初期の活性化プロセスの特性への影響や、高温貯蔵での

ガス発生現象等のデータ蓄積を行った。難燃性電解液については、安全性と密接に関係する各種材料評価方法の確立を

中心に検討を行った。 

 革新電池については、全固体電池の圧粉成型セルの試作条件・方法に関する検討、固体電解質特有の電気化学特性評

価法の確立を進めた。また、文部科学省所管の「先端的低炭素化技術開発（ＡＬＣＡ）／次世代蓄電池研究加速プロジ

ェクト」に参加し、全固体電池の研究者との情報・意見交換等を進めた。 
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（ⅳ）クリーンコールテクノロジー（ＣＣＴ）分野 

[中期計画] 

石炭は、石炭火力発電を中心に、今後とも世界的に需要が拡大し、世界の一次エネルギーに占める割合が高くなると

見込まれ、我が国でも一次エネルギー総供給量に占める石炭の割合及び発電量に占める石炭火力の割合は２０％以上と

重要なエネルギー源である。このため、高効率な石炭火力発電技術、石炭利用の課題となるＣＯ２の削減技術（ＣＣＳ

等）を組み込んだゼロエミッション石炭火力技術の開発を推進していく必要がある。また、石炭は、供給安定性の面で

優れているが、可採埋蔵量の約半分が、品位の低い未利用炭となっている。世界的な石炭需給の緩和、及び我が国のエ

ネルギーセキュリティ向上を目指しこれら未利用炭の多目的利用のための技術開発を行う必要がある。 

こうした我が国が優位性を持つクリーンコールテクノロジーは、普及展開による国際貢献とともに、産業競争力確保

の観点から、更なる技術力の向上が必要である。 

革新的な高効率発電技術及びＣＯ2 削減技術としては、石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）／石炭ガス化燃料電池複合

発電（ＩＧＦＣ）の実現が期待されている。第３期中期目標期間では、石炭ガス利用の高効率化を実現するガス精製技

術、排ガスのＣＯ2 濃度を高める高効率なＣＣＳ対応型石炭ガス化発電システム技術等の要素技術の開発、ガス化炉そ

のもののエネルギー効率向上、廃熱利用といった基盤的技術開発を行う。 

褐炭は、水分が多く、その一方で、乾燥すれば自然発火性が高いことから、輸送に適さず、利用が進まない。このた

め、石炭の乾燥技術開発が必要である。また未利用炭においては、灰分、硫黄あるいは水銀等の含有量が多いため、従

来の石炭利用設備に直接供給できない。そこで、脱灰分、脱硫黄、脱水銀等の改質技術開発が必要となる。第３期中期

目標期間では、未利用の低品位炭について、経済性と利用可能な品質のバランスを踏まえた、乾燥技術、改質技術につ

いての調査を行うとともに、必要な技術開発を行う。  製鉄プロセスにおけるＣＯ２削減に資するべく、排出される

二酸化炭素の約３０％削減を目指し、環境調和型製鉄プロセス技術開発を推進する。第３期中期目標期間においては、

PhaseⅠ step１で得られた要素技術を基に、１０ｍ３規模のミニ高炉、コークスガス（ＣＯＧ）改質設備等を製作し、

総合的な高炉からの二酸化炭素排出削減技術及び二酸化炭素分離回収技術の開発を行うとともに、次期１００ｍ３規模

実証炉へのスケールアップのためのデータを得る。また、製鉄プロセスにおけるＣＯ２排出量を約３０％削減及びＣＯ

２分離回収コスト２，０００円／ｔ－ＣＯ２を可能とする技術を確立する。 

《１》ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト ［平成４年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 

地球環境問題への対応及び化石エネルギー資源の安定供給への対応を推進するため、ゼロエミッション型石炭火力発

電の実現を目指すとともに、我が国のクリーンコールテクノロジーの国際競争力強化のための技術開発・調査研究を、

以下の事業項目について実施する。 

研究開発項目①ゼロエミッション石炭火力基盤技術開発 

（１）ＣＯ２回収型次世代ＩＧＣＣ技術開発［平成２０年度～平成２６年度］ 

財団法人エネルギー総合工学研究所 プロジェクト試験研究部長 小野崎 正樹氏をプロジェクト

リーダーとし、以下の研究開発を実施する。平成２４年度までに「送電端効率４２％（ＨＨＶ基準、

ＣＯ２回収後）を実現させる基盤技術」が確立したことを踏まえながら、次フェーズ研究計画を商用

化に向けた効果的なステップとすべく、引き続きＣＯ２予熱設備などを追設した小型ガス化炉により

Ｏ２／ＣＯ２ガス化反応促進効果を追加的に検証する。また、基本ガス化反応検討により数値解析手

法を高精度化し、それを用いた実機規模ガス化炉解析等を実施する。それらの研究成果を踏まえて、

平成２７年度からの次期フェーズにおける研究課題の抽出及びベンチスケール試験装置の概念設計を

行う。 

（２）次世代高効率石炭ガス化技術調査［平成２４年度～平成２６年度］ 

平成２５年度の成果を受けて、高温水蒸気ガス化技術を用いた高効率ガス化システムを実現するた

めの、エンジニアリング上の課題を解決するために必要な開発項目を整理し、本システム実現可能性

の検討を行うとともに、次世代ガス化システム開発のロードマップを作成する。 

（４）ＣＯ２分離型化学燃焼石炭利用システム可能性調査［平成２４年度～平成２６年度］ 

平成２５年度の検討結果をもとにラボベースでの要素試験を実施し、技術的課題の抽出を行い、ベ

ンチ試験への反映を検討するとともに、ベンチ試験装置の規模（数ｔｏｎ／ｄ規模を想定）、開発課

題への対応等を検討し、基本仕様を検討する。また、導入が見込まれるシステムについて、要素技術

を確認し、キャリア粒子の選定、製造方法、コスト等の評価等を実施する。 

研究開発項目②クリーンコールテクノロジー推進事業［平成４年度～平成２９年度］ 

石炭利用に伴い発生するＣＯ２、ＳＯＸ、ＮＯＸ等による地球環境及び地域環境問題への対応、並

びにエネルギー需給の安定化への対応等を図るため、海外ＣＯ２対策技術・ＣＣＳプロジェクトに係

る情報収集・意見交換、ＣＣＴ開発等の先導調査・マップ見直し及びその他ＣＣＴ推進事業、ＩＥＡ

の各種協定に基づく技術情報交換及び石炭ガス化技術国際シンポジウム等を実施する。 

研究開発項目③革新的ＣＯ２回収型石炭ガス化技術開発［平成２２年度～平成２６年度］ 

電源開発株式会社 若松研究所長 中静 靖直氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を

実施する。平成２５年度に「回収ＣＯ２の純度９８％以上及びＣＯ２分離回収システムのエネルギー

ロスの１０％低減」達成した、酸素吹石炭ガス化炉とＣＯ２分離回収装置の主要箇所について材料劣
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化調査・詳細分析を実施する。 

研究開発項目④クリーン・コール・テクノロジー実用化可能性調査［平成２６年度～平成２７年度］ 

ＣＣＳを含むＣＣＴ技術の技術開発に先立ち、開発する技術について具体的な試設計の実施、想定

価格の設定、市場性、社会受容性、技術開発項目及び開発計画等の検討を行う。このため、ＣＣＳに

よる効率低下を抑制するためのＣＯ２分離回収システム最適化調査研究、燃料電池をＩＧＦＣに適用

する際に被毒成分を除去するための燃料電池向け石炭ガスクリーンナップ技術適用性調査及び低品位

炭を合成天然ガスや水素等に転換する事業における技術開発課題の抽出やビジネスモデルの構築のた

めの低品位炭利用促進事業可能性調査を実施する。 

研究開発項目⑤低品位炭利用促進技術実証［平成２６年度～平成２７年度］ 

離島が多く高コストのディーゼル発電に頼っているインドネシアにおける代替発電技術として、日

本独自の熱水改質技術を適用することが可能な褐炭ＣＷＭを用いた発電システムの実証を行うため、

発電設備の製作・据付けを行う。 

［２６年度業務実績］ 

地球環境問題への対応及び化石エネルギー資源の安定供給への対応を推進するため、ゼロエミッション型石炭火力発

電の実現を目指すとともに、我が国のクリーンコールテクノロジーの国際競争力強化のための技術開発・調査研究を、

以下の事業項目について実施した。 

研究開発項目①ゼロエミッション石炭火力基盤技術 

（１）ＣＯ２回収型次世代ＩＧＣＣ技術開発［平成２０年度～平成２６年度］ 

炭種や運転条件を拡大し、これまでに取得したＣＯ２富化時のガス化反応データを拡充した。また、

数値解析により実機規模ガス化炉の運転条件を評価し、次フェーズ試験を効率的に進めるために必要

な特性データを取得した。加えて、本システムの経済性評価を行い、他システムと比較した優位性を

示すと共に、実用化までのロードマップとマイルストーンを明確化した。これらの研究成果を踏まえ、

次フェーズにおける研究課題を抽出し、基本計画を構築した上で、次フェーズの試験設備の概念設計、

さらには試設計を行った。 

（２）次世代高効率石炭ガス化技術調査［平成２４年度～平成２６年度］ 

水蒸気を噴流床ガス化炉へ添加するＩＧＣＣシステムの達成可能な送電端効率を試算するとともに、

ガス化炉内３次元シミュレーションを行うことで、開発課題を整理して開発工程を明らかにした。さ

らに、高温酸素透過膜を用いた酸素製造技術を適用したときに見込める送電端効率を試算した。 

（４）ＣＯ２分離型化学燃焼石炭利用システム可能性調査［平成２４年度～平成２６年度］ 

 ＣＯ２回収コストに影響を与える酸素キャリアの充填量は、実験結果及び設計見直しを反映し、削

減できることを明らかにした。人工キャリアの反応性は天然キャリアより１０倍以上あることを確認

したが、反応サイクル経過による劣化が大きいことを明らかにした。また、キャリアの耐摩耗性の一

部確認とそれを把握するための試験装置を検討した。以上を踏まえて、キャリアのコストと耐摩耗性

の目標ターゲットを検討した。 

研究開発項目②クリーンコールテクノロジー推進事業［平成４年度～平成２９年度］ 

 ＣＯ２分離回収技術について近年開発されているものを調査してＣＯ２回収量とコストの関係を調

査した。また、低品位炭とバイオマス燃焼の石炭火力への混焼について経済的価値と導入量を検討し

た。更に、日本の石炭火力の競争力強化について、日本技術の強みを生かしたビジネスモデルについ

て検討している。ＩＥＡの Clean Coal Centre（ＣＣＣ）と Fluidized Bed Combustion（ＦＢＣ）に

ついては、それぞれ年２回の運営委員会に参加し情報交換を行った。また、石炭ガス化シンポジウム

は予定通り実施した。 

研究開発項目③革新的ＣＯ２回収型石炭ガス化技術開発［平成２２年度～平成２６年度］ 

 １，５００℃超級のガスタービン導入を想定した場合のＣＯ２回収に伴う効率損失を６．４ポイン

ト（４５．６％→３９．２％）に抑制できることが分かった（ＳＴＥＰ－２の化学吸収法に対して１

７％の消費エネルギー削減）。さらに、低温作動型サワーシフト触媒の活用により、蒸気消費量を合

理化した結果、上記効率損失を５．６ポイント（４５．６％→４０．０％）にまで抑制できる可能性

を示した。 

一方、酸素吹石炭ガス化炉設備、ガス精製設備及びＣＯ２分離回収設備（化学吸収法及び物理吸収

法）の主要箇所について、材料劣化調査を実施した。その結果、異常や減肉の認められた部位につい

ては、代替材料の選定を行うなどの対応策を取りまとめた。 

研究開発項目④クリーン・コール・テクノロジー実用化可能性調査［平成２６年度～平成２７年度］ 

酸素吹きＩＧＣＣで Pre-Combustion のＣＯ２回収を行う場合に、ＩＧＣＣのガスタービン燃焼温

度により、系統圧力が変化するため、条件により最適なＣＯ２回収方法を検討した。また、既設に設

置する場合と新設を建設する場合でも最適なシステムが異なることが分かった。また、酸素吹きＩＧ

ＣＣの事業戦略について調査検討した。ＩＧＦＣ用の被毒成分除去のための石炭ガスクリーナップ技

術は除去装置の概念設計を行い、来年度以降のＳＯＦＣ被毒試験のための模擬ガス製造装置を検討し

た。低品位炭については公募により、５件のビジネスモデルを検討して実用化のための課題を抽出し

ビジネスモデルの実現可能性を評価した。 

研究開発項目⑤低品位炭利用促進技術実証［平成２６年度～平成２７年度］ 

インドネシアにおいて褐炭に熱水改質技術を適用した褐炭スラリー（ＣＷＭ）の系統連系を含む発

電実証試験を行うため、現地にて発電設備の建設を行った。 
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《２》環境調和型製鉄プロセス技術開発（ＳＴＥＰ２） ［平成２５年度～平成２９年

度］ 

［２６年度計画］ 

 新日鐵住金株式会社 製銑技術部長 齋藤公児氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目① 高炉からのＣＯ２排出削減技術開発 

（１） 鉄鉱石還元への水素活用技術の開発 

試験高炉の詳細設計を行い建設工事を開始する。また、還元ガス吹き込み方法の最適化評価、試験

高炉の想定プロセスにおける炭素消費量削減効果の確認を行う。還元ガスのシャフト吹込の場合に原

料の高炉への装入物分布を最適化するための試験装置を製作、立ち上げる。 

（２）コークス炉ガス（ＣＯＧ）改質技術の開発 

連続的に安定した水素増幅率を確保する技術を確立させるための実用化に向けたベンチプラント

（ＢＰ２）の詳細設計を行い、製作に着手する。また、高炉への吹込ガスの品質要求に対応する反応

条件、反応プロセスの検討を行う。 

（３）コークス改良技術開発 

多様な石炭及び高性能粘結材の配合条件で高強度コークスを製造、特性を調査し石炭及び高性能粘

結材間の相互作用を明確にする。また、改質ＣＯＧ吹き込み条件下におけるコークス反応挙動を定量

化するためのコークス反応試験、反応速度解析モデルの作成を進める。 

研究開発項目②高炉ガスからのＣＯ２分離回収技術開発 

（１）ＣＯ２分離回収技術開発 

再生温度の低減のため、高性能な新吸収液を検討し、ラボレベルでの性能評価を行う。また、分離

回収熱量原単位の低減のため、非水系媒体等を用いた新規吸収液系を検討する。物理吸着法について

は二段型新規吸着塔における高効率な分離条件を提示し、実証する。また、実機で採用する機器類に

ついて調査を行うとともに、その効率向上の可能性について検討する。 

（２）未利用排熱活用技術の開発 

熱交換試験装置により排熱回収効率を評価し、低温排熱回収に適した高効率な熱交換器を選定する。

また、製鉄所内に点在する低温排熱源からの熱輸送媒体の調査を行う。 

［２６年度業務実績］ 

研究開発項目① 高炉からのＣＯ２排出削減技術開発 

（１） 鉄鉱石還元への水素活用技術の開発 

１０ｍ３規模試験高炉の詳細設計･設備製作･購入を行い、平成２６年１０月１日より杭打ちを開始

し、工程通りに工事中。また、各種ガス吹き込みプロセスを想定した試験を実施すると共に、前年度

に開発した高炉数学モデルを用いて、シャフト吹込みについて炭素消費量の削減効果を評価し、プロ

セス上の課題を抽出した。さらに高炉装入模型装置の製作・立ち上げを行った。 

（２）コークス炉ガス（ＣＯＧ）改質技術の開発 

平成２５年度に実施した試験結果等から反応条件の最適化検討等を行い、実用化の為に必要な連続

的に安定した水素増幅率を確保する技術を確立のためのベンチプラント（ＢＰ２）の基本設計を行い、

第 1 期建設工事に着手した。また、高炉で求められる改質ＣＯＧの組成についての議論を進め、ＣＯ

Ｇ中メタンを低減するためにＢＰ２に導入する無触媒部分酸化炉の設計を行った。 

（３）コークス改良技術開発 

昨年度に続き、種々の配合による高性能粘結材を利用した高強度コークスを製造し、配合によるコ

ークス強度および反応性・反応後強度の変化を評価した。また、既検討の反応速度式に対し水性ガス

シフト反応の補正を行い、ほぼ高炉内環境に対するコークスの消耗度を推算できる反応速度式が得ら

れた。 

研究開発項目②高炉ガスからのＣＯ２分離回収技術開発 

（１）ＣＯ２分離回収技術開発 

ＣＯ２吸収量の温度依存性に着目した高性能な新吸収液を探索、検討した。また、低反応熱が期待

できる相分離現象等の活用、反応促進する金属錯体触媒の探索、分離回収エネルギー低減のための非

水溶媒活用等の新規吸収液系を検討し、効果的な知見を得た。 

物理吸着法については平成２５年度に設置した実機相当吸着層高を持つ二段型吸着塔を用いてベン

チスケール試験を行い、回収量増加・電力原単位削減が可能なことを確認した。また、新規吸着剤の

基礎特性を検証し、性能向上の可能性を見出した。 

実機ＰＳＡ設計に必要な機器類の調査を行い、ローター式脱湿機については必要露点と再生温度及

び脱湿剤の最適化により当初想定からの効率化の可能性があることを確認した。 

（２）未利用排熱活用技術の開発 

熱交換器評価実験装置を導入し、目標の熱回収率を達成しうる熱交換器の形態を見極め、試作品の

設計・製作を進めた。また、ラボ試験に用いる油系熱輸送媒体の選定を行った。 
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（ⅴ）環境・省資源分野 

(a)フロン対策技術 

[中期計画] 

代替フロン等４ガス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６、ＮＦ３）については、京都議定書約束期間後の枠組みにおいても、

温室効果ガス排出削減のために積極的な対策を取ることが求められると想定される。特に冷凍空調機器分野においては、

他の分野に比べ今後１０～２０年間で特定フロンから代替フロンへの著しい転換が予測されているため、低温室効果冷

媒への代替実現が急務である。 

そのため第３期中期目標期間では、競争力をより強化するためのシステムの効率化や、コストダウン等を視野に入れ

つつ、新たな低温室効果冷媒の合成開発（新たな低温室効果冷媒を少なくとも１種類開発）や高効率な空調機器の技術

開発を推進し、併せて低温室効果冷媒の性能評価及び安全性評価（燃焼・爆発特性やフィジカルハザード等の評価）に

取り組むことで、市中におけるフロン機器の代替を図り、温室効果ガス削減により広く、直接的に寄与することを目指

す。 

 

《１》高効率ノンフロン型空調機器技術の開発 ［平成２３年度～平成２７年度、中間

評価：平成２５年度］ 

［２６年度計画］ 

従来のフロン冷媒使用機器と同等以上の省エネルギー性と（オゾン層の破壊及び温室効果等の環境影響が少ない）低

温室効果冷媒の使用を両立する業務用空調機器技術を実現するために、機器システム及び冷媒の両面からの革新的技術

を開発することを目的に、東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 飛原 英治氏をプロジェクトリーダーに、日本

冷凍空調工業会微燃性冷媒安全検討 WG 主査 藤本 悟氏をサブプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施す

る。 

なお、国内外の規制動向、技術開発動向等について情報収集し、実施者との共有を図るとともに、事業運営に適切に

反映する。 

研究開発項目①低温室効果の冷媒で高効率を達成する主要機器の開発 

平成２５年度までに開発した要素部品（熱交換器、圧縮機等）を搭載した空調システムの実証試験

を実施するために、システム制御仕様を検討するとともに、実証機を製作する。 

研究開発項目②高効率かつ低温室効果の新冷媒の開発 

平成２５年度までの開発成果を踏まえ、機器開発に必要とされる特性データを取得するとともに、

新冷媒を適用する機器の最適化、長期信頼性の確認のための実証試験を実施する。 

研究開発項目③冷媒の性能、安全性評価 

微燃性物質を低温室効果冷媒として使用する際の性能及び安全性を評価するため、冷媒の基本物性、

サイクル性能、及び燃焼・爆発特性を実験的及び数値的に評価するとともに、事故シナリオを想定し

た安全性評価を検討・実施する。 

［２６年度業務実績］ 

研究開発項目①低温室効果の冷媒で高効率を達成する主要機器の開発 

平成２５年度までに開発した新機構圧縮機、新型熱交換器等の主要機器を組み込んだ実証機を製作

し、実証試験時の自動運転のためのシステム制御仕様の検討を実施した。 

研究開発項目②高効率かつ低温室効果の新冷媒の開発 

平成２５年度までの開発成果を踏まえて新冷媒を選定し、その実用化に向けて、環境影響、安全性、

熱力学特性等の機器開発に必要とされるデータを取得するとともに、冷凍機油特性、サイクル性能等

の評価のための実証試験を実施した。 

研究開発項目③冷媒の性能、安全性評価 

微燃性物質を空調機器用の低温室効果冷媒として使用する際の性能・安全性評価のため、想定事故

シナリオに基づくフィジカルハザード評価、室内への冷媒リーク時の安全性評価、冷媒の燃焼性評価

等、室内実験や数値計算の技術を駆使した評価研究等を実施した。 

 

(b)３Ｒ分野 

[中期計画] 

製品からのレアメタル含有部品の回収については、技術的基盤は概ね構築されつつあるが、対象鉱種や対象製品に応

じて個別に効率化や低コスト化のための技術の開発・実証が必要な状況である。一方、レアメタル含有部品からのレア

メタル抽出・精製プロセスについては、効率化や環境負荷低減を実現する新技術の開発の可能性があり、長期的に取り

組む必要がある。また、最終処分場の逼迫は長期的課題として解決が求められている。 
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第３期中期目標期間においては、特に資源確保の観点から、レアメタル等の希少資源に関するリサイクルシステムの

構築に向けた技術開発を実施する。そのうち次世代自動車からのレアアース磁石のリサイクルに関しては、国内で年間

１３０トン以上の磁石を回収可能な技術を構築する。これにより、代替材料の開発・普及に要するリードタイムを補い、

供給源の多様化による資源リスクの低減を目指す。 

また、リサイクル産業の海外新興国における技術の開発・実証については、マテリアルリサイクル率や処理後物の品

位等、開発する技術ごとに適した指標を設定し、日本国内（又は他の先進国）と同等以上の水準を達成することを目指

す。そして、最終処分場の逼迫への対応については、技術的観点からの課題の有無を整理し、必要な技術開発等の取組

を行う。 

 

《１》使用済モーターからの高性能レアアース磁石リサイクル技術開発 ［平成２４年

度～平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

 平成２５年度までの成果に基づき、リサイクルシステムに適応した磁石回収及びレアアース抽出技術の民間企業等が

実施する実用化開発を支援する。昨今の自動車は駆動系のみならず、電動パワーステアリングやパワーウィンドウ等、

レアアース磁石使用モーターが随所に組み込まれている。また自動車だけでなく、使用済み産業用モーター等に含まれ

ているレアアース磁石はリサイクルの実施例がない。そこで、回収可能なレアアースの量を拡大するため、リサイクル

対象製品を拡充し、要素技術を確立するとともに、実際の使用済み製品を用いた実証研究を行う。 

［２６年度業務実績］ 

平成２５年度までの成果に基づき、市中からの使用済み製品回収等を含めたレアアース磁石リサイクルシステムの構

築に適応した磁石回収装置及びレアアース分離抽出技術等を開発した。 

産業用モーター（エレベータ）では、モーター分解、磁石取り出し装置、ブラスト処理技術、溶融塩式レアアース電

解抽出装置の開発を実施し、回収したレアアース磁石で作成した再生磁石が所定の性能を確保したことにより回収から

再資源化までの一貫したリサイクルプロセスを構築した。 

ハイブリッド自動車用モーターでは、既存の触媒回収システムに適合させ、回収現場となる客先でローター、シャフ

トの分離回収をする可搬式分離回収装置を開発することで回収費の低減を図ったことと、磁石取り出しの自動分離装置

の開発で低コストの回収システムを構築した（解体処理費１／２）。 

新しいレアアース抽出技術の開発では、小規模（１０ｋｇ）の実証設備で、前処理なしでローターをそのまま溶融し

レアアースを分離する実証実験を実施し金属、フラックス、レアメタルの３相分離が可能なことを実証確認した。 

 

(c)水循環分野 

[中期計画] 

産業競争力強化に資する水循環要素技術開発を実施するとともに、実証研究等により海外市場への参入を支援し、国

際競争力の強化を図ることが重要である。 

第３期中期計画期間中においては、要素技術開発について、水処理技術の高度化・省エネルギー化等に取り組むほか

水処理システムの長期安定化運転等の実証による競争力強化を目指す。 

また、国内の中小企業等を対象に、水質汚濁防止法に基づく排水規制対象物質を高効率かつ低コストに処理可能な要

素技術の確立を推進する。 

さらに、国内における要素技術の開発にとどまらず、国内水関連企業の保有する膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）等の個

別要素技術のパッケージ化を促進させ、省エネ性等の国際競争力を有する水処理システムを確立し、国内外への展開を

支援する。 

 

 (d)環境化学分野 

[中期計画] 

日本の化学産業は、国際的に高い技術力と競争力を有し、経済社会の発展を支えている一方で、地球温暖化問題、資

源枯渇問題が現実化しつつある中で様々な課題を抱えている。例えば、国内の化学関連産業の二酸化炭素排出量は、年

間約０．５億トンで、製造業全体の約１５％を占め、鉄鋼業に次ぐ第２位となる等、化学品の高機能化に伴う製造プロ

セスの多段化によるエネルギー消費増が喫緊の課題となっている。 

これらの問題を克服し、持続的社会を実現するために日米欧においてグリーン・サステイナブルケミストリー（ＧＳ

Ｃ）への取組が活発に行われている。具体的には、これまでのエネルギー大量消費・廃棄型生産プロセスから脱却して、

持続的な生産が可能なクリーンなプロセスによる供給体制を構築しようとするものである。 

第３期中期目標期間中においては、将来にわたっても持続的に化学製品を製造するために必要なＧＳＣプロセスの技

術開発を引き続き行う。具体的には、資源生産性を向上できる革新的プロセスを開発すべく、①触媒によりナフサの分

解温度を従来の熱分解法に比べ２００℃下げ、基幹物質の生成比率の制御を可能にするナフサ接触分解技術（石油化学



 - 85 -

品として付加価値の高いエチレン、プロピレンの収率が５０％以上となる触媒を開発する。）、②イソプロピルアルコー

ルや酢酸から水を分離する蒸留プロセスにおいて、水透過度２×１０－７ｍｏｌ／（ｍ２ｓＰａ）、分離係数２００以上

を実現する分離膜技術、③化学プロセス等から発生する二酸化炭素等の副生ガスを高濃度（９９．９％以上）に分離・

濃縮できる新規材料を開発し、高濃縮された二酸化炭素等を原料として有用な化学品をクリーンに生産するための基盤

技術、④微生物燃料電池システムを工場廃水処理に用いて、廃水処理能力が現行の活性汚泥処理と同等以上で、かつ、

８０％以上の省エネルギーが可能な廃水処理基盤技術等を確立する。 

さらに、化石資源からの脱却や低炭素社会の実現のためのキーテクノロジーであり、我が国が世界トップレベルの技

術を有する触媒技術を活用し、国際的優位性を確保しながら、資源問題・環境問題を同時に解決することを目指して新

規なＧＳＣプロセスの技術開発を実施する。 

 

《１》グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発 ［平成２１年度～平

成２７年度］ 

［２６年度計画］ 

国際的な技術開発動向や市場動向等を踏まえて、資源、エネルギー、環境の制約問題を克服し、高機能な化学品の持

続的製造を可能とする基盤技術の確立を目的として、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目③資源生産性を向上できる革新的プロセス及び化学品の開発 

(４）微生物触媒による創電型廃水処理基盤技術開発［平成２４年度～平成２７年度］ 

廃水中の有機物を微生物が分解する際に生じる電気エネルギーを効率よく取り出し、廃水処理シス

テム自体の運転に活用し、併せて汚泥の大幅削減を図るための微生物燃料電池の実用化に必要な基盤

技術の開発を目的に、東京大学先端科学技術研究センター 教授 橋本 和仁氏をプロジェクトリー

ダーとし、以下の研究開発を実施する。平成２６年度上期を完成目標とし１立方メートル程度の実証

試験設備の設計・製作を行った後、工場廃水を用いた運転を開始する。実証試験によって技術課題を

抽出し、必要に応じてそれらを解決するために装置や電極の改良を行う。実証試験と並行して、アノ

ード電極及びカソード電極のコストダウン手法の開発やカソード電極のコストダウンに資するカソー

ド触媒の開発を継続する。また、アノード電極のコストダウン及び運転制御方法の確立に必要となる

微生物代謝経路解析や装置の前後工程も含めた効率化システムの開発も継続して実施する。 

［２６年度業務実績］ 

国際的な技術開発動向や市場動向等を踏まえて、資源、エネルギー、環境の制約問題を克服し、高機能な化学品の持

続的製造を可能とする基盤技術の確立を目的として、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目③資源生産性を向上できる革新的プロセス及び化学品の開発 

（４）微生物触媒による創電型廃水処理基盤技術開発 

カソード電極については、昨年度に開発した電極を進化させ、大幅なコストダウンを進めた基材を

用いた電極を開発し、試験用では従来開発品と同等以上の性能であることが確認できた。その結果を

踏まえ、実証試験での評価も開始した。アノード電極については、昨年度までに開発した特殊なアノ

ード材料について微生物の付着性を評価したところ非常に良好であることが確認された。その材料に

ついて量産化プロセスを検討し、実証試験用のアノード電極を作製して実証実験を開始した。微生物

制御技術の開発では、微生物の発電に影響を与える因子の検討を行い、特殊な添加剤で出力が改善す

ることを確認した。効率化システムの開発では、本システムによる廃水処理時の汚泥発生量を従来の

活性汚泥法と比較して評価した。その結果、汚泥発生量は廃水の濃度や種類にも拠るが活性汚泥法の

１／３以下であった。実証試験については、スケールアップによる問題点について中型リアクタ(２

０Ｌ)を用いて検証し、集電性、電極間の絶縁性及び電極内の通気性立ち上げ条件など改良を加えた。

その結果に基づき実証試験用の電極カセットを設計・製作した。積水化学の工場にその電極カセット

を搭載した実証試験用の廃水設備(１ｍ3)を設置し、運転を開始した。発電量としては、省エネ８

０％を達成するのに必要な目標値を短期間ではあるが確認した。 

 

《２》二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発 ［平成２６年度～平成３３

年度、中間評価：平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

太陽エネルギーにより水から水素を製造し、この水素とＣＯ２からプラスチック原料等となる基幹化学品を高選択的

に製造することを目的として、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①ソーラー水素等製造プロセス技術開発 

（１）光触媒や助触媒及びこれらのモジュール化技術等の研究開発 

太陽エネルギーの変換効率向上に繋がる光触媒の吸収波長の長波長化及び低欠陥化について、光触

媒の組成及び合成法の検討・最適化を行い、光触媒材料系の抽出を図る。また、光触媒と助触媒との
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良質な界面の形成方法、助触媒の共担持法や非対称修飾法の検討を行い、光触媒等のエネルギー変換

効率１％を達成する。モジュール化技術では、光触媒パネルを装着した反応器全体の構造を検討し、

光触媒等のエネルギー変換効率を最大限引き出すモジュール化に向けた技術課題の抽出を実施する。 

（２）水素分離膜及びモジュール化技術等の研究開発 

ゼオライト系、シリカ系、炭素系の３種類の膜材料について組成や作成方法を最適化し、水素と窒

素の混合ガス系において、高い水素透過係数を持つ複数の分離膜材料候補を抽出する。水素分離用モ

ジュールの検討では、不活性希釈ガス方式と極狭流路通過方式の２種類について、シミュレーション

や実験により最適なモジュール形状を決定する。 

研究開発項目②二酸化炭素資源化プロセス技術開発 

小型パイロット試験に向けて、低級オレフィン高選択性ＦＴ触媒、ＦＴ／クラッキング触媒及びメ

タノール合成／ＭＴＯ触媒について、触媒組成や構造、反応条件の最適化を実施する。これによって、

投入された水素又は二酸化炭素由来の炭素のオレフィンへの導入率として７０％（ラボレベル）を達

成する。さらに、触媒開発による反応データを用いて小型試験装置ベースの反応シミュレータを完成

させるとともに、ＦＴ合成反応、ＦＴ合成反応／クラッキング反応、メタノール合成／ＭＴＯ反応の

プロセスシミュレータを完成させ、コストシミュレーションによる反応プロセスの最適化を行い、小

型パイロットの仕様を確定する。 

［２６年度業務実績］ 

太陽エネルギーにより水から水素を製造し、この水素とＣＯ２からプラスチック原料等となる基幹化学品を高選択的

に製造することを目的として、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①ソーラー水素等製造プロセス技術開発 

（１）光触媒や助触媒及びこれらのモジュール化技術等の研究開発 

光触媒開発においては、太陽エネルギーの変換効率向上に繋がる光触媒の吸収波長の長波長化及び

低欠陥化について、光触媒の組成及び合成法の検討・最適化を行い、光触媒材料系の抽出を行った。

また、光触媒と助触媒との良質な界面の形成方法、助触媒の共担持法や非対称修飾法の検討を行った。

抽出された複数の材料候補について組み合わせの最適化を図り、シート状に成形した光触媒を用いて

性能評価用のパラレルセルを作成し、太陽エネルギー変換効率を測定した。その結果、太陽光を用い

た水分解水素製造において、太陽エネルギー変換効率 2％を達成した。また、モジュール化技術では、

光触媒パネルを装着した反応器全体の構造を検討し、光触媒のエネルギー変換効率を最大限引き出す

モジュール化に向けた技術課題を抽出した。 

（２）水素分離膜及びモジュール化技術等の研究開発 

分離膜開発においては、ゼオライト系、シリカ系、炭素系の３種類の膜材料の組成や作成方法の検

討と最適化を実施した。その結果、８０℃以下の水素と窒素の混合ガス系において、分離性能と水素

透過速度を両立し、目標を達成する複数の分離膜材料候補を抽出した。また、水素分離用モジュール

の検討では、着火非拡大方式と爆発範囲外方式の２種類について、シミュレーションや実験により最

適なモジュール形状を決定した。 

研究開発項目②二酸化炭素資源化プロセス技術開発 

合成触媒開発においては、小型パイロット試験に向けて、低級オレフィン高選択性ＦＴ触媒、ＦＴ

／クラッキング触媒及びメタノール合成／ＭＴＯ触媒について、触媒組成や構造、反応条件の最適化

を実施した。メタノール合成／ＭＴＯ触媒では、投入された二酸化炭素由来の炭素のオレフィンへの

導入率として７０％（ラボレベル）の目標を達成した。さらに、触媒開発による反応データを用いて

小型試験装置ベースの反応シミュレータを完成させるとともに、各プロセスと反応毎にプロセスシミ

ュレータを完成させ、コストシミュレーションによる反応プロセスの最適化を行った。これらの結果

を踏まえ、小型パイロットに進めるプロセスはメタノール合成／ＭＴＯ反応プロセスとした。 

 

《３》有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発 ［平成２６年度～平成３３年度、

中間評価：平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

我が国の有機ケイ素工業が抱えるエネルギー面、コスト面の問題を解決し、安定的に高機能な有機ケイ素部材を提供

するための革新的触媒技術及び触媒プロセス技術の確立を目的として、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①砂からの有機ケイ素原料製造プロセス技術開発 

砂のケイ素－酸素結合の一部を選択的に開裂させて有機基に置換した有機ケイ素原料を合成する反応

経路を確立する。有機ケイ素原料の中間原料となるアルコキシシランの製造について、触媒候補の選定、

脱水剤の検討を行う。また、この中間原料からの有機ケイ素原料の製造において、水素を還元剤とする

触媒反応効率向上のための指針を得る。高活性ケイ素化学種を用いた中間原料とする有機ケイ素原料の

製造については、反応基質、触媒構造、反応条件の検討を継続し、反応経路や触媒の候補を選定する。

これらによって、複数の反応経路とそれぞれの反応における触媒の中心元素の種類や配位子構造につい

て複数の候補を選定する。 

研究開発項目②有機ケイ素原料からの高機能有機ケイ素部材製造プロセス技術開発 
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高機能有機ケイ素部材であるシリコーンやポリシランを構成する３種類の基本的なケイ素－炭素結合、

ケイ素－酸素結合、ケイ素－ケイ素結合の形成に関する新規な触媒技術を開発する。ケイ素－炭素結合

形成では、ヒドロシリル化反応やカップリング反応に用いる触媒の構造、反応条件等を検討する。ケイ

素－酸素結合形成では、選択的なケイ素－酸素結合の形成が可能な各種反応に用いる触媒の構造、反応

条件等を継続して検討する。また、シリコーンの構造解析技術に関しては、各種スペクトルや理論計算

による検討を実施する。ケイ素－ケイ素結合形成では、高次シラン構造の製造に有効なヒドロシランを

原料とする脱水素カップリング反応に関して、触媒構造や反応条件を継続して検討し、触媒性能向上の

ための指針を得る。ヒドロシランの安価な製造法に関しては、金属錯体等を用いた触媒の構造や反応条

件の検討を継続する。また、シミュレーション等により有効な反応経路や触媒候補を選定する。これら

によって、高機能有機ケイ素部材を想定した各種反応に用いられる触媒の活性中心元素や配位子構造等

について複数の候補を選定する。 

［２６年度業務実績］ 

我が国の有機ケイ素工業が抱えるエネルギー面、コスト面の問題を解決し、安定的に高機能な有機ケイ素部材を提供

するための革新的触媒技術及び触媒プロセス技術の確立を目的として、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①砂からの有機ケイ素原料製造プロセス技術開発 

砂の直接変換反応によるアルコキシシランの合成反応で、触媒を種々検討し、本反応に最適な触媒と

してチタンアルコキシドを選定した。また、原料シリカ（ＳｉＯ２）を種々検討し、表面積が反応成績

に大きな影響を与えないことを明らかにした。シリカ基準で８０％以上の高収率を達成し、その成果に

ついてニュースリリースを実施した。Ｓｉ―Ｏ結合の切断反応の触媒としてＣｓＦなどのフッ素化合物

が有効であることを見い出した。また、Ｓｉ―Ｏ２を反応させて（Ｓｉ８Ｏ２０)８ -型のかご状化合物を

得ることに成功した。中間原料の変換反応としてシリルトリフラートのＨ２還元によるヒドロシラン合

成反応を見い出しているが、同様にアルコキシシラン類の変換反応が進行しないか、他の触媒も含めて

広く検討した。アルコキシシランのアルキル化反応については、既に見い出しているＭｎ錯体を代替す

るコバルトや鉄の錯体の探索を行った。 

研究開発項目②有機ケイ素原料からの高機能有機ケイ素部材製造プロセス技術開発 

ケイ素-炭素結合形成反応のうちヒドロシリル化反応の触媒について、すでに見い出していたＦｅ，

Ｎｉの錯体触媒とＦｅ微粒子触媒に加え、新たにＴｉ錯体触媒を見いだし、特にかさ高い配位子のＴｉ

錯体触媒では反応が加速されることを見い出した。Ｆｅ錯体触媒では触媒を大幅に減らしても反応が効

率よく進行し、最大でＴＯＮが４２００に達した。Ｎｉ錯体触媒では、Ｐｔが苦手とする配位性置換基

を有する基質のヒドロシリル化に有効な触媒を見い出し、また一部のＮｉ触媒は空気下でもヒドロシリ

ル化活性を示した。微粒子触媒については、種々の金属のものを調製したが触媒活性は低く、Ｆｅ微粒

子触媒が最適であることが判明した。ベンゼンとヒドロシランの脱水素カップリング反応について、触

媒の検討を行い、最大で８０％の収率でカップリング体を得ることに成功した。またＰｄ－ナノパーテ

ィクル触媒で、ハロゲン化アリールとヒドロシラン・ジシランのクロスカップリング反応が進行するこ

とも見い出した。ケイ素-酸素結合形成反応の原料として有望でありながら、従来不安定で単離ができ

ないと考えられていたＳｉ（ＯＨ）４など種々のシラノール類を合成・単離することに成功し、原料と

して利用可能なシラノール類を合成する反応経路と触媒を選定した。また、これを原料としたシロキサ

ン合成反応の探索を行い、ヒドロシランとの脱水素縮合反応によるケイ素-酸素結合形成反応など、複

数の反応とその触媒を開発した。アルコキシシランとクロロシランのクロスカップリング反応では、か

さ高い原料で官能基交換が抑制されることを見い出した。アルコキシシラン類の変換反応では、アルコ

キシ基を選択的に変換してアシロキシシランを得る方法を開発した。モノシランからのジシラン製造触

媒の開発と条件検討により、無触媒系よりも１００℃低い反応温度でも、無触媒時より高収率でジシラ

ンを得ることに成功した。またＦｅ錯体触媒でもジシラン合成反応が進行することを見い出した。 
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（ⅵ）電子・情報通信分野 

[中期計画] 

電子・情報通信産業では、半導体・ディスプレイ等のデバイス技術の進展、高速ネットワークの普及等により、スマ

ートフォン、タブレットなど携帯機器とそれらを用いたアプリケーションが広がっている。同時に、クラウドの普及に

よりビッグデータの活用の可能性が高まっており、従来の情報技術（ＩＴ）の枠を超えた他の産業との融合による新た

なビジネス創造が期待されている。 

他方で、新興国の企業の台頭や投資の大規模化により、世界的に競争環境が一段と激化しており、さらに、ＩＴ化の

進展を通じた情報処理量の増大によるエネルギー需要の増大も引き続き重要な課題となっている。 

第３期中期目標期間中では、このような技術革新のスピード、ビジネス環境の変化等を踏まえつつ、我が国経済・社

会の基盤としての電子・情報通信産業の発展を促進するため、電子デバイス、家電、ネットワーク／コンピューティン

グに関する課題について、重点的に取り組むこととし、以下の技術開発を推進する。 

 

(a)電子デバイス 

[中期計画] 

我が国の電子関連企業の競争力向上と新市場開拓のために、低消費電力、高速処理、高信頼性、設計期間の短縮化等

のデバイス技術開発を推進する。 

日本企業が競争力を有するメモリ分野等においては、大容量化及び低コスト化に対応していくため、極端紫外光（ＥＵ

Ｖ）等を用いた最先端の１１ｎｍ以細の微細加工技術について検査技術、レジスト材料等の開発を進める。また、現在

のフラッシュメモリよりも高速で動作可能な高速不揮発メモリやマイコン等との混載用デバイス等の開発を推進する。 

また、ロジック分野においては、低電圧動作や高速不揮発メモリとの混載等により消費電力を１/１０に低減する低

消費電力技術等の開発を行う。 

さらに、パワー半導体の分野では、社会的にニーズの高い低損失化を目指して、従来のシリコン（Ｓｉ）への代替が

期待される炭化シリコン（ＳｉＣ）、窒化ガリウム（ＧａＮ）等の半導体について、６インチウエハの成長技術、従来

のＳｉと比べて電力損失が１/１００となるデバイス製造技術、高温動作（２００℃以上）でも使用可能な抵抗器・コ

ンデンサ等受動部品の開発等を推進する。 

半導体の実装技術についても注力する。半導体の微細加工技術も限界が近づいてきていることから、三次元実装技術

等を開発し、チップ配線長の大幅な短縮化、データ伝送量の増大を図ることで、高速処理、多機能集積化、低消費電力

化が可能となるデバイスを開発する。 

 

《１》低炭素社会を実現する超低電圧ナノエレクトロニクスプロジェクト ［平成２１

年度～平成２６年度］ 

＜低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト［平成２２年度～平成２６年度］＞ 

［２６年度計画］ 

半導体集積回路（ＬＳＩ）の低動作電圧化と高機能・高集積化を実現し、エレクトロニクス機器の消費電力を大幅に低

減することを目的に、以下の研究開発を実施する。なお、プロジェクトリーダーは置かないが、超低電圧デバイス技術

研究組合 研究本部長 住広直孝氏を中心としてプロジェクトを推進する。 

研究開発項目①ロジック集積回路内１次メモリを対象とした、高集積・高速特性・高書き換え耐性などの機能を有す

る超低電圧・不揮発デバイスの開発 

・加速試験による１０年間のリテンションと、書き換え回数１０１６回が達成可能な磁性変化デバイス

のプロセスレシピを決定する。 

・読み書き電圧０．４Ｖ、読み書き電流１００μＡ以下、読み書き時間１０ｎｓ、１．２Ｖ動作ＳＲＡ

Ｍの１／１０の電力を実証すると共に、メガバイト級メモリの実現可能性を提示する。 

・多値動作を実証することにより、従来ＳＲＡＭ比２倍の高集積化の可能性を実証する。 

研究開発項目②外部記憶の高速低電力データ転送を実現する、高集積・高速低電力書き込み特性などの機能を有する

超低電圧・不揮発デバイスの開発 

・書き換え回数１０６回以上を達成する。 

・データ転送速度４００ＭＢ／ｓの高速動作を実証する。 

・外部記憶の並列チップ構成において、従来の１／１０の電力（６６ｍＷ）での低電力動作が可能であ

ることを実証する。 

・クロスポイント型メモリアレイを試作評価し、メモリセル面積４Ｆ２の高集積性を実証する。 

研究開発項目③配線切り換えを可能とするスイッチを対象とした、低電流・高速書き換え、高オン・オフ抵抗比、小

面積などの機能を有する超低電圧・不揮発スイッチデバイスの開発 

・原子移動型スイッチを用いたプログラマブルロジック回路が０．４Ｖで動作可能であり、その際の消

費電力がＳＲＡＭスイッチにより配線切り替えを行った従来型１．２Ｖ動作ロジック集積回路に比べ

１／１０以下であることを実証する。 
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・集積化したスイッチ素子の面積が同一世代のＳＲＡＭスイッチを用いたプログラマブルロジックデバ

イス（ＰＬＤ）に比べ１／２０以下とする。 

・原子移動型スイッチとナノトランジスタ構造デバイスの融合技術ＴＥＧマスクを用いて、融合技術実

証チップの試作を行い、低電力性能の検証を行う。 

研究開発項目④集積回路チップ内において、機能ブロックの三次元集積を実現するための、微細幅・超低電気抵抗、

超高アスペクト比配線・材料技術の開発 

・微細幅（最小線幅≦２０ｎｍ）横方向ナノカーボン配線の低抵抗化・細線効果抑制（シート抵抗≦３

Ω／□）のための構造とプロセスを決定する。 

・ＣＶＤグラフェンを用いたナノカーボン配線の実用化可能性判断に不可欠な微細幅（最小線幅≦２０

ｎｍ）横方向ナノカーボン配線の構造とプロセスを決定する。 

・ＡＲ＞３０の超高ＡＲビアへのナノカーボン材料埋め込み可能性に目途をつける。 

・ビア集積（抵抗≦Ｗ）に対応したＣＮＴの品質向上・ＣＭＰ･電極接合等のプロセス依存性の検討を行

う。 

研究開発項目⑤ＣＭＯＳトランジスタの超低電圧動作、及びリーク電流抑制を同時に実現するための、低しきい値ば

らつきトランジスタを集積化するための技術開発、並びに、この技術を用いた高集積機能素子における

低電圧動作実証 

・信頼性も含めて量産可能レベルのプロセス技術を構築し、ナノトランジスタ構造デバイスと既存のＣ

ＭＯＳトランジスタの融合集積化技術を確立する。 

・ナノトランジスタ構造デバイスと既存のＣＭＯＳデバイスの設計環境を融合させて超低電圧動作チッ

プが確実に設計できる環境を確立する。 

・ＢＥＯＬデバイスとの融合も含めた実用化レベルの回路を搭載したチップを設計・試作し、従来デバ

イスに比較して消費電力を１／１０に低減できる目処を示す。 

［２６年度業務実績］  

半導体集積回路（ＬＳＩ）の低動作電圧化と高機能・高集積化を実現し、エレクトロニクス機器の消費電力を大幅に

低減することを目的に、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①ロジック集積回路内１次メモリを対象とした、高集積・高速特性・高書き換え耐性などの機能を有す

る超低電圧・不揮発デバイスの開発 

・加速試験による１０年間のリテンションと、書き換え回数１０１６回が達成可能な磁性変化デバイスの

プロセスレシピを決定した。 

・低電圧動作用の周辺回路を備えたメモリマクロで、読み書き電圧０．４Ｖ、読み書き電流１００μＡ

以下、読み書き時間１０ｎｓ、１．２Ｖ動作ＳＲＡＭの１／１０の電力を実証すると共に、メガバイ

ト級メモリの実現可能性を提示した。 

・メモリマクロでの多値動作を実証することにより、従来ＳＲＡＭ比２倍の高集積化の可能性を実証し

た。 

研究開発項目②外部記憶の高速低電力データ転送を実現する、高集積・高速低電力書き込み特性などの機能を有する

超低電圧・不揮発デバイスの開発 

・新規デバイス構造を適用したＴＲＡＭ※１メモリセルにおいて書き換え回数１０８回以上を達成した。 

・１６ｋｂ ＴＲＡＭメモリアレイを試作評価し、外部記憶のデータ転送速度４００ＭＢ／ｓの高速動作

化の見通しを得た。 

・ＴＲＡＭメモリアレイの評価結果に基づいて、外部記憶の並列チップ構成を想定し、従来の１／１０

の電力（６６ｍＷ）での低電力動作が可能である見通しを得た。 

・クロスポイント型メモリアレイを試作し、その正常動作を確認することで、メモリセル面積４Ｆ２

（Ｆ：最小加工寸法）の高集積性を実証した。 

※１ ＴＲＡＭ：Topological switching ＲＡＭ；超格子をメモリ部に使用したＲＡＭの総称 

研究開発項目③配線切り換えを可能とするスイッチを対象とした、低電流・高速書き換え、高オン・オフ抵抗比、小

面積などの機能を有する超低電圧・不揮発スイッチデバイスの開発 

・原子移動型スイッチを用いたプログラマブルロジック回路が０．３Ｖまで動作可能であり、その際の

アクティブ電力がＳＲＡＭスイッチにより配線切り替えを行った従来型１．２Ｖ動作ロジック集積回

路に対しては１／２０以下であることを実証した。 

・集積化した原子移動型スイッチ素子のスイッチ面積は０．７ｕｍ２であり、スイッチ素子の面積が同一

世代のＳＲＡＭスイッチの１／２０であることを実証した。 

・原子移動型スイッチとナノトランジスタ構造デバイスの融合技術評価チップ（原子移動型スイッチで

構成したＲＯＭを登載）を用いて、０．４Ｖ以下の低電力動作を実証した。 

研究開発項目④集積回路チップ内において、機能ブロックの三次元集積を実現するための、微細幅・超低電気抵抗、

超高アスペクト比配線・材料技術の開発 

・多層グラフェンへのドーピング、エッジ制御により、微細幅（最小線幅≦２０ｎｍ）横方向ナノカー

ボン配線の低抵抗化・細線効果抑制（シート抵抗≦３Ω／□）のための構造とその加工プロセスを提

示した。 

・成長条件検討、抵抗検証、ドーピング検討等により、ＣＶＤグラフェンを用いた微細幅（最小線幅≦

２０ｎｍ）横方向ナノカーボン配線の構造とプロセスを提示するとともに、ドーピングにともなう触

媒金属への影響等の検討を開始した。 
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・ビア内への触媒形成・ＣＮＴ成長検討を行い、ＡＲ＞３０の超高ＡＲビアへのナノカーボン材料埋め

込み可能性に目途をつけた。 

・ビア集積に対応したＣＮＴの品質向上・ＣＭＰ･電極接合等のプロセス依存性に関し、ＣＮＴへのドー

ピング等の検討を行った。 

研究開発項目⑤ＣＭＯＳトランジスタの超低電圧動作、及びリーク電流抑制を同時に実現するための、低しきい値ば

らつきトランジスタを集積化するための技術開発、並びに、この技術を用いた高集積機能素子におけ

る低電圧動作実証 

・評価サンプルの試作を通して、量産性の判断が可能な水準でエピタキシャル成長工程を確立した。さ

らに、周辺回路用バルクトランジスタを含んだ大規模での信頼性を評価し、量産可能レベルのデバイ

ス・プロセス技術によってナノトランジスタ構造デバイスと既存のＣＭＯＳトランジスタの融合集積

化技術を確立した。 

・超低電圧実用回路の信頼性を阻害する要因としてランダムテレグラフノイズ(ＲＴＮ)やバイアス温度

不安定性（ＢＴＩ）などを検討した。前者についてはナノトランジスタ構造デバイスの特徴である低

不純物濃度（ドーパントレス構造）がＲＴＮの低減にも寄与していることが見出され、後者ではアン

テナ効果の緩和構造などデバイスの配線構造等を検討することで良好な信頼性が得られることを実証

し、以上の知見をもとに超低電圧動作回路の高信頼化のための設計環境構築指針を提示した。 

・評価モジュールを用いて実証アプリケーションチップを評価し、０．４Ｖ以下の超低電圧で動作し、

実用化回路レベルで従来デバイスに対して消費電力を１／１０に低減する基盤技術を確立した。 

・原子移動型スイッチとナノトランジスタ構造デバイスの融合技術実証チップとして原子移動型スイッ

チによるＲＯＭを搭載したマイコンチップを設計試作し、最小読出し電力０．２９５ｐＪ／ｂｉｔの

低電力性能の実証を行った。以上の評価結果により、最終目標であるナノトランジスタ構造デバイス

と既存のＣＭＯＳトランジスタとの融合集積化技術を確立するとともに、その設計環境構築への指針

を提示し、従来デバイスに比較して消費電力を１／１０に低減できる基盤技術を確立するとともに、

実用化回路レベルでの達成目処を示した。 

 

《２》低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト ［平成２１

年度～平成３１年度］ 

［２６年度計画］ 

研究開発項目①低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト［平成２２年度～平成２６年度］ 

  ＩＴ機器や直流・交流変換機器の大幅な省エネルギー化を実現するため、従来のＳｉ（シリコン）

に比べて１／１００以下の電力損失や数ｋＶの高耐圧性など優れた性能を持つＳｉＣ（炭化珪素）を

用いたパワー半導体デバイス関連技術として、独立行政法人産業技術総合研究所 先進パワーエレク

トロニクスセンター長 奥村 元氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。 

（１）高品質・大口径ＳｉＣ結晶成長技術開発／革新的ＳｉＣ結晶成長技術開発 

・昇華法では、最終目標達成に向けて必要な品質と成長速度の両立を図り、それらの技術を実用化活

動に供する。 

・革新的結晶成長法では、口径２インチ、厚さｃｍ級の４Ｈ-ＳｉＣ単結晶を実現した技術の高度化

と１ｍｍ／ｈの安定成長技術を確立して、昇華法に対する潜在能力を示す。 

（２）大口径ＳｉＣウエハ加工技術開発 

・各要素プロセス装置実用化に着手すると共に、実際に６インチインゴットを用いた最終目標を達成

してエピ工程へ供する。 

（３）ＳｉＣエピタキシャル膜成長技術 

・１００μｍ／ｈ以上の高速成長を維持しつつ、６インチ対応均一エピ成長技術のプロセスマージン

を拡大させ最終目標を達成する。 

（４）ＳｉＣ高耐圧スイッチングデバイス製造技術 

・トレンチ構造を用いた高耐圧ＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴで耐圧３ｋＶ以上、特性オン抵抗１２ｍΩｃｍ
２以下を実現する。 

・３ｋＶ以上のフルＳｉＣ電力変換器モジュールに対し、同等耐圧レンジのＳｉデバイスに比べ５

０％の低消消費電力特性を実証して最終目標を達成する。 

（９）高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発 

・１２００Ｖ／５０Ａ級ＳｉＣパワーモジュールを試作し、高温動作時の課題を抽出し課題解決の見

通しを得る。 

研究開発項目③次世代パワーエレクトロニクス応用システム開発［平成２６年度～平成３１年度］ 

 材料、設計技術、実装技術等の開発により、新材料パワーデバイスを用いた応用システム技術の民

間企業等が実施する実用化開発を支援する。なお、必要に応じて、応用システムごとの要求に応じた

新材料・新構造等の基盤研究・先導研究も支援する。２６年度は公募・採択を行い、実施体制を決定

する。 

［２６年度業務実績］ 
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研究開発項目①低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト［平成２２年度～平成２６年度］ 

ＩＴ機器や直流・交流変換機器の大幅な省エネルギー化を実現するため、従来のＳｉ（シリコン）

に比べて１／１００以下の電力損失や数ｋＶの高耐圧性など優れた性能を持つＳｉＣ（炭化珪素）を

用いたパワー半導体デバイス関連技術として、以下の技術開発を実施した。 

（１）高品質・大口径ＳｉＣ結晶成長技術開発／革新的ＳｉＣ結晶成長技術開発 

・昇華法では、６インチ結晶において、成長速度０．５ｍｍ／ｈ以上、転位密度５×１０３cm-2 以下等を

確認し、最終目標を達成した。 

・革新的結晶成長法では、口径２インチ、厚さｃｍ級の４Ｈ－ＳｉＣ単結晶を実現した技術を更に高度

化するとともに、１ｍｍ／ｈ級の高速成長、および長尺成長が安定的にできるように成長条件を最適

化し、昇華法に対する優位性を実証した。 

（２）大口径ＳｉＣウエハ加工技術開発 

・６インチのＳｉＣインゴットの切断、研磨等の加工技術開発を基に一貫加工工程を構築し、高速・高

品質加工を実証した。また、このウェハをエピ工程に供し、高品質性を実証した。 

（３）ＳｉＣエピタキシャル膜成長技術 

・１００μｍ／ｈ以上の高速成長と低残留キャリア濃度を維持しながら、均一性と表面欠陥密度の最終

目標を達成した。 

（４）ＳｉＣ高耐圧スイッチングデバイス製造技術 

・トレンチ構造を用いた高耐圧ＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴで、耐圧３．７ｋＶ、特性オン抵抗８．３ｍΩ・

ｃｍ２のトレンチ型ＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴを実現し、最終目標を達成した。 

・大容量ＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴ、ＳｉＣ－ＳＢＤをインバータに組み込み、動作試験を実施して、同等

耐圧レンジのＳｉデバイスに対し５５%の損失低減を実証し最終目標を達成した。 

（９）高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発 

・１２００Ｖ／５０Ａ級ＳｉＣパワーモジュールを試作し、接合温度２２５℃における動作を達成する

とともに、プロセス条件、材料の改善策を取り纏めた。 

研究開発項目③次世代パワーエレクトロニクス応用システム開発［平成２６年度～平成３１年度］ 

公募・採択を行い、実施体制を決定するとともに、新材料パワーデバイスを用いたインバータの実

現に必要な材料、設計技術、実装技術の開発に向けて、主要研究開発装置の仕様検討と導入を行い、

研究開発環境を整備した。 

 

《３》次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発 ［平成２２年度～平成２７年度］ 

［２６年度計画］ 

次世代の半導体微細化技術として、極端紫外線（Extreme Ultra Violet：ＥＵＶ）露光システムを構築するマスク関

連評価技術、レジスト材料技術等を確立することを目的に、株式会社ＥＵＶＬ基盤開発センター 代表取締役社長 森 

一朗氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①ＥＵＶマスク検査・レジスト材料技術開発 

（１）ＥＵＶマスクブランク欠陥検査（ＡＢＩ）技術開発 

・基本性能を確認したｈｐ（※１）１６ｎｍＡＢＩ装置の量産適用評価を行い、さらに１１ｎｍ以細で

の欠陥検出装置化で必要となる位相欠陥の定義を行い、欠陥検出感度、検出確率などの指標を明確化

する。 

（２）ＥＵＶマスクパターン欠陥検査（ＰＩ）技術開発 

・パターン欠陥のウェハ転写性の露光実験及びシミュレーションを行いｈｐ１１ｎｍ以細での検出限 

界を明確にする。 

・高感度化、高スループット化を検討し、併せて必要な総合機能の明確化、提示を行う。 

（３）ＥＵＶレジスト材料技術開発 

・ｈｐ１１ｎｍ以細のレジスト材料に対応したＬＷＲ（※２）、感度、アウトガス（※３）の合否基準 

を策定する。 

・ＥＵＶ光、及び電子ビーム照射時におけるアウトガスの影響に関して、ｈｐ１１ｎｍ以細における 

課題をまとめ、評価手法及び基準に対する指針を提示する。 

研究開発項目②ＥＵＶマスク検査装置・レジスト材料基盤技術開発 

露光装置ＨＳＦＥＴ（High NA Small Field Exposure Tool）の性能を向上させ、これを活用して新

たな材料設計手法及び評価の基盤技術を開発する。本項目については、２６年度に公募・採択を行い、

実施体制を決定する。 

※１ ｈｐ：half pitch の略。ＬＳＩの配線層のピッチで最小のものの１／２。 

※２ ＬＷＲ：Line Width Roughness の略。半導体製造時のバラつきの一種。 

※３ アウトガス：レジストがＥＵＶ光などにより露光された際に放出されるガスのこと。アウトガス

が露光機内のミラーやマスク表面を汚染し、反射率や解像度の低下を引き起こす原因となる。 

［２６年度業務実績］ 

次世代の半導体微細化技術として、極端紫外線（Extreme Ultra Violet：ＥＵＶ）露光システムを構築するマスク関

連評価技術、レジスト材料技術等を確立することを目的に、以下の研究開発を実施した。 
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研究開発項目①ＥＵＶマスク検査・レジスト材料技術開発 

（１）ＥＵＶマスクブランク欠陥検査（ＡＢＩ）技術開発 

・基本性能を確認したｈｐ（※１）１６ｎｍＡＢＩ装置の量産適用評価を行い、さらに１１ｎｍ以細で

の欠陥検出装置化で必要となる位相欠陥の定義を行い、欠陥検出感度、検出確率などの指標を明確化

した。 

（２）ＥＵＶマスクパターン欠陥検査（ＰＩ）技術開発 

・パターン欠陥のウェハ転写性の露光実験及びシミュレーションを行いｈｐ１１ｎｍ以細での検出限界

を明確化した。 

・高感度化、高スループット化を検討し、併せて必要な総合機能の明確化した。 

（３）ＥＵＶレジスト材料技術開発 

・ｈｐ１１ｎｍ以細のレジスト材料に対応したＬＷＲ（※２）、感度、アウトガス（※３）の合否基準を

策定した。 

研究開発項目②ＥＵＶマスク検査装置・レジスト材料基盤技術開発 

露光装置ＨＳＦＥＴ（High NA Small Field Exposure Tool）の性能を向上させ、これを活用して新

たな材料設計手法及び評価の基盤技術を開発した。 

公募・採択を行い、実施体制を決定するとともに、新たな材料設計手法及び評価の基盤技術を開発

した。 

※１ ｈｐ：half pitch の略。ＬＳＩの配線層のピッチで最小のものの１／２。 

※２ ＬＷＲ：Line Width Roughness の略。半導体製造時のバラつきの一種。 

※３ アウトガス：レジストがＥＵＶ光などにより露光された際に放出されるガスのこと。アウトガス

が露光機内のミラーやマスク表面を汚染し、反射率や解像度の低下を引き起こす原因となる。 

 

《４》次世代スマートデバイス開発プロジェクト ［平成２５年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 

次世代交通社会の実現に必須となるエレクトロニクス技術の開発を目的に、以下の研究開発を実施すると共に、民間

企業等が実施する実用化開発を支援する。なお、プロジェクトリーダーは置かず、テーマごとにテーマリーダーを設置

する。 

研究開発項目①車載用障害物センシングデバイスの開発 

単一受光デバイス及び回路の成立性を検討し、センサモジュールの成立性検証を行う。また、三次

元積層の要素技術として、印刷ＴＳＶ技術、実装評価技術等を開発し、測距センサモジュールの構成

部品を試作する。 

研究開発項目②障害物検知・危険認識アプリケーションプロセッサの開発 

（１）画像意味理解プロセッサプラットフォーム技術の開発 

用意周到型アーキテクチャに基づく画像意味理解プロセッサの評価用チップ、Ｃコンパイラ、ＡＰ

Ｉライブラリ一式を設計・開発し、電力性能比の改善効果を検証する。更に、高精度化への課題を抽

出し、改善策をまとめる。 

（２）車両周辺監視用画像意味理解アプリケーションソフトウェア技術の開発 

既存プラットフォーム上で車両周辺監視ベースアプリケーションソフトウェア評価を行う。 

研究開発項目③プローブデータ処理プロセッサの開発 

理論上最終目標を満たす基本仕様の検討を行い、回路レイアウト設計を開始する。また、事業化を

想定し実現性のある三次元実装ＬＳＩ向けテストの仕様を検討する。更に、これらを実現するための

各種要素技術開発を行う。 

［２６年度業務実績］ 

次世代交通社会の実現に必須となるエレクトロニクス技術の開発を目的に、以下の研究開発を実施するとともに、民

間企業等が実施する実用化開発を支援した。 

研究開発項目①車載用障害物センシングデバイスの開発 

単一受光デバイス及び回路の成立性を検証するため、測距センサモジュールの構成部品に対するＴ

ＥＧ試作を実施し、感度を従来比３倍向上した単一受光デバイスを実現した。高出力ＬＤ、駆動回路

及び発光レンズにて、センサモジュールの成立性を確認した。また、三次元積層の要素技術として、

ＴＳＶ金属充填や低応力接合等を開発し、ＴＥＧ評価内容を抽出した。 

研究開発項目②障害物検知・危険認識アプリケーションプロセッサの開発 

(１)画像意味理解プロセッサプラットフォーム技術の開発 

用意周到型アーキテクチャに基づくメニーコア型画像意味理解プロセッサＲＴＬ(run-time 

library)を開発し、電力性能比の改善効果を検証した。併せて画像意味理解プロセッサを備えた評価

用チップの設計検証を行った。当該開発に要する専用のＣコンパイラおよび、画像意味理解拡張ＡＰ

Ｉライブラリ一式も開発した。 

(２)車両周辺監視用画像意味理解アプリケーションソフトウェア技術の開発 

既存プラットフォーム上で車両周辺監視ベースアプリケーションソフトウェアを開発し、車両周辺

監視ベースアプリケーションソフトウェア評価を行い、ＡＰＩインターフェイスの基本仕様を纏めた。 
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研究開発項目③プローブデータ処理プロセッサの開発 

ＴＥＧ評価等の結果から、ＴＳＶ経由のＳＩ/ＰＩ設計仕様、ＴＳＶ電極構造、絶縁有機膜構造等

を定め、並行して論理設計を流用可能なブロックについてレイアウト設計を開始した。また、低コス

トな三次元実装ＬＳＩ向けのテスト仕様検討を実施した。更に、各種要素技術として、大電流供給に

対応した電極構造、シリコン絶縁膜、メッキ材料等の設計技術、冷却循環系の熱輸送原理等の技術開

発を行った。 

 

《５》クリーンデバイス社会実装推進事業 ［平成２６年度～平成２８年度］ 

［２６年度計画］ 

日本に技術的優位性のあるクリーンデバイス（※）をより他用途で高い価値を提供すると共に、これらが必要となる

ような新市場を創出することを目的に、以下の事業を実施する。 

・クリーンデバイス製造事業者のみならず、関連業者が連携の上で省エネルギーに資するクリーンデバイスを活用し

た社会課題解決及びユースケース（具体的な製品とサービスの明確化）を創出する。さらにユーザが求める共通の

仕様を整理し、実装・実証することにより、クリーンデバイス普及に向けた信頼性・安全性、標準化の方針と計画

を策定する。 

・２６年度は公募・採択を行い、実施体制を決定する。 

・プロジェクトリーダーは置かず、テーマごとにテーマリーダーを設置する。 

※クリーンデバイス：省エネルギーに資する革新的デバイスであり、高周波半導体、不揮発メモリ、光エレクトロニ

クス、低電力ＬＳＩ、パワーデバイス、環境（光、熱、振動）発電デバイス等の特定用途向けに実用化間近で、社

会に実装されることで省エネルギー効果が期待されるデバイスと定義する。 

［２６年度業務実績］ 

クリーンデバイス製造事業者のみならず関連事業者が連携の上で、省エネルギーに資するクリーンデバイスを活用し、

社会課題解決及び社会価値を提供するユースケースの創出を推進した。さらに、ユーザが求める共通の仕様を策定し、

実証を進めた。安全性・信頼性や今後の標準化・共通化について、方向性をまとめ、事業終了後も継続して実施につな

げていく計画策定を進めた。 

平成２６年度に公募を実施し、１９件の応募があり、５件のテーマを採択した。 

制度全体でプロジェクトリーダーは設置しないが、個々の採択テーマ毎に、テーマの円滑な実施の責任を負うプロジ

ェクトリーダーを設置した。 

 

(b)家電（ディスプレイ、有機トランジスタ、照明等） 

[中期計画] 

家電分野においては、低消費電力化、軽量化、低コスト化等を目指した技術開発を行う。 

ディスプレイ分野では、今後もスマートフォン、タブレット等中小型ディスプレイの市場拡大が予想されることから、

従来の液晶ディスプレイよりも消費電力が１/２以下かつ重量が１/２以下で、さらに入力やセンシング機能も兼ね備え

たインタラクティブな有機ＥＬディスプレイ等の開発を進める。 

また、高機能材料、印刷技術及びエレクトロニクス技術の融合を図り、省エネ・大面積・軽量・薄型・フレキシブル

性を実現する薄膜トランジスタの連続製造技術及びその実用化技術の確立を目指す。具体的には、Ａ４サイズのトラン

ジスタアレイを連続５０枚生産可能な製造プロセスの技術、生産タクトは１平米あたり９０秒以下を実現する技術等を

確立する。 

照明分野では、短・中期的な市場のニーズを見据えたＬＥＤ照明技術の開発と、中・長期的な市場のニーズを見据え

た有機ＥＬ照明技術の開発を進める。ＬＥＤ照明については、ＧａＮ基板生成等の技術開発を進め、ＬＥＤチップで蛍

光灯を超える発光効率や蛍光灯と同レベルの低コスト化等を目指す。有機ＥＬ  照明については、発光効率の向上や

輝度半減寿命の長時間化、低コスト化等についても技術開発を行う。これらの技術開発は、ＬＥＤ照明や有機ＥＬ照明

の国際標準化の動きを考慮しつつ、関係機関と連携して推進する。 

 

《１》次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発 ［平成２２

年度～平成３０年度］ 

［２６年度計画］ 

省エネ・省資源・高生産性や軽量・フレキシブル性などの特徴を有する印刷エレクトロニクスを基盤技術として、フ

レキシブルな薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の連続製造技術の確立とその実用化技術の確立を目的に、東京大学工学系研

究科 教授 染谷 隆夫氏をプロジェクトリーダーとし、以下の技術開発を実施する。 

研究開発項目①印刷技術による高度フレキシブル電子基板の連続製造技術開発 

（１）標準製造ラインに係る技術開発 
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・標準製造ラインの高度化を図ると共に、それに適用可能な±２０μｍ以下のパターン精度を持ちつ

つ、生産タクト９０秒以下で連続印刷が可能となる印刷ＴＦＴ製造技術を開発する。 

・生産タクト９０秒以下で±１０μｍ以下の位置合わせ精度を実現する印刷アライメント技術を開発

する。 

（２）ＴＦＴに特有な特性評価に係る技術開発 

・（１）で作製されるＴＦＴアレイの印刷プロセスの最適化技術として、性能の信頼性評価技術を開

発する。 

研究開発項目②ＴＦＴアレイ印刷製造のための材料・プロセス開発 

・デバイスの高動作速度構成部材の開発として、印刷ＴＦＴ素子において遮断周波数０．５ＭＨｚ以

上を示す材料、プロセス技術を開発する。 

・標準製造ラインに適合し、タクト９０秒以下、プロセス温度１２０℃以下でＴＦＴが生産できるプ

ロセス技術を開発する。 

研究開発項目③印刷技術による電子ペーパーの開発 

（２）高反射型カラー電子ペーパーの開発 

・印刷法を用いてフィルム基板上に反射率５０％以上、対角１０インチのカラー（色数５１２以上）

パネル試作に着手する。また、信頼性評価による課題の抽出を行う。 

（３）大面積軽量単色電子ペーパーの開発 

・印刷法を用いてプラスティックフィルム基板上に１２０ｐｐｉの解像度を持つＴＦＴアレイを多

面取試作するプロセスを開発する。 

研究開発項目④印刷技術によるフレキシブルセンサの開発 

（２）大面積圧力センサーの開発 

・個片のシートをつなぐ配線形成手法を開発し、メートル級のＴＦＴアレイシートを実現する技術

を開発する。大面積センサを駆動する際の技術改題を抽出する。 

［２６年度業務実績］ 

 省エネ・省資源・高生産性や軽量・フレキシブル性などの特徴を有する印刷エレクトロニクスを基盤技術として、フ

レキシブルな薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の連続製造技術の確立とその実用化技術の確立を目的に、以下の技術開発を

実施した。 

 研究開発項目①印刷技術による高度フレキシブル電子基板の連続製造技術開発 

（１）標準製造ラインに係る技術開発 

・標準一貫製造ラインの高度化を図るとともに、±２０μｍ以下のパターン精細度で５０枚以上の連

続印刷製造を可能にする連続ＴＦＴ製造技術を開発した。また、タクト９０秒／ｍ２で±１０μｍ

以下の精度となるアライメント技術を開発した。 

（２）ＴＦＴに特有な特性評価に係る技術開発 

・印刷デバイスの特性、信頼性に関する評価技術の標準化を検討し、印刷製造ＴＦＴの信頼性評価に

関する標準評価法を作成した。 

研究開発項目②高度ＴＦＴアレイ印刷製造のための材料・プロセス技術開発 

印刷で作製するＴＦＴ素子の構成部材とデバイス構造の開発を行い、印刷ＴＦＴ素子の遮断周波数

１．０ＭＨｚで動作させることを実現した。また、配線、絶縁層を１２０℃以下９０秒で印刷焼成す

る低温高速化焼成技術を開発した。 

研究開発項目③印刷技術による電子ペーパーの開発 

（２）高反射型カラー電子ペーパーの開発 

・反射率５０％以上、対角６インチパネルを試作した。この試作評価により製膜プロセスを改良し、

さらに印刷ＴＦＴと組合せて駆動検討を実施し、ＴＦＴ仕様を設定し、駆動装置を試作した。また、

曲面基板への印刷試作を行い、曲面基板上に電子ペーパー用フロントプレーン材料として開発した

エレクトロクロミックインクを形成してクロミック反応の信頼性評価及び改良を実施した。 

（３）大面積軽量単色電子ペーパーの開発 

・解像度１２０ｐｐｉ、タクト時間３分以内を達成した。また、大面積化へ向けてタイリング技術を

開発した。この技術を用いて実際の商品を想定したレール型電子棚札の試作に成功した。各種展示

会にてレール型電子棚板のデモ展示を行い、ビジネスに向けたニーズ、用途探索を推進した。 

 

《２》革新的低消費電力型インタラクティブシートディスプレイ技術開発 ［平成２５

年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 

ガラス基板の代わりに樹脂等のシート基板を用いることで、低コストで、より軽く、より薄く、割れにくいディスプ

レイを実現する製造技術の開発及び有機ＥＬ材料の発光効率向上や素子構造の改善による光取り出し効率向上等の低消

費電力化技術の民間企業等が実施する実用化開発を支援する。 

・樹脂等のシート基板を用いた有機ＥＬディスプレイを実現するために、選定されたデバイス構成で製造できるプロ

セスの立ち上げを行う。 



 - 95 -

・現行のガラス基板から樹脂等のシート基板に置き換えるために、シート基板材料等やプロセスの基礎開発を行う。 

・タッチパネル等のインタラクティブ機能をディスプレイパネルへ組み込むための技術を確立するために、シミュレ

ーションによる結果に基づき原理検証を行う。 

・有機ＥＬ材料の発光効率を向上させるための基礎開発を行う。 

・素子構造の改善による光取り出し効率を向上させるための基礎開発を行う。 

・市場ニーズの高い高精細化に対応するためにカラーフィルタによる貼り合わせの基礎開発を行う。 

・コスト競争力を強化するために選定されたデバイス構成の製造に対して、歩留まり改善のための基礎開発を行う。 

［２６年度業務実績］ 

・樹脂等のシート基板を用いた有機ＥＬディスプレイを実現するために、選定されたデバイス構成で製造できるプロ

セスの立ち上げを行った。 

・現行のガラス基板から樹脂等のシート基板に置き換えるために、シート基板材料等やプロセスの基礎開発を行った。 

・タッチパネル等のインタラクティブ機能をディスプレイパネルへ組み込むための技術を確立するために、シミュレ

ーションによる結果に基づき原理検証を行った。 

・有機ＥＬ材料の発光効率を向上させるための基礎開発を行った。 

・素子構造の改善による光取り出し効率を向上させるための基礎開発を行った。 

・市場ニーズの高い高精細化に対応するためにカラーフィルタによる貼り合わせの基礎開発を行った。 

・コスト競争力を強化するために選定されたデバイス構成の製造に対して、歩留まり改善のための基礎開発を行った。 

 

(c)ネットワーク／コンピューティング 

[中期計画] 

スマートフォン・タブレット等の個人向け情報端末の普及、ストリーム系コンテンツサービスの増加による情報トラ

フィック量の爆発的増加が今後とも見込まれていることから、高速、低消費電力化等のニーズに対応するため、光・電

子融合技術等を中心とした技術開発を行うとともに、それらを組み合わせたシステム開発等を行っていく。具体的には、

次世代高速イーサネット（１００Ｇｂ）等への対応等基幹系のみならずアクセス系の高速化に対応した、光と電子技術

が融合した光電子モジュール技術等を開発する。 

ハイエンドサーバにおいては電子配線のままでは高速動作の限界に近づきつつあることから、光と電子のハイブリッ

ト技術により現状電気配線に比べ３割の省電力かつ高速化を実現する技術等を開発する。 

また、システムとしての低消費電力性能（電力当たりの処理性能）を１０倍にするため、集積回路内の電力消費を制

御しノーマリーオフ化を実現する新しいコンピューティング技術等を開発する。 

 

《１》ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発 ［平成２３年度～平成２７年

度、中間評価：平成２５年度］ 

［２６年度計画］ 

待機電力をゼロにする等「ノーマリーオフ」の技術を世界に先駆けて開発し、電源を切っても情報を保持できる不揮

発性素子の特性をいかした新市場創出を目的に、東京大学大学院情報理工学系研究科 中村宏教授をプロジェクトリー

ダーとし、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①次世代不揮発性素子を活用した電力制御技術の開発 

（１）高速低消費不揮発メモリシステムによる携帯情報端末低電力化技術 

不揮発キャッシュメモリアレイ回路、性能評価システム等の設計・開発。 

（２）スマートシティ・センサーネットワーク低電力化技術 

ノーマリーオフモニタ等の改良設計/試作/評価。センサーネットワーク対応に関する技術課題の明

確化・技術検討。 

（４）ヘルスケア応用生体情報計測センサーネットワーク低電力化技術 

ノーマリーオフ心電計測フロントエンドの設計・評価。フィールドテスト結果を反映した間歇動作

指向のシステムモジュール仕様決定。 

研究開発項目②将来の社会生活を支える新しい情報システムにおいて飛躍的なノーマリーオフ化を実現する新しいコ

ンピューティング技術の検討 

開発するノーマリーオフ技術によって消費電力当たりの性能１０倍を実現する定量的な根拠を提示

しうる汎用的な設計方法論の開発及び技術共有・一般化。 

［２６年度業務実績］ 

待機電力をゼロにする等「ノーマリーオフ」の技術を世界に先駆けて開発し、電源を切っても情報を保持できる不揮

発性素子の特性をいかした新市場創出を目的に、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①次世代不揮発性素子を活用した電力制御技術の開発 

（１）高速低消費不揮発メモリシステムによる携帯情報端末低電力化技術 

不揮発キャッシュメモリアレイ回路、性能評価システム等の設計・開発を行い、メモリシステムの
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消費電力を従来の２割まで削減した。 

（２）スマートシティー・センサーネットワーク低電力化技術 

ハードウェアとソフトウェアの改良設計/試作/評価を実施し、制御技術の汎用化を目指した技術課

題の明確化と技術検討も実施した。 

（４）ヘルスケア応用生体情報計測センサーネットワーク低電力化技術 

 高信頼心拍抽出アルゴリズムを用いるノーマリーオフ心電計測フロントエンドの設計・評価を行い、

システムモジュール全体の仕様決めを行った。 

研究開発項目②将来の社会生活を支える新しい情報システムにおいて飛躍的なノーマリーオフ化を実現する新しいコ

ンピューティング技術の検討 

研究開発項目①の各テーマにおいて開発された低消費電力技術の定量的な根拠とその技術の共有と

一般化を実施した。 

 

《２》超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発 ［平成２５年度～平

成２９年度、中間評価：平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

省電力、高速で小型な光接続を可能にする光電子ハイブリッド回路技術を開発することにより、ＬＳＩを高集積化し、

ＩＴ機器の情報処理機能を高めつつ、省エネ化を実現することを目的に、東京大学 生産技術研究所 荒川泰彦教授を

プロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①光エレクトロニクス実装基盤技術の開発 

・並列多重化、波長多重化、一芯双方向伝送に関する要素光素子の改良と集積試作を行い、各方式にお

ける集積化基盤技術を確立する。また、電子回路を搭載した集積光トランシーバにおける光回路、電

気回路、実装の技術課題を抽出する。 

・光エレクトロニクスインターフェース技術に関し、実用環境を想定したデバイスの開発に着手する。 

・革新的デバイス技術に関し、シリコン上集積量子ドットレーザー技術、スローライト光変調器技術等

の基本動作実証等を進める。 

研究開発項目②光エレクトロニクス実装システム化技術の開発 

・サーバボードのシステム化技術に関し、試作を通じてＣＰＵ間光接続のための光電子集積インターポ

ーザ等に必要な基本要件等を明らかにする。 

・ボード間接続機器、筐体間接続機器のシステム化技術に関し、ＡＯＣ（Active Optical Cable）を完

成させ、サーバ間接続を模した環境での伝送実証を行う。 

・データセンタ間接続機器のシステム化技術に関し、小型デジタルコヒーレントランシーバの試作評価、

ＤＳＰ－ＬＳＩを利用したデータセンタ向け光デバイスの仕様を検討する。 

・企業間ネットワーク接続機器のシステム化技術に関し、一芯双方向光トランシーバ実用化に向けた技

術課題を抽出する。 

・技術成果の国際標準化に関し、ＯＩＦ（Optical Internetworking Forum）において寄書提案を継続す

る。 

［２６年度業務実績］ 

 省電力、高速で小型な光接続を可能にする光電子ハイブリッド回路技術を開発することにより、ＬＳＩを高集積化し、

ＩＴ機器の情報処理機能を高めつつ、省エネ化を実現することを目的に、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①光エレクトロニクス実装基盤技術の開発 

・集積化基盤技術に関し、並列化技術、多重化技術を確立し、回路搭載用変調器及び受光器を試作し、

低駆動電圧での高消光比を実現することで、２５Ｇ動作を実証した。また、一芯双方向光トランシー

バ技術に関し、光集積回路の大規模化技術及びレーザ実装方法等における技術課題を抽出した。 

・光エレクトロニクスインターフェース技術に関し、ＣＦＰ４級コヒーレントトランシーバ及び超低電

力ＤＳＰ－ＬＳＩの開発に着手した。 

・革新的デバイス技術に関し、導波路構造上量子ドットレーザを試作し、レーザ光のシリコン導波路層

への結合を実証した。また、変調器においては、通常のリブ型変調器に比べて５倍の変調効率を実証

した。 

研究開発項目②光エレクトロニクス実装システム化技術の開発 

・サーバボードのシステム化技術に関し、試作検証することで、ＣＰＵ間光接続実証のための基本要件

等を抽出した。 

・ボード間接続機器、筐体間接続機器のシステム化技術に関し、集積光トランシーバを搭載したＡＯＣ

（Active Optical Cable）を設計し、サーバ筐体間の接続を模したテストベンチを用いて伝送実証を

行った。 

・データセンタ間接続機器のシステム化技術に関し、低電力ＤＳＰ－ＬＳＩ及び集積光デバイスを適用

した４インチ×５インチサイズの小型トランシーバを試作し、仕様を検討した。 

・企業間ネットワーク接続機器のシステム化技術に関し、シリコン光導波路による波長合分波器を用い

て１．２５Ｇｂｐｓの一芯双方向光トランシーバを試作し、実用化に向けた技術課題を抽出した。 
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・技術成果の国際標準化に関し、ＯＩＦでの標準化活動を実施し、小型光トランシーバ等に関する寄書

提案を２０件行った。 
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（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

[中期計画] 

鉄、非鉄、化学をはじめとする材料産業は、世界的に高い技術を有しており、我が国製造業全体を支える重要な産業

となっている。 

また、物質の構造をナノ領域（１０－９ｍ）で制御することにより、機能・特性の発現や向上を図るという、ナノテ

クノロジーが材料分野で広く用いられるようになっている。このナノテクノロジーを活用した材料として、カーボンナ

ノチューブやグラフェンなどこれまでにない優れた特性を持つ新材料も登場しており、今後の産業への応用が大きく期

待されている。また、自動車や電子機器等の製品性向上のためには、希少金属が使用されているが、希少金属は世界で

の産出地域が限定されているため、需給状況によって価格が変動し、使用する産業が影響を受ける可能性がある。この

ため資源セキュリティの観点から希少金属の代替技術や使用量低減技術も重要性を増している。  

第３期中期目標期間中では、我が国の産業構造の特徴を生かし、川上、川下産業の連携、異分野異業種の連携を図り

つつ、革新的材料技術・ナノテクノロジーや希少金属代替・使用量低減技術等の課題について重点的に取り組むことと

し、以下の技術開発を推進する。 

 

 (a)革新的材料技術・ナノテクノロジー 

[中期計画] 

低炭素社会の実現と新たな成長産業の創出による経済成長に貢献するため、市場ニーズに対応した高強度化、軽量化

等の高機能材料に関する技術開発をユーザー企業と連携し、将来の製造コストダウンも考慮して実施する。 

具体的には、カーボンナノチューブ、グラフェン等について、特定の産業用途に用いることが可能な製造技術や複合

化技術を確立する。 

また、有機ＥＬや有機薄膜太陽電池に用いられる有機材料等について、信頼性評価手法の確立等を行うとともに、得

られた知見を活かし、関連分野の国際標準化を推進する。 

さらに、将来的に化石資源の枯渇リスクに対応するため、非可食性バイオマスなどから化学品を一貫して製造するプ

ロセスを技術的に確立する。 

 

《１》低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト ［平成２２年度～平成

２８年度］ 

［２６年度計画］ 

ナノ炭素材料の実用化に向けた開発及びそれに資する共通基盤技術を開発するため、以下の研究開発を実施すると共

に、民間企業等が実施する実用化開発を支援する。なお、プロジェクトリーダーは平成２６年度に選定する。 

研究開発項目①ナノ炭素材料の応用研究開発 

・既存材料とナノ炭素材料を複合化することによって得られる高熱伝導率複合材料を用い、ヒートシン

ク等の放熱部材に応用するための技術開発を実施する。 

・ゴム、樹脂等の高分子材料とナノ炭素材料を複合化し、本来の物性を保持しつつ、高い耐久性、耐熱

性を有する材料を開発し、実用に耐えうる機能を持つことを確認する。 

・ゴム、樹脂等の高分子材料とナノ炭素材料を複合化し、本来の物性を保持しつつ、電気伝導性を有す

る柔軟電極を開発し、実用に耐えうる機能を持つことを確認する。 

・２６年度に新規公募を行い、ナノ炭素材料高耐熱複合部材の開発、ナノ炭素材料高電子移動度デバイ

スの開発、ナノ炭素材料軽量導線の開発、ナノ炭素材料大量生産技術の開発等、ナノ炭素材料の実用

化に資する新規助成事業を開始する。 

研究開発項目②ナノ炭素材料の応用基盤技術開発 

委託事業については新規に事業者を公募し、ナノ炭素材料応用製品の排出・暴露評価技術の確立、

ナノ炭素材料の分散体評価技術の開発、ナノ炭素材料の革新的応用材料開発等のナノ炭素材料の応用

基盤技術開発を開始する。 

［２６年度業務実績］  

ナノ炭素材料の実用化に向けた開発及びそれに資する共通基盤技術を開発するため、以下の研究開発を実施するとと

もに、民間企業等が実施する実用化開発を支援した。 

（１）単層カーボンナノチューブ基盤研究開発 

研究開発項目①ナノ炭素材料の応用研究開発 

放熱板と放熱フィンのろう付け技術、安価なグラファイトを利用した複合材料作成技術を確立し、

実用化を検討するために必要な技術が完成した。 

耐雷性向上を目的として、ＣＦＲＰ材料に縦方向の導通を持たせるため、繊維マットとカーボンナ

ノチューブを層間材料として用いることで、導電率４４Ｓ／ｍおよび相間靱性（Ｇ１ｃ）７５０Ｊ／

ｍ２を達成した。スーパーグロース法カーボンナノチューブ/ゴム複合材料に関して、目標とした耐熱
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性（２３０℃＜）を確認し、最適配合技術を確立した。 

実用化を目的とした公募を行い、ナノ炭素材料高耐熱・高熱伝導高分子複合部材の開発、ナノ炭素

材料高電子移動度半導体デバイスの開発、ナノ炭素材料軽量導線の開発、ナノ炭素材料大量生産技術

の開発等を開始した。 

研究開発項目②ナノ炭素材料の応用基盤技術開発 

ナノ炭素材料応用製品の排出・暴露評価技術の確立、ナノ炭素材料の分散体評価技術の開発、ナノ

炭素材料の革新的応用材料開発等のナノ炭素材料の応用基盤技術開発を開始した。 

排出・暴露評価技術に関しては、ナノ炭素の総量を熱炭素分析により定量する方法を確立した。 

ナノ炭素材料の分散体評価技術として、世界初の複合材料中の電流伝搬観察技術により、複合材料

中のＣＮＴの状態と特性発揮メカニズムの関係を明確化した。 

革新的材料として微細電気２重層キャパシタ、高耐熱樹脂、超軽量導電線等の開発を開始した。微

細電気２重層キャパシタアレイを作製し、作動電圧１Ｖ以上、電気容量２５μＦ以上、動作速度１０

ｍ秒、サイズ０．９×０．７ｍｍ２のキャパシタを歩留まり９０％とした。 

革新的薄膜形成技術として、大面積グラフェン薄膜の開発を開始し、世界で初めてグラフェン導電

膜を用いて静電容量式タッチパネルを作製した。 

 

《２》次世代材料評価基盤技術開発 ［平成２２年度～平成２９年度］ 

［２６年度計画］ 

化学産業の材料開発効率を向上・加速化させることを目的に、有機ＥＬ材料及び有機薄膜太陽電池材料に関する共通

的な評価基盤技術を開発するために、次世代化学材料評価技術研究組合 理事 富安 寛氏をプロジェクトリーダーと

して、以下の技術開発を実施する。 

研究開発項目①有機ＥＬ材料の評価基盤技術開発［平成２２年度～平成２７年度］ 

大面積素子に対応した初期／駆動性能評価技術や配光特性評価技術を開発するとともに、フィルム

特有の環境加速劣化評価手法を確立する。 

材料のプロセス適合性評価として、バリア材料物性と有機ＥＬ素子性能との相関を明確にする評価

技術の開発を進める。 

薄膜層及び界面の状態変化を特定する非破壊評価法を高精度化し、種々の素子構成に対応した劣化

解析を実施する。熱刺激電流法については、安定な計測技術を確立する。 

水蒸気バリア性評価に関しては、１０－５ｇ／ｍ２／ｄａｙレベルに向けて、接着層から侵入する

水蒸気量や透過速度を評価する要素技術を確立する。 

研究開発項目②有機薄膜太陽電池材料評価基盤技術開発［平成２５年度～平成２９年度］ 

ガラス基板基準セルを作製する手法を確立するとともに、フレキシブル基板上での基準セル作製上

の課題の抽出を行う。 

水分や酸素の影響による劣化の定量的評価を行い、酸素透過度と水蒸気透過度を定量的に区別可能

なバリア性評価技術を確立する。 

基礎物性評価技術の開発として、エネルギー順位状態評価技術開発及び電荷トラップ状態評価技術

開発の課題解決を行うとともに、光劣化とキャリアダイナミクスの相関評価技術の確立を行う。 

［２６年度業務実績］ 

化学産業の材料開発効率を向上・加速化させることを目的に、有機ＥＬ材料及び有機薄膜太陽電池材料に関する共通

的な評価基盤技術を開発するために、以下の技術開発を実施した。 

研究開発項目①有機ＥＬ材料の評価基盤技術開発［平成２２年度～平成２７年度］ 

大面積素子に対応した初期／駆動性能評価は、市販白色パネルまで拡張して実施し評価手法を確立

し、駆動寿命の短期予測(４０倍加速)の手法を提案した。また、水蒸気バリア性１０－２～１０－５ｇ

／ｍ２／ｄａｙの範囲でフィルム特有の環境加速劣化評価手法を確立した。 

１０－５ｇ／ｍ２／ｄａｙレベルの超ハイバリアフィルム上にＲ ｔｏ Ｒプロセスで有機ＥＬ素子を

作製し、バリア性とダークスポットとの相関を系統的に解析した。 

これまで開発した劣化解析の要素技術を実際の有機ＥＬ素子に適用。有機ＥＬ素子を発光させた状

態で構成材料の劣化状況を世界で初めて観測した。また、インピーダンス分光法で特定層の移動度変

化を、和周波分光法でＡｌｑ３層分極配向と劣化との対応を確認した。 

平成２７年度に予定していた１０－６ｇ／ｍ２／ｄａｙレベルの水蒸気バリア性評価装置を導入し、

１０－６ｇ／ｍ２／ｄａｙレベルの評価を前倒し実施。１０－５ｇ／ｍ２／ｄａｙレベルの評価技術を確

立し、１０－６ｇ／ｍ２／ｄａｙレベルのバリア性評価の系統的実施例を得た。 

研究開発項目②有機薄膜太陽電池材料評価基盤技術開発［平成２５年度～平成２９年度］ 

変換効率５％以上のガラス基板基準セルの作製手法を確立した。また、フレキシブル基板上基準セ

ル作製において、特性を安定させるためのセル作製条件等の課題抽出を行った。 

水分・酸素の影響に関するセル複合劣化評価手法の確立をした。 

酸素透過度１０－１／ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ／ａｔｍおよび水蒸気透過度１０－３ｇ／ｍ２／ｄａｙレベ

ルで、酸素透過度および水蒸気透過度を定量的に区別可能なバリア性評価技術を確立した。 
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ｐ型およびｎ型有機半導体のＨＯＭＯ測定によるデータ蓄積と評価技術の確立を行い、さらに、こ

れら半導体のＬＵＭＯ測定において、測定再現性を得るための試験条件等の課題を抽出した。また、

光劣化とキャリアダイナミクスの相関評価技術を確立した。 

 

《３》非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発 ［平成２５年度～平成３１年度］ 

［２６年度計画］ 

将来的に石油資源の供給リスクを克服し、かつ、持続可能な低炭素社会を実現することを目的に、非可食性バイオマ

スから化学品までの一貫製造プロセスを構築し、石油由来化学品と比較して、性能が同等以上かつコスト競争力のある

化学品を開発するため、以下の研究開発を実施すると共に、民間企業等が実施する実用化開発を支援する。 

なお、研究開発内容が多岐に渡り、全体を統括することが難しいことから、プロジェクトリーダーは設置せず、各開

発テーマごとに開発責任者を設置する。 

研究開発項目①非可食性バイオマスから化学品製造までの実用化技術の開発 

（１）植物イソプレノイド由来高機能バイオポリマーの開発 

導入した装置の試運転と課題の抽出を行う。また混練技術について、試験板の成形加工条件を検討

する。 

（２）非可食性バイオマス由来フルフラール法ＴＨＦ製造技術開発 

ベンチスケール設備を用いてフルフラールの製造と課題抽出を行う。また脱 CO 工程について、ベ

ンチスケール設備を設計、建設し、評価を開始する。 

研究開発項目②木質系バイオマスから化学品までの一貫製造プロセスの開発 

（１）高機能リグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材化技術開発 

リグノパルプの形態、物理的特性、化学構造を明らかにする。また同リグノパルプについてナノ解

繊を行い、機械的・熱的損傷の少ないリグノパルプのナノ解繊法を見い出す。 

（２）木質バイオマスから各種化学品原料の一貫製造プロセスの開発 

前年度に引き続き、前処理技術、及び、有効成分からの各種化学品製造プロセスの要素技術開発を

本格的に進める。収率等から目標コスト達成の見通しを得る。 

［２６年度業務実績］ 

 将来的に石油資源の供給リスクを克服し、かつ、持続可能な低炭素社会を実現することを目的に、非可食性バイオマ

スから化学品までの一貫製造プロセスを構築し、石油由来化学品と比較して、性能が同等以上かつコスト競争力のある

化学品を開発するため、以下の研究開発を実施すると共に、民間企業等が実施する実用化開発を支援した。 

研究開発項目①非可食性バイオマスから化学品製造までの実用化技術の開発 

（１）植物イソプレノイド由来高機能バイオポリマーの開発 

１バッチ１００ｇ以上スケールの生産体制を構築し、導入した装置の試運転と並行して、課題の抽

出と解決を行った。 

混練技術について、各種物性試験で必要となる試験板の成形加工条件を検討し、得られた試験板か

ら分子量測定や各種物性測定を行い、加工条件の妥当性を検証した。 

（２）非可食性バイオマス由来フルフラール法ＴＨＦ(テトラヒドロフラン tetrahydrofuran)製造技術

開発 

フルフラールのベンチスケール設備を用いて、スペックや収率の再現性や必要な蒸気量・薬品量に

ついて調査し、製造プロセス改良のための基礎的なデータ収集を行った。 

脱ＣＯ工程について、ベンチスケール設備を設計、建設した。また、脱ＣＯ工程に用いる触媒につ

いて、新たな触媒を製作し、その反応性を評価した。 

研究開発項目②木質系バイオマスから化学品までの一貫製造プロセスの開発 

（１）高機能リグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材化技術開発 

原料・成分分離方法の検討では、様々な化学処理を針葉樹材および広葉樹材について行い、得られ

るリグノパルプの形態、物理的特性、化学構造を明らかにした。 

同リグノパルプについてナノ解繊を行い、機械的・熱的損傷の少ないリグノパルプを作成した。 

化学変性技術の開発においては、耐熱性の向上に有望な化学修飾を行い、有望な成分分離法および

化学修飾の組み合わせを見出した。 

（２）木質バイオマスから各種化学品原料の一貫製造プロセスの開発 

木質バイオマスからリグニン、セルロース、ヘミセルロースの主要３成分を分離・抽出する前処理

技術について、様々な手法について基礎的な条件検討等を実施し、目標コスト達成の見通しを得た。 

各種化学品製造プロセス開発では、各種前処理技術を用いて木質バイオマスから分離・抽出して得

られたリグニン、セルロース、ヘミセルロースの主要３成分を利用し、化学品に加工するための要素

技術開発に着手した。加えて、３成分の適用性に関する評価結果を前処理技術開発にフィードバック

した。 
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《４》革新的新構造材料等研究開発 ［平成２６年度～平成３４年度］ 

［２６年度計画］ 

自動車を中心とした輸送機器の抜本的な軽量化に向けて、革新的接合技術の開発や、鋼材、アルミニウム材、チタン

材、マグネシウム材、炭素繊維及びＣＦＲＰ等、輸送機器の主要な構造材料の高強度化等に係る技術開発を実施する。

なお、プロジェクトリーダーは平成２６年度に選定する。 

研究開発項目①接合技術開発 

各種構造材の接合条件を検討し、繋ぎ手の強度など接合装置の設計指針を得る。 

研究開発項目②革新的チタン材の開発 

高効率でチタン薄板を製造するため、現行のスポンジチタンを用いた基本設計指針の確認及びラボ

検証を行う。 

研究開発項目③革新的アルミニウム材の開発 

ベースとなる合金組成を決定するとともに、溶解時の混入ガス量の低減や凝固時の組織微細化技術

を開発する。 

研究開発項目④革新的マグネシウム材の開発 

鋳造時に生じる晶出物や析出物を微細化するとともに、圧延や熱処理による結晶粒微細化技術を検

討する。 

研究開発項目⑤革新鋼板の開発 

高強度高延性中高炭素鋼の開発において、プロセス条件と組織の関係付けを行う。解析・評価手法

の開発では、中性子による析出物の定量評価を行う。 

研究開発項目⑥熱可塑性 CFRP の開発 

中間基材の加熱・加圧・二次加工方法などを検討し、現行数十 MPa のハイサイクル成形圧力を１０

ＭＰａ以下とするための周辺要素技術基盤を検討する。 

研究開発項目⑦革新炭素繊維基盤技術開発 

新規炭素繊維前駆体化合物の開発においては、得られる炭素繊維のさらなる性能向上のため、新規

前駆体の改良検討を推進する。 

研究開発項目⑧戦略・基盤研究 

接合技術と個別課題（材料）に関する研究開発と、自動車等の輸送機器への適用との関係を踏まえ

た重要課題を明確化する。 

［２６年度業務実績］ 

自動車を中心とした輸送機器の抜本的な軽量化に向けて、革新的接合技術の開発や、鋼材、アルミニウム材、チタン

材、マグネシウム材、炭素繊維及びＣＦＲＰ等、輸送機器の主要な構造材料の高強度化等に係る技術開発を実施した。 

研究開発項目①接合技術開発 

Ｔｉ／Ｔｉ連続接合技術開発では、変形抵抗が大きい温度域でツールを回転させることができる高

出力ＦＳＷ装置の設計指針を明らかにするとともに、ツール量産のためのＣｏ合金のマスターインゴ

ットを試作した。 

中高炭素鋼／中高炭素鋼接合技術開発（スポット接合技術開発、連続接合技術開発）では、フリク

ションスポット接合用ツールの耐酸化性、耐摩耗性を確保するため、Physical Vapor Deposition コ

ーティング条件等を検討し効果を確認した。抵抗スポット溶接では継手強度を高めるため、多段通

電・加圧力制御を検討し条件とナゲット系の関係を把握した。また、摩擦撹拌リニア接合装置を設

計・試作した。 

鋼材／Ａｌの接合技術の開発では、３枚重ねの点接合における適正溶接条件を検討し、溶接機構を

把握した。 

Ａｌ／ＣＦＲＰ接合技術開発では、Ａｌ合金を用い、ＦＳＷによる接合条件と継手強度との関係を

検討した。また、強化繊維形態が異なるＣＦＲＰと接合性について検討し、接合条件を求めることが

できた。 

鋼材／ＣＦＲＰ等樹脂接合技術開発では、鋼材として炭素鋼とステンレス鋼、ＣＦＲＰ等樹脂材料

として熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂を取り上げ、接着・摩擦重ね圧接等による接合試験を行い、継手

評価方法を検討した。 

研究開発項目②革新的チタン材の開発 

製錬・溶解・熱延工程を革新的に短縮する高機能チタン薄板製造技術開発では、高効率でチタン薄

板を製造するため、現行のスポンジチタンを用いた基本設計指針の確認およびラボ検証を行った。 

チタン材連続一貫製造プロセス技術開発では、合金元素の影響を含めた予備実験として、脱酸効果

の検討と課題の抽出を行った。さらに、スラブ連鋳を模擬したモデル実験を行い、基礎データの収集

と課題の抽出を行った。 

チタン新製錬技術開発では、選定した技術シーズ等で鉱石からの効率的な精錬方法を検討するとと

もに、電析等におけるプロセス条件の影響を検討した。特に、不純物として酸素や鉄の混入を抑える

技術を検討した。 

研究開発項目③革新的アルミニウム材の開発 

高強度・高靱性アルミニウム合金の開発では、ベースとなる合金組成を決定するとともに、溶解時
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の混入ガス量の低減や凝固時の組織微細化技術を開発した。鍛錬技術に応用するため、材料試験によ

り材料特性の変化を系統的に解明した。また、圧延技術および押出技術ではプロセスの最適化を行い、

機械的特性の変化を調べた。さらに、引張試験のその場観察を解析し、損傷発展挙動を検討した。ま

た、複層合金での試作条件を検討するとともに、強度差の大きなアルミニウム合金を題材として圧延

時の制御方法等の適正化を行った。 

アルミニウム材製造電析プロセス技術開発では、電析を効率的に行う条件の検討およびイオン液体

系の開発を行うとともに、電析されたアルミニウムを回収する技術を開発した。 

研究開発項目④革新的マグネシウム材の開発 

易加工性マグネシウム材の開発では、高速押出し可能で押出し後の時効のみで適度な強度と延性を

兼ね備える合金組成を導出するため、機械的特性とミクロ組織や主要合金成分の影響を調べた。ＡＸ

系合金をベースに難燃性と機械的特性を両立しうる高速押出合金を設計し、量産押出機での加工を行

った。ＡＺＸ系およびＡＭＸ系難燃性マグネシウム合金鋳造材の添加元素量の影響を調べた。 

高強度マグネシウム材の開発では、鋳造時に生じる晶出物や析出物を微細化するとともに、圧延や

熱処理による結晶粒微細化技術を検討した。マグネシウム材の評価手法の開発では、難燃性マグネシ

ウム合金の適用状況、適用可能性について情報収集するとともに、熱分析技術を利用した発火温度の

測定精度を向上し、主要元素濃度による発火温度の変化を明らかにした。構造体を作製するため、マ

グネシウム合金の接合技術をアルミニウム合金と比較しながら検討した。さらに難燃性マグネシウム

合金の表面処理に関して暴露試験による評価を行った。 

研究開発項目⑤革新鋼板の開発 

高強度高延性中高炭素鋼の開発では、平成２５年度に検討したプロセス条件と組織の関係付けから

得た組織制御指針に基づき、残留γを高度に制御した複相鋼や粒径１μｍ程度の非常に微細なマルテ

ンサイト組織の創製に成功し、いずれも平成２７年度中間目標である強度１．２ＧＰａ、伸び１５％

を達成した。 

解析・評価手法の開発では、鉄鋼材料に含まれる炭素の含有量を世界最高精度の０．０１％レベル

まで定量的に分析できる装置「ＦＥ－ＥＰＭＡ」を開発した。これは、従来の「ＦＥ－ＥＰＭＡ」装

置に改良を加え、分析精度を１０倍高め、変態に伴って α-γ 界面に濃縮した炭素の分布測定に成功

した。また、結晶方位分布を測定できるＳＥＭ－ＥＢＳＤの高度化として、１，１００℃の高温にお

ける測定技術を開発し、昇温過程の α→γ 逆変態の挙動を精緻に捉えることに成功した。また、中

性子小角散乱による析出物の定量評価、回折による相同定などの解析技術の開発に着手した。 

複層鋼板の開発では、軟質相としてのステンレス鋼と硬質相としてのマルテンサイトの複層化試作

に成功し、構成比によって応力－ひずみ関係が大きく変化することを明確化した。 

研究開発項目⑥熱可塑性 CFRP の開発 

熱可塑性ＣＦＲＰと金属材料との接合技術開発では、熱可塑性ＣＦＲＰと異種材料（鉄鋼、アルミ

合金）との接合に必要な要素技術のスクリーニングを行い、各種接合方式、接合形状における強度設

計に必要なデータベースの構築を開始するとともに、実構造の接合部強度予測精度を±１０％以下と

する接合技術の指針を策定した。 

熱可塑性ＣＦＲＰの開発及び構造設計・加工技術の開発では、静的挙動に関わる開発材料固有の材

料特性の測定誤差が１０％以下となる試験法の検討、ならびに特性評価値のＣＡＥ設計パラメータへ

の適用性の検証を行った。また、開発した中間基材の加熱・加圧・二次加工方法などを検討し、現行

数十ＭＰａのハイサイクル成形圧力を１０ＭＰａ以下とするための周辺要素技術基盤を検討した。 

ＬＦＴ－Ｄ成形技術については、平成２５年度の知見に基づき、ＬＦＴ－Ｄ装置の混練プロセスの

更なる改善を実施するとともに、ＬＦＴ－Ｄ成形品の部分補強方法の検討、ＣＡＥ解析技術開発、ハ

イブリッド構造を達成するマテハン技術の検討等を行った。ＬＦＴ－Ｄ部材同士の接合技術について、

広汎な技術の検討と試行を行うとともに、一般部の非破壊検査の高速化と、接合部の非破壊検査の基

礎検討を行った。 

研究開発項目⑦革新炭素繊維基盤技術開発 

革新的高効率製造プロセス基盤技術開発では、新規炭素繊維前駆体化合物の開発で、新規前駆体の

改良検討を行い、引張弾性率２１７ＧＰａ、破断伸度１．５％を超える炭素繊維が得られた。また、

新規前駆体の合成方法最適化と品質安定化のための条件検討を実施し、炭素繊維の製造効率向上のた

めの製糸条件の検討を進めた。 

炭化構造形成メカニズムの解明では、構造の形成過程と機械特性との相関解明を進め、マイクロ波

による焼成工程の安定化に必要な技術の検証と炭素化条件の最適化を図り安定的な運転に目処をつけ

た。プラズマ表面処理については、均質で適正な官能基量の炭素繊維表面を得るため処理条件の最適

化を進めた。 

炭素繊維の評価手法開発、標準化では平成２５年度までに作成した素案に基づき、強化繊維・複合

材料標準化本委員会を設置し、規格化への検討を開始した。界面接着性についての評価手法の検討を

進め、革新炭素繊維／樹脂複合材料の基礎物性評価を開始した。 

革新的高多機能化炭素繊維の開発では、新規炭素繊維前駆体化合物の開発進展による耐炎化工程の

必要のない新炭素化工程において、太径単糸などの高多機能化炭素繊維を試作し、その物性の検証を

開始した。 
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研究開発項目⑧戦略・基盤研究 

材料技術ごとの分科会と戦略基盤分科会を開催し、新構造材料の動向調査および技術・研究戦略で

は、接合技術と個別課題（材料）に関する研究開発と、自動車等の輸送機器への適用との関係を踏ま

えた重要課題を検討した。特に鉄鋼分科会では来年度の新規ＦＳを提案することができた。接合、非

鉄の分科会では、今後の共通課題抽出について検討を深めた。共通基盤技術の調査研究では、新構造

材料の技術・研究開発を促進する新たな共通基盤技術を調査した。 

 

(b)希少金属代替・使用量低減技術 

[中期計画] 

需給変動の大きい希少金属について継続的に需給状況等の調査を行いつつ、我が国産業にとって、優先度が高い希少

金属については、その代替・使用量低減についての技術開発を推進する。具体的には、我が国産業にとって重要な排ガ

ス浄化向け白金族（Ｐｔ）は製品における使用量のうち５０％以上、蛍光体向けテルビウム・ユウロピウム（Ｔｂ・Ｅ

ｕ）は同様に８０％以上の低減といったように鉱種毎に目標を設定し技術開発を行う。 

 

《１》希少金属代替省エネ材料開発プロジェクト ［平成２０年度～平成２７年度］ 

 ［２６年度計画］ 

希少金属の代替／使用量低減技術を確立し、我が国における希少金属の中長期的な安定供給を確保することや省エネ

効果をもたらすこと等を目的とし、民間企業等が実施する実用化開発を支援する。 

２６年度は、希少金属の使用量低減を加速するため、委託事業にて実施していた研究開発項目①～⑩の早期実用化や、

産業界で取り組まれている希少金属代替・低減技術の実用化開発で、事業終了数年後に実用化することが期待される技

術開発に対し、助成する。 

昨年度採択した「ビスマス含有量を低減した低融点鉛フリーはんだの実用化開発」、「小型振動子用ランガサイト型圧

電結晶材料におけるランタンガリウム及びタンタル元素低減技術の開発」、「アンチモン低減複合難燃剤の開発」の３テ

ーマについては引き続き実施し、実用化を推進する。さらに、最新の産業動向や需給状況等を確認しつつ、希少金属の

使用量低減を通じて日本の産業競争力強化と省エネに資する新規テーマを開始する。新規テーマは公募により助成先を

選定し、支援する。 

［２６年度業務実績］  

 助成事業として平成２５年度に採択した３テーマのうち、「ビスマス含有量を低減した低融点鉛フリーはんだの実用

化開発」は全ての目標値を達成し、更なる展開も含め、数年後の実用化が期待される。他２テーマは、一部技術課題の

未達に加え、市場環境の変化も有り、実用化への課題が残されている。 

平成２６年度は以下の６件を新たに採択し、実用化に向け推進している。「白金族代替Ａｇ系ＤＰＦ触媒システムの

実用化開発」、「窒化チタンをベースとする超硬工具向けタングステン、コバルト代替材料の開発」、「Ｅｕ、Ｃｅ、Ｙ不

使用型Ａｇ含有ゼオライト蛍光体の開発とその利用に関する研究」、「太陽電池用波長変換材料としてのイットリウム、

ユーロピウム低減蛍光体の実用化開発」、「排ガス浄化用触媒の白金族使用量低減代替技術の開発」、「ＮｄおよびＤｙの

削減に資する超小型自動車向けレアアースレスインホイールモータの開発」。 

また、希少金属等４５元素のリスク調査を継続するとともに、将来の需給予測等の中長期戦略立案の調査結果に基づ

き、「新規希少金属プロジェクトのための事前検討」として白金族削減に関わる４テーマを採択し、推進している。 

 

《２》次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発 ［平成２６年度～平成３

３年度、中間評価：平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

電力消費量の過半を占めるモーターの抜本的な省エネ化に向けて、ジスプロシウムを使わないネオジム磁石の高性能

化技術開発、ネオジム焼結磁石を超えるレアアースを使わない新磁石の開発、次世代高効率モーター用高性能軟磁性材

料の開発、高効率モーターの開発、及び磁性材料・モーター設計に関する特許戦略策定のため、磁性材料からモーター

まで全てを網羅した特許調査・技術動向調査・基盤技術開発を実施する。なお、プロジェクトリーダーは平成２６年度

に選定する。 

研究開発項目①新規高性能磁石の開発 

（１）ジスプロシウムを使わないネオジム磁石の高性能化技術開発 

次世代自動車の駆動用モーターに使用されているネオジム磁石は、耐熱性を付与するためにジスプ

ロシウムを添加している。ジスプロシウムを添加すると耐熱性が良くなる一方、磁石の強さは低下す

る。したがって、ジスプロシウムを使わずに耐熱性を付与出来れば、磁石の強さを大幅に向上させる

ことができる。そこで、ジスプロシウムを使わず耐熱性を付与し、1.5 倍の強さ（最大エネルギー積）

を持つ耐熱ネオジム磁石の開発を行う。 
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（２）ネオジム焼結磁石を超えるレアアースを使わない新磁石の開発 

永久磁石技術開発の歴史は、新規材料出現による非連続的な技術発展を成し、大胆な分野融合的発

想あるいは情熱からもたらされてきた。そこで、ネオジム焼結磁石では達成できない特性である、耐

熱性を有し２倍の強さ（最大エネルギー積）をもつ「安定供給が不安視されているレアアース元素」

を使わない高性能新磁石の探索・開発を行う。 

研究開発項目②次世代高効率モーター用高性能軟磁性材料の開発 

次世代自動車には、駆動用モーターの鉄心などに軟磁性材料が使用されている。これらの軟磁性材

料は、使用中に磁束が通ると損失（鉄損）が生じ、熱が発生する。鉄損はモーターの効率低下を伴う

だけでなく、放熱部品や冷却装置追加による車両重量やコスト増加（＝航続距離及びコスト競争力の

低下）の問題を発生するため、低損失な軟磁性材料の実用化が急務となっている。そこで、現在のモ

ーター鉄損を 80%削減できる新軟磁性材料の実用化製造技術を開発する。 

研究開発項目③高効率モーターの開発 

既存・新規磁性材料を用いて、産業競争力がある小型・高効率モーターを開発するため、実機モー

ター組込時の磁性特性評価技術、モーター構造設計技術及びそのモーターを低損失にて駆動できるイ

ンバーター制御技術を開発し、その性能・信頼性評価を確立する。 

研究開発項目④特許・技術動向調査、事業化のための特許戦略策定及び共通基盤技術の開発 

ネオジム磁石に関する米国の基本特許が平成 26 年に切れるに当たり、我が国の優位性が低下する

恐れが指摘されている。この様に、特許戦略は事業化には必須であり、磁性材料から最終製品である

モーターまでを巻き込んだ特許戦略議論が重要となっている。そこで、磁性材料・モーター設計に関

する特許戦略策定のため、磁性材料からモーターまで全てを網羅した特許調査・技術動向調査を行う。

また、共通基盤技術として、各テーマで共通する基盤的な技術開発や材料開発、分析・評価・解析保

磁力機構の解明などを必要に応じて行う。 

［２６年度業務実績］ 

電力消費量の過半を占めるモーターの抜本的な省エネ化に向けて、ジスプロシウムを使わないネオジム磁石の高性能

化技術開発、ネオジム焼結磁石を超えるレアアースを使わない新磁石の開発、次世代高効率モーター用高性能軟磁性材

料の開発、高効率モーターの開発、及び磁性材料・モーター設計に関する特許戦略策定のため、磁性材料からモーター

まで全てを網羅した特許調査・技術動向調査・基盤技術開発を実施した。 

研究開発項目①新規高性能磁石の開発 

（１）ジスプロシウムを使わないネオジム磁石の高性能化技術開発 

[ナノ結晶粒ネオジム焼結磁石開発] 

結晶粒径微細化によって保磁力の温度特性を改善させることに成功した。 

原料合金組織の最適化と組織改善手法に関する知見が得られた。 

焼結磁石に含まれる酸素量・炭素量を低減するための粉砕工程の検討を開始した。 

[Ｄｙフリー高Ｂｒ・高保磁力を有するＮｄＦｅＢ異方性ＨＤＤＲ磁石開発] 

過去２年間の結果をベースに、高Ｂｒ化技術に取組んだ。特に、新ｄ－ＨＤＤＲ処理技術の各パ

ラメータの影響について検討を行い最適化を図った。 

（２）ネオジム焼結磁石を超えるレアアースを使わない新磁石の開発 

[窒化鉄ナノ粒子のバルク体化技術研究開発] 

窒化鉄の高保磁力化・高温耐性向上の糸口を探るため、薄膜において鉄サイトの第三元素置換を

試みて、その化学的・物理的特性を評価・解析した。 

窒化鉄ナノ粒子を凝集させないための分散については、目標とする一次粒子均一分散性を獲得で

きた。 

各種成型方法にて、窒化鉄ナノ粒子のバルク体作製を行い、それぞれの条件による成型に対する

各種初期挙動の確認を行った。 

[ナノ複相組織制御磁石の研究開発] 

理想組織形態のモデル化および材料指針構築を行い、原理計算で目標値の最大エネルギー積をも

つナノ複相組織制御磁石の可能性を明らかにした。 

等方性ナノ複合組織磁石のバルク化を低温高圧で行うことにより、目標Ｂｒを超える等方性ナノ

複相組織制御バルク磁石を実現した。 

[ＦｅＮｉ超格子磁石材料の研究開発] 

ＦｅＮｉ超格子粉末の合成手法の課題がＦｅ／Ｎｉ組成ずれと規則化であることを明確にして、

組成ずれについては目処を得た。 

電気化学還元法により、反転磁界（保磁力）が目標値を超える成分を含む粉末を合成した。 

ＦｅＮｉ合金への第３原子の挿入・脱離による規則化プロセスの可能性を確認した。 

研究開発項目②次世代高効率モーター用高性能軟磁性材料の開発 

[高ＢＳナノ結晶軟磁性材料の開発] 

高飽和磁束密度／高形成能を両立する合金を、ガス－水急冷アトマイズ装置および超高圧水－水

急冷アトマイズ装置を使用し、非晶質粉末を得た。 

ＳＰＳ（放電プラズマ焼結）磁心は１．６Ｔ以上の飽和磁束密度であることを確認し、熱間プレ

ス機を導入し、磁心化条件を検討している。 
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肉厚２５ｍｍの巻磁心をモーター磁性材料研究開発センターにて電磁鋼板と比較し、損失が１／

５以下を確認した。 

研究開発項目③高効率モーターの開発 

[次世代モーター・磁性特性評価技術開発] 

２５年度に導入した装置を用い、高低温減磁試験評価技術および３次元磁石減磁評価試験技術を

確立した。 

超高精度モーター損失分析評価装置及び大容量モーター特性評価装置の導入を行い、所定の精度

及び運転範囲のモーター特性評価が可能となった。 

エネルギー損失を従来モーター比２５％削減する高効率モーター設計に関する課題の抽出および

基本設計指針を示した。 

[次世代モーター・磁性特性評価技術開発（応力を考慮したモーター設計・評価技術の研究開発）] 

新規軟磁性材料に対応した応力下軟磁性材料特性評価装置の性能を既存軟磁性箔帯材料を使用し

て実証した。 

応力による既存ネオジム焼結磁石の減磁現象について知見を得るとともに、評価手法の指針を得

た。 

研究開発項目④特許・技術動向調査、事業化のための特許戦略策定及び共通基盤技術の開発 

[特許調査・技術動向調査・特許戦略策定支援] 

「磁石材料」「軟磁性材料」「高効率モーター」等の、前年度までの分析に加えて前年度までの国

内検索特許に関し精読と重要度分類を進め、解析軸からの、特許からみた技術傾向分析の追加調査

を実施し、３ヶ年の結果を総合し、取り纏めと提言を実施した。 

技術動向調査については、文献検索と、解析軸からの技術論文からみた技術動向分析の追加調査

を実施し、３ヶ年の結果を総合し、取り纏めと提言を実施した。 

[共通基盤技術の開発] 

各分室で開発された磁性粒子を、粒子の磁気特性を維持したまま９０％以上の相対密度を持つ成

形体にする技術を開発した。 

粒子表面を修飾することにより磁気特性の向上を図った。 
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（ⅷ）バイオテクノロジー分野 

（a）バイオシステム分野 

[中期計画] 

資源に乏しく、少子高齢化が進む我が国が、長期にわたって持続的な経済成長を実現するためには、知識集約型・高

付加価値経済への転換が必要であり、製薬産業は知識集約型・高付加価値を代表する重要な産業である。しかしながら、

我が国の製薬産業では、近年新たな医薬品の創出が伸び悩み、輸入超過の傾向が大きくなってきている。 

また、細胞を利用して組織や臓器の機能を回復させる「再生医療」について、我が国は技術開発においては世界のト

ップを走っているが、実用化・事業化においては世界的にも黎明期にあり各国による熾烈な競争が行われている。 

このような背景の下、第３期中期目標期間では、ゲノム情報・制御関連技術及び細胞機能解明・活用技術への取り組

み、これをもって革新的医薬品創出や個別化医療の実現、再生医療の産業化の促進に資することとする。 

ゲノム情報・制御関連技術においては、創薬の標的となるゲノム情報や膜タンパク質等の生体分子の構造情報等を高

感度・高精度に解析する技術、これらの機能を解明し制御するための技術等を開発する。さらには、これらに加えてＩ

Ｔ等の新しい技術の活用によって、創薬基盤技術を確立することで、がんやアルツハイマー病等の重篤な疾患等に適応

する革新的医薬品創出や個別化医療の実現につなげる。 

細胞機能解明・活用技術においては、我が国が強みを有する「ものづくり力」を活かし、有用天然化合物の効率的か

つ安定的な生産技術の開発とライブラリーの整備を進める。また、バイオ医薬品等の製造基盤技術の開発を行うととも

に、バイオ医薬品開発の中核となるベンチャー企業支援を併せて行うことで実用化・事業化の促進を図る。 

また、我が国が技術開発において世界をリードするｉＰＳ細胞をはじめ、ＥＳ細胞や間葉系幹細胞等のヒト幹細胞を

安定的かつ大量に供給可能とする自動培養技術等の開発、ヒトｉＰＳ・ＥＳ細胞を用いた創薬スクリーニング技術を開

発することで、再生医療の産業化を実現し、さらには世界的に優位な産業として成長させていく。具体的には、再生医

療への応用を可能とする品質レベルで管理されたヒト幹細胞を、安定的に大量供給可能とするシステムを確立する。  

  

《１》後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発 ［平成２２年度～

平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

後天的ゲノム修飾の効果的・効率的な解析手法の開発により、画期的な医薬品や診断技術の創造につながる基盤技

術を確立することを目的に、東京大学先端科学技術研究センター 教授 油谷 浩幸氏をプロジェクトリーダーとし、

以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①後天的ゲノム修飾解析技術開発 

ヒストン修飾解析等に必要となる多種類の解析用抗体からなる抗体パネルを作成し、後天的疾患に

由来する複数種類の癌のヒト臨床サンプル及び代表的なヒト正常細胞を対象として、多種類のヒスト

ン修飾や修飾因子を系統的にマッピングする技術開発を継続する。 

また、質量分析法等を用いて、後天的ヒストン修飾の組合せコード（アセチル化、リン酸化、メチ

ル化修飾の組合せを判定）を測定するための解析基盤技術を構築するとともに、解析に必要な検体の

微量化を実現する高感度解析技術の更なる向上を目指す。 

研究開発項目②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連づける基盤技術開発 

どのような後天的ゲノム修飾の変化によってどのような後天的疾患が発生するか、疾患と後天的ゲ

ノム修飾の関連づけを行う。 

解析対象となる複数種類の癌のヒト臨床サンプルを効率的に収集し、上記研究開発項目①で開発さ

れる後天的ゲノム修飾解析基盤技術等も活用して、後天的ゲノム修飾の組合せの解析等により得られ

る情報基盤を用いて疾患と正常の比較分析を行うことにより、疾患発症に関わる後天的ゲノム修飾異

常を引起す原因因子等を探索するとともに、新たな創薬・診断の標的候補分子の同定を継続する。 

研究開発項目③探索的実証研究 

研究開発項目②で同定した創薬・診断標的候補分子に対し、これらの標的候補分子を制御する化

合物を高感度かつ高精度な定量的アッセイ法を用いて探索するとともに、腫瘍細胞及び xenograft

を用いた機能評価、後天的ゲノム修飾に与える影響の検討を次世代シーケンサーにより迅速化して

標的としての妥当性を効率的に検証することによって、本事業で開発した後天的ゲノム修飾に着目

した創薬基盤技術の有用性実証を継続する。  

[２６年度業務実績] 

後天的ゲノム修飾の効果的・効率的な解析手法の開発により、画期的な医薬品や診断技術の創造につながる基盤技

術を確立することを目的に、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①後天的ゲノム修飾解析技術開発 

数十万に及ぶＣｐＧサイトを半定量的に測定可能なマイクロアレイの開発を支援した。 

クロマチン解析の感度を１００倍向上させ、特異性の高い抗体開発も推進した。 

全ゲノムバイサルファイトシーケンシングを実施すると共に、DNA 脱メチル化に関わるヒドロキシ
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メチルシトシンの塩基レベル解析系を確立した。 

質量分析計を用いて、新規ヒストン修飾を同定し、数十種類のヒストン修飾組み合わせ解析法を確

立した。 

研究開発項目②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連づける基盤技術開発 

腫瘍検体バンキングと組織検体を用いたエピゲノム解析を実施し、１４がん種２,４５３検体につ

いてＤＮＡメチル化プロファイリングを行った。 

以上の解析により、２４種類の腫瘍特異的ＤＮＡメチル化マーカーを同定した。ダイレクトゼノグ

ラフトパネル（膵がん２６株、胃がん３０株）を樹立し、胃がんゼノグラフト６例について経時的な

全エクソン変異解析を、膵がんゼノグラフト４例について経時的遺伝子発現解析を行った。 

ｎｃＲＮＡをカタログ化して数百の腫瘍特異的ｎｃＲＮＡを同定し、医薬標的候補１９分子を抽出

した。 

エピゲノム創薬標的候補１１分子を抽出した。 

 研究開発項目③探索的実証研究 

当初、実証的探索研究としてかかげた４標的分子を含めて合計１１分子の機能解析を実施した。 

そのうち６分子についてアッセイ系を樹立し、３分子についてはｉｎ ｓｉｌｉｃｏ手法を用いて

活性阻害化合物を得たほか、３分子については従来型のハイスループットスクリーニング、４分子に

ついては結合ペプチドスクリーニングにより活性阻害化合物を探索した。 

 

《２》再生医療の産業化に向けた細胞製造・加工システムの開発 ［平成２６年度～平

成３０年度］ 

［２６年度計画］ 

公募を行い、平成２６年度より研究開発を開始する。 

研究開発項目①ヒト多能性幹細胞由来の再生医療製品製造システムの開発 [平成２６年度～平成３０年度] 

研究開発項目②ヒト間葉系幹細胞由来の再生医療製品製造システムの開発 [平成２６年度～平成２８年度] 

各プロセスの個別要素技術を抽出し、対象となる操作・技術の自動化についての基本的な方針を検

討する。各細胞製品製造に最適な培地・基材等の検討を行う。各細胞製品の仕様決定のための検討を

行う。ヒト多能性幹細胞の大量培養（１０の１０乗個）達成のための検討を行う。各プロセスの工程

管理指標及び管理技術の検討を行う。 

［２６年度業務実績］ 

ヒト幹細胞を応用した再生医療製品開発の促進や再生医療製品及び再生医療周辺製品の国際競争力強化を図るこ

とを目的に、公募により実施者を選定し、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①ヒト多能性幹細胞由来の再生医療製品製造システムの開発 [平成２６年度～平成３０年度] 

[多能性幹細胞①] 

安価な未分化多能性幹細胞の浮遊培養に適した培養液の開発に成功した。 

未分化ｈｉＰＳ細胞半自動化無攪拌浮遊培養系（バイオリアクター）で世界最高レベルの拡大培

養に成功した。 

スフェア培養ｉＰＳ細胞から安定高純度の心筋細胞を低コストで生産する培養法を開発した。  

ヒト未分化多能性幹細胞を選択的に除去する化合物を発見した。 

マイクロ流路チップ・セルソーターを用いて分化細胞に混在する未分化細胞の除去を検討した。 

配向性ナノファイバー技術を用いて３次元配向構造を有する心筋組織片を構築し、作製された心

筋組織片のモルモットへの移植を検討した。  

神経幹細胞構造体を作製するためのスフェロイド積層法を検討した。  

プロジェクトグループ内の要求仕様調査を実施し、温度条件に対応する細胞搬送用の外容器を作

成した。また臨床試験用の内容器、外容器の試作を実施し、搬送実験の結果、細胞の機能性を維持

できることを確認した。 

市場性評価モデルの構築、国内外関連企業の網羅的リストアップ及び既存企業事例のプロファイ

リングを進め、特定の事例について市場性の第一次評価を実施した。 

細胞製造フローを制作し、工程管理図へ展開して、細胞製造工程管理システムの構想設計を検討

した。 

集中研について、多様な細胞加工法に対応するためＧＭＰに準拠した運用が可能な設備使用案を

設計した。 

[多能性幹細胞②] 

網膜色素上皮細胞をアイソレータ内で培養するために必要な標準操作手順書を作成した。 

本手順書に基づいたｆＭＰ技術による細胞製造工程の自動化を目指し、種々のモジュールに対す

る設計・試作を実施した。  

平面での未分化ｉＰＳ細胞の維持・培養に関しては培養基材として用いるラミニンフラグメント

の低コスト化、未分化状態から逸脱した細胞の選択除去技術等の技術開発に着手した。  

未分化ｉＰＳ細胞を対象とした２０Ｌスケールでの培養装置の試作を開始した。 
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長期培養を可能とする種々の要素技術（培地交換装置、シングル ユースｐＨ計、培地再利用法、

集塊分割法等）開発に着手した。 

研究開発項目②ヒト間葉系幹細胞由来の再生医療製品製造システムの開発 [平成２６年度～平成２８年度] 

[間葉系幹細胞] 

アイソレータ内に設置可能な分離精製用セルソータのソートヘッドの設計試作を完了した。  

間葉系幹の増殖・分化能評価に必要なマーカー選択が終了し、カスタムチップ開発に着手した。 

細胞増殖性が維持できる無血清・ケミカルデファインドな培地開発に着手した。 

ＧＭＰ下で製造できる細胞外基質を見出し、バック培養系への応用を検討した。 

細胞保存・輸送工程温度管理履歴の記録保存ができるシステムの構築が完了した。 

新たな３種のケミカルデファインドな凍結保存液を開発した。  

変形性関節症に対する細胞治療の動物モデル評価に着手した。 

[Ｍｕｓｅ細胞] 

原材料となる臨床グレードの骨髄液の入手先を確保した。 

拡大培養に使用する閉鎖系培養装置を選定した。 

Ｍｕｓｅ細胞を増殖・ｅｎｒｉｃｈする培養条件を発見した。 

動物モデルを用いた効果確認試験を実施し、Ｍｕｓｅ細胞移植による効果が確認された。 

 

《３》体液中マイクロＲＮＡ測定技術基盤開発 ［平成２６年度～平成３０年度］ 

［２６年度計画］ 

公募を行い、平成２６年度より研究開発を開始する。 

研究開発項目①患者体液中のｍｉＲＮＡの網羅的解析 

・同時多検体からの体液中ＲＮＡ抽出プロセスの自動化ための検討を実施する。 

・１日１００検体の処理能力を目標にｍｉＲＮＡ検出自動化装置の設計を行う。 

・モデル構築用のｍｉＲＮＡ発現データを取得する。 

研究開発項目②疾患横断的に解析可能なｍｉＲＮＡ発現データベースの構築 

・少なくとも１つの疾患についてｍｉＲＮＡと個別臨床データを結合して、モデル構築用のｍｉＲＮＡ

発現データベースを構築する。 

・将来的な拡張や応用を視野に格納用データベースと解析用インターフェースの初期設計を行い、課題

を抽出する。 

研究開発項目③ｍｉＲＮＡ診断マーカーとｍｉＲＮＡ検査／診断技術の開発 

・上記モデル構築用データベースを解析し、疾患特異的マーカーの検出と診断アルゴリズムの策定のた

めの条件検証を行う。 

研究開発項目④臨床現場での使用に向けた検査システムの開発 

・ＲＮＡ抽出、検出時に用いる、測定標準物質の検討を行う。 

［２６年度業務実績］ 

先制医療や個別化医療等の世界最先端の医療を実現するため、基盤となる疾患横断的ｍｉＲＮＡ発現データベー

スの構築と診断・創薬技術の革新のための技術開発を目的に、公募により実施者を選定し、以下の研究開発を実施し

た。 

研究開発項目①患者体液中のｍｉＲＮＡの網羅的解析 

国立がん研究センター、国立長寿医療研究センターを主に血清検体の選定は順調に進み、順調に払

出しを受けている。国立がん研究センター研究所内に専用実験室を開設し、１日８０検体の解析体制

を整えた。乳がん・肉腫・認知症を中心に解析を進め、当初予定５，０００例を大きく上回る、８，

０００例の患者・健常者のｍｉＲＮＡ発現プロフィールの取得に成功した。 

測定機の自動化検討・設計に着手した。 

研究開発項目②疾患横断的に解析可能なｍｉＲＮＡ発現データベースの構築 

ｍｉＲＮＡ発現プロフィールを実験履歴とともに格納するデータベースを構築した。 

取得できたｍｉＲＮＡ発現プロフィールと一部の臨床パラメータのデータセットを暫定データベー

スに格納した。これを基にデータベースの課題抽出を開始した。 

研究開発項目③ｍｉＲＮＡ診断マーカーとｍｉＲＮＡ検査／診断技術の開発 

統計解析を可視化するため、効果量（Effective Size）を算出することとした。 

各種判別手法については、線形判別・決定木・ＳＶＭ（Support Vector Machine）などをすでに構

築した。 

研究開発項目④臨床現場での使用に向けた検査システムの開発 

モデルｍｉＲＮＡ分子を用いて、各社それぞれの測定プラットフォームの測定条件を確認した。 

小胞体抽出プロセスの自動化に向けた検討を開始した。 
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（b）医療システム分野 

[中期計画] 

医療システム分野においては、「医療イノベーション５か年戦略」など、国を挙げた積極的な振興策が講じられて

おり、機構においても、がんの超早期診断機器や低侵襲治療のための高度治療機器の開発、再生医療の早期実現に向

けた技術開発等、医療現場のニーズにマッチした医療機器等の開発を推進してきた。先進国をはじめとした全世界的

な高齢化や新興諸国の経済成長を背景に、医療機器市場は今後も大きな成長が見込まれており、また、我が国の優れ

た技術を医療機器産業に活かし、新規市場の開拓と輸出競争力を強化していくことは、国民生活のさらなる質的向上

を図る上で、また我が国の経済を牽引する産業としても大きな期待が寄せられている。 

このような背景の下、第３期中期目標期間では、がんの早期診断・治療、再生医療デバイス、スマートヘルスケア、

福祉機器の４分野への取組に注力する。 

 がんの早期診断・治療においては、「がん対策推進基本計画」に基づき、がんの年齢調整死亡率を２０％減少させる

（平成２７年において、平成１７年比２０％減。但し７５歳未満）ことを目指し、第２期中期目標期間中に開始した

「がん超早期診断・治療機器の総合研究開発」の技術開発目標の達成を図る。また、診断と治療を一体的に運用するが

ん医療マネジメントシステムや、がんのなり易さを診断する技術、医薬品と医療機器が融合した新たなコンビネーショ

ンプロダクト等、患者の更なる生活の質（ＱＯＬ）の向上に資する治療・診断機器・システムについて海外との競合状

況、実用化・事業化の見通し等を精査し、実施可能なものから順次開発に着手する。 

 再生医療デバイスの開発においては、第２期中期計画中に開始した「次世代機能代替技術の研究開発」について、中

間評価結果を踏まえ中止・加速等行うとともに、事業実施中に適用症例の拡張、知財戦略の強化、企業連携の強化、前

臨床データの取得にも注力する。また、我が国の再生医療デバイスとして特に競争力が高いものについて、第３期中期

目標期間で、細胞培養、輸送、品質管理、治療デバイス、ＩＴを用いた術前診断・予後管理等、診断と治療を一体的に

運用する再生医療マネジメントシステム等の検討を行い、実用化・事業化の見通しを精査しつつ実施可能なものから順

次開発に着手する。  

 スマートヘルスケアについては、国内外におけるヘルスケア・医療サービスの技術の開発・実証及び予防・診断・治

療サービスでの利用を見通したヘルスケア・医療機器の開発を行う。即ち、地域に点在・偏在する健康管理に関する情

報・機能、診断・治療に関わる情報・機能、様々な生活の場面で得ることができるヘルスケアの視点も含めた医療情報

とＩＴを組み合わせ、医療機器・システムの改良・開発を行うとともに、疾病の発症から診断、治療、リハビリ等の予

後管理まで含めた領域をパッケージとし、新たな価値を創出し、利便性を提供するソリューションサービスの技術の開

発・実証及びそれらに必要なヘルスケア・医療機器の開発を行う他、先制医療、慢性疾患、精神疾患、在宅医療等、病

院と生活の場がより密接に関わる領域で必要となる機器・システムの開発や、ロボット工学等、世界をリードする医工

学を活用した機器・システムの開発を行う。 

福祉用具の実用化開発については、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に基づく法律」に基づき、福祉用具実用化

推進事業及び福祉機器情報収集・分析・提供事業を実施する。福祉用具実用化開発助成事業においては、実用化促進を

進め、助成事業終了後３年以上経過した時点での実用化達成率５０％以上を目指す。特に、第３期中期目標期間中には、

住宅、自動車、家電、スポーツ等の異業種との連携を深め、用途や販路の多様化、異業種企業との技術連携、実証フィ

ールドの提供等、福祉用具の産業化を一層促進する視点での事業運営に注力する。また、ロボット介護機器等、日本の

高度なロボット技術の福祉用具への展開についても検討する。 

 

《１》がん超早期診断・治療機器の総合研究開発 ［平成２２年度～平成２６年度］ 

［２６年度計画］  

平成２６年度は、ＮＥＤＯプログラムマネジャー （国立大学法人山口大学名誉教授） 加藤紘氏をプロジェクトリ

ーダーとし、以下最終目標を達成するため、下記研究開発項目①及び②のとおり実施する。【最終目標（平成２６年度

末）】 

研究開発項目①超早期高精度診断システムの研究開発 

（１）画像診断システムの開発 

（ア）高機能画像診断機器の研究開発 

（イ）で開発する分子プローブ等を用いて高感度で高分解能な画像診断を行える装置について、臨

床研究を開始できるレベルのプロトタイプを開発する。 

（イ）がんの性状をとらえる分子プローブ等の研究開発 

目標がんを定め、早期のステージで高精度にがんを検出し、腫瘍組織の悪性度等を判定できる分子

プローブ等の薬剤について、臨床研究を開始できるレベルで開発する。 

（２）病理画像等認識技術の研究開発 

（ア）病理画像等認識基礎技術の研究開発 

高信頼性、高効率な診断支援に必要な技術を完成する 

（イ）病理画像等認識自動化システムの研究開発 

上記の支援技術を実現する判定自動化装置を完成する。 

（３）血中がん分子・遺伝子診断を実現するための技術・システムの研究開発 

（ア）血中がん分子・遺伝子診断のための基礎技術の研究開発 
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血中がん分子・遺伝子診断のための検体前処理プロセス等の標準化を行う。 

（イ）血中がん分子・遺伝子診断自動化システムの研究開発 

血中がん分子・遺伝子診断のための検体前処理プロセスを統合した診断装置を完成する。 

研究開発項目②超低侵襲治療機器システムの研究開発 

（２）高精度 X線治療機器の研究開発 

小型Ｘ線ビームの発生、動体追跡照射、治療計画の作成、実際に照射されている位置及び線量のリ

アルタイム検証に必要となる各基盤技術を組み込んだ小型の超高精度 X 線治療機器のプロトタイプを

開発し、臨床研究に適用するための検証を行う。 

［２６年度業務実績］ 

平成２６年度は、下記研究開発項目①及び②のとおり実施した。 

研究開発項目①超早期高精度診断システムの研究開発 

（１）画像診断システムの開発 

（ア）高機能画像診断機器の研究開発 

強い磁場を発生させる既存ＭＲＩと組み合わせて使用可能で、検出器を２つに分割して患者を挟み

込む方式の世界初のＰＥＴ装置を開発した。 

精度が市販ＰＥＴ装置を上回ることを確認した。 

（イ）がんの性状をとらえる分子プローブ等の研究開発 

膵がん、肺がん、前立腺がん、乳がん、低酸素領域を標的とした分子プローブ（ＰＥＴ検査薬）と

なる物質を合成し、小動物によるイメージングにより対象（がん）に集積することを確認した。 

これらの薬剤のヒトへの臨床研究を行うためにＧＭＰ対応の自動合成装置を作成した。 

（２）病理画像等認識技術の研究開発 

（ア）病理画像等認識基礎技術の研究開発 

病理診断支援ソフト構築に必要な病理標本画像の色ばらつき補正、細胞核／組織識別・特徴量を

算出するための要素技術を確立した。 

（イ）病理画像等認識自動化システムの研究開発 

診断支援ソフトのプロトタイプを構築し、臨床検体を用いて性能を検証したところ、目標の検出

精度が得られ、臨床評価に耐えうることを確認した。 

（３）血中がん分子・遺伝子診断を実現するための技術・システムの研究開発 

（ア）血中がん分子・遺伝子診断のための基礎技術の研究開発 

実際のがん患者の血液からＣＴＣ（末梢血循環がん細胞）を分離し、その僅かなＣＴＣから遺伝

子変異やタンパク質の発現解析、網羅的遺伝子変異の解析が可能であることを確認した。 

血液検査によるがんの転移可能性、悪性度の診断等が可能であることを示した。 

（イ）血中がん分子・遺伝子診断自動化システムの研究開発 

チップ上の微小孔に血中細胞を整列させ、その中からＣＴＣを検出する装置を開発した。 

微小孔に固定された細胞は、任意の細胞を自動的に分取することができる。取り出したＣＴＣで

遺伝子変異解析が可能であることを確認した。 

研究開発項目②超低Ｘ襲治療機器システムの研究開発 

（２）高精度Ｘ線治療機器の研究開発 

要素デバイスとして開発した小型Ｘ線ビーム発生装置、動体追跡照射、治療計画装置を組み込んだ

高精度Ｘ線治療機器のプロトタイプを試作し、米国ＦＤＡ申請を完了した。 

 

《２》次世代機能代替技術の研究開発 ［平成２２年度～平成２６年度］ 

［２６年度計画］ 

平成２６年度は、東京女子医科大学 副学長・教授 岡野 光夫 氏をプロジェクトリーダーとして、以下最終目標

を達成するため、下記研究開発項目①及び②のとおり実施する。【最終目標（平成２６年度末）】 

研究開発項目①次世代再生医療技術の研究開発 

（1）生体内で自己組織の再生を促すセルフリー型再生デバイスの開発 

・細胞外マトリックス、幹細胞誘導・分化促進因子等を確定し、これらを組み合せたセルフリー型再

生デバイスを完成する。 

・更に、本事業を終了する時点で臨床試験を開始するのに必要な有効性・安全性を客観的に評価する

十分な前臨床試験データを蓄積し、実用化を進める。 

（２）少量の細胞により生体内で自己組織の再生を促す自律成熟型再生デバイスの開発 

・細胞増殖因子等を確定し、自律成熟型再生デバイスを完成する。 

・更に、本事業を終了する時点で臨床試験を開始するのに必要な有効性・安全性を客観的に評価する

十分な前臨床試験データを蓄積し、実用化を進める。 

（３）有効性・安全性評価技術等の開発 

・開発する再生デバイスを用いて再生した組織等の有効性・安全性に関する、低侵襲で高精度な評価

技術を確立する。 

・確立した評価技術の標準化に向けた取組を行う。 
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・開発する再生デバイスを低侵襲に植え込む技術を確立する。 

研究開発項目②次世代心機能代替治療技術の研究開発 

低補助血流量からの幅広い補助血流量変更に対応できる技術、抗血栓性を高める技術、長期使用を

可能とする技術等の各要素技術を総合的に組み合せることにより、小児を含めた小柄な患者（体重１

５～３０ｋｇ程度）への適用を可能とする、長期使用可能な小型の植込み型補助人工心臓のプロトタ

イプを作製する。 

更に、プロトタイプの植込み型補助人工心臓としての有効性及び機械的・電気的・生物学的な安全

性の評価を行い、大動物において、プロトタイプを用いて３か月の生存を達成する。  

［２６年度業務実績］ 

平成２６年度は、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①次世代再生医療技術の研究開発 

（１）生体内で自己組織の再生を促すセルフリー型再生デバイスの開発 

ＯＮＯ－１３０１の幹細胞誘導効果と心臓ネットの左室壁応力低減効果を組み合わせたセルフリー

型心筋再生デバイスを完成した。 

ＯＮＯ－１３０１及び心臓ネットのヒト安全性を確保し、本デバイスを用いた虚血性心疾患モデル

の大動物試験を実施した。その結果、それぞれの単独使用では得られない心機能改善の相乗効果が確

認され、本デバイスの客観的な有効性を確認した。また、本デバイスによる血管再生効果も確認され

た。 

本デバイスについて、まず国内における重症心不全を対象とした一定の市場性を認めると同時に、

製造検討も実施するなど実用化検討を推進した。 

本プロジェクトにて新たに同定した心筋の細胞外マトリックスを加え、細胞外マトリックス、幹細

胞誘導因子、及び、心筋分化促進因子の組合せ投与により心筋再生につながる幹細胞集積とそれらの

血管や心筋への細胞分化が動物試験において確認された。 

（２）少量の細胞により生体内で自己組織の再生を促す自律成熟型再生デバイスの開発 

【Ｍｕｓｅ細胞】 

マウスの皮膚創傷モデルにおいて、Ｍｕｓｅ細胞遊走因子を患部に塗布することにより統計的有意

差を持って創傷部位縮小の促進効果が確認できた。 

中大脳動脈閉塞術を施したマウス又はラットにＭｕｓｅ細胞を局所投与したところ、Ｍｕｓｅ細胞

が損傷部位に生着し、神経細胞に分化することが確認されると同時に、行動評価でも統計的有意差を

もって改善していることが分かった。 

深部白質梗塞モデルマウスに対し、Ｍｕｓｅ細胞遊走因子を梗塞巣近辺に局所投与し、Ｍｕｓｅ細

胞を経静脈から投与したところ、遊走因子投与群が統計的有意差をもって、行動評価において改善し

ていることが分かった。 

心筋梗塞モデルのウサギ及びブタにヒトＭｕｓｅ細胞を投与することで梗塞領域のサイズや心筋機

能の改善が確認された。 

心筋梗塞モデルのブタにカテーテルデバイスを用いて、Ｍｕｓｅ細胞遊走因子を心内膜側と心外膜

側からそれぞれ投与したところ、梗塞領域のサイズや心筋機能の改善が確認されたことから、カテー

テルデバイスと遊走因子の有用性を確認した。 

【自律成熟型再生デバイス】 

細胞増殖因子等を含め、自律成熟型再生デバイスの仕様を確定した。 

関節欠損を与えた大動物試験にて、有効性を確認した。 

使用素材そのものの安全性は確認完了したが、今後ＰＬＬＡ中空糸（加工品）の安全性評価が必要

である。 

研究開発項目②次世代心機能代替治療技術の研究開発 

低補助血流量に対応し、抗血栓性の高い動圧軸受軸流ポンプ、小型化を実現するための流路変更、

柔軟小径ケーブル、スキンボタンを開発し、長期使用可能な小柄患者用補助人工心臓プロトタイプを

完成させた。 

上記プロトタイプの耐久性、安全性を確認。さらに大動物による慢性試験にて３ヶ月生存を達成し

た。 

 

《３》福祉用具実用化開発推進事業 ［平成５年度～］ 

［２６年度計画］ 

優れた技術や創意工夫ある福祉用具実用化開発を行う中小民間企業等に対するテーマの採択を行い実施するとともに、

継続分６件のテーマを実施する。また、政府予算等の成立を条件として、平成２６年度新規採択に係る公募を年度内に

実施する。更に、その開発成果について、広く社会への普及啓発を図るため、助成事業終了後、１０事業者以上を展示

会等のイベントを通じて広く社会へ紹介する。 

［２６年度業務実績］ 

平成２６年度は６件の継続案件に加え、新規７件を加え、合計１３件のテーマを実施した。更に、広く社会への普及
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を図るため、バリアフリー２０１４に５件、国際福祉機器展に５件の開発テーマの展示を行った。 

 

《４》未来医療を実現する先端医療機器・システムの研究開発 ［平成２６年度～平成

３０年度］ 

［２６年度計画］ 

以下①及び②の研究開発項目について、公募により委託者を選定し、実施する。 

研究開発項目①先端医療機器（診断／治療機器、機能回復機器）の開発 

（１）高い安全性と更なる低侵襲化及び高難度治療を可能にする内視鏡手術システムの研究開発に係る

基礎技術開発 

（２）運動や知覚麻痺の機能回復を可能にする医療機器・システムの研究開発に係る基礎技術開発 

研究開発項目②安全性と医療効率の向上を両立するスマート治療室の開発 

医療機器連携ミドルウェア開発のため、医療機器メーカーによる協力体制を整備するとともに、治

療室を構成する要素技術を開発する。 

［２６年度業務実績］ 

未来医療を実現する先端医療機器・システムの研究開発プロジェクトについて、公募により実施者を選定し、以下

の研究開発を実施した。 

機構と実施者が一体となり、各サブプロジェクトとも早期実用化と競争力のある製品とするための見直し戦略を策

定した。 

共通に利用する情報基盤（ＯＰｅＬｉＮＫ）や標準化については、初年度から製品化、機器接続を見据えた全員参加

のセミナーを実施し、いつでも実質的な活動に入れる下地を作成した。 

知財合意書の年度内発効により、今後の活動に知財の支障が無い状態となった。 

研究開発項目①先端医療機器（診断／治療機器、機能回復機器）の開発 

（１）高い安全性と更なる低侵襲化及び高難度治療を可能にする内視鏡手術システムの研究開発に係る

基礎技術開発 

近赤外同時撮影型フルカラーＣＣＤの設計をおおむね完了し、またキーとなる滅菌対応型とするた

めの基礎構造等を決定した。 

ロボット鉗子２試作品を作成し、内視鏡動物実験に適用し、課題を明確化した。 

内視鏡および鉗子を通すフレキシブルプラットフォーム試作品を作成して動物実験に適用し、動作

が確認され当初計画を上回る成果であるが、解決すべき課題も明確となった。 

（２）運動や知覚麻痺の機能回復を可能にする医療機器・システムの研究開発に係る基礎技術開発 

脳波－ＢＭＩリハビリシステムについて、プロトタイプを完成した。 

ＢＭＩリハビリを正しく安全に機能させる上での技術仕様（評価バッテリ）を定め、充足率を定量

的に示せるようにした。 

ＰＭＤＡ事前相談を実施し、認証を得るための道筋、課題を明確にした。 

錯覚誘導システムなど、その他機器も予定通り開発を実施することができた。 

研究開発項目②安全性と医療効率の向上を両立するスマート治療室の開発 

既存モダリティである手術ナビ、生体情報モニタ、ｉＡｒｍＳ、ＩＰカメラ、手術顕微鏡等につい

て、ミドルウエアＯＰｅＬｉＮＫに接続できることを確認した。 

情報統合表示システムのプロトタイプを試作した。 

広島大学に導入するＳｔａｎｄａｒｄＳＣＯＴの設備仕様を決定した。 

 

《５》医療情報の高度利用による医療システムの研究開発 ［平成２６年度～平成２８

年度］ 

［２６年度計画］ 

公募を行い、平成２６年度より研究開発を開始する。 

研究開発項目①がん診断・治療ナビゲーションシステムの研究開発 

病理のマクロ、ミクロの位置情報を統合する基盤を整備し、ＣＴ画像等の画像情報との融合が図れ

るようにする。また、がん診療プロセスを可視化、最適するシステムの構築を行い、ナビゲーショシ

ステムのプロトタイプを作製する。 

研究開発項目②臓器・組織の再生医療に用いる細胞加工品の有効性を予測するための細胞培養評価技術・システムの

研究開発 

・実際の製造において利用可能な細胞培養評価技術についてプロトタイプを確立し、細胞加工品の

品質との相関を確認する。 

・原料細胞、細胞培養中の各種データ、細胞加工品の品質及びそれを用いた臨床結果から成るデー
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タベースのプロトタイプを構築する。 

［２６年度業務実績］ 

医療情報の高度利用による医療システムの研究開発プロジェクトについて、公募により実施者を選定し、以下の研

究開発を実施した。 

研究開発項目①がん診断・治療ナビゲーションシステムの研究開発 

病理のマクロ、ミクロ位置同期を実現するための要素技術である各標本作製プロセスや較正基準を

完成させた。 

病理情報・ＣＴなどの画像情報と放射線治療計画との融合については、仕様を決定してブタ肝臓を

サンプルとした機能確認を完了した。 

がんナビゲーションシステムでは、３種類のがんについてＤｅｃｉｓｉｏｎＴｒｅｅを作成し、仕

様を決定した。 

研究開発項目②臓器・組織の再生医療に用いる細胞加工品の有効性を予測するための細胞培養評価技術・システムの

研究開発 

レーザーによる角膜上皮細胞シートの凹凸測定や抵抗測定などの評価方法、及び、細胞の各種マー

カー検出などの品質評価方法について、適用を開始した。また、これらの評価と並行して角膜上皮細

胞シートを用いた企業主導治験を開始した。 

角膜上皮細胞を培養する際の培地成分変化と細胞シートの品質についての評価を進めると共に、コ

ンピュータシミュレーションの基本仕様を決定した。 
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(ⅸ) ロボット技術分野 

［中期計画］ 

少子高齢化による労働力人口の減少や、作業負荷増大への対応の必要性、製品・サービスの質や生産性のさらなる向

上の必要性等により、次世代のロボット技術による安全・安心の確保、生産性の向上に対する期待が一層高まっている。

具体的には、製造業分野、生活・福祉分野、公共・防災分野での活用が期待されているところ、ロボット技術分野につ

いて、第３期中期目標期間においては以下の取組を実施する。 

 

(a)産業用ロボット 

［中期計画］ 

国際的にも注目されている、人間と協調して働く、安価で、設置容易で、使いやすく、ソフトウエアによる汎用性・

機能拡張性のある、新しいコンセプトの産業用ロボットの技術開発等に取り組み、中小企業やこれまでロボットが導入

されていなかった分野へのロボット利用の拡大による我が国製造業の生産性向上を目指す。 

 

(b)サービスロボット 

［中期計画］ 

サービスロボットの実用化・事業化を図るため、引き続き、生活支援ロボット安全検証センターを中核としたサービ

スロボットの国内安全基準等の開発や試験・認証体制の整備を進める。また、特に、介護分野へのロボット技術の利用

については、平成２４年１１月に、経済産業省と厚生労働省が「ロボット技術の介護利用における重点」として４分野

のロボット介護機器を指定したことを受け、経済産業省等によるロボット介護機器開発パートナーシップの取組と連携

し、重点分野に係るロボット介護機器の各種標準化や開発・導入支援に取り組む。 

 

(c)災害対応ロボット・無人システム 

［中期計画］ 

運用側と開発側の連携を前提とした、災害対応ロボットや無人システム、ロボット技術を活用したメンテナンス用機

器の開発・導入支援等に取り組む。 

 

(d)オープンイノベーション／国際共同研究／ソフトウエア開発 

［中期計画］ 

上記各分野の技術開発の実施に際しては、米国のロボット開発で主流となりつつある開かれた技術開発（オープンイ

ノベーション）の体制を整備するとともに、国際共同研究や標準化の取組を内包したプロジェクトを指向する。また、

各種ロボット開発におけるソフトウエアの重要性が益々増大していることから、ソフトウエア開発を重視した取組を進

める。 

 

《１》インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト ［平成２

６年度～平成３０年度］ 

［２６年度計画］ 

 既存インフラの状態に応じて効果的かつ効率的な維持管理・更新等を図るため、的確にインフラの状態を把握できる

モニタリングの技術開発及び維持管理を行うロボット・非破壊検査の技術開発を実施する。具体的には、以下の研究開

発項目について公募して実施する。 

研究開発項目①インフラ状態モニタリング用センサシステム開発 

インフラ構造物及びその構成部材の状態を常時・継続的・網羅的に把握するセンサシステム開発及

びそのセンサシステムを用いたセンサネットワークシステムの構築と実証実験を行う。 

研究開発項目②イメージング技術を用いたインフラ状態モニタリングシステム開発 

完全自動により取得データからひび割れ等を判別できるデータ処理手法、撮影時の画像ボケや位置

ずれを補正でき平面のみならず、奥行き（３Ｄ）もわかる画像解析手法を開発し、実証実験を行う。 

研究開発項目③インフラ維持管理用ロボット技術・非破壊検査装置開発 

インフラ構造物の中で、人間の立入りが困難な箇所へ移動し、インフラの維持管理に必要な情報を
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取得できるロボットの開発と実証実験を行う。また、これらのロボットに搭載可能な、小型の非破壊

検査装置の開発と実証実験を行う。 

［２６年度業務実績］ 

 既存インフラの状態に応じて効果的かつ効率的な維持管理・更新等を図るため、的確にインフラの状態を把握できる

モニタリングの技術開発及び維持管理を行うロボット・非破壊検査の技術開発を実施した。具体的には、以下の研究開

発項目について公募を行い実施した。 

研究開発項目①インフラ状態モニタリング用センサシステム開発 

インフラ構造物及びその構成部材の状態を常時・継続的・網羅的に把握するセンサシステム開発及

びそのセンサシステムの開発を開始した。センサ端末開発の開始時点からユーザー機関と連携してニ

ーズを把握しながら進めている。 

研究開発項目②イメージング技術を用いたインフラ状態モニタリングシステム開発 

完全自動により取得データからひび割れ等を判別できるデータ処理手法、撮影時の画像ボケや位置

ずれを補正でき平面のみならず、奥行き（３Ｄ）もわかる画像解析手法の開発を開始した。平成２６

年度は一部先行して実証試験を行い手法の優位性を示しつつある。 

研究開発項目③インフラ維持管理用ロボット技術・非破壊検査装置開発 

（１）ロボット技術開発 

(ⅰ)橋梁点検用として、懸架型、飛行・懸架型、真空吸着型、電磁石吸引型など、従来にない４種類

を開発した。 

(ⅱ)水中点検用として、従来にはないダム壁面に特化したロボットや、水中ソナー、自己位置同定 

機能を備えたロボットを開発した。 

(ⅲ)土砂・火山災害調査用として、ヘリコプタから吊り下げた土砂採取ロボットや、深い地中り土砂

を採取するロボットを開発した。 

(iv)トンネル災害用として、防爆性を高めた移動ロボットや、瓦礫の隙間に侵入するワームロボを開

発した。 

（２）非破壊検査装置開発 

化学プラント配管の腐食による肉厚変化をＸ線により検出する装置を開発した。 
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(ⅹ) 新製造技術分野 

［中期計画］ 

近年、新興国の製造技術水準の向上は著しく、我が国はさらに高付加価値製品・技術を創出し、省資源、省エネルギ

ー、生産量への柔軟性等を実現する効率的な製造プロセスを確立することが喫緊の課題となっている。 

第３期中期目標期間において、以下のようなシステムとしての新しい製造技術の技術開発を推進する。 

 

(a)ものづくり基盤技術 

［中期計画］ 

炭素繊維複合材料等の先進材料の切断など、次世代製品の短時間、高品質の製造及び量産に耐えうるコスト構造の確

立のため、低コストに製造する加工システム技術の開発を推進し、３種類以上のシステムを実用化する。 

 

(b)新しい製造システム 

［中期計画］ 

大規模な生産設備が不要で、設備投資とエネルギー消費を大幅に削減できる少量多品種生産に対応した製造システム

の実用化・事業化に向けた技術開発等を行う。 

 

《１》次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト ［平成２２年度～平成２６年

度］ 

［２６年度計画］ 

 高出力・高品位半導体ファイバーレーザー技術の開発を推進し、ＣＦＲＰ※１等の先進材料の加工や、次世代製品の

短時間で高品質な低コスト製造を実現する加工技術の確立を目的に、技術研究組合次世代レーザー加工技術研究所 研

究総括理事 尾形 仁士氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。 

※１ ＣＦＲＰ：Carbon Fiber Reinforced Plastic（炭素繊維複合樹脂）の略。軽くて強いが、加工難度が極めて高い。 

研究開発項目①ＣＦＲＰ切断加工技術の開発 

開発した高性能レーザー及び加工システムにより、各種ＣＦＲＰ材の切断加工の適否等について系

統的な加工データを取得し、代表的な材料を対象に、以下の加工条件品位が可能なＣＦＲＰ加工(切

断)装置のグランドデザインを完成させる。 

・切断加工速度：６ｍ／ｍｉｎ以上 

・加工品位：切断面において反応層の厚みが１００μｍ以下。（基材厚み３ ｍｍ以上） 

研究開発項目②大面積表面処理技術の開発 

開発した固体レーザー加工システム及び評価システムにより、以下の目標を満たす表面処理を実現

する。また、表面処理後のＬＴＰＳ※２等の性能、処理速度については、ユーザーの要望に即したも

のとする。 

・ビーム幅：幅５００ ｍｍ以上、集光幅２０μ以内 

・ビーム照射不均一性 ：±７％以内(平均強度分布) 

※２ LTPS：Low Temperature Poly Silicon（低温形成ポリシリコン）の略。液晶ディスプレイパ

パネル用途などで使われる半導体材料。 

［２６年度業務実績］ 

 高出力・高品位半導体ファイバーレーザー技術の開発を推進し、ＣＦＲＰ等の先進材料の加工や、次世代製品の短時

間で高品質な低コスト製造を実現する加工技術の確立を目的に、以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①ＣＦＲＰ切断加工技術の開発 

加工用ＱＣＷファイバーレーザーに改良を加え、ＣＦＲＰ加工の最適条件も検討した結果、切断加

工速度と切断加工品質の両面において、左記の目標を達成した。最終的に、合計１０種類のＣＦＲＰ、

ＣＦＲＰ材料において最終目標値（加工速度：６ｍ／ｍｉｎ以上、熱損傷領域：０．１ｍｍ以下）を

達成した。加工時の雰囲気制御機構など、派生的な成果が大きく貢献した。 

励起用半導体レーザー開発でも最終目標を達成し、実用化を推進している。 

研究開発項目②大面積表面処理技術の開発 

大出力グリーンレーザー光源の開発、大面積表面処理光学システムの開発により、左記の表面処理

システムを完成させ、レーザーのスペックは最終目標を達成した。 

表面処理実験においても、ＬＴＰＳへの改質を確認した。 

ユーザー企業からサンプルをもとに表面処理実験を実施した結果も、処理速度を含めて期待通りの

効果を示した。 
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(ⅺ) ＩＴ融合分野 

［中期計画］ 

現在の「医食住インフラ」の多くはその基礎を四半世紀以上前に作られたものであり、社会情勢の変化や災害等に対

する脆弱性が増してきている。ハード面のインフラを抜本的に見直すのではなく、追加的なハードの投入を最小限とし、

その運用・制御というソフト面からのアプローチでより効率的な社会システムを構築する動きが各国で盛んになってき

ている。 

第３期中期目標期間にはビッグデータを、コンピューティング能力を活用することにより、異種産業が融合したいわ

ゆるＩＴ融合による新産業の創出を目指し、都市交通分野・ヘルスケア分野・農商工連携分野等において、実証事業等

を実施し、実用化・事業化と普及促進を目指す。併せて、ＩＴ融合の実現に必要となる、ビッグデータのリアルタイム

処理や、モバイルの基盤技術を確立する。 
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(ⅻ) 国際展開支援 

［中期計画］ 

経済成長に伴うエネルギー需要の増大及びそれに伴う温室効果ガスの排出増加により、世界におけるエネルギー効率

の向上及び再生可能エネルギーの導入はエネルギー需給の安定化及び地球温暖化対策として重要な課題である。また、

これを支える電力系統安定化や需給管理、経済社会全体での最適利用等、国際社会は新たな技術課題に直面している。

さらに、水や廃棄物などの環境問題の顕在化や、高齢化等を背景とした医療・福祉等に係る技術ニーズが世界的に高ま

っている。こうした背景の下、日本の優れたエネルギー・環境技術及び産業技術の国際展開により、これら課題の解決

を図ると同時に、日本企業によるグローバル市場の獲得に資することが重要である。 

そこで、第３期中期目標期間においては、上記課題の解決のため、エネルギー・環境分野等における各国の多様なニ

ーズやエネルギー政策、規制環境等を踏まえ、日本の優れた技術を核に、海外実証事業を強力に推進する。実施に当た

っては、これまでの海外実証事業の経験から得られた教訓を踏まえ、より効果的・効率的に事業を推進する。 

具体的には、対象技術は必ずしも最先端なものにこだわらず、相手国の要求スペックや有効需要に合致した技術を優

先するとともに、企業の海外展開戦略に適合した技術であることを重視する。また、関係省庁・機関と協力し、海外展

開にかかわる関連施策（事業化可能性調査、人材育成、共同研究、二国間・多国間の政策対話等）との連携を図りつつ、

事業内容に応じ相手国における普及支援策の新設や参入障壁となっている制度の改正等を働きかける。技術の実証だけ

でなく、実証後における我が国の技術・システムによる売上獲得を目指し、もって我が国のエネルギーセキュリティの

確保、環境対策の推進、エネルギー産業等の海外展開、市場開拓に結びつける。 

 

 (a)国際技術実証事業 

［中期計画］ 

エネルギー・環境分野については、我が国が推進すべき省エネルギー技術や再生可能エネルギー技術等の実証を行う

とともに、水循環やリサイクル、医療機器等、我が国の産業技術力の強化に資する国際研究開発・実証事業を更に推進

する。加えて、実証事業等における相手国での地球温暖化問題への貢献を定量的に評価し、我が国のエネルギー・環境

技術による貢献とする仕組みの活用につなげる。 

なお、これら事業の推進に当たっては、相手国の地域性、地理的要因、購買力等の国情を踏まえた適切な事業運営を

行うとともに、過去の事例分析又はビジネスモデルの構築、国際標準の獲得等を視野に含め、得られた成果の当該国及

び第三国への普及・展開の促進を図る。 

 

 (b)スマートコミュニティ実証事業 

［中期計画］ 

ＩＴの活用によって、エネルギー情報を供給側と需要側の双方向で共有し、コミュニティ全体でより効率的にエネル

ギーを使っていく新たなシステムである「スマートコミュニティ」の構築に関する取組は、先進国のみならず新興国を

含めて世界的に取組が広がっており、一時のブーム期を過ぎて、現実の課題として取組が進められている状況にある。

第３期中期目標期間においては、日本の優れた技術を核に現地国ニーズにマッチしたソリューションを組み上げ、シス

テムとして展開していく端緒を拓くべく、我が国のエネルギーセキュリティ上重要な国での実証事業を引き続き展開し

ていく。また、これまでの電力技術的側面を中心とした取組に加え、産業競争力強化の視点から、我が国経済を牽引す

る産業を実証に加えていくとともに、他省庁や関係機関とも連携し、取組の幅と深さを加えつつ、より上流から事業を

展開する取組を強化する。加えて、実証参加企業と国際標準化推進企業の整合化を図り、標準化の視点を組み込んだ展

開を進める。これにより、実証したスマートコミュニティ関連技術を、実証サイト以外の地域への普及展開につなげる

べく、事業を展開する。 

 

《１》国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業（うち、国際技術実証事業） 

［平成５年度～平成２７年度］ 

［２６年度計画］ 

我が国の優れたエネルギー技術の海外展開を図るべく、相手国のニーズ・要求スペックに即した技術・システム実証

事業を推進する。対象技術としては、新エネルギー、省エネルギー、クリーンコールテクノロジー等とする。本事業は、

実証要件適合性等調査、実証前調査、実証事業、フォローアップ事業の機能的な連携により、効果的に実施するものと

する。また、これら事業の推進に当たっては、相手国の地域性、地理的要因、購買力等の国情を踏まえた適切な事業運

営を行うとともに、過去の事例分析又はビジネスモデルの構築、国際標準の獲得等を視野に含め、得られた成果の当該

国及び第三国への普及・展開の促進を図る。 

［２６年度業務実績］  

平成２６年度においては、「寒冷地・独立系等地域に適合した風力発電システム（ロシア）」について、８月に事業を
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開始した。また、「携帯電話基地局エネルギーマネジメントシステム実証事業（インド）」、「都市廃棄物高効率エネルギ

ー回収技術実証事業（中国）」、「産業廃棄物発電技術実証事業（ベトナム）」、「馬鈴薯澱粉残渣からのバイオエタノール

製造実証事業（中国）」、「キャッサバパルプからのバイオエタノール製造技術実証事業（タイ）」、「酵素法によるバイオ

マスエタノール製造技術実証事業（タイ）」、「省エネビル（ニューヨーク州立大学）実証事業（アメリカ）」、「膜技術を

用いた省エネ型排水再生システム技術実証事業（サウジアラビア）」、「大規模太陽光発電システム等を利用した技術実

証事業（インド）」については、相手国との調整、設備の建設、運転試験を行うなど事業の進展に努めた。さらに「焼

結クーラー排熱回収設備モデル事業（インド）」、「下水処理場における汚泥等混焼発電モデル事業（中国）」については、

所定の成果を上げ、事業を終了した。 

なお、石炭高効率利用システム案件等形成調査事業に関しては、平成２６年度中、１４件実施した。 

 

《２》国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業（うち、システム実証事業） 

［平成５年度～平成２７年度］ 

［２６年度計画］ 

平成２６年度においては、実証運転フェーズに入ったフランス／リヨン、スペイン／マラガ、米国／ハワイ、ニュー

メキシコ等における実証事業の着実な推進を図るとともに、平成２６年度に実証運転フェーズに入る見込みであるイン

ドネシア／ジャワ、イギリス／マンチェスター等の実証事業について実証設備の設置を進めるとともに、新規事業に向

けた調査等を実施する。こうしたスマートコミュニティに係る実証事業を通じて低炭素化及び経済発展を両立する持続

可能な社会システムの構築を目指す。また、国際標準化によるスマートコミュニティ分野の産業競争力強化のため、フ

ォーラム標準を活用した国際標準化活動を引き続き推進する。 

［２６年度業務実績］ 

実証事業６件のうち、５件について概ね計画通り順調に進捗させた。米国ニューメキシコ実証については成功裏に終

了し、運転開始したフランス／リヨン、スペイン／マラガ、米国/ハワイについては実証データを取得、イギリス/マン

チェスターも実証設備を設置し、インドネシア／ジャワについては現地国側と継続協議し平成２７年度に実証開始を見

込んだ。新規事業に向けた調査については、基礎調査２件、実証前調査７件を実施し、従来取り組みが弱かったアジア

等新興国案件の開拓、蓄電池、配電自動化等の新規分野の開拓に成功した。平成２７年度以降の実証事業化に向けて着

実に前進した。また、ＩＥＥＥに提案している、ニューメキシコ実証における単独運転技術の規格化については、承

認・発行までのプロセスが順調に進捗していることを確認しており、近く規格化される見通しを得た。 

 

《３》環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト ［平成２３年度～平成２７

年度］ 

［２６年度計画］ 

我が国の優れた技術を、潜在市場を有するアジア諸国等に展開すべく、相手国における具体的なニーズを把握し、現

地の実情に合った研究開発・実証事業を推進する。具体的な対象技術としては、機械システム、電子･材料、バイオ・

医療、省エネルギー、新エネルギー、スマートコミュニティ、環境等とする。 

［２６年度業務実績］ 

 平成２６年度においては、「生活支援ロボット事業（デンマーク）」、「東カリマンタン州における廃油等の環境調和型

再利用システムの研究開発・実証（インドネシア）」について、事業を開始した。また、「生活支援ロボット事業（ドイ

ツ）」、「人工透析管理システム構築に係る研究開発・実証（中国）」、「インド共和国ムンバイ及び周辺圏における電気電

子機器廃棄物の先進的リサイクルシステムに係る研究開発・実証事業（インド）」については、設備の運搬、データの

収集、ＣＥマークの取得等、事業を進展させた。 

 

《４》地球温暖化対策技術普及等推進事業 ［平成２３年度～平成２７年度］ 

［２６年度計画］ 

二国間合意によって、我が国が世界に誇る低炭素技術や製品、インフラ、生産設備等の普及や移転による温室効果ガ

ス排出削減量を適切に評価し、我が国の排出削減量とする新たな仕組み（二国間オフセット・クレジット制度）の構築

に向けた政府の取組を踏まえ、我が国の低炭素技術・製品等の導入による具体的な排出削減効果等を確認・実証する技

術実証等を実施する。 

２６年度は、２５年度に採択したインドネシア、ベトナムでの実証事業について、プロジェクトＭＯＵを締結し、実

証事業の本格稼働に入る。モンゴルでの実証事業については、実証機の導入と並行し、ＪＣＭプロジェクトとしての登

録を目指し、実証運転を開始する。 

さらに、新規の実証事業と、実証に必要なプロジェクトの発掘・組成等に資するＦＳ調査も公募により実施する。 

［２６年度業務実績］ 
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平成２６年度は、実証事業では、平成２５年度に採択しＭＯＵを締結したモンゴル１件については、相手国側企業に

よる建設工事を待機する間、その動向を注視しつつ、系統分析やＪＣＭプロジェクト登録に必要なプロジェクト設計書

（ＰＤＤ）を作成した。ベトナム２件については平成２６年度にＭＯＵを締結し、導入設備の詳細設計を行った。また

ＪＣＭ方法論策定に協力し、合同委員会で方法論２件が承認された。インドネシア２件についてはＭＯＵ協議を実施し

た。バングラデシュでのＭＲＶ適用調査では方法論の検討と、現地側ＭＲＶ体制整備に係るキャパシティビルディング

等を実施した。 

また、平成２６年度には、実証事業、実現可能性調査ともに一次・二次の２回の公募を行った（ＭＲＶ適用調査は一

次公募のみ）。一次公募で採択した実現可能性調査１７件について、平成２７年度における実証事業化等を目指して引

き続きフォローすることとした。ＭＲＶ適用調査１件では方法論開発に関する初期検討を行った。 



 - 121 -

(xⅲ) 境界・融合分野 

［中期計画］ 

急速な知識の蓄積や新知見の獲得によって、異分野技術の融合や新たな技術領域が現れることを踏まえ、従来の取組

を更に強化し、生涯健康や安全・安心等を中心とした社会ニーズや社会的貢献の実現を視野に入れつつ、高付加価値の

微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）技術を用いた超小型センサー及びそれらの制御システムを開発する等、各分野の境

界分野及び分野を跨ぐ技術の融合領域における技術開発を推進する。 

具体的には、第３期中期目標期間中に新しい機能を提供するＭＥＭＳデバイスを開発するとともに、ＭＥＭＳデバイ

スを活用した新たなサービスの実用化・事業化を図ることとし、この取組によって７種類以上のサービス提供を実現す

る。 

《１》社会課題対応センサーシステム開発プロジェクト ［平成２３年度～平成２６年

度］ 

［２６年度計画］ 

センサネットワークに使用されるセンサデバイスの共通的な課題である、無線通信機能、自立電源機能及び超低消費

電力機能の搭載を実現する革新的センサの開発を行い、センサネットワークの導入による、環境計測やエネルギー消費

量等の把握（見える化）及びエネルギー消費量の制御（最適化）により、低炭素社会の実現に寄与することを目的に、

技術研究組合ＮＭＥＭＳ技術研究機構グリーンセンサネットワーク研究所 所長 前田 龍太郎氏をプロジェクトリー

ダーとし、以下の研究開発を実施する。 

研究開発項目①グリーンＭＥＭＳセンサの開発 

以下のセンサを開発する。 

・ＭＥＭＳセンサの大きさは、２ｃｍ×５ｃｍ以下 

・全てのセンサについて、消費電力は１００μＷ以下 

研究開発項目②無線通信機能及び自立電源機能を搭載したグリーンセンサ端末の開発 

各種電子電気機器、空調機器、さらに製造装置や配電盤などに特別な追加工事等を伴うことなく設

置できる以下のグリーンセンサ端末を試作する。 

・ＭＥＭＳセンサからの信号を収集・処理する機能、及び計測データを無線で通信する機能を備え

た３ｍｍ角の端末本体部チップを開発 

・温度５～３５℃、室内照明下等研究開発項目③の実証実験で設定する環境下で、グリーンセンサ

端末に必要な電力供給として、平均出力１５０μＷ以上の電力供給が可能な発電・蓄電一体型デバイ

スを開発 

・ＭＥＭＳセンサ部、端末本体部チップ、発電・蓄電一体型デバイスを含めたグリーンセンサ端末

の大きさを、面積２ｃｍ×５ｃｍ以下で開発 

・少なくとも３００ＭＨｚ帯と９００ＭＨｚ帯の２つの周波数帯が同時受信可能であり、同時接続

端末１０００以上、受信感度－１３０ｄＢｍ以下の受信機を開発 

研究開発項目③グリーンセンサネットワークシステムの構築と実証実験 

グリーンＭＥＭＳセンサ、グリーンセンサ端末及び高感度受信機を用いたネットワークシステムを

構築するとともに、店舗、製造現場及びオフィス環境等に適用できるシステムを開発する。 

［２６年度業務実績］ 

 センサネットワークに使用されるセンサデバイスの共通的な課題である、無線通信機能、自立電源機能及び超低消費

電力機能の搭載を実現する革新的センサの開発を行い、センサネットワークの導入による、環境計測やエネルギー消費

量等の把握（見える化）及びエネルギー消費量の制御（最適化）により、低炭素社会の実現に寄与することを目的に、

以下の研究開発を実施した。 

研究開発項目①グリーンＭＥＭＳセンサの開発 

電流・磁界センサ、塵埃量センサ、ＣＯ２濃度センサ、ＶＯＣ濃度センサ、赤外線アレイセンサを

開発し、全てのセンサにおいて、基本計画の目標であるセンサの大きさ面積２ｃｍ×５ｃｍ以下、平

均消費電力１００μＷ以下を達成した。 

研究開発項目②無線通信機能及び自立電源機能を搭載したグリーンセンサ端末の開発 

各種電子電気機器、空調機器、さらに製造装置や配電盤などに特別な追加工事等を伴うことなく設

置できる以下のグリーンセンサ端末を試作し、基本計画の目標について、以下の通り達成した。 

ＭＥＭＳセンサからの信号処理・無線通信カスタムＬＳＩ、水晶振動子をＳｉインターポーザ（ビ

アキャパシタ内蔵）上に集積化した３ｍｍ角のモジュールを開発して機能を実証した。 

室内照明下等の実環境下で、面積２ｃｍ×５ｃｍで１５０μＷ以上の電力供給が可能な発電・蓄電

一体型の自立電源を開発した。 

ＭＥＭＳセンサ部、端末本体部チップ、発電・蓄電一体型デバイスを含めたグリーンセンサ端末

（面積２ｃｍ×５ｃｍ以下）を開発した。 

微小エネルギーの発電・蓄電を制御するエネルギーマネジメント技術及びデジタル補正アルゴリズ

ムを応用した低電力センサ信号処理技術を実装した端末用 LSI を開発し、グリーンセンサ端末で低消
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費電力効果を実証した。 

３００ＭＨｚ帯と９００ＭＨｚ帯を同時受信可能な受信機を開発するとともに、シミュレーション

により、１０００端末同時接続、受信感度－１３０ｄＢｍの受信が出来ることを明らかにした。 

研究開発項目③グリーンセンサネットワークシステムの構築と実証実験 

開発したグリーンＭＥＭＳセンサを用いたセンサネットワークシステムを店舗、製造現場及びオフ

ィス環境等において構築し、先進的エネルギーマネジメントによる省エネ効果について実証実験を行

い、１０％以上の省エネ効果を確認した。 
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